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摂
関
期
の
賀
茂
祭
関
係
記
事
（
そ
の
一
）　
―
　

『
小
右
記
』
を
中
心
と
す
る
古
記
録
部
類
作
成
へ
向
け
て
（
三
）　
―
　　
　
　

三
橋　

正
＊
教
授　

日
本
宗
教
史
・
平
安
時
代
史
／
小
右
記
講
読
会
代
表

一
、
賀
茂
祭
の
成
立
と
次
第

　

賀
茂
祭
は
、
四
月
中
酉
日
に
行
な
わ
れ
た
賀
茂
御
祖
神
社
（
下
社
）
と
賀
茂
別
雷

神
社
（
上
社
）
の
祭
で
あ
る
。
現
在
、
五
月
十
五
日
に
行
な
わ
れ
て
い
る
葵
祭
は
、

近
代
に
な
っ
て
こ
の
賀
茂
祭
と
十
一
月
の
賀
茂
臨
時
祭
の
儀
を
合
わ
せ
た
形
で
復
興

し
た
も
の
で
あ
る
。
祭
の
起
源
は
定
か
で
は
な
い
が
、『
続
日
本
紀
』
に
賀
茂
祭
で

の
騎
射
を
禁
じ
た
り
（
文
武
天
皇
二
年
〈
六
九
八
〉
三
月
辛
巳
〈
廿
一
日
〉
条
・
大

宝
二
年
〈
七
〇
二
〉
四
月
庚
子
〈
三
日
〉
条
）、
国
司
に
よ
る
検
察
を
定
め
た
り
し

て
い
る
こ
と
か
ら
（
和
銅
四
年
〈
七
一
一
〉
四
月
乙
未
〈
廿
日
〉
条
）、
こ
の
地
域

に
展
開
し
た
賀
茂
氏
の
祭
と
し
て
盛
大
に
挙
行
さ
れ
、
朝
廷
の
統
制
が
必
要
な
ほ
ど

で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
の
後
、
長
岡
京
・
平
安
京
へ
の
遷
都
に
よ
り
賀
茂
社

は
朝
廷
の
特
別
な
崇
敬
を
受
け
る
よ
う
に
な
り
、
更
に
弘
仁
元
年
（
八
一
〇
）
の
薬

子
の
変
で
「
二
所
朝
廷
」
の
危
機
を
克
服
し
た
嵯
峨
天
皇
に
よ
っ
て
皇
女
有
智
子
内

親
王
（
八
〇
七
〜
八
四
七
）
が
初
の
賀
茂
斎
院
に
卜
定
さ
れ
（『
一
代
要
記
』
な
ど
）、

同
九
年
に
斎
院
司
が
置
か
れ
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
四
所
収
同
年
五
月
九
日
・
廿
二

日
付
官
符
な
ど
）、
同
十
年
に
賀
茂
祭
は
中
祀
に
準
じ
ら
れ
た
（『
類
聚
国
史
』
巻

五
・
神
祇
五
・
賀
茂
大
神
、
同
年
三
月
甲
午
〈
十
六
日
〉
条
）。「
神
祇
令
」
に
示
さ

れ
た
祭
祀
の
三
等
級
に
つ
い
て
、「
式
」
の
規
定
で
大
祀
は
一
代
一
度
の
大
嘗
祭
の

み
で
、
中
祀
は
祈
年
祭
・
月
次
祭
・
神
嘗
祭
・
賀
茂
祭
の
四
祭
、
他
の
祭
は
す
べ
て

小
祀
と
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
神
社
の
祭
と
し
て
伊
勢
神
宮
の
神
嘗
祭
と
肩
を
並

べ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
も
賀
茂
祭
の
重
要
性
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

平
安
時
代
に
お
け
る
賀
茂
祭
の
重
要
性
は
、
都
に
隣
接
す
る
大
社
の
大
祭
と
い
う

だ
け
で
な
く
、
朝
儀
（
公
祭
）
と
し
て
挙
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
よ
っ
て

年
中
行
事
の
中
で
も
最
大
規
模
の
も
の
で
、
上
記
の
歴
史
的
展
開
を
受
け
て
、
そ
の

摂
関
期
の
賀
茂
祭
関
係
記
事
（
そ
の
一
）

　

―
　『
小
右
記
』
を
中
心
と
す
る
古
記
録
部
類
作
成
へ
向
け
て
（
三
）　
―
　

三

橋　
　

正＊

山
岸　

健
二

（
小
右
記
講
読
会
委
員
）

は
じ
め
に

　

古
記
録
（
日
記
）
を
正
確
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、「
古
記
録
文
化
」
の
理
念
で

も
あ
る
部
類
的
な
読
み
方
が
欠
か
せ
な
い
。
小
右
記
講
読
会
で
は
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の

構
築
を
目
指
し
て
「
小
右
記
講
読
会
」
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://saneyori.

lc.m
eisei-u.ac.jp

）
を
公
開
す
る
と
共
に
、
古
記
録
の
本
文
と
書
下
し
文
の
テ
キ
ス

ト
か
ら
、
目
録
な
ど
の
関
係
資
料
と
を
総
合
的
に
検
索
し
た
結
果
を
示
す
例
と
し
て
、

一
昨
年
度
は
「
立
后
」、
昨
年
度
は
「
着
座
」「
着
陣
」
の
記
事
を
部
類
的
に
ま
と
め

て
き
た
。
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
に
続
き
、「
賀
茂
祭
」
に
関
す
る
記
事
を
集
成
し
た
も

の
の
前
半
（
寛
弘
八
年
ま
で
）
を
掲
載
す
る
。
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明
星
大
学
研
究
紀
要
【
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
】
第
二
十
二
号　

二
〇
一
四
年

　
　

先
巴

賀
茂
祭
蚤

一
日
、
警
固
事
、

祭
使
雖
覗

止
猶
有
巴

警
固
芭

大
臣
若
不
参
、
納
言

以
上
得
覗

之
、

令
派

内
侍
奏
波

可
巴

警
固
蚤

之
状
楳

其
詞
云
、
為
巴

賀
茂

祭
蚤

令
覗

奉
巴

警
固
芭

　

大
臣
着
巴

陣
座
芭

召
巴

仰
諸
衛
府
芭

大
臣
宣
、
欲
覗

為
巴

賀
茂

祀
蚤
我
故
爾
如
覗

常
奉
巴

固
衛
芭

諸
衛
共
称
唯
退
、

　
　

中
申
酉
日
、
賀
茂
祭
事
、
酉
日
廃
務
、

当
日
使
立
、

先
二
日
、
少
納
言
付
巴

内
侍
蚤

奏
派

可
巴

祭
斎
蚤

之
文
楳

当
日
早
旦
内
記
書
巴

宣

命
芭

付
巴

内
侍
芭

内
侍
奏
覗

之
、
覧
訖
令
覗

給
巴

内
蔵
寮
使
芭

又
巳
一
刻
使
等
参

入
、
付
巴

内
侍
蚤

令
覗

奏
派

罷
巴

向
祭
所
蚤

由
楳

即
給
巴

例
禄
芭

天
皇
御
巴

南
殿
芭

南
廂
中
央
間
立
巴

大
床
子
蚤

為
巴

御
座
芭

御
後
施
巴

御
屛
風
芭

内
侍
臨
覗

檻
喚
覗

人
、
公
卿
自
巴

東
階
蚤

参
上
着
巴

簣
子

敷
芭
東
第
二
三
間
敷
覗

筵
為

覗

座
、
西
上
北
面
、

次
出
居
次
将
昇
覗

自
巴

同
階
蚤

着
座
、　
東
階
上
着
巴

簀
子
芭

北
頭
敷
巴

筵
一
枚
蚤

為

覗

座
、
南

上
北
面
、便
男
女
使
被
馬
及
従
者
等
、
入
覗

自
巴

日
華
門
蚤

西
度
出
覗

自
巴

月
華
門
芭

其
次
第
、
内
蔵
寮
使
馬
、
次
近
衛
府
使
馬
、
次
馬
寮
使
馬
、
次
中
宮
使
馬
、
次
東
宮
使
馬
、
次

内
侍
馬
、
次
命
婦
馬
、
次
中
宮
命
婦
馬
、
次
蔵
人
馬
、
次
中
宮
蔵
人
馬
、
次
汗
司
馬
、
若
典
侍
供

奉
、
唯
有
巴

走
嬬
并
手
振
等
芭

貞
観
十
五
年
例
、
使
馬
等
西
度
、
更
又
東
還
、

而
延
長
二
年
例
、
依
巴

日
暮
蚤

不
巴

更
還
渡
芭

令
覗

却
把

出
自
巴

月
華
門
蚤

也
、

祭
日
若
不
覗

御
巴

南
殿
芭

巳
刻
使
等
付
巴

内
侍
蚤

申
巴

罷
向
由
芭

又
内
侍
已
下
女
使
等
参
上
、
候
巴

南
廊
小
板
敷
芭

内
侍
授
覗

禄
、
典
侍
候
巴

朔
平
門
外
芭

奏
巴

事

由
芭

即
令
覗

伝
巴

給
其
禄
芭

使
等
被
馬
・
従
者
、

於
巴

清
涼
殿
東
庭
蚤

覧
覗

之
、
又
召
巴

蔵
人
所
陪
従
等
御
前
芭

其
馬
階
下

或
騎
覗

之
、
或
召
巴

近

衛
府
使
於
御
前
蚤

賜
巴

酒
肴
芭

兼
令
覗

奏
巴

歌
舞
蚤

給
覗

禄
、
一
同
巴

春
日
祭
使
芭

仁（
宇
多
天
皇
御
記
）

和
四
年
六
月
二
日
御
記
云
云々

、
右
近
衛
中
将
時（
藤
原
）平

其
児
也
、
被
覗

充
巴

賀
茂

祭
使
芭

饗
巴

近
衛
等
蚤

之
日
、
彼（
藤
原
基
経
）

大
臣
手
親
執
覗

盃
与
巴

近
衛
等
芭

是
一
失
也
、

同（
宇
多
天
皇
御
記
）

年
十
二
月
十
一
日
御
記
云
、
時
平
朝
臣
為
巴

仲
春
春
日
祭
使
芭

其
饗
巴

近
衛

等
蚤

之
日
、
父
太
政
大
臣
執
覗

盃
勧
巴

彼
舎
人
芭

為
覗

過
也
、

仁
和
五
年
四
月
乙
酉
、
辰
四
刻
鴨
祭
使
、
左
近
少
将
友（

在
原
）于

参
入
、
便
令
巴

歌

舞
蚤

云
々
、
然
近
衛
府
所
歌
舞
極
以
冷
淡
、
仍
喚
巴

殿
上
人
等
蚤

更
歌
舞
、
酷

之
至
多
過
巴

他
日
芭

即
賜
巴

件
人
等
禄
芭

各
有
覗

差
、

　
　

戌
日
、
解
巴

警
固
陣
蚤

事
、

儀
礼
も
複
合
的
に
な
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
参
考
と
し
て
『
小
野
宮
年
中
行
事
』

（
四
月
）
か
ら
関
係
す
る
記
載
を
挙
げ
て
、
一
連
の
行
事
を
概
観
す
る
。

十
日
、（
中
略
）

　
　
　
　

差
巴

賀
茂
斎
内
親
王
蚤

禊
日
前
駆
奏
聞
事
、

　
　

前
十
日
、
差
巴

前
駆
・
次
第
使
等
芭

近
代
之
例
、
不
覗

差
巴

自
覗

志
転
覗

尉
之
人
芭

一
上
奏
行
、
若
有
覗

障
者
以
巴

次
上
蚤

奏
行
、
但
加
巴

奏
一
上
有
覗

障
之
詞
芭

故（
清
慎
公
記
）
殿
天
慶
元
年
四
月
十
六
日
御
記
云
、
斎
院
御
禊
前
駆
、
右
衛
門
尉
源
忠
光

向
巴

伊
勢
国
蚤

之
替
、
改
巴

仰
中
務
少
丞
平
佐
忠
芭

検
巴

先
例
芭

諸
衛
尉
有
覗

障

之
時
、
以
巴

当
府
尉
蚤

差
改
、
府
中
無
派

可
巴

改
差
蚤

之
者
楳

以
巴

中
務
丞
・
内
舎

人
等
蚤

改
差
、
是
延
喜
廿
年
之
例
也
、
仰
巴

少
外
記
有
時
蚤

了
、

故（
清
慎
公
記
）

殿
御
日
記
、
天（
天
暦
元
年
）

慶
十
年
四
月
十
二
日
、
従
覗

内
有
覗

喚
、
仍
参
入
、
依
巴

雑

事
未
蝿

具
、
可
覗

延
巴

行
禊
蚤

之
状
、
斎
院
有
巴

令
覗

申
之
事
芭

彼
院
申
云
、
可

覗

改
巴

申
日
蚤

云
々
、
令
覗

勘
巴

先
例
芭

有
派

行
巴

未
日
蚤

之
例
杷

無
派

行
巴

申
日
蚤

之

例
楳

為
巴

之
如
何
芭

宜
巴

定
申
蚤

者
、
小（
藤
原
実
頼
）

臣
申
云
、
依
巴

先
例
蚤

行
巴

未
日
蚤

宜
歟

云
々
、
蒙
覗

仰
云
、
然
則
可
覗

仰
巴

所
司
蚤

者
、
仰
巴

外
記
是（
雀
部
）連

蚤

了
、
但
只
可

覗

示
巴

仰
官
人
芭

不
覗

可
覗

准
巴

朝
拝
・
五
月
節
等
芭

下
巴

停
止
宣
旨
蚤

云
々
、

　
　

中
午
日
、
斎
院
禊
事
、
有
巴

未
日

之
例
芭

前
二
日
、
斎
院
別
当
弁
率
巴

陰
陽
寮
及
供
奉
諸
司
等
蚤

到
巴

河
辺
芭

点
巴

定
其

地
芭

付
巴

蔵
人
蚤

奏
覗

之
、
当
日
早
旦
、
召
巴

王
卿
家
及
山
城
・
近
江
等
国
牛
蚤

給
巴

彼
院
芭

先
是
被
覗

召
巴

仰
件
牛
芭

但
山
城
・
近
江
給
巴

所
牒
芭

祭
日
同
用

覗

之
、
又
御
巴

覧
蔵
人
所
陪
従
芭

其
後
遣
巴

彼
院
芭

　
　

中
未
日
、
御
巴

覧
左
右
馬
寮
女
騎
料
御
馬
蚤

事
、

中
少
将
一
人
候
巴

御
前
芭

随
覗

勅
仰
巴

騎
下
之
由
芭

御
巴

覧
十
列
蚤

之
時
、
又
以

効
覗

之
、
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摂
関
期
の
賀
茂
祭
関
係
記
事
（
そ
の
一
）　
―
　

『
小
右
記
』
を
中
心
と
す
る
古
記
録
部
類
作
成
へ
向
け
て
（
三
）　
―
　　
　
　

三
橋　

正

で
、
賀
茂
祭
が
京
都
中
を
虜
に
し
た
盛
儀
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
警
固
・

解
陣
の
み
な
ら
ず
、
斎
院
御
禊
か
ら
内
裏
で
の
祭
使
（
勅
使
）
発
遣
、
社
頭
で
の
儀

に
至
る
ま
で
、
神
祇
官
は
主
導
的
な
立
場
に
な
く
、
上
卿
を
首
班
と
す
る
太
政
官
に

よ
っ
て
挙
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
賀
茂
祭
の
儀
は
実
質
的
に
午
日
の

斎
院
御
禊
か
ら
戌
日
の
解
陣
ま
で
の
五
日
間
で
あ
る
が
、
そ
の
前
か
ら
周
到
な
準
備

が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
例
え
ば
『
小
野
宮
年
中
行
事
』
四
月
「
十
五
日
、
授
巴

成
選

位
記
蚤

事
」
に
「
外
記
庁
例
云
、
若
当
巴

鴨
祭
芭

行
巴

十
七
日
芭

見
巴

日
記
芭

」
と
あ
る

よ
う
に
、
干
支
で
決
め
ら
れ
る
祭
の
日
取
り
に
よ
っ
て
政
務
の
日
程
が
変
わ
る
こ
と

も
あ
る
ほ
ど
影
響
力
が
あ
り
、
ま
さ
に
朝
廷
に
と
っ
て
も
最
大
の
年
中
行
事
で
あ
っ

た
。

二
、
摂
関
期
の
賀
茂
祭

　

賀
茂
祭
に
関
す
る
摂
関
期
の
日
記
（
古
記
録
）
を
正
確
に
把
握
す
る
た
め
に
は
、

警
固
・
解
陣
を
含
め
た
儀
式
そ
の
も
の
の
重
層
性
を
理
解
し
、
時
代
変
化
に
も
注
目

す
る
と
共
に
、
記
主
の
立
場
や
視
点
に
留
意
し
な
が
ら
読
み
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

　

こ
こ
に
【
事
例
】
と
し
て
取
り
上
げ
た
の
は
、『
親
信
卿
記
』
の
記
載
が
あ
る
天

禄
三
年
（
九
七
二
）
か
ら
『
御
堂
関
白
記
』『
権
記
』『
小
右
記
』（『
小
記
目
録
』）

の
記
載
が
揃
う
最
終
年
で
あ
る
寛
弘
八
年
（
一
〇
一
一
）
ま
で
の
賀
茂
祭
関
連
の
記

事
で
あ
る
。
円
融
天
皇
（
九
五
九
〜
九
九
一
、
在
位
は
九
六
九
〜
九
八
四
）・
花
山

天
皇
（
九
六
八
〜
一
〇
〇
八
、
在
位
は
九
八
六
ま
で
）・
一
条
天
皇
（
九
八
〇
〜
一

〇
一
一
）
ま
で
の
時
代
で
、
祭
儀
の
中
核
で
あ
る
斎
院
は
尊
子
内
親
王
と
選
子
内
親

王
が
勤
め
て
い
た
。

　

尊
子
内
親
王
（
九
六
六
〜
九
八
五
）
は
、
冷
泉
天
皇
の
皇
女
で
、
母
は
女
御
藤
原

懐
子
。
冷
泉
天
皇
の
時
代
、
安
和
元
年
（
九
六
八
）
七
月
一
日
に
卜
定
さ
れ
、
同
年

祭
王
還
巴

本
宮
蚤

之
後
、
大
臣
令
把

内
侍
奏
巴

解
陣
之
由
芭

若
不
覗

候
時
、
大
臣

付
巴

蔵
人
若
殿
上
弁
蚤

令
覗

奏
巴

其
由
芭

後
以
巴

外
記
蚤

召
巴

内
豎
芭

令
覗

召
巴

諸
衛

府
官
人
芭

官
人
連
立
後
、
大
臣
仰
云
、
陣
解
、

　

先
ず
、
斎
院
の
御
禊
に
関
わ
る
準
備
と
し
て
、
祭
の
十
日
前
に
前
駆
・
次
第
使
を

決
め
て
斎
院
に
奏
上
し
、
御
禊
の
二
日
前
に
賀
茂
川
の
ど
こ
で
御
禊
す
る
か
を
陰
陽

寮
に
占
わ
せ
て
天
皇
に
奏
上
す
る
。
そ
し
て
、
午
日
に
御
禊
と
天
皇
が
祭
当
日
用
の

牛
な
ど
を
覧
る
。
未
日
に
天
皇
は
馬
（
十
列
）
な
ど
を
覧
る
。
そ
し
て
祭
の
前
日

（
未
日
ま
た
は
申
日
）
に
、
六
衛
府
に
警
備
を
命
じ
る
警
固
が
あ
る
。

　

祭
日
は
「
中
申
酉
日
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
申
日
は
「
国
祭
」
の
日
と
も
言
わ
れ

（『
台
記
』
久
安
三
年
〈
一
一
四
七
〉
四
月
十
五
日
戊
申
条
）、
臣
下
の
奉
幣
や
参
詣

（
後
の
摂
関
賀
茂
詣
）
が
行
な
わ
れ
る
日
で
あ
る
が
、
諸
儀
式
書
に
記
載
は
な
く
、

詳
細
は
不
明
で
あ
り
、
実
質
的
に
賀
茂
祭
は
酉
日
の
一
日
で
行
な
わ
れ
た
。
そ
の

「
賀
茂
祭
事
」
に
記
さ
れ
て
い
る
内
容
は
、
す
べ
て
内
裏
（
天
皇
）
の
こ
と
で
あ
り
、

神
社
で
の
儀
式
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
中
祀
は
祭
と
そ
の
前
後
の
計
三

日
の
斎
を
必
要
と
し
た
の
で
、
二
日
前
に
潔
斎
の
開
始
を
伝
え
る
奏
聞
が
な
さ
れ
、

当
日
に
宣
命
が
奏
上
さ
れ
る
。
天
皇
は
そ
れ
を
覧
て
内
蔵
寮
使
に
給
い
、
さ
ら
に
紫

宸
殿
（
南
殿
）
に
出
御
し
て
祭
使
一
向
を
覧
て
送
り
出
す
。
天
皇
が
紫
宸
殿
に
出
御

し
な
い
場
合
で
も
、
祭
使
た
ち
が
乗
る
威
儀
の
唐
鞍
を
付
け
た
飾

か
ざ
り

馬う
ま

（
被
馬
）
や
従

者
を
覧
る
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
蔵
人
所
か
ら
選
出
さ
れ
た
陪
従
を
御
前
に
召
し
た
り
、

春
日
祭
と
同
じ
よ
う
に
、
特
別
に
近
衛
府
使
に
酒
肴
を
ご
馳
走
し
、
近
衛
府
使
が
引

き
連
れ
る
舞
人
・
陪
従
に
歌
舞
を
奏
さ
せ
て
か
ら
禄
を
給
う
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

翌
日
（
戌
日
）、
斎
院
が
紫
野
に
戻
り
、
大
臣
（
上
卿
）
に
よ
る
解
陣
が
行
な
わ

れ
た
。
警
固
・
解
陣
は
、
奈
良
時
代
か
ら
の
統
制
と
も
、
行
列
を
見
物
す
る
多
く
の

野
次
馬
に
対
す
る
規
制
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
他
の
祭
に
は
な
い
儀
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二
〇
一
四
年

し
で
行
な
わ
れ
た
（
4
③
）。
ま
た
、
退
下
後
の
内
親
王
は
、
天
元
三
年
（
九
八
〇
）

十
月
に
円
融
天
皇
の
女
御
と
し
て
入
内
し
て
承
香
殿
女
御
と
呼
ば
れ
た
が
、
同
五
年

四
月
に
突
如
剃
髪
し
、
寛
和
元
年
（
九
八
五
）
四
月
に
受
戒
、
同
年
五
月
二
日
に
薨

去
し
た
。

　

選
子
内
親
王
（
九
六
四
〜
一
〇
三
五
）
は
、
村
上
天
皇
の
皇
女
で
、
母
は
皇
后
藤

原
安
子
。
天
延
三
年
六
月
廿
五
日
に
卜
定
さ
れ
た
が
、
ま
だ
本
院
に
入
っ
て
い
な
い

と
い
う
こ
と
で
翌
年
の
賀
茂
祭
に
は
奉
仕
し
て
い
な
い
（
5
③
）。
そ
の
貞
元
元
年

（
九
七
六
）
九
月
廿
二
日
に
初
斎
院
（
大
膳
職
）
に
入
り
、
同
二
年
四
月
十
六
日
に

紫
野
斎
院
に
入
っ
た
の
で
（
6
①
）、
こ
の
年
か
ら
奉
仕
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

史
料
上
確
認
で
き
る
の
は
翌
天
元
元
年
か
ら
で
あ
る
（
7
）。
以
後
、
円
融
・
花

山
・
一
条
・
三
条
・
後
一
条
と
五
代
の
天
皇
の
賀
茂
斎
王
を
勤
め
た
こ
と
に
よ
り

「
大
斎
院
」
と
称
さ
れ
た
。
退
下
は
長
元
四
年
（
一
〇
三
一
）
九
月
廿
二
日
、
病
に

よ
る
も
の
で
、
そ
の
様
子
は
『
左
経
記
』
に
詳
し
い
（
黒
板
伸
夫
監
修
・
三
橋
正
編

『
小
右
記
註
釈　

長
元
四
年
』
下
〈
小
右
記
講
読
会
刊
行
・
八
木
書
店
発
売
、
二
〇

〇
八
年
〉
参
照
）。

　

選
子
内
親
王
の
斎
院
時
代
の
賀
茂
祭
を
記
す
最
初
の
日
記
は
、『
小
右
記
』
天
元

五
年
（
九
八
二
）
の
条
で
あ
る
（
�
）。『
小
右
記
』
の
賀
茂
祭
記
事
が
同
元
年
か
ら

あ
っ
た
こ
と
は
『
小
記
目
録
』
か
ら
わ
か
る
が
、
記
主
藤
原
実
資
（
九
五
七
〜
一
〇

四
六
）
は
同
四
年
二
月
に
蔵
人
頭
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
翌
年
の
賀
茂
祭
記
事
が
ま

と
ま
っ
て
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
意
義
深
い
。
こ
の
年
（
天
元
五
年
）
三
月
に
藤
原

遵
子
（
頼
忠
女
）
が
皇
后
と
な
り
、
実
資
は
皇
后
宮
亮
に
任
命
さ
れ
（
拙
稿
「
摂
関

期
の
立
后
関
係
記
事
」〈
本
紀
要
第
一
九
号
〉
参
照
）、
賀
茂
祭
で
も
中
宮
使
を
奉
仕

し
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
に
引
馬
の
雑
具
や
唐
鞍
を
借
り
た
こ
と
（
③
▼

ｂ
、
④
▼
ａ
、
⑤
▼
ａ
、
⑪
▼
ａ
、
㉑
▼
ａ
）、
祭
の
前
日
に
内
裏
に
籠
も
ら
な
か

っ
た
こ
と
（
⑧
＊
1
）、
何
よ
り
も
使
の
立
場
か
ら
の
祭
当
日
の
中
宮
の
儀
や
行
列

十
二
月
廿
七
日
に
初
斎
院
（
左
近
衛
府
）
に
入
り
、
天
禄
元
年
（
九
七
〇
）
四
月
十

二
日
に
紫
野
斎
院
に
入
っ
た
（『
日
本
紀
略
』『
賀
茂
斎
院
記
』
な
ど
）。
賀
茂
祭
へ

の
奉
仕
も
こ
の
年
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
が
、
史
料
上
確
認
で
き
る
の
は
翌
二
年
か
ら

で
、『
日
本
紀
略
』
同
年
四
月
の
条
に
「
十
七
日
、
壬
午
、
賀
茂
斎
王
禊
、」「
廿
日
、

乙
酉
、
賀
茂
祭
、」
と
あ
る
。

　

そ
の
翌
年
か
ら
三
ヶ
年
分
（
天
禄
三
年
1
、
天
延
元
年
♴
、
同
二
年
♵
）
の
記
録

が
『
親
信
卿
記
』
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
現
在
に
伝
わ
る
『
親
信
卿
記
』
は
、

記
主
の
平
親
信
（
九
四
六
〜
一
〇
一
七
）
が
六
位
蔵
人
で
あ
っ
た
天
禄
三
年
正
月
廿

六
日
か
ら
天
延
三
年
正
月
七
日
ま
で
の
日
記
を
、
同
じ
く
六
位
蔵
人
を
勤
め
た
子
息

の
重
義
・
行
義
ら
の
た
め
に
編
集
し
た
も
の
で
、
そ
の
際
に
、
並
行
し
て
別
々
に
付

け
て
い
た
具
注
暦
記
（
暦
記
）
と
部
類
形
式
の
別
記
を
統
合
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
「
賀
茂
祭
」
に
関
す
る
別
記
と
一
緒
に
、
自
身
の
実
務
執
行
に
必
要
な
儀
式
次

第
や
先
例
を
ま
と
め
て
お
い
た
も
の
が
「
賀
茂
祭
の
雑
事
」（
♵
⑧
・
3
「
祭
の
雑

抄
」）
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
摂
関
期
に
お
け
る
実
務
官
人
の
朝
儀
に
臨
む
姿

勢
と
日
記
の
付
け
方
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
共
に
、
賀
茂
祭
に
つ
い
て
も
、

マ
ニ
ュ
ア
ル
（「
賀
茂
祭
の
雑
事
」）
と
、
御
禊
の
前
駆
定
（
1
①
・
1
、
♴
①
）、

天
皇
が
斎
院
の
饗
の
相
伴
役
と
し
て
遣
わ
す
垣
下
（
1
②
・
1
、
♵
①
・
1
、
⑧
・

2
）、
御
禊
（
1
③
・
1
、
♴
②
・
1
、
♵
②
・
1
）、
警
固
の
召
仰
（
1
⑤
・
1
、

⑥
・
1
、
♴
④
・
1
、
♵
④
・
2
、
⑤
・
2
）、
女
騎
の
馬
と
唐
鞍
（
1
⑥
・
2
、

♴
④
・
2
、
♵
④
・
1
、
⑤
・
1
）、
宣
命
（
1
⑥
・
3
、
♴
⑥
・
1
、
♵
⑥
・
1
）、

祭
（
1
⑦
・
1
、
♴
⑦
・
1
、
♵
⑥
・
1
）、
斎
院
の
裳
や
還
饗
（
♴
⑦
・
2
、
♵

⑧
・
1
）、
葵
桂
献
上
（
♴
⑨
・
1
）、
解
陣
（
1
⑨
・
1
、
♴
⑨
・
2
、
♵
⑧
・

1
）
な
ど
に
関
す
る
実
例
を
比
較
し
て
検
証
で
き
る
。

　

な
お
、
尊
子
内
親
王
は
天
延
三
年
（
九
七
五
）
四
月
三
日
に
母
の
薨
去
に
よ
り
退

下
し
た
の
で
（『
賀
茂
斎
院
記
』『
日
本
紀
略
』）、
同
年
の
賀
茂
祭
は
斎
院
の
奉
仕
な



213

摂
関
期
の
賀
茂
祭
関
係
記
事
（
そ
の
一
）　
―
　

『
小
右
記
』
を
中
心
と
す
る
古
記
録
部
類
作
成
へ
向
け
て
（
三
）　
―
　　
　
　

三
橋　

正

言
・
右
大
臣
と
な
っ
て
も
右
大
将
を
辞
せ
ず
に
続
け
、
賀
茂
祭
の
上
卿
を
多
く
勤
め

た
。
そ
の
立
場
か
ら
記
録
に
残
さ
れ
た
初
例
が
寛
弘
二
年
（
一
〇
〇
五
）
で
あ
り

（
�
）、『
権
記
』
同
七
年
四
月
廿
四
日
条
（
�
⑧
△
Ａ
）
に
実
資
が
触
穢
で
藤
原
斉

信
が
代
行
し
た
こ
と
を
特
記
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
寛
弘
年
間
に
は
実
資
に
よ

る
上
卿
が
常
態
化
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
三
条
天
皇
朝
・
後
一
条
天
皇
朝
に

な
る
と
、
実
資
は
賀
茂
祭
上
卿
と
い
う
立
場
か
ら
『
小
右
記
』
に
よ
り
詳
細
な
記
載

を
残
し
て
お
り
（
本
稿
の
続
編
に
掲
載
予
定
）、
そ
れ
ら
を
合
わ
せ
て
検
証
す
る
こ

と
で
、
摂
関
期
の
賀
茂
祭
の
諸
相
を
複
合
的
に
考
察
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

　

藤
原
行
成
（
九
七
二
〜
一
〇
二
七
）
も
一
条
天
皇
の
蔵
人
頭
を
勤
め
、
そ
の
立
場

か
ら
の
最
後
の
『
権
記
』
の
記
事
が
長
保
三
年
に
あ
り
（
�
）、
垣
下
が
斎
院
御
禊

に
一
人
も
来
な
か
っ
た
こ
と
（
⑤
△
Ａ
）、
疫
病
流
行
に
よ
り
見
物
が
少
な
か
っ
た

こ
と
（
⑩
△
Ａ
）、
祭
使
の
詳
細
（
⑩
△
Ｂ
）
な
ど
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。

　
『
権
記
』
の
記
事
は
本
稿
の
【
事
例
】
で
扱
っ
た
最
後
の
年
で
あ
る
寛
弘
八
年

（
一
〇
一
一
）
ま
で
し
か
伝
わ
ら
な
い
が
（
�
）、
行
成
は
公
卿
と
な
っ
た
後
も
賀
茂

祭
の
諸
儀
の
記
録
を
残
し
て
お
り
、
藤
原
道
長
の
『
御
堂
関
白
記
』
と
共
に
『
小
右

記
』
の
記
事
が
少
な
い
と
こ
ろ
を
補
う
形
に
な
っ
て
い
る
。

三
、
賀
茂
祭
に
対
す
る
関
心
の
変
化　

―
近
衛
府
使
と
摂
関
賀
茂
詣
―

　
『
小
右
記
』『
権
記
』『
御
堂
関
白
記
』
の
記
事
に
共
通
す
る
こ
と
は
、
朝
儀
と
し

て
の
賀
茂
祭
の
諸
儀
よ
り
、
周
縁
に
つ
い
て
の
記
載
が
多
く
な
る
こ
と
で
あ
り
、
そ

こ
か
ら
貴
族
社
会
に
お
け
る
関
心
の
変
化
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

賀
茂
祭
に
お
け
る
斎
院
の
位
置
付
け
は
微
妙
で
、
少
な
く
と
も
斎
院
不
在
時
や
初

斎
院
段
階
で
祭
儀
に
参
加
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
存
在
が
不
可
欠
で
は
な
か
っ

た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
以
上
に
内
裏
か
ら
遣
わ
さ
れ
る
祭
使
（
勅
使
）
が

と
下
社
・
上
社
・
宿
所
の
様
子
（
⑰
▼
ａ
＊
2
）、
翌
日
の
宿
院
と
紫
野
斎
院
で
の

饗
宴
な
ど
を
描
い
て
い
る
（
⑲
▼
ａ
＊
1
）。
ま
た
、
蔵
人
頭
の
立
場
に
よ
る
か
、

中
宮
使
の
立
場
に
よ
る
か
は
不
明
だ
が
、
実
資
自
身
も
祭
日
と
翌
日
に
自
邸
（
小
野

宮
第
）
で
「
儲
所
の
饗
」
を
設
け
て
来
訪
者
に
酒
肴
や
禄
を
振
る
舞
っ
て
い
る
（
⑰

▼
ａ
、
⑲
▼
ｂ
）。
こ
の
年
の
祭
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
賀
茂
祭
に
供
奉
す
る
者
の

従
者
が
綾
羅
を
着
る
よ
う
な
過
差
を
禁
じ
る
命
が
下
さ
れ
（
①
▼
ｂ
）、
御
禊
の
上

卿
・
参
議
が
来
な
か
っ
た
こ
と
で
召
問
わ
れ
（
⑥
▼
ａ
、
⑧
＊
2
、
⑨
、
㉒
＊
1
、

㉓
▼
ａ
、
㉔
、
㉕
＊
4
）、
祭
当
日
に
使
の
多
く
が
来
な
か
っ
た
り
代
官
と
な
っ
た

り
し
た
だ
け
で
な
く
、
上
卿
も
来
な
か
っ
た
の
で
参
議
を
代
官
と
し
（
⑯
、
⑰
＊
2

＊
3
）、
穢
に
よ
り
唐
鞍
の
調
達
が
で
き
な
か
っ
た
り
大
祓
を
し
た
り
（
⑦
、
⑧
＊

1
、
⑫
、
⑬
、
⑭
＊
2
、
⑮
）、
特
別
に
賀
茂
社
と
松
尾
社
の
禰
宜
を
御
禊
の
日
に

呼
ん
で
祭
の
平
安
を
祈
ら
せ
た
り
し
た
こ
と
な
ど
（
⑧
＊
3
）、
朝
儀
と
し
て
の
賀

茂
祭
に
対
す
る
弛
緩
へ
の
対
応
が
多
く
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
他
方
、
祭
の

前
日
（
申
日
）
に
は
関
白
藤
原
頼
忠
の
賀
茂
詣
が
な
さ
れ
た
（
⑭
＊
1
）。

　

花
山
天
皇
朝
の
賀
茂
祭
に
つ
い
て
も
、
蔵
人
頭
で
あ
っ
た
実
資
に
よ
る
『
小
右

記
』
寛
和
元
年
（
九
八
五
）
の
記
事
が
略
本
で
残
さ
れ
て
い
る
が
（
�
⑧
）、
祭
当

日
に
関
白
頼
忠
に
よ
る
賀
茂
詣
が
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
（
＋
1
）、
朝
儀
に
つ
い
て

は
「
伝
聞
」
と
し
て
近
衛
府
使
と
内
蔵
寮
使
の
代
官
を
記
す
程
度
で
あ
る
（
＋
2
）。

一
条
天
皇
の
蔵
人
頭
を
勤
め
て
い
た
時
の
『
小
右
記
』
の
記
事
は
な
い
が
、
参
議
に

な
っ
た
直
後
の
永
祚
元
年
（
九
八
九
）
に
は
（
�
）、
上
卿
で
あ
る
藤
原
済
時
に
障

が
生
じ
た
の
で
摂
政
藤
原
兼
家
の
命
に
よ
り
実
資
が
一
人
で
御
禊
を
行
な
い
（
①
▼

ａ
、
②
、
③
▼
ａ
、
④
）、
祭
の
当
日
も
済
時
を
補
佐
し
て
い
る
（
⑧
▼
ｂ
）。
実
資

は
祭
の
前
日
に
円
融
法
皇
の
使
と
し
て
賀
茂
社
に
詣
で
、
一
条
天
皇
た
め
の
御
祈
の

祭
文
を
読
み
、
自
身
の
私
幣
を
奉
っ
て
い
る
（
⑦
▼
ｃ
）。
な
お
、
藤
原
実
資
は
一

条
天
皇
朝
の
長
保
三
年
（
一
〇
〇
一
）
に
権
大
納
言
で
右
大
将
を
兼
ね
、
後
に
大
納
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〇
一
四
年

　
【
事
例
】
に
あ
る
代
表
的
な
者
に
、
永
祚
元
年
（
九
八
九
）
に
父
忠
平
の
四
条
第

西
対
か
ら
出
立
っ
た
藤
原
公
任
（
�
⑦
▼
ａ
、
⑧
▼
ａ
、
⑩
▼
ａ
）、
正
暦
四
年

（
九
九
三
）
に
父
道
隆
の
東
三
条
院
西
対
か
ら
出
立
っ
た
藤
原
隆
家
（
�
⑫
＊
1
＊

2
）、
寛
弘
二
年
（
一
〇
〇
五
）
に
道
長
の
枇
杷
殿
西
対
か
ら
出
立
っ
た
源
雅
信

（
�
㉔
▼
ｃ
、
㉕
▲
Ａ
、
㉖
△
Ａ
）、
同
四
年
に
父
道
長
の
土
御
門
殿
東
対
か
ら
出
立

っ
た
藤
原
頼
宗
（
�
①
▲
Ｂ
、
㉑
▲
Ａ
、
㉒
△
Ａ
）、
同
七
年
に
父
道
長
の
土
御
門

殿
西
対
か
ら
出
立
っ
た
藤
原
教
通
（
�
①
▲
Ｂ
、
⑦
▲
Ａ
、
⑩
▲
Ｂ
）
な
ど
が
い
る
。

　

さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
時
代
に
摂
関
賀
茂
詣
が
成
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。

『
師
光
年
中
行
事
』『
公
事
根
源
』
な
ど
で
は
摂
関
賀
茂
詣
の
は
じ
ま
り
を
天
禄
二
年

（
九
七
一
）
九
月
廿
六
日
戊
午
に
摂
政
右
大
臣
藤
原
伊
尹
が
行
な
っ
た
こ
と
に
求
め

て
い
る
が
、
四
月
の
賀
茂
祭
前
後
と
言
う
こ
と
で
は
、
藤
原
兼
通
が
関
白
内
大
臣
と

な
っ
た
翌
年
の
天
延
元
年
（
九
七
三
）
四
月
未
日
（
十
二
日
乙
未
）
に
行
な
っ
た
の

が
初
例
と
な
る
（
♴
⑤
）。
兼
通
は
貞
元
元
年
（
九
七
六
）
四
月
廿
五
日
辛
酉
の
賀

茂
祭
当
日
に
も
参
詣
し
て
い
る
（
5
③
）。
藤
原
頼
忠
は
関
白
に
な
っ
た
翌
年
の
天

元
元
年
（
九
七
八
）
か
ら
毎
年
の
よ
う
に
申
日
（
祭
の
前
日
）
の
参
詣
を
し
て
（
7

④
、
⑤
、
8
②
、
③
、
⓽
④
、
⓾
④
、
�
⑭
＊
1
、
�
④
、
�
⑦
、
⑧
＋
1
、
⑨
）、

こ
の
儀
を
成
立
さ
せ
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
天
元
五
年
五
月
二
日
に
左
大
臣
源
雅
信

（
�
⑭
注
1
）、
永
観
元
年
（
九
八
三
）
四
月
廿
二
日
丁
未
に
右
大
臣
藤
原
兼
家
（
�

③
）、
寛
和
元
年
（
九
八
五
）
四
月
廿
九
日
癸
卯
に
三
位
中
将
藤
原
義
懐
も
参
詣
し

て
い
る
よ
う
に
（
14
⑧
注
1
）、
ま
だ
摂
関
の
独
占
的
な
行
事
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
、

有
力
者
が
競
合
し
て
い
た
。
そ
れ
は
一
条
天
皇
即
位
の
翌
年
の
永
延
元
年
（
九
八

七
）
四
月
十
六
日
戊
申
に
摂
政
藤
原
兼
家
が
参
詣
し
（
�
①
、
②
＊
1
）、
そ
の
前

後
、
十
三
日
乙
巳
に
権
大
納
言
藤
原
道
隆
、
廿
日
壬
子
と
五
月
廿
一
日
壬
午
に
右
大

臣
藤
原
為
光
の
参
詣
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
（
⑧
▼
ａ
、
②
注
1
）。

　

兼
家
没
後
の
正
暦
三
年
（
九
九
二
）
に
も
四
月
廿
一
日
甲
申
の
摂
政
道
隆
に
続
い

重
要
で
、
そ
の
中
の
意
味
合
い
も
時
代
と
共
に
変
化
し
て
い
る
。

　

賀
茂
祭
使
の
行
列
は
、『
江
家
次
第
』（
巻
六
・
四
月
・
賀
茂
祭
使
）
の
「
路
頭
次

第
」
に
よ
れ
ば
、
山
城
の
歩
兵
左
右
各
四
〇
人
、
前
駆
の
騎
兵
左
右
各
六
〇
人
、
郡

司
八
人
、
国
司
一
人
、
内
蔵
・
中
宮
・
春
宮
・
院
の
御
幣
及
び
宮
主
、
春
宮
・
中

宮
・
馬
寮
の
走
馬
、
春
宮
使
・
中
宮
使
・
馬
寮
使
・
近
衛
府
使
・
内
蔵
寮
使
、
闈

司
・
中
宮
蔵
人
・
内
蔵
人
・
中
宮
命
婦
・
内
命
婦
・
左
右
火
長
各
一
〇
人
、
門
部
・

兵
衛
・
近
衛
左
右
各
二
人
、
斎
院
長
官
と
斎
王
の
輿
、
女
孺
一
〇
人
、
執
物
一
〇
人
、

腰
輿
、
供
膳
韓
櫃
三
荷
、
雑
器
物
二
荷
、
膳
部
六
人
、
騎
女
一
〇
人
、
陰
陽
寮
漏
刻
、

童
女
四
人
、
院
司
二
人
、
韓
櫃
一
〇
荷
、
蔵
人
所
陪
従
六
人
、
さ
ら
に
車
駕
が
連
な

る
と
い
う
盛
大
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
内
裏
か
ら
下
社
・
上
社
へ
と
連
な
る
の

で
あ
る
か
ら
、
見
物
者
が
多
数
あ
り
、
桟
敷
も
設
け
ら
れ
、
時
に
場
所
争
い
が
起
こ

っ
た
こ
と
も
肯
け
る
（
�
⑨
＊
1
、
⑪
▼
ａ
＊
1
、
⑬
＊
1
、
�
⑮
△
Ａ
、
�
⑬
△

Ｃ
な
ど
）。
そ
の
中
の
勅
使
を
み
る
と
馬
寮
使
・
近
衛
府
使
・
内
蔵
寮
使
の
三
人
が

お
り
、
祭
儀
の
面
で
は
宣
命
と
幣
帛
を
持
つ
内
蔵
寮
使
が
中
核
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
摂
関
期
に
は
祭
使
団
を
引
き
連
れ
る
と
い
う
意
味
も
あ
っ
て
、

舞
人
・
陪
従
を
率
い
る
近
衛
府
使
が
最
も
注
目
さ
れ
る
存
在
と
な
っ
て
い
た
。

　

近
衛
府
使
は
春
日
祭
使
と
同
様
に
次
将
（
中
将
・
少
将
）
が
勤
め
、
そ
の
父
な
ど

が
邸
宅
で
出
立
儀
と
還
饗
を
催
し
て
縁
の
あ
る
者
を
集
め
、
舞
人
・
陪
従
の
た
め
の

摺
袴
な
ど
を
届
け
て
も
ら
う
習
慣
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
高
級
貴
族
の
子
弟
が
祭
使
と

な
っ
た
時
に
は
、
公
卿
と
な
る
前
の
お
披
露
目
と
し
て
の
意
味
が
付
加
さ
れ
、
特
に

盛
大
に
な
さ
れ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
先
の
『
小
野
宮
年
中
行
事
』
の
「
中

申
酉
日
、
賀
茂
祭
事
」
に
「
或
召
巴

近
衛
府
使
於
御
前
蚤

賜
巴

酒
肴
芭

兼
令
覗

奏
巴

歌
舞
蚤

給
覗

禄
、
一
同
巴

春
日
祭
使
芭

」
と
あ
る
近
衛
府
使
が
内
裏
に
召
さ
れ
る
儀
は
、
こ
の

私
邸
で
の
儀
の
延
長
上
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
（
�
⑫
＊
1
、
�
㉑
▲
Ｂ
、
�
⑦
▲

Ａ
）。
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摂
関
期
の
賀
茂
祭
関
係
記
事
（
そ
の
一
）　
―
　

『
小
右
記
』
を
中
心
と
す
る
古
記
録
部
類
作
成
へ
向
け
て
（
三
）　
―
　　
　
　

三
橋　

正

　

本
稿
の
書
下
し
文
や
「
首
書
」
記
号
は
、
前
々
稿
「
摂
関
期
の
立
后
関
係
記

事
」・
前
稿
「
摂
関
期
の
「
着
陣
」「
着
座
」
記
事
」
と
同
様
で
、
以
下
の
通
り
と
し

た
。
平
安
時
代
の
研
究
や
古
記
録
の
学
習
に
も
役
立
て
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
甚
で
あ

る
。『

親
信
卿
記
』（
平
親
信
の
日
記
）

　

・
…
陽
明
文
庫
本
（
陽
明
叢
書
記
録
文
書
篇
『
平
記
・
大
府
記
・
永
昌
記
・
愚
昧
記
』〈
思
文
閣
出
版
、

一
九
八
八
年
〉
所
収
）
の
朱
書
首
書
。

『
小
右
記
』（
藤
原
実
資
の
日
記
）

　

＊
…
長
元
四
年
条
の
底
本
（
伏
見
宮
本
）
と
同
じ
Ｂ
系
本
の
写
本
に
あ
る
も
の
。

　

＋
…
尊
経
閣
文
庫
（
前
田
家
）
本
な
ど
Ａ
系
本
の
写
本
に
あ
る
も
の
。

　

▼
…
底
本
に
首
書
が
無
く
、
新
た
に
見
出
し
を
作
成
し
た
も
の
。

　

◆
…
底
本
に
な
く
『
小
記
目
録
』
に
記
事
が
あ
る
も
の
。
番
号
は
編
目
順
。

　

★
…
逸
文
。

・
追
加
記
号
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
小
文
字

『
御
堂
関
白
記
』（
藤
原
道
長
の
日
記
）

　

※
…
底
本
に
あ
る
も
の
。

　

▲
…
底
本
に
首
書
が
無
く
、
新
た
に
見
出
し
を
作
成
し
た
も
の
。

・
追
加
記
号
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
大
文
字

『
権
記
』（
藤
原
行
成
の
日
記
）

　

△
…
底
本
に
首
書
が
無
く
、
新
た
に
見
出
し
を
作
成
し
た
も
の
。

　

☆
…
逸
文
。

・
追
加
記
号
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
大
文
字

『
本
朝
世
紀
』

　

・
…
国
史
大
系
本
の
底
本
で
あ
る
伏
見
宮
本
・
第
一
高
等
学
校
本
の
朱
書
・
墨
書
の
標
目
。

て
廿
五
日
戊
子
に
内
大
臣
道
兼
が
参
詣
し
て
い
る
（
�
④
・
注
1
）。
し
か
し
、
摂

政
道
隆
に
よ
る
同
四
年
四
月
十
四
日
壬
申
の
参
詣
記
事
（
�
⑧
、
⑨
）、
関
白
に
な

っ
た
翌
五
年
四
月
十
五
日
丙
申
の
参
詣
記
事
（
�
⑤
、
⑥
・
1
、
⑦
）
に
は
道
長
を

含
む
ほ
と
ん
ど
の
公
卿
が
参
列
し
た
と
あ
り
、
摂
関
賀
茂
詣
が
確
立
し
た
か
に
見
え

る
。
そ
れ
を
内
覧
左
大
臣
の
立
場
で
長
徳
四
年
（
九
九
八
）
か
ら
継
承
し
（
�
⑩
）、

摂
関
期
の
儀
と
し
て
不
動
の
も
の
と
し
た
の
が
藤
原
道
長
で
あ
っ
た
。
道
長
が
参
詣

し
な
か
っ
た
長
保
二
年
（
一
〇
〇
〇
）
四
月
十
三
日
庚
申
や
寛
弘
二
年
（
一
〇
〇

五
）
四
月
十
九
日
丙
申
に
右
大
臣
藤
原
顕
光
が
参
詣
し
た
こ
と
も
あ
る
が
（
�
⑪
▲

Ａ
、
⑫
△
Ａ
、
�
⑱
、
⑲
、
⑳
＋
1
＋
2
、
㉑
▲
Ａ
、
㉒
△
Ｂ
）、
も
は
や
道
長
と

争
う
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
道
長
が
四
月
中
申
日
（
国

祭
日
）
の
賀
茂
詣
を
信
仰
上
の
義
務
的
な
も
の
と
し
て
い
た
こ
と
は
、
そ
れ
を
中
止

し
た
際
に
由
祓
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
し
（
�
⑧
▲
Ａ
）、
朝
儀
に
匹
敵
す

る
位
置
付
け
を
し
て
い
た
こ
と
は
、『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
四
年
・
五
年
・
八
年
の

賀
茂
詣
の
記
事
に
供
奉
者
や
舞
人
・
陪
従
の
名
前
を
記
し
た
り
（
�
⑰
▲
Ａ
、
�
⑧

▲
Ａ
、
�
⑰
▲
Ａ
）、
同
七
年
・
八
年
に
は
賀
茂
詣
の
雑
事
を
定
め
た
と
い
う
記
事

を
残
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
（
�
①
▲
Ｂ
、
�
②
▲
Ａ
）。
こ
こ
か
ら
道
長

に
よ
る
政
権
の
獲
得
が
、
社
会
に
精
神
的
な
変
質
を
も
も
た
ら
し
た
こ
と
が
わ
か
る

で
あ
ろ
う
。

　

私
邸
で
な
さ
れ
る
近
衛
府
使
の
出
立
・
還
饗
に
し
て
も
、
摂
関
賀
茂
詣
に
し
て
も
、

私
的
な
色
彩
が
濃
く
、
朝
儀
と
し
て
の
賀
茂
祭
と
い
う
視
点
か
ら
は
周
縁
の
現
象
と

映
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
日
記
も
そ
れ
ら
に
篤
い
関
心
を
寄
せ
、
時
に

は
斎
院
や
朝
廷
で
の
儀
式
以
上
に
詳
し
く
記
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
時
代

の
変
化
・
価
値
観
の
変
容
を
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
。
更
に
細
か
く
読
み
込
む
こ

と
で
、
政
治
・
社
会
の
シ
ス
テ
ム
や
世
相
を
知
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
こ
で
類
聚
し

た
記
事
を
、
是
非
、
多
く
の
人
に
活
用
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。
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十
七
日
、
午
（
＝
丙
午
）。

■1
・

禊
日
也
。
御お
ん

物も
の

忌い
み

に
依
り
、
所と
こ
ろ（

＝
蔵
人
所
）
の
陪
べ
い
じ

従ゆ
う

并
び
に
諸
国
の
牛
等
を

覧ら
ん

ぜ
ず
。
事こ
と

由の
よ
しを
奏
す
る
の
後
、
彼か

の
院
（
＝
斎
院
）
に
遣つ
か

は
す
。
但た
だ

し
、
牛
に

至
り
て
は
、
小こ

舎ど
ね
り人
を
差つ
か

は
し
、
之
を
遣
は
す
。

④
『
日
本
紀
略
』
天
禄
三
年
四
月
十
七
日
条

十
七
日
、
丙
午
。

賀
茂
斎
内
親
王
﹇
尊
子
﹈
の
禊
。

⑤
『
親
信
卿
記
』
天
禄
三
年
四
月
十
八
日
条

・
1
「
警け

い

固ご

の
召
め
し
お

仰お
せ

無
き
事
」

十
八
日
、〈
未
（
＝
丁
未
）〉。

■１
･

上し
よ
う

卿け
い

参
ら
ず
。
警
固
の
召
仰
無な

し
。

⑥
『
親
信
卿
記
』
天
禄
三
年
四
月
十
九
日
条

・
1
「
警
固
を
行
な
は
る
る
事
（
事
×
）」

・
2
「
女じ

よ

騎き

の
馬
を
御ご

覧ら
ん

す
る
事
（
事
×
）」

・
3
「
内
記
、
明
日
の
宣せ

ん

命み
よ
うを

奏
す
る
事
（
事
×
）」

十
九
日
、〈
申
（
＝
戊
申
）〉。

■１
･

民
部
卿
（
＝
藤
原
文
範
）、
警
固
の
事
を
行
な
は
る
。
但
し
、
奏
せ
ら
れ
ず
。

〔
先
例
を
問
ふ
べ
し
。〕

■２
･

女
騎
の
料
の
左
右
の
御
馬
を
御
覧
ず
。
其
の
儀
、
官
人
、
陣じ
ん

外が
い

に
牽ひ

く
の
由

を
申
す
。
蔵
人
、
事
由
を
奏
す
。
着ち

や

陣く
じ
んを
仰お
お

す
。〈
東
。〉
次つ

い
で
東
ひ
が
し

廂び
さ
し（

＝
清

涼
殿
）
の
御み

簾す

を
下お

（
×
可
）
ろ
す
。
次
い
で
少
将
高
遠
、
毛け
の

文ふ
み

を
文ふ

夾ざ
し

に
差さ

し
、

南
第
二
間
に
進

す
す
み

候こ
う

じ
、
之
を
奏
聞
す
。
奏
聞
（
々
々
）
の
後
、
滝た
き

口ぐ
ち

よ
り
牽ひ
き

入い

る
。
廻め
ぐ

乗り
の

る
儀
は
一
、
他
の
例
の
如
し
。
左
、
退
出
す
。
次
い
で
右
、
牽
入
る
。

御
覧
ず
。
亦
、
退
出
す
。
次
い
で
少
将
、
人
を
召
す
。
蔵
人
参
入
す
。
仰
せ
て

云
は
く
「
硯す

ず
り。」

退
出
す
。
硯
を
取
り
、
少
将
の
座
の
東
方
に
置
く
。
仰
お
お
せ

に
随
し
た
が

　
【
事
例
】

1
天
禄
三
年
（
九
七
二
）

①
『
親
信
卿
記
』
天
禄
三
年
四
月
九
日
条

・
1
「
御お

み

禊そ
ぎ

の
前さ
き

駆が
け

定さ
だ
め」

九
日
（
＝
戊
戌
）。

■１
･

中
宮
大
夫
藤
原
朝
臣
〈
朝
成
〉、
射い

場ば

殿ど
の

に
参
り
、
賀
茂
の
御
禊
の
前
駆
并な
ら

び
に
次し

第だ
い

使し

の
文
を
奏そ
う

せ
し
む
。〈
筥は
こ

に
入い

る
。〉
奏そ
う

聞も
ん

し
返
か
え
し

給た
ま

は
る
。

②
『
親
信
卿
記
』
天
禄
三
年
四
月
十
五
日
条

・
1
「
斎
院
の
垣え

ん

下が

を
押
す
事
（
事
×
）」

十
五
日
、
辰
（
＝
甲
辰
）。

■１
･

式
部
丞
（
＝
藤
原
扶
光
ヵ
）、
斎
院
（
＝
尊
子
内
親
王
）
の
垣
下
の
書か
き

出だ
し

押
す
べ
き

の
由よ

し

を
示し
め

付し
ふ

す
。
仍よ

り
て
先せ
ん

例れ
い

を
尋
ね
て
壁か
べ

書が
き

す
。
陪ば
い

膳ぜ
ん

の
番ば
ん

の
東
の
小こ
ば

柱し
ら

也
。

式し
き

文ぶ
ん

（
＝
蔵
人
式
）
に
云
は
く
「
前さ
き

だ
つ
こ
と
二
日
、
六
・
七
人
を
差さ
じ

定よ
う

す
。」

と
云
々
。
仍
り
て
四
位
二
人
、
五
位
三
人
、
六
位
二
人
、
之こ

れ

を
定
む
。

斎
院
の
垣
下

禊み
そ
ぎ

日の
ひ

忠
清
朝
臣
（
＝
源
）　

助
信
朝
臣
（
＝
藤
原
）　

伊
陟
（
＝
源
）

朝
光
（
＝
藤
原
）　

義
孝
（
＝
藤
原
）　

扶
光
（
＝
藤
原
）

時
明
（
＝
藤
原
ヵ
）

祭
の
後き
ぬ

朝ぎ
ぬ

泰
清
朝
臣
（
＝
源
）　

文
実
朝
臣
（
＝
紀
ヵ
）　

高
遠
（
＝
藤
原
）

実
資
（
＝
藤
原
）　

光
昭
（
＝
藤
原
）　

扶
光
（
＝
藤
原
）

通
理
（
×
迫
理
）（
＝
大
江
）

③
『
親
信
卿
記
』
天
禄
三
年
四
月
十
七
日
条

・
1
「
御
禊
」
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摂
関
期
の
賀
茂
祭
関
係
記
事
（
そ
の
一
）　
―
　

『
小
右
記
』
を
中
心
と
す
る
古
記
録
部
類
作
成
へ
向
け
て
（
三
）　
―
　　
　
　

三
橋　

正

♴
天
延
元
年
（
九
七
三
）

①
『
局
中
宝
』
第
二
冊
・
内
覧
後
令
奉
行
公
事
給
例
・
忠
義
公

　

四（
天
延
元
年
）

月
五
日
（
＝
戊
子
）、
内
大
臣
（
＝
藤
原
兼
通
）
以
下
、
仗
じ
よ
う

座の
ざ

（
＝
陣
座
）
に
参
る
。

賀
茂
斎
内
親
王
（
＝
尊
子
内
親
王
）
の
前さ
き

駆が
け

の
事
を
定
め
ら
る
。

②
『
親
信
卿
記
』
天
延
元
年
四
月
十
一
日
条

・
1
「
斎
院
（
＝
尊
子
内
親
王
）
の
御お
み

禊そ
ぎ

」

十
一
日
（
＝
甲
午
）。

■１
･

斎
院
（
＝
尊
子
内
親
王
）
の
御お
み

禊そ
ぎ

。
御お
ん

物も
の

忌い
み

に
依
り
、
所
と
こ
ろ

（
＝
蔵
人
所
）
の
陪べ
い

従じ
ゆ
う・

右
大
臣
家
（
＝
藤
原
頼
忠
）・
山
城
・
近
江
等
の
肥こ
え

牛う
し

を
覧ら
ん

ぜ
ず
。
直た
だ
ちに

彼か

の
院

（
＝
斎
院
）
に
遣つ
か

は
す
。〈
小こ

舎ど
ね
り人
を
差つ
か

は
す
。〉

③
『
日
本
紀
略
』
天
延
元
年
四
月
十
一
日
条

十
一
日
、
甲
午
。

賀
茂
斎
内
親
王
﹇
尊
子
﹈
の
禊
。

④
『
親
信
卿
記
』
天
延
元
年
四
月
十
二
日
条

・
1
「
警け

い

固ご

の
召め
し

仰お
お
せ」

・
2
「
女じ

よ

騎き

の
馬
を
点て
ん

定て
い

す
る
事
（
事
×
）」

十
二
日
、〈
未
（
＝
乙
未
）〉。

■１
･

藤
中
納
言
〈
為
光
（
＝
藤
原
）〉
参
入
し
、
事こ
と

由の
よ
しを

奏
せ
し
め
、
警け
い

固ご

の
召
め
し
お

仰お
せ

の
事
を
行
な
ふ
。

■２
･

此
の
日
、
右う
ひ

兵よ
う

衛え
の

陣じ
ん

（
＝
陰
明
門
）
の
前
に
於
い
て
、
蔵く
ろ

人う
ど

弁の
べ
ん（

＝
源
伊
陟
）、
仰
お
お
せ

に
依
り
、
祭
の
女じ
よ

騎き

の
料
の
御
馬
を
点て
ん

定て
い

す
。〔
此
の
例
、
頗す
こ
ぶる

不
詳
。
已す
で

に

明
日
、
御
物
忌
の
外そ

と

也
。
用
意
す
べ
き
歟か

。〕

⑤
『
日
本
紀
略
』
天
延
元
年
四
月
十
二
日
条

十
二
日
、
乙
未
。

　

内
大
臣
﹇
兼
通
（
＝
藤
原
）﹈、
賀か

茂も

社し
や

に
参
る
。

ひ
て
尻し

付つ
け

す
。
件く
だ
んの
尻
付
、
毛け

付つ
け

の
下
に
書
く
。
命み
よ

婦う
ぶ

は
其
子
。
蔵
人
（
＝
女

蔵
人
）
は
其
子
。
闈
み
か
ど
の

司つ
か
さは

其
子
。
但
し
、
今
年
、
掌
な
い
し
の

侍じ
よ
う、

典な
い
し
の
す
け
だ
い

侍
代
に
依
り

て
騎き

馬ば

す
べ
し
。
仍
り
て
其
の
料
を
付
す
。
事
、
了お
わ

り
て
退
出
す
。
次
い
で
硯

を
取
る
。
次
い
で
主
殿
の
官
人
掃そ

う

除じ

す
。
次
い
で
御
簾
を
上あ

ぐ
。
件
の
事
、

又
々
、
他
の
人
に
案あ

内な
い

す
べ
し
。

■３
･

又
、
内
記
、
宣
命
を
持
参
す
。
蔵
人
に
付
す
。
蔵
人
（
々
々
）
奏
聞
す
。
御

前
に
候こ

う

ず
。
明
日
、
内く
ら
の
つ
か
さ

蔵
司
（
＝
内
蔵
寮
）
の
使
に
給
ふ
と
云
々
。
件
の
事
の
案

内
、
他
の
人
に
問
ふ
べ
し
。

⑦
『
親
信
卿
記
』
天
禄
三
年
四
月
廿
日
条

・
1
「
祭
」

廿
日
（
＝
己
酉
）。

■１
･

祭ま
つ
り

日の
ひ

也
。

（
注
1
）『
蜻
蛉
日
記
』
下
に
賀
茂
祭
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
見
え
る
。

⑧
『
日
本
紀
略
』
天
禄
三
年
四
月
廿
日
条

廿
日
、
己
酉
。

賀
茂
祭
。

　
　

今
日
、
大
宰
権
帥
源
朝
臣
高
明
、
大だ

宰ざ
い

府ふ

よ
り
上じ
よ

洛う
ら
くす

。
葛か
ど

野の

の
別べ
つ

屋お
く

に
着
ち
や
く

す
。

⑨
『
親
信
卿
記
』
天
禄
三
年
四
月
廿
一
日
条

・
1
「
解げ

陣じ
ん

」

廿
一
日
（
＝
庚
戌
）。

■１
･

民
部
卿
藤
原
朝
臣
（
＝
文
範
）、
陣じ
ん

座の
ざ

に
於
い
て
、
解
陣
す
べ
き
の
由
を
奏
せ

し
む
。
事
由
を
奏
す
。
仰
せ
て
云
は
く
「
聞き

こ

食し
め

す
。」
と
云
々
。
陣
に
帰
り
、

勅ち
よ

答く
と
うを
仰
す
。
其
の
後
に
解
陣
す
。
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〇
一
四
年

を
給
ふ
こ
と
、
差し
な

有
り
。
典
侍
、
朔さ
く

平へ
い

門も
ん

の
外
に
候
ず
る
に
、
出す
い

納と
う

を
差
は
し
、

之
を
給
ふ
。

　

今
日
、
掃
部
の
女に

よ

嬬じ
ゆ

来き

た
り
て
請こ
い

取と

る
と
云
々
。
近こ
の

衛え

府ふ

使し

、
内な
い

侍し
ど

所こ
ろ

に
就つ

き
、
之
を
給
は
り
て
退
出
す
。
内
蔵
寮
使
、
内
侍
に
付
し
、
参
る
由
を
奏
せ
し

む
。
即
ち
宣
命
の
文
を
給
は
り
て
退
出
す
。
馬
に
至
り
て
は
、
後
に
之
を
覧
ず
。

禄
法
。

典
侍
。〔
紅べ

に

花ば
な

の
褂う
ち
き。

典
侍
の
料
を
除
き
、
皆
、
内
侍
所
に
請こ

は
し
む
。〕

命
婦
・
蔵
人
。〈
支く

ち

子な
し

染ぞ
め

の
衾ふ
す
ま。〉

闈
司
。〈
同
色
の
襖あ

お

子し

。〉
近
衛
府
使
。〈
同
色
の
衾
。〉

　

今
日
、
宣
旨
を
宣の

り
、〔
右う
こ

近ん
の

陣じ
ん

。〕
件
く
だ
ん

等
の
人じ
ん

馬ば

、
明め
い

義ぎ

門も
ん

よ
り
出い

で
、

侍さ
む
ら
い（

＝
殿
上
間
）
の
前
并
び
に
後こ
う

涼り
よ

殿う
で
んの

北
の
前
を
経へ

て
、
本も
と

の
如
く
出い
で

去さ

る
。

〔
此
の
例
、
未い

ま

だ
先せ
ん

例れ
い

を
知
ら
ず
。
若も

し
く
は
是こ
れ

、
時じ

議ぎ

歟
。〕

　

諸し
よ

陣じ
ん

に
仰
せ
、
牛
馬
を
入い

れ
し
む
。

内
作
（
＝
内
匠
）
に
仰
（
□
）
せ
、
御
前
の
橋
（
＝
長
橋
）
を
取
ら
し
む
。

行ぎ
よ

事う
じ

蔵の
く

人ろ
う
ど、

院
に
向
か
は
ず
。〈
是
、
故こ

実じ
つ

也
。〉

今
日
、
参
ら
ざ
る
使
々
は
、
馬
司
（
＝
馬
寮
）・
中
宮
（
＝
昌
子
内
親
王
）・
近
衛
府
。

〔
参
る
と
雖い

え
ども

、
馬
の
遅お
く

来れ
き

た
る
を
称
し
て
牽
か
ず
。〕

私
わ
た
く
し
に

案あ
ん

ず
る
に
、
若
し
御
覧
ず
べ
く
ば
、
案あ

内な
い

を
仰
す
べ
き
也
。
又
、

先
例
、
必
ず
し
も
尽

こ
と
ご
とく

は
覧
ぜ
ず
。
又
、
牽
馬
を
覧
ぜ
ず
。
而
る
に
今
度
、

仰
に
依
り
、
牽
馬
を
牽
か
し
む
。

■２
･

内
大
臣
（
＝
兼
通
）、
召
に
依
り
、
簾れ
ん

中ち
ゆ
うに

候
ず
。〔
馬
御
覧
の
間
の
事こ
と

歟
。〕

蔵
人
大
蔵
大
丞
正
雅
（
＝
藤
原
）
を
院
（
＝
尊
子
内
親
王
）
に
遣
は
し
て
仰
せ
し
め

て
云
は
く
「
院
司
（
＝
斎
院
司
）
申
さ
し
め
て
云
は
く
『
御
裳も

の
料
の
蘇す

芳お
う

を
下く
だ

さ
れ
ざ
る
に
依
り
、
今
日
の
事
を
闕か

く
べ
し
。』
と
云
々
。
事
、
極
め
て
不ふ

便び
ん

也
。
早
く
事
を
闕
か
ず
、
供ぐ

奉ぶ

せ
ら
る
べ
し
。」
者て
へ

り
。
院
申
さ
れ
て
云
は
く

（
注
1
）『
師
光
年
中
行
事
』（
四
月
・
摂
関
家
賀
茂
詣
事
）
に
は
「
天
延
元
年
四
月
十
三
日
丙
申
、

関
白
内
大
臣
〔
忠
義
公
、〕
賀
茂
詣
也
、」
と
あ
る
。

⑥
『
親
信
卿
記
』
天
延
元
年
四
月
十
三
日
条

・
1
「
内
記
、
宣せ

ん

命み
よ
うの
紙
を
請こ

ふ
事
（
事
×
）」

十
三
日
（
＝
丙
申
）。

■１
･

内
記
、
宣せ
ん

命み
よ
うの

料
の
紅こ
う

紙し

二
枚
を
請こ

ふ
。〔
即す
な
わち

内な
い

侍し

恭
子
（
＝
橘
）、
之こ
れ

を

奏
せ
し
む
。〕

⑦
『
親
信
卿
記
』
天
延
元
年
四
月
十
四
日
条

・
1
「
祭
」

・
2
「
斎
王
（
＝
尊
子
内
親
王
）
の
御
裳も

の
沙さ

汰た

」

十
四
日
、〈
酉
（
＝
丁
酉
）〉。

■１
･

祭
也
。
先ま

づ
御み

簾す

を
下お

ろ
す
（
＝
清
涼
殿
）。
内
大
臣
（
＝
兼
通
）
の
牛
を
覧
ず
。

〔
小
舎
人
を
差
は
し
、
彼
の
院
（
＝
斎
院
）
に
遣
は
す
。
而し
か

る
に
使つ
か
いの

小
舎
人
申

し
て
云
は
く
「
御
禊
の
日
、
給
ふ
所
の
御
牛
、
本
家
の
物
忌
に
依
り
、
院
に
留と

ど

め
、
之
を
飼か

は
し
む
。
而
る
に
今
、
此
の
牛
有あ

り
。」
先せ
ん

例れ
い

を
尋た
ず

問ね
と

ひ
、
禄ろ
く

を

給
ひ
て
返か

え

遣し
つ
かは
す
。
牛
に
至
り
て
は
、
初
日
を
用も
ち

ふ
。」〕
次つ

い
で
所
の
陪
従
六

人
を
覧
ず
。
覧
じ
了お

わ

り
て
罷ま
か

帰り
か
える

。
騎
馬
を
牽ひ

き
て
参
入
し
、
廻め
ぐ

牽り
ひ

く
の
後
、

仰
に
依
り
、
之
に
騎き

す
。
両
り
よ
う

三さ
ん

廻
る
後
に
下お

る
。
次
い
で
内く
　
ら
　
し

蔵
使
の
飾
か
ざ
り

馬う
ま

并な
ら

び

に
牽ひ

き

馬う
ま

・
手て

振ぶ
り

・
取と
り

物も
の

。
次
い
で
命み
よ

婦う
ぶ

の
飾
馬
・
下
し
も
づ

仕か
え

六
人
・
手
振
・
取
物
。

次
い
で
闈

み
か
ど
の

司つ
か
さの
飾
馬
・
手
振
・
取
物
。〔
下
仕
二
人
有
る
べ
き
に
、
失し
つ

し
て
度わ
た

ら
ず
。〕
次
い
で
東と
う

宮ぐ
う

使し

（
＝
東
宮
師
貞
親
王
の
使
）
の
飾
馬
・
手
振
・
取
物
。
次

い
で
典

な
い
し

侍の
す
けの

下
仕
八
人
・
手
振
・
取
物
。
参
る
に
随し
た
がひ

て
御
覧
ず
。
次
第
に
依

ら
ず
。
光こ

う

景け
い

を
惜
し
む
為た
め

也
。

　

此
の
間
、
命
婦
・
蔵
人
（
＝
女
蔵
人
）・
闈
司
、
南な

殿で
ん

（
＝
紫
宸
殿
）
の
北き
た

廂び
さ
しに
候こ
う

ず
。
召め
し

に
依
り
、
小こ

板い
た

鋪じ
き

の
御
障し
よ

子う
じ

（
＝
賢
聖
障
子
）
の
許も
と

に
候
ず
。
内
侍
、
禄
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摂
関
期
の
賀
茂
祭
関
係
記
事
（
そ
の
一
）　
―
　

『
小
右
記
』
を
中
心
と
す
る
古
記
録
部
類
作
成
へ
向
け
て
（
三
）　
―
　　
　
　

三
橋　

正

十
六
日
、〈
午
（
＝
甲
午
）〉。

■１
･

今
日
、
御お
み

禊そ
ぎ

也
。
仍
り
て
参さ
ん

内だ
い

す
。

　

次つ

い
で
院
（
＝
斎
院
）
に
参
る
。
内
蔵
寮
の
饗き
よ
うを

催
さ
し
む
。
上
し
よ
う

卿け
い

参
ら
る
。

〔
中
宮
大
夫
（
＝
藤
原
為
光
）・
修
理
大
夫
（
＝
源
惟
正
）。〕
御ご

前ぜ
ん

（
＝
前
駆
）
等
参
入

す
。〔
垣
下
の
員か

ず

少
な
し
。
仍
り
て
行
ぎ
よ
う

事じ
の

弁べ
ん

并な
ら

び
に
院
の
長
官
等
、
勧か
ん

盃ぱ
い

と
為な

す
。
勧
盃
（
々
々
）
の
者
、
一
の
上
卿
（
＝
為
光
）
に
献け
ん

ず
。
上
卿
（
々
々
）、
参
議

（
＝
惟
正
）
に
伝つ
た

ふ
。
参
議
、
南
み
な
み

座の
ざ

の
第
一
の
人
に
給
ふ
。
一
の
人
（
々
々
）
起き

座ざ

し
、
殿て
ん

上じ
よ

人う
び
とに

伝
ふ
。
殿
上
人
（
々
々
々
）
居き
よ

し
乍な
が

ら
、
北き
た

座の
ざ

の
人
に
目も
く

す
。
北

座
の
人
（
々
々
々
）
起
座
し
て
来
た
り
、
盃
さ
か
ず
きを

受う

く
。
又
、
殿
上
人
に
伝
ふ
。

次
々
、
此か

く

の
如
し
。
時じ

議ぎ

有
り
。
御
前
の
者
、
一
行
、
之
を
下く
だ

す
。
更さ
ら

に
雑ぞ
う

色し
き

（
＝
蔵
人
所
雑
色
）、
殿
上
人
に
勧
盃
す
。
是こ
の

事こ
と

等
、
故こ

実じ
つ

也
と
云
々
。
但た
だ

し
、
先せ
ん

例れ
い

を
問と

ふ
べ
し
。〕
又
、
諸
も
ろ
も
ろの
御
前
の
者
、
左
（
＝
左
の
諸
衛
）、
南
に
着ち
や
くし
、
右

（
＝
右
の
諸
衛
）、
北
に
着
す
。

　

諸
国
の
肥こ

え

牛う
し

并
び
に
太
政
大
臣
家
（
＝
藤
原
兼
通
）
の
牛
等
、
小こ

舎ど
ね
り人

を
差
は

し
て
給
ふ
。
蔵
人
、
弁
に
触ふ

る
。
弁
、
上
卿
の
気け

色し
き

を
候う
か
がひ

て
牽ひ
き

廻め
ぐ

ら
し
む
。

〔
口く

ち

付つ
け

、
本も
と

人の
ひ
と、

之
を
引
く
。〕
其
の
後
、
院
に
給
ふ
。

　

所
（
＝
蔵
人
所
）
の
御
前
遅ち

参さ
ん

す
。
仍
り
て
上
卿
催も
よ
お

仰し
お
おせ

ら
る
。
而し
か

る
に
遂つ
い

に
来
た
ら
ず
。
刻
限
、
已す
で

に
至
る
。
仍
り
て
御
車
を
寄よ

す
。
此
の
間
、
御
前
等

参さ
ん

集し
ゆ
うす

。

　

鳥と
り

居い

の
辺あ
た
りに

見
物
し
、
斎
院
に
還か
え

参り
ま
いる

。

　

頃
し
ば
ら
く

之あ
り
て、

還か
ん

御ぎ
よ

す
。
内
蔵
寮
、
湯ゆ

漬づ
け

を
儲も
う

く
。
一い
ち

両り
よ
うの

後
、
院
司
（
＝
斎
院
司
）、

禄ろ
く

の
辛か
ら

櫃ひ
つ

を
舁か
つ

が
し
む
。
来ら
い

集し
ゆ
うす

る
殿
上
人
并
び
に
所と
こ
ろの

衆し
ゆ
う、

禄
を
取
り
、
御

前
の
人
々
に
被か

ず

く
。
事
了お
わ

り
て
退
出
す
。
此
の
日
、
斎
院
（
＝
尊
子
内
親
王
）、
釵さ
い

子し

・
櫛く
し

等
を
請こ

ふ
。

（
注
1
）『
蜻
蛉
日
記
』
下
に
、
右
馬
助
藤
原
道
綱
が
馬
寮
使
に
任
じ
ら
れ
た
が
、
禊
日
に
死
ん
だ

「
入
る
所
の
御
裳
は
三
腰こ
し

也
。
院
、
纔わ
ず
かに
儲も
う

く
る
所
は
一
腰
也
。
此
を
以も
つ

て
、

今
日
の
事
を
成な

す
べ
し
。
例れ
い

事の
こ
とに

至
り
て
は
、
已
に
以
て
闕
く
。」
と
云
々
。

其
の
間
、
子し

細さ
い

也
。

⑧
『
日
本
紀
略
』
天
延
元
年
四
月
十
四
日
条

十
四
日
、
丁
酉
。

賀
茂
祭
。

⑨
『
親
信
卿
記
』
天
延
元
年
四
月
十
五
日
条

・
1
「
葵あ

お
い・

桂か
つ
らを

献け
ん

ず
る
事
（
事
×
）」

・
2
「
解げ

陣じ
ん

」

十
五
日
。

■１
･

葵あ
お
い・
桂か
つ
ら

各
お
の
お
の

二
折お
り

櫃ひ
つ

、
内
蔵
寮
、
内
侍
所
に
付
す
。〔
上か
み
の

御お
ん

社し
や

二
櫃
、
下
し
も
の

御お
ん

社し
や

二
櫃
。〕
掃
部
の
女
に
よ
う

官か
ん

伝つ
た

取え
と

り
、
女
に
よ
う

房ぼ
う

に
奉
た
て
ま
つる
。〔
昼ひ
の

御み
ち

帳よ
う

の
犀さ
い

角か
く

の
辺あ
た
りに

結む
す

付び
つ

く
。
又
、
南
殿
の
御
帳
に
結
付
く
と
云
々
。〕

■２
･

内
大
臣
、
陣じ
ん

座の
ざ

に
着
す
。
解げ

陣じ
ん

す
べ
き
の
状
を
奏
せ
し
む
。
奏そ
う

聞も
ん

の
後
、
諸し
よ

衛え

を
召
し
、
解
陣
の
由
を
仰
す
。
六
衛
府
、
日に
つ

華か

門も
ん

よ
り
入
り
、
宜ぎ

陽よ
う

殿で
ん

の
壇

上
の
柱
の
外
を
経
て
、
軒
廊
（
近
廊
）
に
立
つ
。〔
五
位
は
柱
の
内
、
六
位
は
柱

の
南
。
西せ

い

上じ
よ

北う
ほ

面く
め
ん。〕

雨あ
め

儀の
ぎ

の
為た
め

也
。

♵
天
延
二
年
（
九
七
四
）

①
『
親
信
卿
記
』
天
延
二
年
四
月
十
四
日
条

・
1
「
垣え

ん

下が

を
差つ
か

は
す
事
（
事
×
）」

十
四
日
。

■１
･

差つ
か

は
す
垣え
ん

下が

、
壁か
べ

書が
き

す
。

②
『
親
信
卿
記
』
天
延
二
年
四
月
十
六
日
条

・
1
「
御お

み

禊そ
ぎ

」
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明
星
大
学
研
究
紀
要
【
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
】
第
二
十
二
号　

二
〇
一
四
年

召
仰
の
事
を
行
な
は
ず
。
今
日
、
行
な
は
む
。」
仰
せ
て
云
は
く
「
例
に
依
り

て
行
な
へ
。」
此
の
由
を
伝つ

た

仰え
お
おす
。
召
仰
、
例
の
如
し
。
但た
だ

し
、
降こ
う

雨う

に
依
り
、

宜ぎ

陽よ
う

殿で
ん

の
西に
し

廂び
さ
しの

｛
□
｝
柱
の
西
を
経へ

て
、
軒こ
ん

廊ろ
う

に
立た

つ
。〔
五
位
は
中
（
＝
北

側
）
に
立
ち
、
六
位
は
後う
し
ろ（

＝
南
側
）。
退
出
、
例
の
如
し
。〕
事
了
り
ぬ
。
余よ

（
＝
平
親
信
）、
警
固
の
間
、
壺つ
ぼ

胡や
な

籙ぐ
い

を
着ち
や
くす

。
是こ
れ

、
故こ

実じ
つ

也
。

⑥
『
親
信
卿
記
』
天
延
二
年
四
月
十
九
日
条

・
1
「
祭
」

十
九
日
、〈
酉
（
＝
丁
酉
）〉。

■１
･

祭
日
也
。
御お
ん

物も
の

忌い
み

に
依
り
、
男
女
の
使
等
を
召
さ
ず
。

　

今
日
、
典

な
い
し

侍の
す
け、

陣じ
ん

外が
い

（
＝
北
陣
、
朔
平
門
）
に
率ひ
き

参い
ま
いり

、
直た
だ
ちに

列れ
け

見ん
の

辻つ
じ

に
向む

か
ふ
。

是
、
日ひ

暮ぐ
れ

に
依
る
也
。〔
已
に
故こ

実じ
つ

無
し
。〕
内く

蔵ら

寮り
よ
う

使し

紀
時
文
参
入
し
、
宣せ
ん

命み
よ
うを

給
は
る
。〔
昨き
の
う、

内
記
紀
斉
時
、
内な
い

侍し

候
ぜ
ざ
る
に
依
り
、
蔵
人
を
し
て

之
を
奏
せ
し
む
。
仍
り
て
之
を
召め

し

給た
ま

ふ
と
云
々
。
但た
だ

し
、
内
蔵
寮
、
禄ろ
く

物も
つ

を

進た
て
ま
つる
。
仍
り
て
給
ふ
為
に
、
斉
時
に
案
内
す
。
斉
時
（
々
々
）
申
し
て
云
は
く

「
給
は
ら
ず
。」
と
云
々
。
先
例
を
問
ふ
べ
し
。〕

　

近こ
の

衛え

府ふ

使し

は
右
近
少
将
致
忠
。

　

所
（
＝
蔵
人
所
）
の
御
前
（
＝
前
駆
）、
見け

参ざ
ん

に
随し
た
がひ

、
四
人
、
院
（
＝
斎
院
）
に

遣
は
す
。
其
の
遺の

こ
り、

追お

ひ
て
院
に
参
る
。〔
小
舎
人
等
を
分わ
け

遣つ
か

は
し
、
飾か
ざ

馬り
う
ま・

男
女
の
使
・
所
の
御
前
等
を
催
さ
し
む
。
次
い
で
之
を
見
物
す
。〕

⑦
『
日
本
紀
略
』
天
延
二
年
四
月
十
九
日
条

十
九
日
、
丁
酉
。

賀
茂
祭
。

⑧
『
親
信
卿
記
』
天
延
二
年
四
月
廿
日
条

・
1
「
斎
院
に
参
る
儀
」

・
2
「
垣え

ん

下が

の
書
様
」

犬
を
見
た
た
め
に
使
の
こ
と
は
取
り
止
め
に
な
っ
た
こ
と
が
見
え
る
。

③
『
日
本
紀
略
』
天
延
二
年
四
月
十
六
日
条

十
六
日
、
甲
午
。

斎
内
親
王
（
＝
尊
子
内
親
王
）
の
禊み
そ
ぎ。

④
『
親
信
卿
記
』
天
延
二
年
四
月
十
七
日
条

・
1
「
女じ

よ

騎き

の
馬
を
覧ら
ん

ず
る
事
（
事
×
）」

・
2
「
上し

よ
う

卿け
い

参
ら
ざ
る
に
依
り
、
警け
い

固ご

の
召
め
し
お

仰お
せ

無
き
事
（
事
×
）」

十
七
日
、〈
未
（
＝
乙
未
）〉。

■１
･

御
馬
を
覧ら
ん

ず
べ
し
。
仍
り
て
左
右
（
＝
馬
寮
）
に
御お
ん

馬う
ま

乗の
り

の
舎と
ね
り人
に
候こ
う

ぜ
し
む

べ
き
由よ

し

を
仰
す
。
清せ
い

涼り
よ

殿う
で
んの

東と
う

庭て
い

に
於
い
て
、
左
右
馬
寮
の
御
馬
を
御ご

覧ら
ん

じ
、

女じ
よ

騎き

の
料
を
点て
ん

定て
い

す
。
其
の
儀
、
先ま

づ
御み

簾す

を
下お

ろ
す
。
次
い
で
人
を
召
す
。

蔵
人
参
入
す
。
退
出
し
、
右
近
少
将
致
忠
（
＝
藤
原
）
を
催
し
、
御
前
に
候
ぜ
し

む
。
次
い
で
蔵
人
、
御お

ん

馬う
ま

奏の
そ
うを

奏
す
。
退
出
の
後
、
少
将
（
＝
致
忠
）
に
下く
だ

給し
た
まふ

。

此
の
間
、
御
馬
を
牽ひ

く
。〔
寮
（
＝
馬
寮
）
申
し
て
云
は
く
「
先せ
ん

例れ
い

、
各
お
の
お
の、
三
疋

を
牽
く
。
今
日
、
五
疋
を
牽
か
し
む
。
先
例
に
非あ

ら

ず
。」
と
云
々
。
此
の
事
、

定て
い

例れ
い

無
し
。
太
政
大
臣
（
＝
兼
通
）
の
仰お
お
せに
依
り
、
之
を
下げ

知ち

す
る
也
。〕
先
づ

左
の
五
疋
を
牽
き
、
次
い
で
右
の
五
疋
を
牽
く
。
点
定
し
了お
わ

る
後
、
少
将
、

侍
さ
む
ら
い（

＝
殿
上
間
）
に
於
い
て
、
名
を
書か
き

付つ

く
。

■２
･

今
日
、
上
し
よ
う

卿け
い

参
ら
ず
。
仍
り
て
警け
い

固ご

の
召め
し

仰お
お
せの

事
無な

し
。

⑤
『
親
信
卿
記
』
天
延
二
年
四
月
十
八
日
条

・
1
「
唐か

ら

鞍く
ら

を
請こ

ふ
事
（
事
×
）」

・
2
「
警
固
の
召
仰
」

十
八
日
、〈
申
（
＝
丙
申
）〉。

■１
･

唐か
ら

鞍く
ら

等
を
催
も
よ
お

請し
こ

は
し
む
。

■２
･

左
大
臣
（
＝
源
兼
明
）
奏
せ
し
め
て
云
は
く
「
昨
日
、
上
卿
参
ら
ず
、
警
固
の
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摂
関
期
の
賀
茂
祭
関
係
記
事
（
そ
の
一
）　
―
　

『
小
右
記
』
を
中
心
と
す
る
古
記
録
部
類
作
成
へ
向
け
て
（
三
）　
―
　　
　
　

三
橋　

正
す
。〕
及
び
所
々
の
肥
牛
〔
院
に
遣
は
す
。
小
舎
人
を
差
は
す
。〕
を
御
覧

ず
。
御
前
に
引
く
時
、
出す

い

納と
う

・
小
舎
人
、
之
を
引
く
。
先さ
き
だつ

こ
と
一
日
に

於し

て
、
内
侍
を
し
て
警
固
す
べ
き
の
状
を
奏
せ
し
む
。
内
侍
無
か
ら
ば
、

上
卿
、
陣じ

ん

座の
ざ

に
於
い
て
、
蔵
人
を
し
て
奏
せ
し
む
。
未
ひ
つ
じ

日の
ひ

、
之
を
行
な
ふ
。

〔
或あ

る
いは
、
申さ
る

日の
ひ

、
之
を
行
な
ふ
。〕

天
慶
五
年
日
記
に
云
は
く
「
諸し

よ

衛え

、
日に
つ

華か

門も
ん

よ
り
参
入
し
、
軒
廊
の
南

に
立
つ
。〔
北ほ

く

面め
ん

西せ
い

上じ
よ
う。〕
上
卿
（
＝
藤
原
実
頼
）
問
ひ
て
曰
は
く
『
誰た

〈
そ
〉。』
季
方
（
＝
藤
原
）
以
下
、
官
職
の
名
を
申
す
。〔
六
位
、
姓
名
共

に
申
す
。
但
し
、
入よ

に
い夜

る
の
後
、
此か
く

の
如
き
事
の
時
、
五
位
、
名
を
申

す
。
六
位
、
姓
名
を
申
す
。
未い

ま

だ
必
ず
し
も
官
職
を
申
さ
ず
。〕」

未
日
、
馬
寮
の
御
馬
を
御
覧
ず
。〔
清
涼
殿
。
或
は
仁じ

じ

寿ゆ
う

殿で
ん

。〕

酉と
り

日の
ひ

の
事
。

所
の
御
前
（
＝
前
駆
）
并
び
に
騎き

馬ば

を
御
覧
ず
。

或
は
御
簾
を
下
ろ
さ
ず
。
近き

ん

代だ
い

は
、
之
を
下
ろ
す
。
又
、
人
に
至
り
て

は
、
侍
（
＝
殿
上
間
）
の
前
に
於
い
て
、
之
を
覧
ず
。

内
侍
参
入
し
、
男
女
の
使

つ
か
い

参
る
由
を
奏
す
。〔
内
侍
無
か
ら
ば
、
代だ
い

官か
ん

、

之
を
奏
す
。〕

命み
よ

婦う
ぶ

、
蔵
人
（
＝
女
蔵
人
）、
闈
み
か
ど
の

司つ
か
さ、

中
宮
の
命
婦
、
蔵
人
（
＝
中
宮
の
女

蔵
人
）。

近
衛
府
使
、
内
蔵
使
、
馬

う
ま
り

寮よ
う
の

使つ
か
い、

中ち
ゆ
う

宮ぐ
う

使し

。

近
衛
府
使
、
舞
人
等
を
率ひ

き

ゐ
、
内
侍
所
に
参
る
。
事こ
と

由の
よ
しを

奏
せ
し
め
、

禄
を
給
ふ
。
若も

し
く
は
御
前
に
召
し
、
儀ぎ

有
り
。

命
婦
・
蔵
人
・
闈
司
、
御
前
に
参
入
す
。
即
ち
禄
を
給
ふ
こ
と
、
各

お
の
お
の、

差し
な

有
り
。
内
侍
、
無
か
ら
ば
、
代
官
、
之
を
奏
す
。

内
侍
は
白
の
褂う

ち
き、

命
婦
・
蔵
人
は
支く
ち

子な
し

染ぞ
め

の
衾ふ
す
ま、

闈
司
は
襖あ
お

子し

（
×
奥

・
3
「
祭
の
雑ざ
つ

抄し
よ
う」

廿
日
、〈
戌
（
＝
戊
戌
）〉。

■１
･

早そ
う

旦た
ん

、
見
物
す
。

　

次
い
で
院
に
参
る
。
先
づ
庁
に
着
す
。〔
穀こ
く

倉そ
う

院い
ん

、
饌せ
ん

を
儲も
う

く
。〕
次
い
で
諸

使
（
×
儲
使
）、
召
に
依
り
、
御
前
（
＝
斎
王
御
在
所
）
に
参
る
。
庭て
い

中ち
ゆ
うの
座
に
着
す
。

〔
使つ

か
い

等
、
中ち
ゆ

門う
も
んよ
り
参
る
。
所
の
陪べ
い

従じ
ゆ
う・
六
位
の
次し

第だ
い

使し

等
、
掖わ
き

門も
ん

よ
り
参
入

す
。〕
次
い
で
使
等
の
前
に
、
衝つ

い

重が
さ
ねを
居す

う
。〔
所
の
衆
し
ゆ
う

等
、
之
を
役や
く

す
。〕

一
・
二
巡
の
後
、
庭
中
に
列れ

つ

舞し
ま

ふ
。
舞ま
い

了お
わ

り
、
院
司
（
＝
斎
院
司
）
等
、
禄
を
取

り
、
舞ま

い

人び
と

等
に
給
ふ
。
次
い
で
使
つ
か
い

々づ
か
い。

次
い
で
所
の
陪
従
。
次
い
で
近
衛
の
陪

従
等
。

事
了
り
て
退
出
し
、
使
の
少
将
（
＝
藤
原
致
忠
）
の
宅
に
到
る
。

次
い
で
参
内
す
。
御お

ん

物も
の

忌い
み

と
雖い
え
ども
、
然し
か

る
べ
き
事こ
と

有
り
て
参
る
也
。

源
大
納
言
（
＝
源
雅
信
）、
解
陣
の
事
を
行
な
ふ
。

■２
･

斎
院
の
垣
下
。

禊
日
。

正
清
朝
臣
（
＝
源
）、
公
季
朝
臣
（
＝
藤
原
）、
義
孝
（
＝
藤
原
）、
顕
光
（
＝
藤

原
）。

時
光
（
＝
藤
原
）、
道
理
（
＝
大
江
）、
親
信
（
＝
平
）。

祭
の
後き

ぬ

朝ぎ
ぬ

。

泰
清
朝
臣
（
＝
源
）、
遠
度
朝
臣
（
＝
藤
原
）、
致
方
（
＝
源
）、
光
昭
（
＝
藤
原
）。

正
光
（
＝
藤
原
）、
修
遠
（
＝
藤
原
）、
親
信
。

■３
･

賀
茂
祭
の
雑ぞ
う

事じ

。

　

午う
ま

日の
ひ

、
御
禊
の
事
。
垣
下
を
差
は
す
。

所
の
陪
従
并
び
に
馬
を
御
覧
ず
。〔
日
記
（
＝
殿
上
日
記
ヵ
）
に
云
は
く
「
御

簾
を
下
ろ
す
。」〕
斎
王
駕が

す
牛
〔
王お
う

卿け
い

の
家
よ
り
召
す
。
家け
い

司し

に
召
仰
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明
星
大
学
研
究
紀
要
【
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
】
第
二
十
二
号　

二
〇
一
四
年

懐
忠
（『
本
朝
世
紀
』）。

（
注
3
）
承
平
七
年
（
九
三
七
）
の
禊
日
は
四
月
十
三
日
、
祭
日
は
四
月
十
五
日
で
、
近
衛
使
は

左
近
衛
中
将
藤
原
敦
忠
、
御
禊
の
上
卿
は
中
納
言
平
伊
望
（『
西
宮
記
』〈
恒
例
二
・
四
月
・

賀
茂
祭
事
・
勘
物
、
臨
時
六
・
次
将
事
・
祭
使
事
・
勘
物
〉
所
引
『
九
記
』
逸
文
）。

（
注
4
）
天
暦
七
年
（
九
五
三
）
の
賀
茂
祭
に
関
す
る
史
料
は
本
日
条
の
み
。

4
天
延
三
年
（
九
七
五
）

①
『
日
本
紀
略
』
天
延
三
年
四
月
十
四
日
条

十
四
日
、
丙
辰
。

　

内だ
い

裏り

、
微
穢
有あ

り
。
賀
茂
祭
行
な
は
る
べ
き
や
否い
な

や
、
神
祇
官
・
陰
陽
寮
等

を
し
て
、
之こ

れ

を
占せ
ん

卜ぼ
く

せ
し
む
。
殊こ
と

に
咎と
が

無
き
の
由よ
し

を
申
す
。
仍
り
て
穢け
が

れ
ざ
る

所し
よ

司し

を
以
て
、
祭さ
い

事じ

を
奉
仕
せ
し
む
べ
き
の
由
、
仰
せ
ら
れ
了お
わ

り
ぬ
。

　

祈と
し

年ご
い

（
＝
二
月
四
日
）・
当た
い

麻ま

（
＝
四
月
四
日
、
祭
使
発
遣
）・
杜も
り

本も
と

（
＝
四
月
四
日
、
祭
使

発
遣
）・
当ま
さ

宗む
ね

・
平ひ
ら

野の

（
＝
四
月
六
日
）・
松ま
つ

尾の
お

・
大お
お

神み
わ

等
の
祭
、
恒
例
に
依
り
て
供ぐ

奉ぶ

す
。
賀
茂
祭
に
至
り
て
は
、
供
奉
す
る
諸し
よ

司し

多
数
（
×
赦
）
な
り
。
穢
の
疑
う
た
が
い

無
き
に
非あ
ら

ざ
る
も
、
弘
仁
・
天
長
・
貞
観
・
天
慶
等
の
例
に
依
り
、
所
司
下く
だ

さ

れ
了
り
ぬ
。

②
『
日
本
紀
略
』
天
延
三
年
四
月
十
八
日
条

十
八
日
、
庚
申
。

　

建け
ん

礼れ
い

門も
ん

の
前
に
於
い
て
大お
お

祓は
ら
えす

。
明
日
の
賀
茂
祭
に
依
る
也
。

③
『
日
本
紀
略
』
天
延
三
年
四
月
十
九
日
条

十
九
日
、
辛
酉
。

　

賀
茂
祭
。
斎
王
尊
子
内
親
王
、
母
（
＝
藤
原
懐
子
）
の
喪も

（
＝
四
月
三
日
薨
去
）
に

依
り
て
供
奉
せ
ず
。

（
注
1
）『
賀
茂
斎
院
記
』（
尊
子
内
親
王
）
に
も
同
様
の
記
述
が
見
え
る
（
但
し
、
十
八
日
と
す

る
）。『
園
太
暦
』
観
応
元
年
（
一
三
五
〇
）
十
月
五
日
条
の
勘
例
の
中
に
「
天
延
三
四
十
九
、

子
）。
但
し
、
典
侍
、
朔さ
く

平へ
い

門も
ん

の
外
に
於
い
て
奏
せ
し
む
。〈
禄
は
紅
く
れ
な
い

色い
ろ

の
褂
。〉

飾
馬
・
手
振
・
下
仕
を
覧
ず
る
事
。〔
内
蔵
・
近
衛
・
馬
寮
・
東
宮
・
内

侍
・
命
婦
・
闈
司
。〕

引ひ
き

馬う
ま

覧
ぜ
ず
。

承
平
七
年
、
近
衛
・
中
宮
使
の
引
馬
を
覧
ず
。

天
暦
七
年
、
中
宮
・
東
宮
の
男
使
の
乗
る
馬
・
陪
従
等
、
之
を
覧
ず
。

宣
命
の
事
。

先さ
き

だ
つ
こ
と
一
日
に
於し

て
、
内
記
、
内
侍
所
に
付
す
。
当
日
、
件く
だ
んの
宣

命
を
奏
す
。
内
侍
、
内
蔵
寮
使
参
る
の
由
を
奏
す
。
即
ち
禄
を
給
ふ
の

比こ
ろ

、
件く
だ
んの

宣
命
を
給
ふ
。

内
侍
候
ぜ
ざ
ら
ば
、
上
卿
、
当
日
、
蔵
人
を
し
て
之
を
奏
せ
し
む
。

承
平
七
年
、
上
卿
に
返
給
ふ
。
上
卿
（
々
々
）、
内
蔵
寮
使
に
給
ふ
。
件

の
年
、
内な

い

侍し

代だ
い

有
り
。
命
婦
に
非
ざ
れ
ば
奏
せ
ず
。

戌い
ぬ

日の
ひ

、
垣
下
を
差
は
す
。

上
卿
、
内
侍
に
付
し
、
解
陣
の
由
を
奏
せ
し
む
。〔
宮
に
還か

え

る
の
後
と

云
々
。〕
内
侍
無
か
ら
ば
、
蔵
人
に
付
し
て
奏
せ
し
む
。〔
陣
座
に
於
い

て
、
之
を
奏
せ
し
む
。〕

（
注
1
）『
親
信
卿
記
』
天
禄
三
年
（
1
①
②
③
⑤
⑥
⑦
⑨
、
但
し
⑦
は
別
記
省
略
か
）・
天
延
元

年
（
♴
②
④
⑥
⑦
⑨
）・
同
二
年
（
♵
①
②
④
⑤
⑥
⑧
）
条
は
一
連
の
別
記
（
類
聚
）
記
事

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、「
賀
茂
祭
雑
事
」（
♵
⑧
・
3
）
は
、
そ
の
別
記
（
類
聚
）
に
付
記

さ
れ
て
い
た
賀
茂
祭
に
関
連
す
る
次
第
・
先
例
で
、「
午
日
」
の
御
禊
、「
未
日
」
の
御
馬
御

覧
、「
酉
日
」
の
祭
当
日
、「
戌
日
」
の
垣
下
を
遣
わ
す
こ
と
と
解
陣
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い

る
。

（
注
2
）「
天
慶
五
年
日
記
」
は
殿
上
日
記
か
、
あ
る
い
は
外
記
日
記
か
。
天
慶
五
年
（
九
四
二
）

の
警
固
召
仰
は
四
月
十
八
日
辛
未
に
行
な
わ
れ
、「
季
方
以
下
」
は
右
衛
門
佐
小
野
道
風
・

右
兵
衛
佐
藤
原
敦
敏
・
右
近
将
監
平
安
直
・
左
衛
門
少
尉
藤
原
有
予
・
左
兵
衛
権
少
尉
藤
原
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摂
関
期
の
賀
茂
祭
関
係
記
事
（
そ
の
一
）　
―
　

『
小
右
記
』
を
中
心
と
す
る
古
記
録
部
類
作
成
へ
向
け
て
（
三
）　
―
　　
　
　

三
橋　

正

廿
六
日
、
壬
戌
。

　

解げ

陣じ
ん

。

6
貞
元
二
年
（
九
七
七
）

①
『
日
本
紀
略
』
貞
元
二
年
四
月
十
六
日
条

十
六
日
、
丙
午
。

　

賀
茂
斎
院
選
子
内
親
王
、
大
膳
職
（
＝
初
斎
院
）
よ
り
、
東
河
（
＝
鴨
川
）
に
禊
み
そ
ぎ

し
、
紫
む
ら
さ

野き
の

院い
ん

に
入
る
。
今
日
、
凶く

会え

日に
ち

也
。
中
納
言
為
光
（
＝
藤
原
）、
前さ
き

駆が
け

と

為
る
。

（
注
1
）『
賀
茂
斎
院
記
』（
選
子
内
親
王
）
に
も
見
え
る
。

②
『
日
本
紀
略
』
貞
元
二
年
四
月
十
七
日
条

十
七
日
、
丁
未
。

　

警け
い

固ご

。

③
『
日
本
紀
略
』
貞
元
二
年
四
月
十
九
日
条

十
九
日
、
己
酉
。

　

賀
茂
祭
。

　

太
政
大
臣
（
＝
藤
原
兼
通
）
の
東
ひ
が
し

三さ
ん

条じ
よ
う

第だ
い

（
＝
左
京
三
条
三
坊
一
・
二
町
）
の
南
門

（
×
高
門
）
の
北き
た

腋わ
き

一
宇（
脱
字
）。

④
『
日
本
紀
略
』
貞
元
二
年
四
月
廿
日
条

廿
日
、
庚
戌
。

　

解げ

陣じ
ん

。

7
天
元
元
年
（
九
七
八
）

①
『
日
本
紀
略
』
天
元
元
年
四
月
十
六
日
条

十
六
日
、
庚
午
。

賀
茂
祭
、〔
内
裏
穢
、
宣
命
於
巴

左
衛
門
陣
蚤

仰
巴

内
記
蚤

了
、〕」
と
見
え
る
。『
日
本
紀
略
』
四

月
三
日
条
に
「
前
女
御
従
三
位
藤
原
懐
子
薨
、〈
年
四
十
、〉
皇
太
子
（
＝
師
貞
親
王
）
并
斎

院
﹇
尊
子
﹈
母
也
、
仍
斎
院
退
巴

出
東
院
芭

」
と
あ
る
（『
賀
茂
斎
院
記
』
は
「
東
院
」
を

「
本
院
」
と
す
る
）。

（
注
2
）
こ
の
年
、
賀
茂
祭
の
従
者
の
員
数
を
規
制
す
る
二
月
廿
五
日
宣
旨
、
三
月
一
日
太
政
官

符
（『
政
事
要
略
』
巻
七
〇
・
糾
弾
雑
事
・
従
者
員
数
）、
賀
茂
斎
院
用
途
紅
花
に
つ
い
て
の

七
月
太
政
官
符
（『
朝
野
群
載
』
巻
二
六
・
諸
国
公
文
中
・
応
徳
二
年
〈
一
〇
八
五
〉
十
月

主
税
寮
減
省
続
文
）
が
発
給
さ
れ
て
い
る
。

5
貞
元
元
年
（
九
七
六
）

①
『
日
本
紀
略
』
貞
元
元
年
四
月
廿
三
日
条

廿
三
日
、
己
未
。

　

上し
よ
う

卿け
い

参
ら
ず
、
警け
い

固ご

延え
ん

引い
ん

す
。

②
『
日
本
紀
略
』
貞
元
元
年
四
月
廿
四
日
条

廿
四
日
、
庚
申
。

　

警
固
を
召め

し

仰お
お

す
。

③
『
日
本
紀
略
』
貞
元
元
年
四
月
廿
五
日
条

廿
五
日
、
辛
酉
。

　

賀
茂
祭
。
斎
王
﹇
選
子
（
＝
選
子
内
親
王
）﹈、
未い
ま

だ
本
院
（
＝
斎
院
）
に
入
ら
ず
。

仍
り
て
供ぐ

奉ぶ

す
る
こ
と
无な

し
。

　

今
日
、
太
政
大
臣
﹇
兼
通
（
＝
藤
原
）﹈、
堀ほ
り

川か
わ

第だ
い

（
＝
左
京
三
条
二
坊
九
一
〇
町
）

よ
り
、
賀か

茂も

社し
や

に
参
る
。
弁
・
少
納
言
供
奉
す
。

（
注
1
）
賀
茂
祭
と
同
日
に
太
政
大
臣
藤
原
兼
通
の
賀
茂
詣
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。『
賀
茂
注
進
雑

記
』（
乾
・
行
幸
官
幣
御
幸
附
祈
願
霊
験
等
）、『
賀
茂
斎
院
記
』（
選
子
内
親
王
）
に
も
見
え

る
。

（
注
2
）『
年
中
行
事
秘
抄
』（
四
月
・
四
月
朔
当
酉
時
禊
祭
用
下
午
酉
例
）
に
「
貞
元
四（
元
ヵ
）四

廿
二

禊
、
廿
五
祭
、」
と
あ
り
、
廿
二
日
に
御
禊
が
行
な
わ
れ
た
。

④
『
日
本
紀
略
』
貞
元
元
年
四
月
廿
六
日
条
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二
〇
一
四
年

天
元
元
年
四
月
廿
日
、
斎
王
の
還げ

向こ
う

の
儀
の
事
。

⑩
『
日
本
紀
略
』
天
元
元
年
四
月
廿
日
条

廿
日
、
甲
戌
。

　

解
陣
。

8
天
元
二
年
（
九
七
九
）

①
『
日
本
紀
略
』
天
元
二
年
四
月
廿
三
日
条

廿
三
日
、
辛
未
。

　

警け
い

固ご

。

②
『
小
記
目
録
』（
第
一
五
・
摂
政
関
白
物
詣
事
）

同
（
＝
天
元
）
二
年
四
月
廿
四
日
、
関
白
（
＝
藤
原
頼
忠
）
の
賀か

茂も

詣も
う
での

事
。

③
『
日
本
紀
略
』
天
元
二
年
四
月
廿
四
日
条

廿
四
日
、
壬
申
。

　

太
政
大
臣
﹇
頼
忠
﹈、
賀か

茂も

社し
や

に
参
る
。

④
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

同
（
＝
天
元
）
二
年
四
月
廿
五
日
、
賀
茂
祭
の
違い

例れ
い

の
事
。

⑤
『
日
本
紀
略
』
天
元
二
年
四
月
廿
五
日
条

廿
五
日
、
癸
酉
。

　

賀
茂
祭
。

⑥
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
警
固
・
解
陣
事
）

同
（
＝
天
元
）
二
年
四
月
廿
七
日
、
解げ

陣じ
ん

、
上
し
よ
う

卿け
い

無
く
延え
ん

引い
ん

す
る
事
。

⑦
『
日
本
紀
略
』
天
元
二
年
四
月
廿
七
日
条

廿
七
日
、
乙
亥
。

　

解
陣
。

（
注
1
）『
年
中
行
事
秘
抄
』（
四
月
・
四
月
朔
当
酉
時
禊
祭
用
下
午
酉
例
）
に
「
天
元
二
四
廿
二

　

賀
茂
斎
王
﹇
選
子
（
＝
選
子
内
親
王
）﹈
の
禊み
そ
ぎ。

②
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
警
固
・
解
陣
事
）

天
元
元
年
四
月
十
七
日
、
警け

い

固ご

の
事
。

③
『
日
本
紀
略
』
天
元
元
年
四
月
十
七
日
条

十
七
日
、
辛
未
。

　

警
固
。

④
『
小
記
目
録
』（
第
一
五
・
摂
政
関
白
物
詣
事
）

天
元
元
年
四
月
十
八
日
、
関
白
（
＝
藤
原
頼
忠
）
の
賀か

茂も

詣も
う
での
事
。

（
注
1
）
四
月
廿
三
日
に
も
、
頼
忠
が
賀
茂
社
に
参
詣
し
て
い
る
（『
小
記
目
録
』
第
一
五
・
摂
政

関
白
物
詣
事
）。

⑤
『
日
本
紀
略
』
天
元
元
年
四
月
十
八
日
条

十
八
日
、
壬
申
。

　

左
大
臣
（
＝
頼
忠
）、
賀か

茂も

社し
や

に
参さ
ん

詣け
い

す
。

⑥
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

天
元
元
年
四
月
十
九
日
、
賀
茂
祭
の
事
。

⑦
『
日
本
紀
略
』
天
元
元
年
四
月
十
九
日
条

十
九
日
、
癸
酉
。

　

賀
茂
祭
。
申さ

る

刻の
こ
く、

雷か
み

鳴な
り

、
雨ひ

氷さ
め

（
＝
氷
雨
。
雹
・
霰
）
あ
り
。

（
注
1
）『
政
事
要
略
』（
巻
六
九
・
糾
弾
雑
事
・
致
敬
拝
礼
下
馬
）
に
「
勘
派

諸
祭
供
巴

奉
神
事
蚤

諸

司
人
等
、
行
列
行
路
之
間
、
触
覗

類
可
覗

有
巴

致
敬
下
馬
礼
蚤

哉
否
杷

事
」
と
「
勘
破

検
非
違
使

於
巴

京
内
・
城
外
蚤

遇
派

可
巴

致
敬
蚤

人
杷

之
時
可
巴

下
馬
蚤

哉
否
琶

事
」
の
勘
申
に
「
天
元
々
年
四

月
廿
三
日
、
賀
茂
祭
日
、
公
卿
（
卿
×
）
子
孫
、
大
夫
庶
士
、
為
巴

丞
相
公
卿
芭

多
被
巴

陵

辱
芭

其
中
有
巴

或
公
卿
芭

窃
問
巴

礼
法
芭

仍
勘
巴

此
二
条
芭

」
と
見
え
る
。

⑧
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
警
固
・
解
陣
事
）

同
（
＝
天
元
元
年
四
月
）
廿
日
、
解げ

陣じ
ん

。

⑨
『
小
記
目
録
』（
第
八
・
神
事
・
斎
王
事
）



225

摂
関
期
の
賀
茂
祭
関
係
記
事
（
そ
の
一
）　
―
　

『
小
右
記
』
を
中
心
と
す
る
古
記
録
部
類
作
成
へ
向
け
て
（
三
）　
―
　　
　
　

三
橋　

正

廿
六
日
、
戊
戌
。

　

解
陣
。

⓾
天
元
四
年
（
九
八
一
）

①
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
御
禊
事
）

同
（
＝
天
元
）
四
年
四
月
十
五
日
、
御お
み

禊そ
ぎ

の
上
し
よ
う

卿け
い

参
ら
ず
、
参
議
行
な
ふ
事
。

②
『
日
本
紀
略
』
天
元
四
年
四
月
十
五
日
条

十
五
日
、
壬
午
。

　

賀
茂
斎
王
（
＝
選
子
内
親
王
）
の
禊
。

③
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
警
固
・
解
陣
事
）

同
（
＝
天
元
）
四
年
四
月
十
七
日
、
警け
い

固ご

の
事
。

④
『
小
記
目
録
』（
第
一
五
・
摂
政
関
白
物
詣
事
）

同
（
＝
天
元
）
四
年
四
月
十
七
日
、
関
白
（
＝
藤
原
頼
忠
）
の
賀か

茂も

詣も
う
での
事
。

⑤
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

同
（
＝
天
元
）
四
年
四
月
十
八
日
、
賀
茂
祭
、
参
議
参
ら
ず
、
上
卿
一
人
行
な
ふ

事
。〈
女お

ん
な

使つ
か
い

参
内
せ
ず
。〉

⑥
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

同
（
＝
天
元
）
四
年
四
月
十
九
日
、
祭
の
還か
え

立り
だ
ちの

事
。

⑦
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
警
固
・
解
陣
事
）

同
（
＝
天
元
四
年
四
月
）
十
九
日
、
解げ

陣じ
ん

の
事
。

⑧
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
御
禊
事
）

同
年
月
（
＝
天
元
四
年
四
月
）
廿
一
日
、
御
禊
の
日
の
垣え
ん

下が

（
□
）
参
ら
ざ
る
事
。

⑨
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
御
禊
事
）

同
（
＝
天
元
四
年
四
月
）
廿
二
日
、
参
ら
ざ
る
垣
下
の
輩や
か
らの
恐き
よ

懼う
く

の
事
。

（
注
1
）
こ
の
年
、
四
月
九
日
宣
旨
「
応
派

早
速
以
巴

前
司
蚤

令
覗

進
波

納
斎
院
禊
祭
料
絹
貳
拾
参
疋
杷

禊
、
廿
五
祭
、」
と
あ
り
、
廿
二
日
に
御
禊
が
行
な
わ
れ
た
。

（
注
2
）『
康
富
記
』
文
安
五
年
（
一
四
四
八
）
四
月
十
六
日
条
の
「
賀
茂
祭
警
固
諸
衛
不
参
例
・

此
外
」
に
「
天
元
二
四
廿
五
、
賀
茂
祭
也
、
廿
六
日
諸
卿
不
覗

参
、
解
陣
停
止
、
外
記
伴
義

忠
付
巴

蔵
人
蚤

奏
覗

之
、
雖
覗

戒
巴

儲
陣
官
人
芭

諸
卿
遂
不
覗

参
、
解
陣
停
止
、
廿
七
日
、
右
大
臣

（
＝
藤
原
兼
家
）
以
下
参
入
行
巴

解
陣
芭

如
覗

此
所
見
者
、
陣
官
人
可
覗

従
巴

上
宣
蚤

之
条
、
亦

無
巴

予
儀
蚤

者
乎
、」
と
見
え
る
。

⓽
天
元
三
年
（
九
八
〇
）

①
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
御
禊
事
）

天
元
三
年
四
月
廿
二
日
、
斎
王
（
＝
選
子
内
親
王
）
の
禊み
そ
ぎの

事
。

②
『
日
本
紀
略
』
天
元
三
年
四
月
廿
二
日
条

廿
二
日
、
甲
午
。

　

賀
茂
斎
王
﹇
選
子
（
＝
選
子
内
親
王
）﹈
の
禊
。

③
『
日
本
紀
略
』
天
元
三
年
四
月
廿
三
日
条

廿
三
日
、
乙
未
。

　

警け
い

固ご

。

④
『
小
記
目
録
』（
第
一
五
・
摂
政
関
白
物
詣
事
）

同
（
＝
天
元
）
三
年
四
月
廿
四
日
、
関
白
（
＝
藤
原
頼
忠
）
の
賀か

茂も

詣も
う
での

事
。

⑤
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

同
（
＝
天
元
）
三
年
四
月
廿
五
日
、
賀
茂
祭
の
事
。

⑥
『
日
本
紀
略
』
天
元
三
年
四
月
廿
五
日
条

廿
五
日
、
丁
酉
。

　

賀
茂
祭
。

⑦
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
警
固
・
解
陣
事
）

同
（
＝
天
元
）
三
年
四
月
廿
六
日
、
解げ

陣じ
ん

の
事
。

⑧
『
日
本
紀
略
』
天
元
三
年
四
月
廿
六
日
条
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▼
ｃ
「
内だ
い

裏り

触し
よ

穢く
え

」

十
五
日
、
丙
子
。

■▼
ａ

午う
ま

後の
の
ち、
殿
（
＝
頼
忠
）
に
参
る
。
右
大
将
（
＝
藤
原
済
時
）
参
ら
る
。
中
宮
（
＝
藤

原
遵
子
）、
内だ
い

裏り

に
入
り
給
ふ
の
事
を
定
め
ら
る
。
来
た
る
十
九
日
、
入
り
給
ふ

べ
き
の
事
、
一い

ち

定じ
よ
うす

る
こ
と
已す
で

に
了
り
ぬ
。
而し
か

る
に
賀
茂
祭
、
其
の
程
、
近
き

に
在
り
。
仍
り
て
便び

ん

無
か
る
べ
く
ば
、
陰お
ん

陽よ
う

師じ

等
を
召
し
、
他
の
日
を
勘か
ん

申じ
ん

せ

し
む
。
勘か

ん
がへ

て
云
は
く
「
来
月
七
日
、
吉き
ち

日じ
つ

。」
者て
へ

り
。
返か
え

問し
と

は
れ
て
云
は
く

「
五
月
、
是こ

れ

、
宜よ
ろ

し
か
ら
ざ
る
の
月
（
×
同
）
な
り
。
若も

し
く
は
忌き

避ひ

す
べ
き

歟
。」
申
し
て
云
は
く
「
更
に
所し

よ

見け
ん

無
し
。
又
、
四
月
節せ
つ

、
節せ
つ

用よ
う

（
□
）
の
時
に

随し
た
がふ

。」
者
り
。
仍
り
て
来
月
七
日
を
以
て
、
一
定
せ
ら
れ
了
り
ぬ
。

■▼
ｂ

民
部
卿
（
＝
藤
原
文
範
）
の
許も
と

よ
り
、
引ひ
き

馬う
ま

の
鞍く
ら

の
雑ぞ
う

具ぐ

等
を
借か
し

送お
く

る
。

■▼
ｃ

伝つ
た

聞え
き

く
。「
内
裏
、
犬い
ぬ

死の
し

穢え

有
り
。」
と
云
々
。

（
注
1
）
天
元
五
年
は
四
月
七
日
が
立
夏
で
、
五
月
八
日
が
芒
種
で
あ
る
た
め
、
五
月
七
日
は
節

切
り
で
四
月
節
。

④
『
小
右
記
』
天
元
五
年
四
月
十
六
日
条

＊
1
「
牛う

し

斃た
お
れの
穢け
が
れ」

▼
ａ
「
唐か

ら

鞍く
ら

を
借か

る
事
」

▼
ｂ
「
大お

お

神み
わ

祭さ
い

使し

（
＝
播
磨
貞
理
）、
本
府
（
＝
右
近
衛
府
）
よ
り
出い
で

立た

つ
事
」

十
六
日
、
丁
丑
。

■1
＊

雨
降ふ

る
。
去き
よ

夜や

、
牛
う
し
た

斃お
れ

の
穢
け
が
れ

有
り
。
早
朝
、
殿
（
＝
頼
忠
）
に
参
る
。
先ま

づ

｛
日
｝
此こ

の
由よ
し

を
申
し
、
假か

文ぶ
ん

を
奉
る
。

■▼
ａ

大
将
殿
（
＝
済
時
）
よ
り
、
唐か
ら

鞍く
ら

一
具
を
借か
り

給た
ま

は
る
。

■▼
ｂ

右
近
将
監
貞
理
（
＝
播
磨
）、
大お
お

神み
わ

祭さ
い

使し

に
し
て
、
本
府
（
＝
右
近
衛
府
）
よ
り
出い
で

立た

つ
と
云
々
。
摺
す
り
ば

袴か
ま

一
腰こ
し

を
送
る
。
穢
に
染そ

む
と
雖い
え
ども

、
此
の
由よ
し

を
仰
せ
、
之こ
れ

を
遣つ
か

は
し
む
。
伝
聞
く
。「
西さ
い

京き
よ
う（

×
景
）
の
小し
よ

人う
じ
ん（

×
少
人
）
の
宅
に
宿し
ゆ
くす

。」

事
」
が
発
給
さ
れ
て
い
る
（『
小
野
宮
年
中
行
事
裏
書
』）。

�
天
元
五
年
（
九
八
二
）

①
『
小
右
記
』
天
元
五
年
三
月
十
九
日
条

▼
ａ
「
季き

の

御み

読ど
き

経よ
う

の
日に
ち

時じ

勘か

文も
ん

・
僧そ
う

名め
い

等
を
奏
せ
ら
る
る
事
」

▼
ｂ
「
綾り

よ

羅う
ら

を
以
て
、
従
者
の
衣
裳
の
裏
と
為
す
こ
と
を
禁き
ん

遏あ
つ

す
る
事
」

十
九
日
、
辛
亥
。

■▼
ａ

殿
（
＝
藤
原
頼
忠
。
四
条
第
）
に
参
る
。
次つ

い
で
参さ
ん

内だ
い

す
。
左
府
（
＝
源
雅
信
）
参

ら
る
。
季き

の

御み

読ど
き

経よ
う

の
日に
ち

時じ

勘か

文も
ん

・
僧そ
う

名め
い

等
を
奏
せ
ら
る
。

■▼
ｂ「

年
来
、
賀
茂
の
禊
み
そ
ぎ

祭ま
つ
り、

職
掌
の
供
奉
す
る
者
の
従
者
、
綾り
よ

羅う
ら

を
以
て
、
衣

裳
の
裏
と
為
す
こ
と
、
禁き

ん

遏あ
つ

せ
ら
る
る
所
な
り
。
而し
か

る
に
其
の
制
に
拘か
か
わら

ず
、

間ま
ま

、
違
法
有
り
。
是こ
れ

、
検け

非び

違い

使し

等
、
憲け
ん

法ぽ
う

を
忘
る
る
也
。
有ゆ
う

司し

、
阿あ

容よ
う

せ
ば

停と
ど

む
べ
し
。
廷て
い

尉じ
よ
うの

職
掌
の
輩や
か
ら、

若も

し
違い

犯は
ん

有
ら
ば
、
釐り

務む

を
停
め
、
将
来
を

懲こ

ら
し
め
よ
。」
者て
へ

り
。
左
大
臣
（
＝
雅
信
）
に
仰お
お

下せ
く
ださ
れ
了お
わ

り
ぬ
。「
殿て
ん

上じ
よ
うの
侍じ

臣し
ん

に
至
り
て
は
、
永
と
こ
し
な
えに

簡ふ
だ

（
＝
殿
上
簡
）
を
除
く
べ
し
。」
者
り
。
即す
な
わち

仰お
お

知せ
し

ら

し
む
る
こ
と
、
又
、
了
り
ぬ
。

（
注
1
）
▼
ｂ
の
宣
旨
は
『
政
事
要
略
』（
巻
七
〇
・
糾
弾
雑
事
・
従
者
員
数
事
）
に
見
え
る
。

②
『
日
本
紀
略
』
天
元
五
年
三
月
廿
二
日
条

廿
二
日
、
甲
寅
。

　

宣せ
ん

旨じ

。
賀
茂
斎
王
﹇
選
子
（
＝
選
子
内
親
王
）﹈
の
禊
祭
の
間
、
陪べ
い

従じ
ゆ
うの
人
等
、

綾
羅
を
着ち

や
くす

る
の
事
、
殊こ
と

に
禁き
ん

制せ
い

す
べ
し
。」
者て
へ

り
。

（
注
1
）『
賀
茂
斎
院
記
』（
選
子
内
親
王
）
に
同
文
の
記
事
が
見
え
る
。

③
『
小
右
記
』
天
元
五
年
四
月
十
五
日
条

▼
ａ
「
中
宮
（
＝
藤
原
遵
子
）、
内だ
い

裏り

に
入
り
給
ふ
の
事
を
定
む
る
事
」

▼
ｂ
「
民
部
卿
（
＝
藤
原
文
範
）、
引ひ
き

馬う
ま

の
雑ぞ
う

具ぐ

等
を
借か
し

送お
く

る
事
」



227

摂
関
期
の
賀
茂
祭
関
係
記
事
（
そ
の
一
）　
―
　

『
小
右
記
』
を
中
心
と
す
る
古
記
録
部
類
作
成
へ
向
け
て
（
三
）　
―
　　
　
　

三
橋　

正

者て
へ

り
。
仰
お
お
せ

無
き
以
前
、
下げ

官か
ん

（
＝
藤
原
実
資
）
を
以
て
、
此
の
趣
お
も
む
きを
奏
せ
ら
る
。

大
相
府
に
帰き

参さ
ん

す
。

■2
＊

晩ば
ん

景け
い

、
見
物
の
為
に
、
一い
ち

条じ
よ
うの

辺あ
た
りに

向
か
ふ
。
日ひ

暮ぐ
れ

に
依
り
、
見
物
を
遂と

げ

ず
帰
宅
す
。
伝
聞
く
。「
亥い

の

時と
き

許ば
か
り、
斎
王
（
＝
選
子
内
親
王
）、
河か

頭と
う

（
＝
鴨
川
）
に

向
か
は
る
。」
と
云
々
。
今
日
、
上し

よ

卿う
け
い（

＝
済
時
）
及
び
参
議
（
＝
伊
陟
）、
斎
院
に

参
ら
ず
。
仍
り
て
左
中
弁
懐
忠
を
以
て
、
上し

よ

代う
だ
い（

×
伐
）
と
為
し
、
其
の
事
を

行
な
は
し
む
と
云
々
。
事
、
已す

で

に
希け

有う

な
り
。
奇
あ
や
し
み

驚お
ど
ろき
了
り
ぬ
。

■3
＊

今
朝
、
賀か

茂も

・
松ま
つ

尾の
お

等
の
禰ね

宜ぎ

を
召
し
、
祭
の
平
安
の
由
を
祈い
の

申り
も
うさ

る
。
世

間
の
謡よ

う

言げ
ん

云
々
、
雲
の
如
し
。
仍
り
て
昨さ
く

夕せ
き

、
女に
よ

房う
ぼ
うを

以
て
奏
せ
し
む
る
所
也
。

⑨
『
日
本
紀
略
』
天
元
五
年
四
月
廿
一
日
条

廿
一
日
、
壬
午
。

　

賀
茂
斎
王
（
＝
選
子
内
親
王
）
の
禊
也
。
上
卿
中
納
言
済
時
、
参
議
伊
陟
、
故

障
を
申
し
て
参
ら
ず
。
他
の
卿け

い

相し
よ
うを
催も
よ
おさ
る
る
の
間
、
日
景か
げ

り
空
暮く

れ
、
遂つ
い

に

参
ら
ず
。
仍
り
て
左
中
弁
懐
忠
朝
臣
、
上し

よ

卿う
け

代い
だ
いと

為な

す
べ
き
の
由
、
外
記
に
仰

せ
ら
れ
畢お

わ

り
ぬ
。
亥い
の

剋こ
く

に
臨
み
、
斎
王
、
禊
み
そ
ぎ

所ど
こ
ろに

向
か
ふ
。
又
、
今
日
、
内
裏
、

犬い
ぬ

死の
し

穢え

有
り
。
斎
王
の
御
料
の
牛
を
御ご

覧ら
ん

ぜ
ず
、
陣じ
ん

外が
い

よ
り
、
之
を
奉
ら
る
。

（
注
1
）『
賀
茂
斎
院
記
』（
選
子
内
親
王
）
に
も
同
様
の
記
述
が
見
え
る
（
但
し
、
廿
二
日
と
す
る
）。

⑩
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
警
固
・
解
陣
事
）

同
（
＝
天
元
）
五
年
四
月
廿
二
日
、
警け
い

固ご

の
事
。

⑪
『
小
右
記
』
天
元
五
年
四
月
廿
二
日
条

▼
ａ
「
唐
鞍
を
馬
に
飾
る
事
」

＊
1
「
警
固
」（⇒

⑩
）

廿
二
日
、
癸
未
。

■▼
ａ

唐
鞍
を
馬
に
飾か
ざ

試り
た
めさ
し
む
。

■1
＊

源
中
納
言
（
＝
源
保
光
）
参
入
し
、
警
固
の
事
を
行
な
ふ
と
云
々
。

⑤
『
小
右
記
』
天
元
五
年
四
月
十
七
日
条

▼
ａ
「
総ふ

さ

鞦し
り
が
いを

借
る
事
」

十
七
日
、
戊
寅
。

■▼
ａ

雨
降ふ

る
。
小
し
ば
ら
く

時あ
り
て（

×
将
）、
天
霽は

る
。
殿
（
＝
頼
忠
）
よ
り
総ふ
さ

鞦し
り
が
いを
借か
り

賜た
ま

は
る
。

⑥
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
御
禊
事
）

同
（
＝
天
元
）
五
年
四
月
廿
一
日
、
斎
王
（
＝
選
子
内
親
王
）
の
御お
み

禊そ
ぎ

、
上し
よ

卿う
け
い（

＝
済

時
）・
参
議
（
＝
源
伊
陟
）
参
ら
ず
。
仍
り
て
左
中
弁
懐
忠
（
＝
藤
原
）
を
以
て
、
上
し
よ
う

代だ
い

（
＝
上
卿
代
）
と
為
す
事
。

⑦
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

同
（
＝
天
元
）
五
年
四
月
廿
一
日
、
作つ
く

物も
ど

所こ
ろ

、
穢
け
が
れ

有
る
の
時
、
馬
寮
の
平ひ
よ

文う
も
んの
鞍く
ら

を
以
て
、
唐か
ら

鞍く
ら

の
代か
わ
りに
用も
ち

ふ
べ
き
事
。

⑧
『
小
右
記
』
天
元
五
年
四
月
廿
一
日
条

＊
1
「
御
禊
、
作
物
所
の
犬い

ぬ

死の
し

穢え

の
沙さ

汰た

」（⇒
⑦
）

＊
2
「
上
卿
（
＝
済
時
）・
参
議
（
＝
伊
陟
）
等
参
ら
ず
、
弁
懐
忠
（
＝
藤
原
）
を
以
て
、

上し
よ

代う
だ
いと

為
す
事
（
事
×
）」（⇒

⑥
）

＊
3
「
賀か

茂も

・
松ま
つ

尾の
お

等
の
禰ね

宜ぎ

（
□
□
）
を
召
し
、
祭
の
平
安
の
由よ
し

を
祈
ら
る
る

事
（
事
×
）」

廿
一
日
、
壬
午
。

■1
＊

殿
（
＝
頼
忠
）
に
参
る
。
伝
聞
く
。「
作つ
く

物も
ど

所こ
ろ

の
板い
た

敷じ
き

の
下
、
犬い
ぬ

死の
し

有
り
。」
と

云
々
。
参
内
す
。
陣じ

ん

外が
い

に
於
い
て
、
案あ

内な
い

を
問
ふ
。
又
、
宮
み
や
の

使つ
か
い（

＝
中
宮
藤
原
遵

子
の
使
）
に
依
り
、
籠ろ
う

候こ
う

せ
ざ
る
の
由よ
し

を
奏
せ
し
む
。
中ち
ゆ

使う
し

（
＝
勅
使
）
と
為し

て
、

蔵
人
孝
忠
（
＝
藤
原
）、
太
相
府
（
＝
頼
忠
）
に
遣つ
か

は
さ
る
と
云
々
。
奏
せ
ら
れ
て

云
は
く
「
唐か

ら

鞍く
ら

、
皆
、
悉こ
と
ごく

触し
よ

穢く
え

す
。
仍
り
て
馬
寮
の
平ひ
よ

文う
も
んの

鞍
を
以
て
、
唐

鞍
の
代か

わ
り（

×
伐
）
と
為
さ
む
。
兼
ね
て
又
、
王お
う

臣し
ん

家け

に
在
る
の
走は
し

馬り
う
まの
鞍
を
召

し
て
相あ

い

具ぐ

す
べ
し
。
執と
り

物も
の

に
至
り
て
は
、
具ぐ

せ
ず
と
雖い
え
ども
、
何
事
か
有
ら
む
。」
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明
星
大
学
研
究
紀
要
【
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
】
第
二
十
二
号　

二
〇
一
四
年

身
の
暇か

有
り
、
次し

第だ
い

使し

の
馬
助
（
＝
藤
原
保
信
ヵ
）
を
以
て
、
寮
（
＝
右
馬
寮
）
の
使

と
為
す
事
。
納
言
参
ら
ず
、
参
議
を
以
て
、
上し

よ

卿う
け

代い
だ
いと
為
す
事
。〕

⑰
『
小
右
記
』
天
元
五
年
四
月
廿
四
日
条

▼
ａ
「
儲も

う
け

所ど
こ
ろの
饗き
よ
う」

＊
1
「
賀
茂
祭
」（⇒

⑯
）

＊
2
「
馬
寮
使
服ふ
く

す
。
仍
り
て
次
第
使
の
助
（
＝
馬
助
）
を
以
て
、
使
と
為
す
事

（
事
×
）」（⇒

⑯
）

＊
3
「
納
言
、
斎
院
に
参
ら
ず
、
参
議
二
人
行
な
ふ
事
」（⇒

⑯
）

廿
四
日
、
乙
酉
。

■▼
ａ

儲も
う
け

所ど
こ
ろ（

＝
中
宮
使
藤
原
実
資
の
出
立
所
で
あ
る
小
野
宮
第
）
の
饗き
よ
う、

来き
た

問り
と

ふ
人
等
に
処し
よ

す
。

■1
＊

未ひ
つ
じ
の
と
き
ば
か
り

時
許
、
宮
（
＝
中
宮
。
四
条
第
）
に
参
る
。
唐
鞍
・
引ひ
き

馬う
ま

等
を
覧ら
ん

ず
。
申さ
る

時
許
、
禊
の
事
有あ

り
。

　

禊
了
り
て
一い

ち

条じ
よ

大う
お

路お
じ

に
向
か
ふ
。
上じ
よ

東う
と

門う
も
んに
於
い
て
、
唐
鞍
の
馬
に
騎き

す
。

権
左
中
弁
致
方
（
＝
源
）・
民
部
少
輔
時
通
（
＝
源
）・
修
理
亮
孝
忠
（
＝
藤
原
）
来
き
た
り

会あ

ひ
て
相あ
い

訪と
ぶ
らふ
。
府
生
公
助
（
＝
下
毛
野
ヵ
）
を
差つ
か

は
し
、
内
蔵
寮
に
遣つ
か

は
し
、

葵あ
お
い・

桂か
つ
ら

等
を
受う

け
し
む
。
酉と
り

時
許
、
一
条
大
路
（
一
条
大
道
）
を
渡
る
。

■2
＊

宮
の
姫
の
使
、
式し
き

御の
み

曹そ
う

司し

に
於
い
て
理り

髪は
つ

し
、
其
の
辺あ
た
りに

於
い
て
騎き

馬ば

す
。

寮
（
＝
馬
寮
）
の
使
正
光
（
＝
藤
原
）、
忽た
ち
まち

に
服
身
の
假か

有
り
。〔
今
日
、
兄
念
禅

亡う

す
。〕
仍
り
て
次し

第だ
い

使し

左
馬
助
保
信
（
＝
藤
原
ヵ
）
を
以
て
、
馬
寮
使
と
為
す
。

仍
り
て
次
第
使
無
し
。
皇
太
后
宮
（
×
皇
后
宮
）（
＝
昌
子
内
親
王
）、
穢
に
依
り
、

使
を
立
て
ら
れ
ず
。
東
宮
（
＝
師
貞
親
王
）、
御
服ふ
く

に
依
り
、
又
、
立
て
ら
れ
ず
。

　

酉
と
り
の

終お
わ
り、
下し
も

御の
お

社ん
し
やの
宿し
ゆ

所く
し
よに
着
す
。
戌い
ぬ

時
許
、
社し
や

頭と
う

に
参
り
、
御
幣ぬ
さ

を
奉
ら
し

む
。
上か

み

御の
お

社ん
し
やに

参
る
べ
し
。
即
ち
参
る
。
御
幣
了
り
て
、
宿
所
に
帰
る
。〔
件く
だ
ん

の
宿
所
、
河
の
東
に
在
り
。
御
社
の
政ま
ん

所ど
こ
ろと

号ご
う

す
。〕

⑫
『
日
本
紀
略
』
天
元
五
年
四
月
廿
二
日
条

廿
二
日
、
癸
未
。

　

賀
茂
祭
の
女

お
ん
な

使つ
か
いの
料
の
唐
鞍
等
、
内
裏
、
期
に
臨
む
の
間
、
犬
死
穢
に
触ふ

れ

了
り
ぬ
。
仍
り
て
諸し

よ

卿き
よ
う、
献
借
す
べ
き
の
由
、
之
を
宣せ
ん

下げ

せ
ら
る
。
今
日
、
警

固
。

⑬
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

同
年
同
月
（
＝
天
元
五
年
四
月
）
廿
三
日
、
賀
茂
祭
、
穢
の
間
、
大お
お

祓は
ら
えを

行
な
は
る

る
事
。

⑭
『
小
右
記
』
天
元
五
年
四
月
廿
三
日
条

＊
1
「
太
相
府
（
＝
藤
原
頼
忠
）
の
賀か

茂も
も

詣う
で

」

＊
2
「
賀
茂
祭
、
古こ

跡せ
き

、
内だ
い

裏り

の
穢
、
大
祓
す
。
弁
を
以
て
上し
よ

代う
だ
いと

為
す
事
（
事

×
）」（⇒

⑬
）

廿
三
日
、
甲
申
。

■1
＊

太
相
府
（
＝
頼
忠
）、
賀
茂
に
参
ら
る
。
仰お
お
せに
依
り
、
御お

供と
も

に
候
ず
。
頻し
き

り
に

明
日
、
経け

い

営え
い

有
る
の
由
を
申
さ
し
む
。
已
に
許
さ
ざ
る
の
気け

有
り
。
仍
り
て
扈こ

従じ
ゆ
うす
る
所
な
り
。

■2
＊

今
日
、
大お
お

祓は
ら
えの

事
有あ

り
。
賀
茂
祭
の
間
、
内
裏
、
穢
け
が
れ

有
る
の
時
、
前ぜ
ん

例れ
い

、
大

祓
を
行
な
は
る
と
云
々
。
上か
ん

達だ
ち

部め

参
入
せ
ず
。
仍
り
て
右
中
弁
（
＝
藤
原
懐
遠

〈
懐
平
〉）
を
以
て
、
上し
よ

代う
だ
いと

為
し
て
行
な
は
る
と
云
々
。

（
注
1
）
五
月
二
日
に
左
大
臣
源
雅
信
が
賀
茂
社
に
参
詣
し
て
い
る
（『
小
右
記
』）。

⑮
『
日
本
紀
略
』
天
元
五
年
四
月
廿
三
日
条

廿
三
日
、
甲
申
。

　

八は
つ

省し
よ

院う
い
ん（

＝
朝
堂
院
）
の
東ひ
が

廊し
ろ
うに

於
い
て
大
祓
す
。
犬
死
穢
の
故ゆ
え

也
。

⑯
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

同
（
＝
天
元
五
年
四
月
）
廿
四
日
、
賀
茂
祭
の
事
。〔
馬め

寮り
よ

使う
し

（
＝
藤
原
正
光
）、
俄に
わ
かに
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摂
関
期
の
賀
茂
祭
関
係
記
事
（
そ
の
一
）　
―
　

『
小
右
記
』
を
中
心
と
す
る
古
記
録
部
類
作
成
へ
向
け
て
（
三
）　
―
　　
　
　

三
橋　

正

■▼
ａ

了
り
て
本
院
（
＝
斎
院
）
に
帰き

御ぎ
よ

す
。
先
づ
客き
や

殿く
で
んに
着
す
。
次
い
で
御
前
（
＝

斎
王
御
在
所
）
に
召
す
。
肴さ
か

物な
も
のを

賜
ひ
、
禄
を
給
ふ
。
近こ
の

衛え

府ふ

使し

、
御
前
に
進す
す

立み
た

ち
、
歌か

笛て
き

の
声
を
発は
つ

す
。
例
に
依
り
、
歌か

舞ぶ

有
り
。

■▼
ｂ

未ひ
つ
じ

時
許
、
帰
宅
す
。
儲
も
う
け

所ど
こ
ろの
饗き
よ
う、
史し
し

生よ
う

・
蔵
人
・
手て

振ぶ
り

等
に
賜
ふ
。
禄
を

給
ふ
こ
と
、
差し

な

有
り
。
近
衛
府
の
官
人
等
に
、
禄
を
賜
ふ
こ
と
、
差し
な

有
り
。

⑳
『
日
本
紀
略
』
天
元
五
年
四
月
廿
五
日
条

廿
五
日
、
丙
戌
。

　

解げ

陣じ
ん

。

㉑
『
小
右
記
』
天
元
五
年
四
月
廿
六
日
条

▼
ａ
「
引ひ

き

馬う
ま

の
雑ぞ
う

具ぐ

等
を
返
す
事
」

廿
六
日
、
丁
亥
。

■▼
ａ

引ひ
き

馬う
ま

の
雑ぞ
う

具ぐ

等
、
民
部
卿
（
＝
文
範
）
に
返
し
奉
る
。

㉒
『
小
右
記
』
天
元
五
年
四
月
廿
七
日
条

▼
ａ
「
御み

は

剣か
し

等
を
返へ
ん

上じ
よ
うす

る
事
」

＊
1
「
禊み

そ
ぎ

祭ま
つ
りの

参
ら
ざ
る
上
卿
等
問
は
る
る
事
（
事
×
）」

▼
ｂ
「
備
前
守
（
＝
藤
原
理
兼
）
の
罷
ま
か
り

申も
う
し」

廿
七
日
、
戊
子
。

■▼
ａ

殿
（
＝
頼
忠
）
に
参
る
。
借
り
給
は
る
所
の
御み
は

剣か
し

・
御
鞦
し
り
が
い

等
を
返へ
ん

上じ
よ
うす

。
又
、

将
軍
（
＝
済
時
）
借
す
所
の
平ひ
ら

緒お

、
大
蔵
丞
佐
政
を
以
て
返へ
ん

奉ぽ
う

せ
し
む
。

■1
＊

参
内
す
。
仰
せ
ら
れ
て
云
は
く
「
禊
祭
の
間
、
上
卿
（
＝
公
卿
）
参
ら
ず
。
民

部
卿
藤
原
朝
臣
（
＝
文
範
）・
左
衛
門
督
源
朝
臣
（
＝
重
光
）
の
申
す
所
、
已
に
拠よ

る
所
無
し
。
宜よ
ろ

し
く
召め
し

問と

は
し
む
べ
き
の
由よ
し

、
先
づ
大
相
府
（
＝
頼
忠
）
に
仰

せ
。」
者て

へ

り
。

■▼
ｂ

備
前
守
理
兼
（
＝
藤
原
）、
蔵
人
公
正
（
＝
藤
原
）
を
以
て
、
赴ふ

任に
ん

（
×
起
任
）
の

由
を
奏
せ
し
む
。
御
前
に
召
し
、
御お

ん

衣ぞ

一
襲か
さ
ねを
賜
ふ
。｛
御
衣
一
襲
｝
禄ろ
く

は
給
ふ

■3
＊

今
日
、
大
相
府
（
＝
頼
忠
）・
左
府
（
＝
雅
信
）
見
物
せ
ら
る
。
今
日
、
納
言
、

斎
院
に
参
ら
ず
。
唯た

だ

、
参
議
二
人
参
入
す
。
仰
に
依
り
、
上し
よ

代う
だ
いと

為
し
て
行
な

ふ
と
云
々
。

（
注
1
）「
廿
四
日
」
の
右
傍
書
に
「
賀
茂
祭
、
癈〔
廃
〕
務
」、
左
傍
書
に
「
賀
茂
祭
」
と
あ
る
。
あ
る

い
は
、
右
傍
書
は
具
注
暦
上
部
欄
外
の
文
字
か
。

（
注
2
）「
儲
所
饗
処
来
問
人
等
未
時
許
参
宮
」
に
つ
い
て
、
古
記
録
本
は
「
儲〔
諸
卿
ヵ
〕所
饗
処〔
後
ヵ
〕来
問
、

人〔
余
〕等
未
時
許
参
宮
、」、
史
料
本
は
「
儲
所
饗
、
□
来
問
人
等
、
未
時
許
参
宮
、」、
大
成
本
は

「
儲
所
饗
来
問
人
等
、〔
○
内
閣
一
本
作
余
〕
未
時
許
参
宮
、」
と
す
る
。
古
記
録
本
は
「
諸

卿
、
饗
の
後
（
×
処
）
に
来
問
ふ
。
余
（
×
人
等
）、
未
時
許
、
宮
に
参
る
。」
と
解
釈
し
て

い
る
か
。

⑱
『
日
本
紀
略
』
天
元
五
年
四
月
廿
四
日
条

廿
四
日
、
乙
酉
。

　

賀
茂
祭
。
行

ぎ
よ
う

事じ
の

上し
よ
う

卿け
い

中
納
言
済
時
の
家
、
俄に
わ
かに
死し

穢え

有
り
。
其
の
身
出い

で

難が
た

し
。
衣
裳
・
雑ぞ
う

具ぐ

等
、
多
く
触し
よ

穢く
え

し
て
参さ
ん

勤き
ん

せ
ざ
る
也
。
権
大
納
言
朝
光
卿

（
＝
藤
原
）、
今
日
の
事
を
行
な
ふ
べ
き
の
処
、
舎し
や

弟て
い

阿あ

闍じ
や

梨り

念
禅
（
＝
親
光
）
死し

去き
よ

す
。
又
、
右
馬
寮
使
頭か
み

正
光
朝
臣
、
同
じ
服ふ
く

假か

（
×
暇
）。
仰
せ
て
云
は
く
「
参

議
を
以
て
、
上し

よ

卿う
け

代い
だ
いと

為
す
べ
し
。
次
第
使
左
馬
助
保
信
を
以
て
、
使
（
＝
馬

寮
使
）
の
代か
わ
りと

為
せ
。」
者て
へ

り
。
又
、
今
日
の
宣せ
ん

命み
よ
う、

内
裏
の
穢
に
依
り
、
陣
外

に
於
い
て
使
に
給
ふ
。

⑲
『
小
右
記
』
天
元
五
年
四
月
廿
五
日
条

＊
1
「
宿し

ゆ

院く
い
んに

於
い
て
、
御ご

前ぜ
ん

（
＝
前
駆
）
に
給
ふ
御
禄ろ
く

」

▼
ａ
「
斎
院
の
饗き

よ
う」

▼
ｂ
「
儲も

う
け

所ど
こ
ろの

饗
」

廿
五
日
、
丙
戌
。

■1
＊

辰た
つ
の

時と
き

許ば
か
り、
宿し
ゆ

院く
い
んに
参
る
。
饗き
よ
うの
座
に
着
す
。
先ま

づ
蔵く
ろ

人う
ど

所ど
こ
ろの
前
駆
を
御
前

に
召
し
、
禄ろ

く

を
賜
ふ
。
其
の
後
、
使
々
（
×
之
）
に
禄
を
給
ふ
。
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〇
一
四
年

府
に
覧
じ
、
今
日
奏そ
う

聞も
ん

す
。「
問も
ん

頭と
う

博は
か

士せ

伊
行
（
＝
源
）、
已
に
省
（
＝
式
部
省
）
に

参
ら
ず
。
里り

第だ
い

に
在
り
乍な
が

ら
、
唯た
だ

、
同
（
×
問
）
じ
の
由
を
申
し
て
奉
る
。
理り

、

然し
か

る
べ
か
ら
ず
。
若も

し
猶な
お

、
問
頭
博
士
無な

く
行
な
ふ
べ
く
ば
、
先
づ
事こ
と

由の
よ
しを
奏

し
て
行
な
ふ
べ
し
。」
者て

へ

り
。
省
し
よ
う

官か
ん

及
び
博
士
等
召め
し

問と

ふ
べ
き
の
由
、
左
府

（
＝
雅
信
）
に
仰
せ
ら
る
。

■4
＊

又
、
禊
祭
の
日
、
納
言
等
、
障さ
わ
りを

称
し
、
斎
院
に
参
ら
ず
。
就な
か

中ん
ず
く、

民
部
卿

文
範
・
左
衛
門
督
重
光
、
其
の
障
、
拠よ

る
所
無
し
。〔
文
範
、
障
を
申
し
、
近

衛
府
使
の
処
に
在
り
。
重
光
、
禊
日
の
前
日
、
参
入
す
べ
き
の
由
を
申
す
。
当

日
、
使
を
付ふ

し

催も
よ
おす
に
、
障
の
由
を
申
す
也
。〕
仍
り
て
召
問
ふ
べ
き
の
由
、
左

府
に
仰
せ
ら
る
。

■5
＊

重
光
参
入
す
。
避さ
け

申も
う

す
所
有あ

り
と
雖い
え
ども

、
恐
か
し
こ
まる

べ
き
の
状
を
仰
せ
ら
れ
了
り

ぬ
。
文
範
は
参
入
せ
ず
。

■▼
ａ

今
夜
、
宿
侍
す
。
子ね

時
許
、
三さ
ん

条じ
よ
うの

辺
の
小
し
よ
う

屋お
く

焼し
よ

亡う
ぼ
うす

。

�
永
観
元
年
（
九
八
三
）

①
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
御
禊
事
）

永
観
元
年
四
月
廿
一
日
、
斎
王
（
＝
選
子
内
親
王
）
の
御お
み

禊そ
ぎ

の
事
。

②
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
警
固
・
解
陣
事
）

永
観
元
年
四
月
廿
二
日
、
警け

い

固ご

の
事
。

③
『
日
本
紀
略
』
永
観
元
年
四
月
廿
二
日
条

廿
二
日
、
丁
未
。

　

警
固
。

　

今
日
、
右
大
臣
﹇
兼
家
（
＝
藤
原
）﹈、
賀か

茂も

社し
や

に
参
ら
る
。

④
『
小
記
目
録
』（
第
一
五
・
摂
政
関
白
物
詣
事
）

永
観
元
年
四
月
廿
三
日
、
関
白
（
＝
藤
原
頼
忠
）
の
賀か

茂も

詣も
う
での
事
。

べ
か
ら
ず
。
未
（
×
来
）
だ
其
の
故ゆ
え

を
知
ら
ず
。
宿し
ゆ

侍く
じ

す
。

㉓
『
小
右
記
』
天
元
五
年
四
月
廿
八
日
条

▼
ａ
「
殿
（
＝
頼
忠
）
に
昨
日
の
仰お
お

事せ
ご
との
旨
を
申
す
事
」

廿
八
日
、
己
丑
。

■▼
ａ

早
朝
、
内
よ
り
退
出
す
。
殿
（
＝
頼
忠
）
に
参
り
、
昨
日
の
仰お
お

事せ
ご
との

旨
を
申
す
。

早
く
召め

し

問と

ふ
べ
き
の
由
を
奏
せ
ら
る
。

㉔
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
御
禊
事
）

同
年
同
月
（
＝
天
元
五
年
四
月
）
卅
日
（
×
廿
二
日
）、
禊
祭
の
間
、
参
ら
ざ
る
上
卿

（
＝
公
卿
）
二
人
〔
文
範
（
＝
藤
原
）・
重
光
（
＝
源
）〕
の
恐き
よ

懼う
く

の
事
。

㉕
『
小
右
記
』
天
元
五
年
四
月
卅
日
条

＊
1
「
太
相
府
（
＝
藤
原
頼
忠
）、
密み
つ

々み
つ

に
競く
ら

馬べ
う
まを

覧ら
ん

ず
る
事
」

＊
2
「
仁に

ん

王の
う

会え
さ

定だ
め

」

＊
3
「
省し

よ

試う
し

の
問も
ん

頭と
う

博は
か

士せ

（
×
間
頭
博
士
）
参
ら
ざ
る
の
旨
の
沙さ

汰た

」

「
秀し

ゆ

才う
さ

試い
し

の
問
頭
博
士
伊
行
（
＝
源
）、
判は
ん

ず
る
日
に
参
ら
ず
、
同
を
奉
る
事
」

（
目
一
八
・
秀
才
事
）

＊
4
「
禊
祭
参
ら
ざ
る
上し
よ

卿う
け
い、
重
ね
て
問
は
る
る
事
（
事
×
）」

＊
5
「
重
光
卿
（
＝
源
）
の
恐
か
し
こ
ま
り

申も
う
し。

禊
祭
に
参
ら
ざ
る
に
依
る
也
」（⇒
㉔
）

▼
ａ
「
小し
よ

屋う
お
くの

焼し
よ

亡う
ぼ
う」

卅
日
、
辛
卯
。

■1
＊

早
朝
、
太
相
府
（
＝
頼
忠
）、
西
京
の
佐さ

比ひ

大お
お

道じ

（
×
佐
江
大
道
）（
＝
道
祖
大
路
）
に

出い

で
給
ひ
、
密み
つ

々み
つ

（
蜜
々
）
に
競く
ら

馬べ
う
まの

事
有あ

り
。

■2
＊

未ひ
つ
じ

時の
と
き、

参
内
す
。
左
府
（
＝
雅
信
）、
臨り
ん

時じ

仁に
ん

王の
う

会え

の
日に
ち

時じ

勘か

文も
ん

并
び
に
僧そ
う

名め
い

等
を
定さ
だ

奏め
そ
うせ
ら
る
。

■3
＊

式
部
権
大
輔
輔
正
（
×
式
部
権
大
輔
正
）（
＝
菅
原
）、
昨
日
の
夕
、
文
も
ん
じ

章よ
う

得と
く

業ご
う

生し
よ
う

（
＝
高
階
信
順
）
及
び
擬ぎ
も

文ん
じ

章よ
う

生し
よ
うの

判は
ん

文も
ん

等
、
下げ

官か
ん

（
＝
実
資
）
に
付
す
。
先
づ
太
相
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摂
関
期
の
賀
茂
祭
関
係
記
事
（
そ
の
一
）　
―
　

『
小
右
記
』
を
中
心
と
す
る
古
記
録
部
類
作
成
へ
向
け
て
（
三
）　
―
　　
　
　

三
橋　

正

⑥
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

同
年
月
（
＝
永
観
二
年
四
月
）
十
八
日
、
祭さ
い

使し

の
還か
え

立り
だ
ちの

事
。

⑦
『
日
本
紀
略
』
永
観
二
年
四
月
十
八
日
条

十
八
日
、
戊
戌
。

　

解げ

陣じ
ん

。

�
寛
和
元
年
（
九
八
五
）

①
『
小
右
記
』
寛
和
元
年
四
月
廿
日
条

▼
ａ
「
斎
院
の
牛
を
奉
る
事
」

廿
日
、
甲
午
。

■▼
ａ

召め
し

に
依
り
、
殿
（
＝
藤
原
頼
忠
）
に
参
る
。
仰
せ
て
云
は
く
「
昨
日
の
夕
方
、

出す
い

納と
う

来
た
り
て
云
は
く
『
斎
王
（
＝
選
子
内
親
王
）
の
牛
を
借
り
奉
ら
む
。
例
に

依
り
て
借
し
奉
る
べ
し
。』
者て

へ

り
。
未い
ま

だ
其
の
心
を
得
ず
。
仍
り
て
返
事
を
申

さ
し
む
。
所
在
の
牛
は
二
頭
也
。
一
頭
は
灸き

ゆ

治う
じ

、
今
一
頭
は
甚は
な
はだ

短
少
に
し
て
、

彼
の
料
に
当あ

つ
べ
か
ら
ず
。
若も

し
奉
る
べ
き
時
は
、
兼か

ね
て
仰
お
お
せ

事ご
と

有
り
、
殊こ
と

に

労い
た
ず

飼き
か

ふ
者
也
。
而し
か

る
に
忽た
ち
まち

に
此
の
仰
お
お
せ

有
り
。
何
ぞ
奉
仕
せ
む
乎や

。
奏そ
う

聞も
ん

の

後
、
又
、
仰
事
無
し
。
陣じ

ん

外が
い

に
参
り
、
案あ

内な
い

を
取
る
べ
し
。」
者
り
。
参さ
ん

内だ
い

す
。

蔵
人
挙
直
（
＝
藤
原
）
に
相あ
い

逢あ

ひ
、
案
内
を
奏
せ
し
む
。
仰
せ
て
云
は
く
「
昨
日
、

元
命
（
＝
藤
原
）
云
は
く
『
例
は
、
第
一
の
人
の
牛
を
以
て
、
斎
王
の
車
に
懸
け

し
む
。
若
し
其
の
障

さ
わ
り

有
ら
ば
、
次
々
の
卿
き
よ
う

等
に
仰
せ
。』
者
り
。
仍
り
て
仰
お
お
せ

遣つ
か

は
す
所
也
。」

②
『
日
本
紀
略
』
寛
和
元
年
四
月
廿
日
条

廿
日
、
甲
午
。

　

賀
茂
斎
王
﹇
選
子
（
＝
選
子
内
親
王
）﹈
の
禊み
そ
ぎ。

③
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
警
固
・
解
陣
事
）

⑤
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

永
観
元
年
四
月
廿
四
日
、
賀
茂
祭
の
事
。

⑥
『
日
本
紀
略
』
永
観
元
年
四
月
廿
四
日
条

廿
四
日
、
己
酉
。

　

賀
茂
祭
。

⑦
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

同
年
同
月
（
＝
永
観
元
年
四
月
）
廿
五
日
、
親
王
（
＝
懐
仁
ヵ
）
の
見
物
の
事
。

⑧
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
警
固
・
解
陣
事
）

同
（
＝
永
観
元
年
四
月
）
廿
五
日
、
解げ

陣じ
ん

の
事
。

⑨
『
日
本
紀
略
』
永
観
元
年
四
月
廿
五
日
条

廿
五
日
、
庚
戌
。

　

解
陣
。

�
永
観
二
年
（
九
八
四
）

①
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
御
禊
事
）

同
（
＝
永
観
）
二
年
四
月
五
日
、
御お
み

禊そ
ぎ

の
前さ
き

駆が
け

定さ
だ
めの

事
。

②
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
御
禊
事
）

同
年
（
＝
永
観
二
年
）
四
月
十
四
日
、
御
禊
の
事
。

③
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
警
固
・
解
陣
事
）

同
（
＝
永
観
）
二
年
四
月
十
五
日
、
警け
い

固ご

の
事
。

④
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

同
（
＝
永
観
）
二
年
四
月
十
七
日
、
賀
茂
祭
の
事
。

⑤
『
日
本
紀
略
』
永
観
二
年
四
月
十
七
日
条

十
七
日
、
丁
酉
。

　

賀
茂
祭
。
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明
星
大
学
研
究
紀
要
【
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
】
第
二
十
二
号　

二
〇
一
四
年

廿
三
日
、
丁
酉
。

■1
＋

早
朝
、
殿
（
＝
頼
忠
）
に
参
る
。
辰
た
つ
の

時と
き

許ば
か
り、
賀
茂
に
参
り
給
ふ
。
巳み

時
許
よ
り

陰い
ん

雨う

。
憚は
ば
かる
所
有あ

る
に
依
り
、
瑞み
ず

垣が
き

の
内
に
入い

ら
ず
。
未
ひ
つ
じ

時
許
、
帰
り
給
ふ
。

此
の
間
、
甚じ

ん

雨う

。
上
し
よ
う

官か
ん

等
、
例れ
い

禄の
ろ
くを
給
は
る
。

■2
＋

伝つ
た

聞え
き

く
。「
祭
使
右
近
中
将
時
中
朝
臣
（
＝
源
）、
忽
ち
に
霍か
く

乱ら
ん

（
×
藿
乱
）
を

煩わ
ず
らふ

の
由よ
し

を
奏
せ
し
む
。」
と
云
々
。
左
府
（
＝
源
雅
信
）
奏
聞
せ
ら
る
と
云
々
。

仍
り
て
親
信
（
近
信
）（
＝
平
）
を
以
て
、
代だ
い

官か
ん

と
為
す
と
云
々
。
又
、
内く

蔵ら

寮り
よ

使う
し

信
輔
（
＝
藤
原
）、
明
日
忌き

日に
ち

（
＝
父
顕
忠
。
康
保
二
年
〈
九
六
五
〉
四
月
廿
四
日
卒
去
）
の

由
を
奏
せ
し
む
。
仍
り
て
大だ

い

監け
ん

物も
つ

忠
望
（
＝
橘
）
を
以
て
、
代
官
と
為
す
。
先

日
、
戒

い
ま
し
め

仰お
お

せ
ら
る
る
所
な
り
。

入よ
に

夜い
り

、
参
内
し
、
宿し
ゆ

侍く
じ

す
。

祭さ
い

使し
ど

所こ
ろ

に
、
摺す
り

袴ば
か
まを

送
る
。

（
注
1
）
関
白
藤
原
忠
平
は
祭
日
（
酉
日
）
に
賀
茂
詣
を
行
な
っ
て
い
る
。
四
月
廿
九
日
に
三
位

中
将
藤
原
義
懐
が
賀
茂
社
に
参
詣
し
て
い
る
（『
小
右
記
』）。

⑨
『
日
本
紀
略
』
寛
和
元
年
四
月
廿
三
日
条

廿
三
日
、
丁
酉
。

　

終
日
、
大
雨
。
賀
茂
祭
。
右
近
衛
府
使
中
将
源
時
中
朝
臣
、
忽
ち
に
障さ

わ
りを

申

す
。
仍
り
て
右
衛
門
権
佐
平
親
信
を
以
て
、
代
官
と
為
す
。

　

今
朝
、
太
政
大
臣
﹇
頼
忠
﹈、
賀か

茂も

社し
や

に
参
る
。
走
は
し
り

馬う
ま

等
有
り
。
少
納
言
・

弁
以
下
相あ

い

従し
た
がふ
。

⑩
『
小
右
記
』
寛
和
元
年
四
月
廿
四
日
条

＋
1
「
陸
奥
の
貢こ

う

馬ば

の
事
」（
目
一
四
・
御
馬
御
覧
事
）

▼
ａ
「
院
（
＝
円
融
上
皇
）、
銭ぜ
に

を
故こ

典な
い
し
の
す
け侍
頼
子
の
宅
に
遣
は
す
事
」

廿
四
日
、
戊
戌
。

■1
＋

陸
奥
守
為
長
（
＝
藤
原
）、
御
馬
一
疋
を
貢こ
う

ず
。
解げ

文ぶ
み

の
中
、
四
疋
を
載の

す
。

同
（
＝
永
観
）
三
年
（
＝
寛
和
元
年
）
四
月
廿
一
日
、
警け
い

固ご

の
事
。

④
『
小
右
記
』
寛
和
元
年
四
月
廿
一
日
条

▼
ａ
「
女じ

よ

騎き

の
料
の
馬
を
覧ら
ん

ず
る
事
」

＋
1
「
警
固
の
事
」（
目⇒

③
）

廿
一
日
、
乙
未
。

■▼
ａ

参
内
す
。
清せ
い

涼り
よ

殿う
で
んに

於
い
て
、
女じ
よ

騎き

の
料
の
馬
を
覧ら
ん

ず
。〔
左
（
＝
左
馬
寮
）

三
、
右
（
＝
右
馬
寮
）
三
。〕
余よ

（
＝
藤
原
実
資
）、
御
前
に
候こ
う

ず
。
右
三
疋
を
以
て
、

女
騎
の
料
と
為
す
。〔
命み

よ

婦う
ぶ

・
蔵
人
（
＝
女
蔵
人
）・
闈
み
か
ど
の

司つ
か
さ

等
也
。〕
毛け

付つ
け

の
後
う
し
ろ

に
注し
る

付し
ふ

し
、
馬
寮
の
官
人
に
下く
だ

給し
た
まふ
。

■1
＋

警
固
の
事
有あ

り
。
左
衛
門
督
（
＝
源
重
光
）、
之
を
行
な
ふ
。
先ま

づ
警
固
す
べ

き
の
由よ

し

、
惟
成
（
＝
藤
原
）
を
以
て
奏
聞
せ
し
む
。
晩ば
ん

景け
い

、
罷ま
か

出り
い

づ
。

　

女
（
行
間
補
書
）騎

の
馬
を
覧
ず
る
の
後
、
左
右
馬
寮
の
十と
お

列つ
ら

及
び
二
坊
の
御
馬
等
を
覧
ず
。

臨
時
の
仰
事
也
。

⑤
『
日
本
紀
略
』
寛
和
元
年
四
月
廿
一
日
条

廿
一
日
、
乙
未
。

　

警
固
。

⑥
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

同
（
＝
永
観
）
三
年
（
＝
寛
和
元
年
）
四
月
廿
三
日
、
明
日
の
祭さ
い

使し

（
＝
源
時
中
）
等
、

代だ
い

官か
ん

を
用も
ち

ふ
る
事
。

⑦
『
小
記
目
録
』（
第
一
五
・
摂
政
関
白
物
詣
事
）

同
（
＝
永
観
）
三
年
（
＝
寛
和
元
年
）
四
月
廿
三
日
、
関
白
（
＝
頼
忠
）、
賀
茂
に
参
る

事
。

⑧
『
小
右
記
』
寛
和
元
年
四
月
廿
三
日
条

＋
1
「
関
白
（
＝
藤
原
頼
忠
）、
賀
茂
に
参さ
ん

詣け
い

す
る
事
（
事
×
）」（⇒

⑦
）

＋
2
「
祭
使
（
＝
近
衛
府
使
源
時
中
）、
代
官
（
＝
平
親
信
）
を
用
ふ
る
事
」（⇒

⑥
）
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摂
関
期
の
賀
茂
祭
関
係
記
事
（
そ
の
一
）　
―
　

『
小
右
記
』
を
中
心
と
す
る
古
記
録
部
類
作
成
へ
向
け
て
（
三
）　
―
　　
　
　

三
橋　

正

　

賀
茂
斎
王
﹇
選
子
（
＝
選
子
内
親
王
）﹈
の
禊
。

④
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
警
固
・
解
陣
事
）

寛
和
二
年
四
月
廿
一
日
、
警け

い

固ご

の
事
。

⑤
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

寛
和
二
年
四
月
廿
三
日
、
賀
茂
祭
の
事
。

⑥
『
本
朝
世
紀
』
寛
和
二
年
四
月
廿
三
日
条

廿
三
日
、
辛
酉
。

　

天
陰く

も

り
、
小
雨
降ふ

る
。
巳み
の

二に

剋こ
く

よ
り
、
天
晴
。
此
の
日
、
賀
茂
祭
の
日
也
。

⑦
『
日
本
紀
略
』
寛
和
二
年
四
月
廿
三
日
条

廿
三
日
、
辛
酉
。

　
　

賀
茂
祭
。

⑧
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
警
固
・
解
陣
事
）

同
（
＝
寛
和
二
年
四
月
）
廿
四
日
、
解げ

陣じ
ん

の
事
。

（
注
1
）『
本
朝
世
紀
』
寛
和
二
年
四
月
廿
四
日
条
に
「
廿
四
日
、
壬
戌
、
天
陰
雨
降
、
午
後
、
権

中
納
言
（
権
×
）
藤
原
顕
光
卿
参
巴

着
左
仗
座
芭

□〔
此
ヵ
〕日（
脱、文
）」と
あ
り
、
解
陣
に
関
す
る
記
事
か
。

⑨
『
小
記
目
録
』（
第
一
七
・
濫
行
事
）

同
（
＝
寛
和
）
二
年
四
月
廿
九
日
、
右
大
将
済
時
（
＝
藤
原
）
見
物
の
間
、
左さ
き

京よ
う
の

進じ
よ
う

信
通
（
＝
藤
原
）
を
凌り
よ

轢う
れ
き（

×
礫
）
す
る
事
。

�
永
延
元
年
（
九
八
七
）

①
『
小
記
目
録
』（
第
一
五
・
摂
政
関
白
物
詣
事
）

永
延
元
年
四
月
十
六
日
、
摂
政
（
＝
藤
原
兼
家
）
の
賀か

茂も

詣も
う
での

事
。

②
『
小
右
記
』
永
延
元
年
四
月
十
六
日
条

▼
ａ
「
假か

」

＊
1
「
摂
政
（
＝
兼
家
）
の
賀
茂
詣
」（⇒

①
）

而
る
に
上
野
国
に
於
い
て
、
強
盗
の
為
に
、
二
疋
を
射
殺
せ
ら
る
。
今
一
疋
、

盗
、
執と

る
。
今
日
、
御
覧
ず
べ
き
の
仰
有あ

り
。
下げ

官か
ん

（
＝
実
資
）
奏
せ
し
め
て
云

は
く
「
警
固
の
間
、
未い

ま

だ
御
馬
を
覧
ず
る
の
事
を
見
ず
。
今
日
、
解げ

陣じ
ん

の
後
、

御
覧
ず
る
は
如い

か

何が

。」
仰
せ
て
云
は
く
「
猶な
お

、
御
覧
ず
べ
し
。」
者て
へ

り
。
又
、
左

右
馬
寮
の
一
足
等
を
覧
ず
。
陸
奥
国
司
（
＝
為
長
）
の
貢
馬
、
叡え
い

覧ら
ん

の
後
、
左
馬

寮
に
給
ふ
。
未
時
許
、
罷
出
づ
。

■▼
ａ

召
に
依
り
、
院
（
＝
円
融
上
皇
）
に
参
る
。
仰
せ
て
云
は
く
「
季
明
（
＝
藤
原
）

進た
て
ま
つる

所
の
銭ぜ
に

の
内
の
五
十
貫
、
故
典な
い
し
の
す
け侍

頼
子
（
＝
紀
三
位
か
、
源
輔
好
の
女
か
。

三
月
十
六
日
に
死
去
）
の
宅
に
遣
は
す
べ
し
。」
者
り
。
秉へ
い

燭し
よ
く、

罷
出
づ
。

⑪
『
日
本
紀
略
』
寛
和
元
年
四
月
廿
四
日
条

廿
四
日
、
戊
戌
。

　

解げ

陣じ
ん

。

　

今
日
、
酉と

り

刻の
こ
く、
大お
お

蟹か
に

、
承
香
殿
の
壇
上
に
出い
で

遊あ
そ

ぶ
。
怪か
い

為た

り
。

�
寛
和
二
年
（
九
八
六
）

①
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
御
禊
事
）

寛
和
二
年
四
月
廿
日
、
御お

み

禊そ
ぎ

の
事
。

②
『
本
朝
世
紀
』
寛
和
二
年
四
月
廿
日
条

廿
日
、
戊
午
。

　

天
晴
。
政

ま
つ
り
ご
と

無
し
。
仍
り
て
諸
し
よ
き

卿よ
う

参
ら
ず
。
午う
ま

後の
の
ち、

参
議
大
江
斉
光
卿
（
卿

×
）（
脱
文
）。

　

今
日
、
賀
茂
斎
院
（
＝
選
子
内
親
王
）
の
御
禊
の
日
也
。
権
中
納
言
藤
原
顕
光

卿
、
斎
院
に
着
し
て
行
事
す
。
未

ひ
つ
じ

剋の
こ
く、

一い
ち

条じ
よ

大う
お

路お
じ

度わ
た

り
給
ふ
。

③
『
日
本
紀
略
』
寛
和
二
年
四
月
廿
日
条

廿
日
、
戊
午
。
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⑤
『
小
記
目
録
』（
第
一
七
・
闘
乱
事
）

同
年
同
月
（
＝
永
延
元
年
四
月
）
十
七
日
、
昨
日
の
見
物
の
乱み
だ
れに
依
り
、
右
府
（
＝

為
光
）
の
家
司
等
、
召め
し

名な

を
下く
だ

さ
る
る
事
。

⑥
『
小
右
記
』
永
延
元
年
四
月
十
八
日
条

▼
ａ
「
清き

よ

水み
ず

寺で
ら

に
参
ら
ざ
る
事
」

＊
1
「
昨
日
の
見
物
の
乱
に
依
り
、
右
府
（
＝
為
光
）
の
家
司
等
、
召
名
を
下
さ
る

る
事
」（
目⇒

⑤
）

十
八
日
、
庚
戌
。

■▼
ａ

触し
よ

穢く
え

の
疑
う
た
が
い

有
る
に
依
り
、
清き
よ

水み
ず

寺で
ら

に
参
ら
ず
。

■1
＊

昨
日
の
事
に
依
り
、
右
府
（
＝
為
光
）
の
家
司
尭
時
朝
臣
・
経
国
朝
臣
（
＝
藤
原

ヵ
）・
右
衛
門
尉
高
年
（
＝
文
屋
）・
雑ぞ
う

色し
き

長の
お
さの

官
の
史し
し

生よ
う

助
方
（
＝
ウ
ジ
名
不
詳
）・

安
部
（
×
陪
）
近
範
等
、
召
名
を
下
さ
る
と
云
々
。

⑦
『
小
右
記
』
永
延
元
年
五
月
十
一
日
条

▼
ａ
「
参さ

ん

対た
い

宣せ
ん

旨じ

」

十
一
日
、
壬
申
。

■▼
ａ

参
内
す
。
候こ
う

宿し
ゆ
くす
。
修
理
権
大
夫
（
＝
藤
原
安
親
）
談
じ
て
云
は
く
「
右
府
（
＝

為
光
）
の
賀
茂
祭
の
召
名
、
朝
大
夫
已
下
、
今
日
、
参さ
ん

対た
い

宣せ
ん

旨じ

を
下
さ
る
。」
と

云
々
。

⑧
『
小
右
記
』
永
延
元
年
五
月
廿
一
日
条

▼
ａ
「
右
大
臣
（
＝
為
光
）、
賀
茂
に
参
ら
る
る
事
」

▼
ｂ
「
右
中
弁
資
忠
（
＝
菅
原
）
亡う
せ

逝ゆ

く
事
」

▼
ｃ
「
祈き

雨う

奉ほ
う

幣へ
い

」

廿
一
日
、
壬
午
。

■▼
ａ

参
内
す
。
候
宿
す
。
右
大
臣
（
＝
為
光
）、
賀
茂
に
参
ら
る
。
右
中
将
道
綱
・

左
少
将
道
長
・
右
少
将
道
頼
（
＝
藤
原
）、
御お

共と
も

に
候
ず
と
云
々
。
道
綱
・
道
長

十
六
日
、
戊
申
。

■▼
ａ

假か

三
。

■1
＊

摂
政
（
＝
兼
家
）、
賀
茂
に
参
る
。
公く
ぎ

卿よ
う

及
び
三
位
、
合
は
せ
て
十
人
祗し

候こ
う

す
。

但た
だ

し
、
左
大
将
（
＝
藤
原
朝
光
）
一
人
、
御
車く
る

後ま
じ
りに
候こ
う

ず
と
云
々
。
自じ

余よ

は
、
皆
、

騎
馬
と
云
々
。
御お

共と
も

に
候
ず
る
の
公
卿
。〔
左
大
将
・
権
大
納
言
（
＝
藤
原
道

隆
）・
藤
中
納
言
（
＝
藤
原
顕
光
）・
春
宮
権
大
夫
（
＝
藤
原
公
季
）・
大
蔵
卿
（
＝
源
時

中
）・
源
宰
相
（
＝
源
伊
陟
）・
高
三
位
（
＝
高
階
成
忠
）・
修
理
大
夫
（
＝
藤
原
懐
平
）。〕

（
注
1
）
四
月
十
三
日
に
権
大
納
言
藤
原
道
隆
が
、
四
月
廿
日
に
右
大
臣
藤
原
為
光
が
賀
茂
社
に

参
詣
し
て
い
る
（『
小
右
記
』）。
為
光
は
五
月
廿
一
日
に
も
参
詣
し
て
い
る
（
�
⑧
）。
ま
た
、

六
月
廿
九
日
に
摂
政
藤
原
兼
家
が
左
大
臣
源
雅
信
・
右
大
臣
藤
原
為
光
以
下
を
伴
っ
て
、
祈

雨
報
賽
の
た
め
に
賀
茂
社
に
参
詣
し
て
い
る
（『
小
右
記
』、『
小
記
目
録
』
一
五
・
摂
政
関

白
物
詣
事
、『
日
本
紀
略
』、『
扶
桑
略
記
』）。

③
『
小
記
目
録
』（
第
一
七
・
闘
乱
事
）

永
延
元
年
四
月
十
七
日
、
見
物
の
間
、
右
大
臣
（
＝
藤
原
為
光
）
と
右
近
中
将
道

綱
（
＝
藤
原
）・
左
少
将
道
長
（
＝
藤
原
）
と
打う
ち

合あ

ふ
事
。

④
『
小
右
記
』
永
延
元
年
四
月
十
七
日
条

＊
1
「
右
大
臣
（
＝
為
光
）
見
物
し
、
右
近
中
将
〈
道
綱
〉・
左
少
将
〈
道
長
〉
の

車
を
打う

ち

破や
ぶ

ら
る
る
事
」（⇒

③
）

十
七
日
、
己
酉
。

■1
＊

右
大
臣
（
＝
為
光
）
見
物
す
る
の
処
、
右
近
中
将
道
綱
・
左
少
将
道
長
乗
車
し
、

御
車
の
前
を
度わ

た

る
の
間
、
雑ぞ
う

色し
き

人に
ん

等
数あ
ま

多た

、
石
を
執と

り
、
車
を
打
つ
と
云
々
。

彼か

の
両
亜
将
（
＝
道
綱
・
道
長
）、
摂
政
殿
（
＝
兼
家
）
に
愁う
れ

申い
も
うす

と
云
々
。
仍
り
て

彼
の
右
府
（
＝
為
光
）
の
家け
い

司し

尭
時
朝
臣
（
＝
宮
道
）
を
召め
し

遣つ
か

は
し
、
申も
う

文し
ぶ
み・

過か

状じ
よ
うを
進た
て
ま
つら
し
む
。
歩
行
し
て
参
入
す
と
云
々
。
又
、
打う
ち

破や
ぶ

ら
る
る
所
の
車
、

即す
な
わち

見
せ
し
め
給
ふ
。
右
府
、
暗あ
ん

に
乗じ
よ
うじ

、
彼
の
殿
（
＝
兼
家
）
に
参
ら
る
と

云
々
。
然

し
か
れ

而ど
も

相あ
い

遭あ

は
れ
ず
と
云
々
。
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摂
関
期
の
賀
茂
祭
関
係
記
事
（
そ
の
一
）　
―
　

『
小
右
記
』
を
中
心
と
す
る
古
記
録
部
類
作
成
へ
向
け
て
（
三
）　
―
　　
　
　

三
橋　

正

（
注
1
）『
賀
茂
注
進
雑
記
』（
乾
・
行
幸
官
幣
御
幸
附
祈
願
霊
験
等
）
に
も
見
え
る
。

⑥
『
日
本
紀
略
』
永
延
二
年
四
月
廿
二
日
条

廿
二
日
、
戊
申
。

　

摂
政
（
＝
兼
家
）、
賀か

茂も

社し
や

に
参さ
ん

詣け
い

す
。

⑦
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

永
延
二
年
四
月
廿
三
日
、
摂
政
（
＝
兼
家
）
の
見
物
の
事
。

⑧
『
日
本
紀
略
』
永
延
二
年
四
月
廿
三
日
条

廿
三
日
、
己
酉
。

　

賀
茂
祭
。

⑨
『
日
本
紀
略
』
永
延
二
年
四
月
廿
四
日
条

廿
四
日
、
庚
戌
。

　

解げ

陣じ
ん

。

（
注
1
）
こ
の
年
、
四
月
十
四
日
太
政
官
符
「
応
覗

禁
派

制
諸
祭
使
多
随
巴

歩
卒
僕
従
蚤

着
波

用
綾
羅
繡

絹
衣
袴
杷

事
」
が
発
給
さ
れ
て
い
る
（『
政
事
要
略
』
巻
七
〇
・
糾
弾
雑
事
・
従
者
員
数
）。

�
永
祚
元
年
（
九
八
九
）

①
『
小
右
記
』
永
祚
元
年
四
月
十
九
日
条

▼
ａ
「
御お

み

禊そ
ぎ

の
雑ぞ
う

事じ

を
催
も
よ
お

行し
お
こな

ふ
事
」

十
九
日
、
己
巳
。

■▼
ａ

参さ
ん

内だ
い

の
間
、
大
外
記
致
時
朝
臣
（
＝
中
原
）、
宅
（
＝
小
野
宮
第
）
に
来
た
り
て
云

は
く
「
摂
政
殿
（
＝
藤
原
兼
家
）
仰お
お

せ
て
云
は
く
『
明
日
の
御お
み

禊そ
ぎ

并
び
に
祭
日
、

斎
院
に
参
り
、
雑ぞ

う

事じ

を
催
も
よ
お

行し
お
こな

は
し
め
よ
。
就な
か

中ん
ず
く、

明
日
は
、
上し
よ

卿う
け
い（

＝
公
卿
）、

皆
、
障

さ
わ
り

有
り
、
着ち
や

行つ
こ
うす

べ
か
ら
ざ
る
也
。
右
大
将
（
＝
藤
原
済
時
）
一
人
、

指
さ
し
た
る
さ
わ
り障
無
き
也
。
而し
か

る
に
昨
日
よ
り
、
犬い
ぬ

死の
し

穢え

有
り
、
着
行
す
べ
か
ら
ず
。

他
の
上
卿
、
皆
以も

つ

て
軽き
よ

服う
ぶ
くな
り
。
明
日
、
院
（
＝
斎
院
）
に
参
り
、
御
禊
の
事
を

の
両
人
、
賀
茂
祭
の
間
、
彼
の
家
の
下げ

人に
ん

の
為
に
陵り
よ
うせ
ら
る
。
三
人
の
亜あ
し

将よ
う

（
＝
道
綱
・
道
長
・
道
頼
）
に
剣
各
お
の
お
の

一
柄
を
志
こ
こ
ろ
ざさ

る
と
云
々
。
若も

し
く
は
祭
の
間

の
事
を
思
ふ
に
依
る
歟
。
如い

か

何が

。

■▼
ｂ

今
夜
、
右
中
弁
資
忠
（
＝
菅
原
）
亡う
せ

逝ゆ

く
と
云
々
。
此
の
両
三
日
、
瘧
病
（
×

趾
病
）
の
如
く
悩な
や

乱み
み
だる
と
云
々
。
殊
に
重
く
悩
ま
ず
。
而
る
に
忽た
ち
まち
に
亡
逝
く

と
云
々
。

■▼
ｃ

丹に

生う

・
貴き

布ふ

禰ね

等
の
社
、
蔵
人
を
遣
は
し
て
奉ほ
う

幣へ
い

す
。
雨
の
御お
い

祈の
り

に
依
る
。

�
永
延
二
年
（
九
八
八
）

①
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
御
禊
事
）

永
延
二
年
四
月
廿
日
、
斎
王
（
＝
選
子
内
親
王
）
の
禊み
そ
ぎの
事
。

②
『
日
本
紀
略
』
永
延
二
年
四
月
廿
日
条

廿
日
、
丙
午
。

　

賀
茂
斎
王
﹇
選
子
（
＝
選
子
内
親
王
）﹈
の
禊
。

③
『
百
練
抄
』
永
延
二
年
四
月
廿
日
条

廿
日
（
×
廿
三
日
）。

　

斎
王
﹇
選
子
﹈
の
御お

み

禊そ
ぎ

。
摂
政
（
＝
藤
原
兼
家
）、
左
府
﹇
雅
信
（
＝
源
）﹈
の
桟さ

敷じ
き

に
向
か
は
る
。
院
（
＝
冷
泉
上
皇
）
の
三
﹇
為
尊
﹈・
四
﹇
敦
通
﹈
両
親
王
、
同

じ
く
渡と

御ぎ
よ

す
。
其
の
儲も
う
け、

数か
ぞ

言え
い

ふ
べ
か
ら
ず
。
各
お
の
お
の、

贈お
く
り

物も
の

有
り
。
摂
政
の
帯た
い

す
る
所
の
蒔ま
き

絵え

の
野の

剣だ
ち

を
以
て
、
左
府
に
送
ら
る
。

④
『
日
本
紀
略
』
永
延
二
年
四
月
廿
一
日
条

廿
一
日
、
丁
未
。

　

警け
い

固ご

。

⑤
『
小
記
目
録
』（
第
一
五
・
摂
政
関
白
物
詣
事
）

同
（
＝
永
延
）
二
年
四
月
廿
二
日
、
摂
政
（
＝
兼
家
）
の
賀か

茂も

詣も
う
での

事
。
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其
の
饗き
よ
う、

台だ
い

盤ば
ん

を
用
ふ
。
南
北
に
相あ
い

対た
い

す
。〔
高
麗
端
畳
に
、
円
座
四
枚
を

敷
く
。〕
垣え

ん

下が

の
殿て
ん

上じ
よ

人う
び
との
座
、
北き
た

廂び
さ
しに
在
り
。
所と
こ
ろ（

＝
蔵
人
所
）
の
衆し
ゆ
うの
座
、

東ひ
が
し

廂び
さ
しに
在
り
。
外
記
の
座
、
南
み
な
み

廂び
さ
しに
在
り
。

　

午う
ま

時の
と
き、
蔵
人
所
よ
り
、
左
府
（
＝
源
雅
信
）
の
牛
・
肥こ
え

牛う
し

等
〔
山
城
・
近
江
。〕

を
送
ら
る
。
即
ち
引ひ

き

廻め
ぐ

ら
し
め
、
之
を
見
る
。
各
お
の
お
の

頒は
ん

行こ
う

せ
し
む
。

　

蔵
人
所
の
前
駆
参
入
し
て
着
座
す
。
雑ぞ

う

色し
き

右
近
将
監
源
信
｛
□
｝、
次
第
使
右う

馬ま
の

允じ
よ
う

文
室
重
基
の
下
に
参さ
ん

着ち
や
くす

。
右
大
弁
在
国
、
之こ
れ

、
前
々
、
論ろ
ん

有
る
事
也
。

蔵
人
所
の
前
駆
六
人
、
衛
府
の
前
駆
の
下
に
着
す
。
然し

か

而れ
ど
も、
蔵
人
所
の
前
駆
と

雖
も
、
又
是
、
公こ

う

家け

（
＝
一
条
天
皇
）
の
差さ
し

遣つ
か

は
さ
る
る
所
也
。
衛
府
の
前
駆
の

事
と
雖
も
、
又
、
相あ

い

同
じ
。
何
ぞ
更
に
次
第
使
の
下
に
着
す
る
乎や

。
邑む
ら

上か
み

先せ
ん

皇こ
う

（
＝
村
上
天
皇
）
の
御
時
、
各
、
所し
よ

論ろ
ん

有
り
。
仍
り
て
垣
下
の
蔵
人
所
の
衆し
ゆ
うの

座

に
着
す
。
信
、
垣
下
の
座
に
着
す
べ
き
の
由
、
大
弁
（
＝
在
国
）
教き
よ

喩う
ゆ

す
。
仍
り

て
起き

座ざ

し
、
垣
下
の
座
に
着
す
。
今
、
慮り
よ

（
×
盧
）
を
廻め
ぐ

ら
す
に
、
行
事
人
、

事
を
仰
す
べ
き
に
非
ざ
る
歟
。

　

午
う
ま
の

終お
わ
り、

事
具ぐ

し
了
り
ぬ
。
未
ひ
つ
じ
の

始は
じ
め、

御
車
を
寄
す
。
余よ

（
＝
藤
原
実
資
）
及
び
弁

列れ
つ

立り
つ

す
。
梅
樹
の
下
に
御
お
わ
し
ます
。
蔵
人
所
の
前
駆
、
御
車
を
寄
す
。

　

乗
り
給
ひ
了
り
、
余
及
び
弁
・
史
等
相あ

い

率ひ
き

ゐ
て
退
出
す
。
余
見
物
す
。
是
、

先せ
ん

跡せ
き

也
。
行
事
人
、
次
第
の
違い

濫ら
ん

（
×
■
）
を
糾た
だ

す
を
見
む
が
為
な
り
。
未
終

許
、
斎
王
（
＝
選
子
内
親
王
）
度わ
た

り
給
ふ
。
見み

了
り
て
即
ち
帰
る
。

　

今
日
の
饗
は
内
蔵
寮
。
上か

ん

達だ
ち

部め

の
前
の
高た
か

坏つ
き

、
大
弁
以
下
皆
、
執と

る
而の

已み

。

（
注
1
）
藤
原
頼
忠
は
、
天
暦
十
年
（
九
五
六
）
三
月
廿
四
日
に
権
左
中
弁
、
天
徳
四
年
（
九
六

〇
）
四
月
廿
二
日
に
右
大
弁
、
康
保
三
年
（
九
六
六
）
九
月
十
七
日
に
左
大
弁
に
任
じ
ら
れ
、

安
和
元
年
（
九
六
八
）
二
月
五
日
に
中
納
言
に
任
じ
ら
れ
た
（『
公
卿
補
任
』）。
史
料
上
は

大
弁
と
し
て
賀
茂
祭
に
参
入
し
た
例
は
見
え
な
い
。

④
『
日
本
紀
略
』
永
祚
元
年
四
月
廿
日
条

廿
日
、
庚
午
。

催
す
べ
し
。
但
し
、
祭
日
は
、
右
大
将
参さ

ん

入に
ゆ
うす

べ
し
。
相あ
い

俱と
も

に
行
な
ふ
べ

し
。』」
者て

へ

り
。
則す
な
わち
仰お
お

事せ
ご
とを
伝つ
た

置え
お

き
て
退
去
す
と
云
々
。

②
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
御
禊
事
）

同
（
＝
永
延
）
三
年
（
＝
永
祚
元
年
）
四
月
廿
日
、
御お
み

禊そ
ぎ

の
事
。〔
参
議
一
人
（
＝
藤
原

実
資
）
行
な
ふ
事
。
大
弁
（
＝
藤
原
在
国
）、
禊
み
そ
ぎ

祭ま
つ
りを

行
な
ふ
事
。
蔵く
ろ

人う
ど

所ど
こ
ろの

前さ
き

駆が
け

（
＝
源
信
）・
次し

第だ
い

使し

の
馬
う
ま
の

允じ
よ
う（

＝
文
室
重
基
）
の
座ざ

次じ

の
事
。〕

③
『
小
右
記
』
永
祚
元
年
四
月
廿
日
条

▼
ａ
「
御
禊
の
事
〔
参
議
一
人
行
な
ふ
事
。
大
弁
、
禊
祭
を
行
な
ふ
事
。
蔵
人
所

の
前
駆
・
次
第
使
の
馬
允
の
座
次
の
事
〕」（
目⇒

②
）

廿
日
、
庚
午
。

■▼
ａ

早
朝
、
摂
政
殿
（
＝
兼
家
）
に
参
る
。
斎
院
に
罷
ま
か
り

着ち
や
くす

る
の
由よ
し

を
申
さ
し
む
。

仰
せ
ら
れ
て
云
は
く
「
懈け

怠た
い

無
く
催
行
な
ふ
べ
し
。」
者て
へ

り
。

　

仍
り
て
斎
院
に
参
る
。〔
巳み

の

時と
き

許ば
か
り。〕

客き
や

殿く
で
んの

座
に
着
す
。〔
東ひ
が

向し
む
き。

北
を
以

て
、
上か

み

と
為
す
。
座
の
後う
し
ろ、
班は
ん

幔ま
ん

（
×
斑
幔
）
を
旋め
ぐ
らす
。
上
卿
の
座
は
高
こ
う
ら

麗い
べ

端り
の

畳た
た
み、

上
に
茵し
と
ねを

敷
く
。
参
議
の
座
は
同
じ
端へ
り

の
畳
、
円わ
ろ

座う
だ

を
敷
く
。
今
日
、
上

卿
（
＝
藤
原
済
時
）、
障
有あ

り
て
参
ら
ず
。〕

　

先
こ
れ
よ

是り
さ
き、

右
大
弁
在
国
（
＝
藤
原
）、
座
に
在
り
。〔
件く
だ
んの

座
、
母も

屋や

の
坤
ひ
つ
じ
さ
る（

＝
西

南
）
の
角
の
間ま

に
在
り
。
柱
に
迫
り
、
高
麗
畳
・
円
座
等
を
敷
く
也
。
件
の
座
、

今
（
×
个
）、
新あ
ら
たに

定
め
て
敷
く
歟
。
大
弁
の
座
は
慥た
し
かな

ら
ず
。
太
相
府
（
＝
頼

忠
）、
大
弁
為た

る
の
時
、
此
の
事
を
行
な
は
る
。
是こ
れ

、
中
弁
よ
り
斎
院
の
事
を

行
な
は
る
る
の
間
、
俄に

わ
かに

｛
通
｝
祭
の
間
、
大
弁
に
任
ぜ
ら
る
。
事
こ
と
の

煩
わ
ず
ら
い

有
る

に
依
り
て
行
な
は
る
る
所
也
。
其
の
外ほ

か

に
、
他
の
例れ
い

無
し
。
今
、
彼
の
例
に
依

（
依
×
）
り
、
又
、
行
な
は
る
る
所
也
。
而
る
に
其
の
座
は
不
詳
な
り
。
公
卿
、

皆
、
西に

し

廂び
さ
しに
在
り
。
大
弁
、
母
屋
に
在
る
は
、
便び
ん

無
し
。
前さ
き

駆が
け

の
座
の
坤
に
当

た
る
。〕
前
駆
の
座
、
母
屋
に
在
り
。
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摂
関
期
の
賀
茂
祭
関
係
記
事
（
そ
の
一
）　
―
　

『
小
右
記
』
を
中
心
と
す
る
古
記
録
部
類
作
成
へ
向
け
て
（
三
）　
―
　　
　
　

三
橋　

正

▼
ａ
「
祭さ
い

使し
ど

所こ
ろ

の
饗き
よ
う」

▼
ｂ
「
賀
茂
祭
」

廿
三
日
、
癸
酉
。

■▼
ａ

早
朝
、
太
相
府
（
＝
頼
忠
）
に
参
る
。
頭
中
将
（
＝
藤
原
公
任
）、
祭
使
（
＝
近
衛
府

使
）
と
為し

て
、
西
に
し
の

対た
い

（
＝
父
藤
原
頼
忠
第
の
四
条
第
）
よ
り
出い
で

立た

つ
。
巳み
の

終お
わ
り、
使
・
陪べ
い

従じ
ゆ
う

着
座
す
。
先
こ
れ
よ

是り
さ
き、
勘
解
由
長
官
（
＝
藤
原
佐
理
）・
修
理
権
大
夫
（
＝
藤
原
安

親
）・
修
理
大
夫
（
＝
藤
原
懐
平
）・
余
（
＝
実
資
）、
座
に
在
り
。
余
、
斎
院
の
行
事

の
為
に
、
彼
の
院
（
＝
斎
院
）
に
早そ
う

参ざ
ん

す
べ
し
。
而
る
に
太
相
国
（
＝
頼
忠
）
の
命

に
依
り
、
暫し

ば
らく

此
の
座
に
在
り
。
二に

献こ
ん

の
盃
さ
か
ず
きを

執と

る
。

■▼
ｂ

斎
院
に
参
る
。
茲こ
れ

よ
り
以
前
、
右
大
将
（
＝
済
時
）、
斎
院
に
参
ら
る
。
飾
か
ざ
り

馬う
ま

・
肥
牛
等
を
廻
め
ぐ
ら

見し
み

る
。
未
終
許
、
御
輿
を
寄
す
。
右
大
将
・
余
、
御
前
（
＝

寝
殿
）
に
進
み
、
梅
樹
の
西
の
頭ほ
と
りに
列
立
す
。〔
御
前
の
巽た
つ
みの
方
に
在
り
。〕
蔵

人
所
の
陪
従
等
、
手
を
御
輿
に
懸か

く
。
乗
り
給
ひ
了
り
、
右
大
将
・
余
・
行
ぎ
よ
う

事じ
の

弁べ
ん

・
史
等
相あ
い

率ひ
き

ゐ
て
出
づ
。
将
軍
（
＝
済
時
）・
余
、
見
物
す
。
未
終
、
斎
王

（
＝
選
子
内
親
王
）
渡
り
給
ふ
。

　

伝つ
た

聞え
き

く
。「
祭さ
い

使し
ど

所こ
ろ

に
、
民
部
卿
（
＝
藤
原
文
範
）・
左
兵
衛
督
（
＝
源
時
中
）
訪
と
ぶ
ら
い

到い
た

る
。」

⑨
『
日
本
紀
略
』
永
祚
元
年
四
月
廿
三
日
条

廿
三
日
、
癸
酉
。

　

賀
茂
祭
。

⑩
『
小
右
記
』
永
祚
元
年
四
月
廿
四
日
条

▼
ａ
「
還か

え

立り
だ
ち」

廿
四
日
、
甲
戌
。

■▼
ａ

早
朝
、
太
相
府
（
＝
頼
忠
）
に
参
る
。
午
時
、
中
将
（
＝
公
任
）
還か
え

来り
き

た
る
。
四

位
・
五
位
等
、
迎

む
か
え

盃
さ
か
ず
きを

執
る
こ
と
、
例
の
如
し
。
使
・
陪
従
の
飯い
い

、
先
づ
居す

　

賀
茂
斎
王
（
＝
選
子
内
親
王
）
の
禊み
そ
ぎ。
上し
よ

卿う
け
い（

＝
済
時
）
参
ら
ず
。
参
議
（
＝
実
資
）、

之
を
行
な
ふ
。

⑤
『
日
本
紀
略
』
永
祚
元
年
四
月
廿
一
日
条

廿
一
日
、
辛
未
。

　

警け
い

固ご

。

（
注
1
）「
廿
二
日
、
壬
申
」
の
誤
り
か
。

⑥
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
警
固
・
解
陣
事
）

永
延
三
年
（
＝
永
祚
元
年
）
四
月
廿
二
日
、
大
臣
（
＝
左
大
臣
源
雅
信
）、
警け
い

固ご

を
行

な
ふ
事
。

⑦
『
小
右
記
』
永
祚
元
年
四
月
廿
二
日
条

▼
ａ
「
近
衛
府
使
の
雑
事
」

▼
ｂ
「
大
臣
（
＝
雅
信
）、
警
固
を
行
な
ふ
事
」（
目⇒
⑥
）

▼
ｃ
「
法
皇
（
＝
円
融
）、
公こ
う

家け

（
＝
一
条
天
皇
）
の
奉お
ん

為た
め

に
祈い
の

申り
も
うさ
る
る
事
」

廿
二
日
、
壬
申
。

■▼
ａ

早
朝
、
大
相
国
（
＝
頼
忠
）
に
参
る
。
明
日
の
祭さ
い

使し

（
＝
近
衛
府
使
藤
原
公
任
）
の

雑
事
を
見み

行お
こ

な
ふ
。
晩ば
ん

頭と
う

、
罷
出
づ
。

■▼
ｂ

今
日
、
左
府
（
×
苻
）（
＝
雅
信
）、
警
固
の
事
を
行
な
は
る
。
納
言
（
×
助
言
）

以
上
、
皆
、
軽
服
な
り
。
右
大
将
（
＝
済
時
）
一
人
、
服
に
非
ず
。
而
る
に
、
今

日
に
至
り
、
触し

よ

穢く
え

有
り
。
仍
り
て
参ま
い

行り
お
こな

は
る
る
所
と
云
々
。

■▼
ｃ

丑う
し

時
許
、
賀
茂
に
参
る
。
騎
馬
。
密み
つ

々み
つ

に
参
入
す
。
法
皇
（
＝
円
融
）、
公こ
う

家け

（
＝
一
条
天
皇
）
の
奉お
ん

為た
め

に
、
下げ

官か
ん

（
＝
実
資
）
を
以
て
、
使
と
為
し
、
祈い
の

申り
も
うさ

る
る

事
等
有
り
。
事

こ
と
の

趣
お
も
む
き、

祭さ
い

文も
ん

に
在
り
。
余
（
＝
実
資
）
作
る
所
也
。
先
日
、
奏そ
う

覧ら
ん

せ
し
め
了
り
ぬ
。
御
社
に
参
り
、
先
づ
祭
文
を
読よ
み

申も
う

す
。

　

次つ

い
で
私
の
御
幣
を
奉
る
。
禰ね

宜ぎ

等
に
、
膝ひ
ざ

突つ
き

の
料
の
布
を
給
ふ
。

⑧
『
小
右
記
』
永
祚
元
年
四
月
廿
三
日
条
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明
星
大
学
研
究
紀
要
【
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
】
第
二
十
二
号　

二
〇
一
四
年

（
注
1
）
こ
の
年
、
奢
侈
を
禁
止
す
る
四
月
一
日
宣
旨
「
応
覗

制
派

止
賀
茂
祭
使
等
装
束
儲
巴

二
具
蚤

并
従
者
数
多
令
覗

着
波

違
法
衣
袴
杷

事
」「
定
巴

使
典
侍
車
并
前
駆
数
蚤

事
」
が
発
給
さ
れ
て
い
る

（『
政
事
要
略
』
巻
六
七
・
糾
弾
雑
事
・
男
女
衣
服
并
資
用
雑
物
、
巻
七
〇
・
糾
弾
雑
事
・
従

者
員
数
）。

�
正
暦
二
年
（
九
九
一
）

①
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
御
禊
事
）

正
暦
二
年
四
月
五
日
、
御お

み

禊そ
ぎ

の
前さ
き

駆が
け

定さ
だ
めの

事
。

②
『
日
本
紀
略
』
正
暦
二
年
四
月
五
日
条

五
日
、
甲
戌
。

　

故こ

従
四
位
上
平
朝
臣
珍
材
に
従
三
位
を
贈
る
。
彼
の
男
右
大
弁
惟
仲
朝
臣

（
＝
平
）
の
上じ
よ

奏う
そ
うに

依
る
也
。
之こ
れ

を
尋
ぬ
べ
し
。

　
　
　

今
日
、
賀
茂
斎
内
親
王
（
＝
選
子
内
親
王
）
の
禊
の
前
駆
・
次し

第だ
い

使し

等
を
定
む
。

（
注
1
）「
可
尋
之
」
は
割
注
か
。

③
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
御
禊
事
）

同
年
（
＝
正
暦
二
年
）
四
月
十
三
日
、
御
禊
の
前
駆
の
行
成
（
＝
藤
原
）、
青あ
お

朽く
ち

（
＝

青
朽
葉
）
の
下し
た

襲が
さ
ねを
着
す
る
事
。

④
『
日
本
紀
略
』
正
暦
二
年
四
月
十
三
日
条

十
三
日
、
壬
午
。

　

賀
茂
斎
王
（
＝
選
子
内
親
王
）
の
禊
。

⑤
『
日
本
紀
略
』
正
暦
二
年
四
月
十
四
日
条

十
四
日
、
癸
未
。

　

警け
い

固ご

。

⑥
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

正
暦
二
年
四
月
十
六
日
、
賀
茂
祭
の
事
。

⑦
『
日
本
紀
略
』
正
暦
二
年
四
月
十
六
日
条

（
×
后
）
う
。〔
権け
ん

議ぎ

有
り
、
居
（
×
后
）
う
る
所
也
。〕
着
す
る
後
、
一い
つ

献こ
ん

。
了
り

て
粉ふ

熟ず
く

を
居
う
。
今
日
、
只
、
求も
と

子め
ご

を
舞ま

ふ
。
自じ

余よ

の
事
、
恒
の
如
し
。
左
衛

門
督
（
＝
源
重
光
）・
右
衛
門
督
（
＝
藤
原
道
長
）・
勘
解
由
長
官
（
＝
佐
理
）・
修
理
大

夫
（
＝
懐
平
）・
三
位
中
将
（
＝
道
綱
）、
使つ
か
いの
所
（
＝
還
立
所
）
に
在
り
。
摂
政
殿

（
＝
兼
家
）
の
御
馬
の
口く
ち

付つ
け

の
舎と
ね
り人

の
男
、
絹
二
疋
を
給
は
る
と
云
々
。
頗す
こ
ぶる

過か

差さ

也
。

⑪
『
日
本
紀
略
』
永
祚
元
年
四
月
廿
四
日
条

廿
四
日
、
甲
戌
。

　

解げ

陣じ
ん

。

（
注
1
）
二
月
廿
八
日
に
摂
政
藤
原
兼
家
が
内
大
臣
藤
原
道
隆
以
下
を
伴
っ
て
賀
茂
社
に
参
詣
し

て
い
る
（『
小
右
記
』、『
小
記
目
録
』
第
一
五
・
摂
政
関
白
物
詣
事
、『
日
本
紀
略
』、『
賀
茂

注
進
雑
記
』
乾
・
行
幸
官
幣
御
幸
附
祈
願
霊
験
等
）。
ま
た
、
九
月
廿
五
日
に
摂
政
藤
原
兼

家
が
公
卿
を
伴
っ
て
賀
茂
社
・
北
野
社
に
参
詣
し
て
い
る
（『
小
右
記
』、『
小
記
目
録
』
第

一
五
・
摂
政
関
白
物
詣
事
）。

�
正
暦
元
年
（
九
九
〇
）

①
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
御
禊
事
）

永
祚
二
年
（
＝
正
暦
元
年
）
四
月
十
三
日
、
斎
王
（
＝
選
子
内
親
王
）
の
禊み
そ
ぎの

事
。

②
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
御
禊
事
）

同
年
月
（
＝
永
祚
二
年
〈
正
暦
元
年
〉
四
月
）
十
三
日
、
長
官
（
＝
斎
院
司
長
官
）
の
軽
き
よ
う

服ぶ
く

に
依
り
、
代だ
い

官か
ん

を
用も
ち

ふ
る
事
。

③
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

永
祚
二
年
（
＝
正
暦
元
年
）
四
月
十
六
日
、
賀
茂
祭
の
事
。

④
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

同
年
月
日
（
×
十
六
日
日
）（
＝
永
祚
二
年
〈
正
暦
元
年
〉
四
月
十
六
日
）、
内
大
臣
（
＝
藤
原

道
隆
）
軽
服
に
し
て
、
同
ど
う
し

宿ゆ
く

乍な
が

ら
、
祭さ
い

使し

を
出い
で

立た

た
る
る
事
。
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摂
関
期
の
賀
茂
祭
関
係
記
事
（
そ
の
一
）　
―
　

『
小
右
記
』
を
中
心
と
す
る
古
記
録
部
類
作
成
へ
向
け
て
（
三
）　
―
　　
　
　

三
橋　

正

廿
三
日
、
丙
戌
。

　

解げ

陣じ
ん

。

�
正
暦
四
年
（
九
九
三
）

①
『
小
右
記
』
正
暦
四
年
四
月
一
日
条

▼
ａ
「
穢け

が
れに
依
り
、
諸
祭
及
び
御お
み

禊そ
ぎ

を
延え
ん

引い
ん

す
る
事
」

▼
ｂ
「
旬し

ゆ
んの
事
」

一
日
、
己
未
。

■▼
ａ

内
府
（
＝
藤
原
道
兼
）
の
穢け
が
れ、

昨
日
、
摂
政
殿
（
＝
藤
原
道
隆
）
よ
り
入い
り

交ま
じ

る
。
諸し
よ

卿き
よ
う

及
び
上
下
、
皆
、
悉こ
と
ごく
相あ
い

触ふ

る
。
来
た
る
十
二
日
に
迄い
た

る
。
仍
り
て
彼か

の

日
以
前
の
諸
祭
の
延え

ん

引い
ん

の
由よ
し

、
大
外
記
致
時
朝
臣
（
＝
中
原
）
来ら
い

談だ
ん

す
。
御お
み

禊そ
ぎ

、

同
じ
く
延の

ば
す
べ
し
と
云
々
。

■▼
ｂ

晩
に
喚
め
し
つ

使か
い

来
た
り
、
参さ
ん

内だ
い

す
べ
き
の
由よ
し

を
告
ぐ
。
然し
か

而れ
ど
も、
障さ
わ
りを
申
し
て
参
ら

ず
。
今
日
、
諸
卿
参
ら
ず
。
仍
り
て
召
す
所
也
と
云
々
。
旬し

ゆ
んの

事
に
依
る
歟か

。

（
注
1
）
穢
は
三
月
卅
日
に
東
三
条
院
南
院
が
焼
亡
し
た
（『
小
右
記
』『
権
記
』『
日
本
紀
略
』）

こ
と
に
よ
る
も
の
か
。

②
『
小
右
記
』
正
暦
四
年
四
月
六
日
条

▼
ａ
「
摂
政
殿
（
＝
道
隆
）
に
唐か
ら

鞍く
ら

の
執と
り

物も
の

の
具ぐ

等
を
借か

す
事
」

六
日
、
甲
子
。

■▼
ａ

摂
政
殿
（
＝
道
隆
）
の
使
つ
か
い

知
章
朝
臣
（
＝
藤
原
）、
唐か
ら

鞍く
ら

の
執と
り

物も
の

の
具ぐ

等
を
借か

ら

る
。
鞭む

ち

袋ぶ
く
ろ・

笏し
や
く

袋ぶ
く
ろ・

胡こ
し

床よ
う

等
三
種
、
使
に
付
し
て
奉
り
了
り
ぬ
。

③
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
御
禊
事
）

同
（
＝
正
暦
）
四
年
四
月
十
二
日
（
十
二
日
×
）、
斎
王
（
＝
選
子
内
親
王
）
の
御お
み

禊そ
ぎ

の

事
。

④
『
小
右
記
』
正
暦
四
年
四
月
十
二
日
条

十
六
日
、
乙
酉
。

　

賀
茂
祭
。

⑧
『
日
本
紀
略
』
正
暦
二
年
四
月
十
七
日
条

十
七
日
、
丙
戌
。

　

解げ

陣じ
ん

。

�
正
暦
三
年
（
九
九
二
）

①
『
日
本
紀
略
』
正
暦
三
年
四
月
十
九
日
条

十
九
日
、
壬
午
。

　

賀
茂
斎
王
（
＝
選
子
内
親
王
）
の
禊み
そ
ぎ。

②
『
日
本
紀
略
』
正
暦
三
年
四
月
廿
日
条

廿
日
、
癸
未
。

　

警け
い

固ご

。

③
『
小
記
目
録
』（
第
一
五
・
摂
政
関
白
物
詣
事
）

同
年
（
＝
正
暦
三
年
）
四
月
廿
一
日
、
摂
政
（
＝
藤
原
道
隆
）
の
賀か

茂も

詣も
う
での

事
。

④
『
日
本
紀
略
』
正
暦
三
年
四
月
廿
一
日
条

廿
一
日
、
甲
申
。

　

摂
政
﹇
道
隆
﹈、
賀か

茂も

社し
や

に
参さ
ん

詣け
い

す
。

（
注
1
）
四
月
廿
五
日
に
も
、
内
大
臣
藤
原
道
兼
が
賀
茂
社
に
参
詣
し
て
い
る
（『
日
本
紀
略
』）。

⑤
『
日
本
紀
略
』
正
暦
三
年
四
月
廿
二
日
条

廿
二
日
、
乙
酉
。

　

賀
茂
祭
。

（
注
1
）『
栄
花
物
語
』（
巻
四
・
み
は
て
ぬ
ゆ
め
）
に
左
近
衛
中
将
藤
原
斉
信
が
近
衛
府
使
を
勤

め
た
こ
と
が
見
え
る
。

⑥
『
日
本
紀
略
』
正
暦
三
年
四
月
廿
三
日
条
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明
星
大
学
研
究
紀
要
【
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
】
第
二
十
二
号　

二
〇
一
四
年

■▼
ａ

摂
政
（
＝
道
隆
）、
賀
茂
に
参
ら
る
。
大
納
言
伊
周
、
中
納
言
時
中
（
＝
源
）・

道
頼
（
＝
藤
原
）、
参
議
（
ー
）
道
綱
（
＝
藤
原
）・
惟
仲
（
＝
平
）、
三
位
泰
清
（
＝
源
）

等
騎き

馬ば

し
て
前
駆
す
と
云
々
。
大
納
言
道
長
（
＝
藤
原
）・
参
議
（
ー
）
安
親
（
＝

藤
原
）
乗
車
し
て
追つ
い

従じ
ゆ
うす
と
云
々
。
前
々
の
人
々
、
今
日
、
賀
茂
に
参
ら
る
る

の
時
、
此か

く

の
如
き
事
無
し
。
若も

し
く
は
是こ
れ

、
永
と
こ
し
な
えの

御ご

願が
ん

歟
。
大
納
言
済
時

（
＝
藤
原
）・
中
納
言
顕
光
・
参
議
（
ー
）
懐
忠
（
＝
藤
原
）
等
、
殿
（
＝
道
隆
。
東
三
条

院
）
に
参ま
い

後り
お
くれ

、
御お

共と
も

に
候
ぜ
ず
と
云
々
。

（
注
1
）
六
月
廿
三
日
に
内
大
臣
藤
原
道
兼
が
賀
茂
社
に
参
詣
し
て
い
る
（『
小
右
記
』、『
小
記
目

録
』
第
一
五
・
大
臣
以
下
物
詣
事
）。

⑩
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

同
（
＝
正
暦
）
四
年
四
月
十
五
日
、
祭さ
い

使し

（
＝
藤
原
隆
家
）
立
つ
事
。

⑪
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

同
日
（
＝
正
暦
四
年
四
月
十
五
日
）、
斎
王
（
＝
選
子
内
親
王
）、
酉
と
り
の

終お
わ
りに

度わ
た

り
給
ふ
事
。

⑫
『
小
右
記
』
正
暦
四
年
四
月
十
五
日
条

＊
1
「
祭
使
（
＝
隆
家
）
立
つ
事
」（
目⇒

⑩
）

＊
2
「
斎
王
、
酉
終
に
度
り
給
ふ
事
」（
目⇒

⑪
）

十
五
日
、
癸
酉
。

■1
＊

早
朝
、
刑
部
丞
為
信
（
＝
ウ
ジ
名
不
詳
）
を
以
て
、
摺す
り

袴ば
か
まを

摂
政
殿
（
＝
道
隆
）

に
奉
ら
し
む
。
午
う
ま
の

時と
き

許ば
か
り、

彼
の
殿
（
＝
近
衛
府
使
隆
家
の
父
道
隆
の
東
三
条
院
）
に
参
る
。

西に
し
の

対た
い

出い
で

立た

つ
。
母も

屋や

、
簾す
だ
れを
懸か

く
。
鉤か
ぎ

（
×
剣
）
を
以
て
、
簾
を
上あ

ぐ
。
先せ
ん

例れ
い

、

簾
を
懸
け
ざ
る
に
、
奇き

為た

り
奇
（
々
）
為た

（
々
）
り
。
摂
政
出い

で
ず
。
但た
だ

し
、
同

じ
対
の
西
面
に
在
り
。
烏
（
＝
烏
帽
子
）・
直の
う

衣し

等
を
着
す
。
公く
ぎ

卿よ
う

達
に
相あ
い

逢あ

ふ
。

礼れ
い

節せ
つ

を
知
ら
ざ
る
に
似
る
。
大
納
言
朝
光
（
＝
藤
原
）、
其
の
所
に
入
る
。
相あ
い

共と
も

に
飲
酒
す
。
極
め
て
便び
ん

無
き
也
。

　

未
ひ
つ
じ

時
許
、
使
〈
右
中
将
隆
家
（
＝
藤
原
）〉
参
内
す
。
此
の
間
、
摂
政
、
将
曹

＊
1
「
斎
王
（
＝
選
子
内
親
王
）
の
御
禊
の
事
」（
目⇒

③
）

十
二
日
、
庚
午
。

■1
＊

御
禊
と
云
々
。
斎
王
（
＝
選
子
内
親
王
）、
申
さ
る
の

時と
き

許ば
か
り、
河
原
（
＝
鴨
川
）
に
向
か
ふ

と
云
々
。
行
事
は
左
衛
門
督
顕
光
（
＝
藤
原
）・
参
議
（
参
議
×
）
公
任
（
＝
藤
原
）。

⑤
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
警
固
・
解
陣
事
）

正
暦
四
年
四
月
十
三
日
、
警け

い

固ご

の
事
。

⑥
『
小
右
記
』
正
暦
四
年
四
月
十
三
日
条

＊
1
「
警
固
の
事
」（
目⇒

⑤
）

▼
ａ
「
右
兵
衛
督
（
＝
源
伊
陟
）、
平ひ
ら

緒お

を
返か
え

送し
お
くる
事
」

十
三
日
、
辛
未
。

■1
＊

為
孝
（
＝
藤
原
）
来
た
り
て
云
は
く
「
今
日
、
警
固
な
り
。
権
大
納
言
﹇
伊
周

（
＝
藤
原
）﹈、
上し
よ
う（

＝
上
卿
）
為た

り
。」
と
云
々
。

■▼
ａ

右
兵
衛
督
（
＝
源
伊
陟
）、
平ひ
ら

緒お

を
返か
え

送し
お
くる

。
昨
日
、
息
子
の
前さ
き

駆が
け

の
料
、
借

す
所
也
。

（
注
1
）
源
伊
陟
の
男
に
は
伊
行
・
頼
之
・
伊
頼
・
延
漢
ら
が
い
る
。
こ
こ
は
正
暦
四
年
に
左
兵

衛
佐
に
在
任
し
て
い
る
伊
頼
か
（『
権
記
』
正
月
九
日
条
、『
小
右
記
』
正
月
十
三
日
条
、

『
本
朝
世
紀
』
十
一
月
一
日
条
）。

⑦
『
日
本
紀
略
』
正
暦
四
年
四
月
十
三
日
条

十
三
日
、
辛
未
。

　

警
固
。

⑧
『
小
記
目
録
』（
第
一
五
・
摂
政
関
白
物
詣
事
）

同
（
＝
正
暦
）
四
年
四
月
十
四
日
、
摂
政
（
＝
藤
原
道
隆
）
の
賀か

茂も

詣も
う
での

事
。

⑨
『
小
右
記
』
正
暦
四
年
四
月
十
四
日
条

▼
ａ
「
摂
政
（
＝
道
隆
）
の
賀
茂
詣
の
事
」（
目⇒

⑧
）

十
四
日
、
壬
申
。
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摂
関
期
の
賀
茂
祭
関
係
記
事
（
そ
の
一
）　
―
　

『
小
右
記
』
を
中
心
と
す
る
古
記
録
部
類
作
成
へ
向
け
て
（
三
）　
―
　　
　
　

三
橋　

正

▼
ａ
「
修
理
大
夫
（
＝
懐
平
）
の
亡ぼ
う

室し
つ

の
七
々
の
法ほ
う

事じ

」

▼
ｂ
「
祭
日
に
使
々
の
飾
馬
・
手
振
・
取と

り

物も
の

等
を
御
覧
ず
る
事
」

＊
1
「
解
陣
の
事
」（
目⇒

⑮
）

十
六
日
、
甲
戌
。

■▼
ａ

修
理
大
夫
（
＝
懐
平
）
の
亡ぼ
う

室し
つ

の
七
々
の
法ほ
う

事じ

所
〈
松
ま
つ
が

埼さ
き

寺で
ら

（
＝
円
明
寺
）。〉
に

向
か
ふ
。

■▼
ｂ

中
納
言
時
中
、
三
位
泰
清
・
輔
正
（
＝
菅
原
）
等
会か
い

合ご
う

し
、
相あ
い

共と
も

（
×
方
）
に
相あ
い

談だ
ん

じ
て
云
は
く
「
昨
日
、
主し
ゆ

上じ
よ
う（

＝
一
条
天
皇
）、
南
殿
に
出し
ゆ

御つ
ぎ
よし

、
祭
の
男
女

の
使
々
（
□
々
）
の
飾
馬
・
手
振
・
取と
り

物も
の

等
を
御
覧
ず
。
日に
つ

華か

門も
ん

よ
り
入
り
、

月げ
つ

華か

門も
ん

よ
り
出い

づ
。
日ひ

暮ぐ
れ

に
依
り
帰か
え

度り
わ
たら
ず
。
但
し
、
使
に
至
り
て
は
、
度わ
た

ら

ず
。
大
納
言
伊
周
一
人
、
御
前
に
候
ず
。
出
居
右
中
将
実
方
・
少
将
（
＝
左
少

将
）
明
理
、
弓き
ゆ

箭う
せ
んを
帯た
い

し
て
候
ず
。」
と
云
々
。
又
、
談だ
ん

じ
て
云
は
く
「
随ず
い

身じ
ん

及
び
手
振
・
馬う
ま

副ぞ
え

等
、
数
に
依
り
、
御
前
を
度
る
。」
と
云
々
。
日
記
を
見
る

に
、
随
身
度
（
×
座
）
る
の
由
を
見
ず
。
又
、
手
振
・
馬
副
等
を
見
ず
。
数
に

依
り
て
度
る
由
、
又
々
尋た

ず

見ね
み

て
注し
る

付し
ふ

す
べ
き
也
。

■1
＊

為
孝
云
は
く
「
今
日
、
解
陣
。
左
金
吾
﹇
顕
光
﹈、
上し
よ
う（

＝
上
卿
）
為た

り
。」
と

云
々
。

（
注
1
）
こ
こ
の
藤
原
懐
平
の
妻
は
二
月
廿
八
日
に
逝
去
し
た
源
保
光
の
女
か
（『
小
右
記
』『
権

記
』
廿
九
日
条
）。

（
注
2
）
＊
1
の
部
分
は
小
字
で
記
さ
れ
て
い
る
。

�
正
暦
五
年
（
九
九
四
）

①
『
本
朝
世
紀
』
正
暦
五
年
四
月
五
日
条

・
1
「
御お

み

禊そ
ぎ

の
前さ
き

駆が
け

定さ
だ
め」

五
日
、
丙
戌
。

公
高
（
＝
多
）
を
召
し
、
衣
を
脱ぬ

ぎ
て
給
ふ
也
。
大
納
言
朝
光
・
道
長
・
伊
周

等
、
衣
を
脱
ぎ
、
重
行
（
＝
下
毛
野
）・
兼
時
（
＝
尾
張
）
等
に
賜
ふ
。
自じ

余よ

の
公

卿
応お

う

ぜ
ず
。

■2
＊

大
納
言
朝
光
、
下げ

官か
ん

（
＝
藤
原
実
資
）
を
招
く
。
同
車
し
て
見
物
す
。
斎
王
（
＝

選
子
内
親
王
）、
酉
と
り
の

終お
わ
り、
度わ
た

り
給
ふ
。
蔵
人
所
の
前
駆
等
、
暗
に
投と
う

じ
て
見
え
ず
。

　

今
日
、
祭
所
（
＝
祭
使
所
）
に
会か
い

す
る
の
公
卿
は
、
大
納
言
朝
光
・
道
長
・
伊

周
、
中
納
言
公
季
・
時
中
・
伊
陟
（
＝
源
）・
道
頼
、
参
議
（
ー
）
道
綱
・
安

親
・
懐
忠
・
惟
仲
、
三
位
泰
清
等
也
。
今
日
、
使
の
所
（
＝
祭
使
所
）
の
作
法
、

軽き
よ

忽う
こ
つの

事
多
し
。
又
、
例
に
背そ
む

く
事
等
有あ

り
。
馬う
ま

副ぞ
え

・
手て

振ぶ
り

等
、
紫
の
褐か
ち

衣え

を

着
す
。
其
の
色
（
×
■
）、
極
め
て
浅あ
さ

し
。
縦た
と

ひ
、
美び
し

色よ
く

と
雖い
え
ども
、
既
に
前
例
に

乖そ
む

く
。｛〔
摂
政
不
出
、
但
在
同
対
西
面
、
着
烏
・
直
衣
等
、
相
逢
公
卿
達
、
似
礼
節
不
知
也
、
大

納
言
朝
光
入
其
所
、
相
共
飲
酒
、
極
無
便
也
、〕｝

（
注
1
）
末
尾
の
割
注
は
上
文
に
同
文
が
あ
り
、
朱
書
で
「
裏
書
」
と
あ
る
。

⑬
『
権
記
』
正
暦
四
年
四
月
十
五
日
条

△
Ａ
「
賀
茂
祭
」

十
五
日
、
癸
酉
。

■△
Ａ

天
皇
（
＝
一
条
）、
南な

殿で
ん

（
＝
紫
宸
殿
）
に
御
お
わ
し
まし

、
使
等
の
飾か
ざ

馬り
う
まを

覧ら
ん

ず
。
大
納

言
伊
周
卿
、
御
前
に
候
ず
。
左
少
将
（
×
左
小
将
）
明
理
（
＝
源
）・
右
中
将
実
方

（
×
実
正
）（
＝
藤
原
）
出い
で

居い

す
と
云
々
。

⑭
『
日
本
紀
略
』
正
暦
四
年
四
月
十
五
日
条

十
五
日
、
癸
酉
。

　

賀
茂
祭
。

⑮
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
警
固
・
解
陣
事
）

同
（
＝
正
暦
四
年
四
月
）
十
六
日
、
解げ

陣じ
ん

の
事
。

⑯
『
小
右
記
』
正
暦
四
年
四
月
十
六
日
条
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（
注
1
）
年
次
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、『
大
鏡
』（
中
・
内
大
臣
道
隆
）
に
小
一
条
大
将
（
藤
原

済
時
）・
閑
院
大
将
（
藤
原
朝
光
）
と
と
も
に
還
立
の
見
物
を
行
な
っ
た
こ
と
、
賀
茂
詣
を

行
な
っ
た
こ
と
が
見
え
、『
大
鏡
』（
裏
書
）
に
は
「
正
暦
五
年
四
月
十
五
日
丙
申
、
関
白
被

覗

参
巴

賀
茂
社
芭

」
と
あ
る
。
賀
茂
詣
の
こ
と
は
『
古
事
談
』（
二
・
臣
節
・
道
隆
愛
酒
）
に
も

見
え
、『
古
本
説
話
集
』（
巻
一
八
・
中
関
白
道
隆
沈
酔
事
）
に
類
話
が
あ
る
。

⑥
『
本
朝
世
紀
』
正
暦
五
年
四
月
十
五
日
条

・
1
「
賀か

茂も

詣も
う
で」

十
五
日
、
丙
申
。

　

天
晴
。
上
卿
参
ら
ず
。
仍
り
て
政

ま
つ
り
ご
と

無
し
。

■１
･

今
日
、
関
白
（
＝
道
隆
）、
賀
茂
に
参
り
給
ふ
。
彼
の
里り

第だ
い

（
＝
東
三
条
第
）、
諸し
よ

卿き
よ
う、

皆
、
参
る
と
云
々
。

⑦
『
日
本
紀
略
』
正
暦
五
年
四
月
十
五
日
条

十
五
日
、
丙
申
。

　

関
白
（
＝
道
隆
）、
賀か

茂も

社し
や

に
参
ら
る
。

⑧
『
本
朝
世
紀
』
正
暦
五
年
四
月
十
六
日
条

・
1
「
賀
茂
祭
」

十
六
日
、
丁
酉
。

■１
･

天
晴
。
今
日
、
賀
茂
祭
也
。
仍
り
て
中
納
言
藤
原
顕
光
卿
・
参
議
平
惟
仲
卿
、

斎
院
に
参
着
す
。
件く

だ
んの

祭さ
い

事じ

を
行
な
は
る
。

⑨
『
日
本
紀
略
』
正
暦
五
年
四
月
十
六
日
条

十
六
日
、
丁
酉
。

　

賀
茂
祭
。

⑩
『
本
朝
世
紀
』
正
暦
五
年
四
月
十
七
日
条

・
1
「
解げ

陣じ
ん

」

十
七
日
、
戊
戌
。

　

天
陰く

も

り
、
雨
降ふ

る
。
上
卿
遅ち

参さ
ん

す
。
政
ま
つ
り
ご
と

無
し
。

■１
･

午う
ま

後の
の
ち、

大
納
言
藤
原
朝
光
卿
、
左さ
じ

仗よ
う

座の
ざ

（
＝
陣
座
）
に
参さ
ん

着ち
や
くす

。
来
た
る
十
三

日
の
斎
内
親
王
（
＝
選
子
）
の
御お
み

禊そ
ぎ

の
前さ
き

駆が
け

を
差さ
し

定さ
だ

め
ら
る
。
参
議
参
ら
ざ
る
に

依
り
、
右
中
弁
源
俊
賢
朝
臣
を
以
て
、
参さ

ん

議ぎ

代だ
い

と
為
す
。

②
『
日
本
紀
略
』
正
暦
五
年
四
月
十
三
日
条

十
三
日
、
甲
午
。

　

賀
茂
斎
王
﹇
選
子
（
＝
選
子
内
親
王
）﹈
の
禊み
そ
ぎ。

③
『
本
朝
世
紀
』
正
暦
五
年
四
月
十
四
日
条

・
1
「
兵ひ

よ
う

部ぶ
の

録さ
か
ん

参
ら
ざ
る
の
代だ
い

官か
ん

の
事
」

・
2
「
警け

い

固ご

の
事
」

十
四
日
、
乙
未
。

■１
･

天
晴
。
今
日
、
擬ぎ
か

階い
の

奏そ
う

有
り
。
上
し
よ
う

卿け
い

権
大
納
言
藤
原
伊
周
卿
（
卿
×
）
行
な

は
る
。
式し

き

部ぶ
の

輔ふ

代だ
い

は
陰
陽
頭
大
春
日
益
満
。
兵ひ
よ

部う
ぶ

輔の
ふ

・
録
さ
か
ん

参
ら
ず
。
仍
り
て
兵

部
輔
代
は
散さ

ん

位に

和
気
兼
信
。
録
は
代
官
を
取
ら
ず
。
行
な
は
る
る
こ
と
、
已す
で

に

畢お
わ

り
ぬ
。

■２
･

次つ

い
で
賀
茂
祭
の
警け
い

固ご

の
召
め
し
お

仰お
せ

有
り
。
左
近
権
少
将
源
明
理
・
右
近
将
監
大

春
日
春
近
・
左
兵
衛
少
尉
常
澄
成
淵
・
右
兵
衛
権
少
尉
藤
原
延
常
。
左
右
衛
門

佐
、
各

お
の
お
の、

故こ
し

障よ
う

を
申
し
て
参
ら
ず
。
先せ
ん

例れ
い

有
る
に
依
り
、
四
府
を
以
て
召
仰
せ

ら
る
。

④
『
日
本
紀
略
』
正
暦
五
年
四
月
十
四
日
条

十
四
日
、
乙
未
。

　

擬
階
奏
。

　

又
、
警
固
有
り
。

⑤
『
小
記
目
録
』（
第
一
五
・
摂
政
関
白
物
詣
事
）

同
（
＝
正
暦
）
五
年
四
月
十
五
日
、
関
白
（
＝
藤
原
道
隆
）
の
賀か

茂も

詣も
う
での
事
。〈
公く

卿ぎ
よ
うの
騎き

馬ば

の
事
。〉
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摂
関
期
の
賀
茂
祭
関
係
記
事
（
そ
の
一
）　
―
　

『
小
右
記
』
を
中
心
と
す
る
古
記
録
部
類
作
成
へ
向
け
て
（
三
）　
―
　　
　
　

三
橋　

正

　

大お
お

祓は
ら
え。
賀
茂
祭
に
依
る
也
。

（
注
1
）『
小
記
目
録
』
第
五
・
六
月
・
臨
時
大
祓
に
「
長
徳
元
年
四
月
廿
日
、
大
祓
事
、〈
依
巴

内

裏
穢
蚤

也
、〉」
と
あ
る
。

⑤
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

長
徳
元
年
四
月
廿
一
日
、
賀
茂
祭
の
事
。

⑥
『
日
本
紀
略
』
長
徳
元
年
四
月
廿
一
日
条

廿
一
日
、
丁
酉
。

　

賀
茂
祭
也
。
太
皇
太
后
宮
﹇
昌
子
（
＝
昌
子
内
親
王
）﹈・
皇
后
宮
﹇
遵
子
（
＝
藤

原
）﹈・
中
宮
（
＝
藤
原
定
子
）・
東
宮
（
＝
居
貞
親
王
）
等
、
穢
に
依
り
、
使
を
立
て

ら
れ
ず
。
近こ

の

衛え

使し

、
穢
の
由
を
申
す
に
依
り
、
以
て
右
兵
衛
佐
藤
原
義
理
、
之

を
勤つ

と

む
。
今
日
、
花
山
法
皇
、
御
見
物
す
。

（
注
1
）『
園
太
暦
』
観
応
元
年
（
一
三
五
〇
）
十
月
五
日
条
の
勘
例
の
中
に
「
長
徳
元
四
廿
一
、

賀
茂
祭
、〔
諸
宮
依
覗

穢
、
不
覗

被
覗

立
覗

使
、〕」
と
見
え
る
。

⑦
『
日
本
紀
略
』
長
徳
元
年
四
月
廿
二
日
条

廿
二
日
、
戊
戌
。

　

解げ

陣じ
ん

。

　

今
日
、
宣せ

ん

旨じ

に
云
は
く
「
関
白
﹇
道
隆
﹈
の
葬
送
、
来
た
る
廿
四
日
也
（
＝

四
月
十
日
薨
去
）。
九
条
右
大
臣
（
＝
藤
原
師
輔
）
の
例
に
准
じ
、
絹
百
疋
、
調ち
よ

布う
ふ

二

百
段
、
商し

よ

布う
ふ

等
給
（
×
行
）
ふ
べ
し
。」
者て
へ

り
。

（
注
1
）
藤
原
師
輔
は
天
徳
四
年
（
九
六
〇
）
五
月
四
日
に
薨
去
（『
日
本
紀
略
』『
公
卿
補
任
』）。

『
日
本
紀
略
』
五
月
六
日
条
に
「
其
日
、
右
大
臣
葬
家
、
給
巴

絹
百
疋
、
調
布
二
百
段
、
商
布

五
百
段
、
鉄
（
脱
文
ア
ル
カ
）
蚤

云
々
、」
と
見
え
る
。

�
長
徳
二
年
（
九
九
六
）

①
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
御
禊
事
）

■１
･

午う
ま

後の
の
ち、
中
納
言
藤
原
顕
光
卿
参
入
し
、
警
固
の
解げ

陣じ
ん

の
事
を
行
な
は
る
。
亥い
の

二に

剋こ
く

、
退
出
す
。

⑪
『
日
本
紀
略
』
正
暦
五
年
四
月
十
七
日
条

十
七
日
、
戊
戌
。

　

解
陣
。

�
長
徳
元
年
（
九
九
五
）

①
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
御
禊
事
）

長
徳
元
年
四
月
十
八
日
、
斎
内
親
王
（
＝
選
子
）
の
御お
み

禊そ
ぎ

の
事
。〔
上し
よ

卿う
け
い（

＝
源
伊

陟
）
参
ら
ざ
る
に
、
左
中
弁
忠
輔
（
＝
藤
原
）、
門
外
に
於
い
て
催
も
よ
お

行し
お
こな
ふ
。
穢
け
が
れ

に
依
り
、
院
（
＝
斎
院
）
の
中
に
参
ら
ず
。〕

②
『
日
本
紀
略
』
長
徳
元
年
四
月
十
八
日
条

十
八
日
、
甲
子
。

　

賀
茂
斎
王
﹇
選
子
（
＝
選
子
内
親
王
）﹈
の
禊
也
。
上
卿
権
中
納
言
源
伊
陟
卿
、

傍ぼ
う

親し
ん

の
服ふ
く

に
依
り
参
ら
ず
。
参
議
藤
原
実
資
卿
、
之こ
れ

を
行
な
ふ
。
今
日
、
前さ
き

駆が
け

等
、
関
白
家
（
＝
道
隆
）
の
穢
（
＝
四
月
十
日
に
道
隆
が
薨
去
）
に
触
る
る
の
由よ
し

、
申
さ

し
む
と
雖い

え
ども

、
之
を
許
す
こ
と
無
し
。
斎
王
の
輿こ
し

、
堀ほ
り

河か
わ

を
過
ぐ
る
の
間
、
雷ら
い

電で
ん

霹へ
き

靂れ
き

す
。
時
と
き
の

人ひ
と

云
は
く
「
穢
の
気け

の
人
、
供ぐ

奉ぶ

す
る
の
所し
よ

致ち

也
。」
頃
し
ば
ら
く

時あ
り
て、

晴
る
。
畢お

わ

り
て
、
斎
王
還か
ん

御ぎ
よ

の
後
、
雹
ひ
よ
う

降
る
。
大
き
さ
、
栗
の
如
し
。

（
注
1
）『
賀
茂
斎
院
記
』（
選
子
内
親
王
）
に
も
見
え
る
。

③
『
日
本
紀
略
』
長
徳
元
年
四
月
十
九
日
条

十
九
日
、
乙
未
。

　

警け
い

固ご

。

④
『
日
本
紀
略
』
長
徳
元
年
四
月
廿
日
条

廿
日
、
丙
申
。
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至
（
×
奉
）
り
て
は
、
差つ
か

は
す
べ
か
ら
ず
。
時
方
（
×
也
方
）
は
京
に
在
り
と
云
々
。

与
不
の
案あ

内な
い

を
問
は
し
め
て
（
×
含
）
差
は
す
べ
し
。
文
、
其
の
事こ
と

有
ら
ば
、

代
官
を
差
は
す
べ
し
。」
者
り
。
余よ

（
＝
藤
原
実
資
）
答
へ
し
め
て
云
は
く
「
最
初
、

代
官
は
便び

ん

無
き
歟
。
時
方
、
已す
で

に
洛ら
く

下か

に
在
り
。
程て
い

限げ
ん

の
内
、
公
役
を
勤き
ん

仕し

す

る
に
、
何
事
か
有
ら
む
哉
。」
仰
せ
て
云
は
く
「
申
す
所
然し

か

る
べ
し
。
時
方
を

差
は
す
べ
し
。」
者
り
。
即
ち
南

み
な
み

座の
ざ

に
移
う
つ
り

着ち
や
くす

。
外
記
、
造
酒
の
代
官
を
申
す
。

文
書
・
硯

す
ず
り

等
を
召
す
。
左
大
弁
執し
ゆ

筆ひ
つ

す
。
件く
だ
んの

定さ
だ

文め
ぶ
み、

筥は
こ

を
召
し
、
定
文
を
入

れ
、
外
記
守
成
（
＝
能
登
）
を
以
て
、
先
づ
右
府
（
×
苻
）（
＝
道
長
）
に
奉
る
。

■3
＊

宜
陽
殿
の
饗
き
よ
う

饌せ
ん

弁べ
ん

備び

し
了
り
ぬ
。
外
記
の
帰か
え

来り
き

た
る
を
待
つ
の
間
、
深し
ん

更こ
う

に

及
ぶ
べ
し
。
仍
り
て
中
間
、
宜
陽
殿
に
着
す
。
三さ

ん

献こ
ん

。〔
権
弁
為
紀
、
他
の
弁

無
き
に
依
り
、
三
献
役や

く

し
了
り
ぬ
。〕
了
り
て
侍
従
を
召
さ
む
と
欲
す
る
に
、

候
ぜ
ざ
る
の
由
と
云
々
。
仍
り
て
更
に
召
さ
ず
。
汁し

る

物も
の

（
×
許
物
）
を
居す

え
し
む
。

了
り
て
箸は

し

を
下お

ろ
す
。
四
献
を
催
さ
し
む
る
の
処
、
造
酒
司
、
早
く
以
て
罷ま
か

去り
さ

れ
ば
（
×
志
）、
召
さ
し
む
と
雖
も
参
入
せ
ず
。
太は
な
はだ
奇き

怪か
い

也
。

　

仍
り
て
見
参
・
禄ろ

く

の
目
録
を
召
す
。
外
記
相
門
（
＝
林
）、
見
参
・
禄
の
目
録

（
目
六
）
を
書ふ

杖ざ
し

に
挿さ

し
、
陣
の
砌み
ぎ
りの
溝
に
候
ず
。〔
小こ

庭に
わ

に
候
ず
べ
し
。
奇き

（
×

寄
）
に
足た

る
。〕
余
目も
く

す
。
称い
し

唯よ
う

し
て
膝ひ
ざ

突つ
き

に
着
し
、
見
参
等
を
奉
る
。
一
々

披ひ

見け
ん

し
て
返か
え

給し
た
まふ

。
更
に
本も
と

の
如
く
杖
に
挿
し
、
砌
に
立
つ
｛
初
所
池
座
｝。
御

所
に
進
み
、
行
成
を
以
て
奏
聞
せ
し
む
。
御ご

覧ら
ん

じ
了
り
て
返
給
ふ
。
本も
と

座の
ざ

に
復

す
。
外
記
、
見
参
・
目
録
を
返へ

ん

奉ぽ
う

す
。
之
を
取
る
。
外
記
、
空か
ら

杖つ
え

を
持
ち
て
退

出
す
。
此
の
間
、
弁
二
人
、
座
に
在
り
。
少
納
言
候
ぜ
ず
。
弁
〈
説
孝
（
説

■
）。〉
を
召
し
、
見
参
・
目
録
（
目
六
）
等
（
×
出
）
を
給
ふ
。
少
納
言
参
ら
ざ
る

に
依
り
、
見
参
、
之
を
相あ

い

加く
わ

へ
て
賜
ふ
所
也
。
外
記
、
陣
の
硯
を
撤て
つ

す
。
事
こ
と
の

由よ
し

を
仰
せ
て
返か
え

置し
お

か
し
む
。
了
り
て
宜
陽
殿
の
座
（
×
坐
）
に
赴
く
。
陣
座
に
還
か
え
り

着ち
や
くす

。
良や
や

久ひ
さ

し
き
の
後
、
外
記
、
右
府
（
×
苻
）
よ
り
帰
来
た
る
。
件
の
禊
日

同
（
＝
長
徳
）
二
年
三
月
廿
七
日
、
禊
み
そ
ぎ

祭ま
つ
りの

料り
よ

物う
も
つの

未み

進し
ん

の
国
、
解げ
き

却や
く

す
べ
き
事
。

（
注
1
）
三
月
廿
八
日
に
石
見
守
藤
原
実
明
・
長
門
守
源
輔
良
が
解
任
さ
れ
て
い
る
が
（『
日
本
紀

略
』）、
関
連
が
あ
る
か
。

②
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
御
禊
事
）

同
年
（
＝
長
徳
二
年
）
四
月
一
日
、
御お
み

禊そ
ぎ

の
前さ
き

駆が
け

定さ
だ
めの

事
。

③
『
小
右
記
』
長
徳
二
年
四
月
一
日
条

▼
ａ
「
例れ

い

幣へ
い

」

＊
1
「
平ひ

ら

座ざ

の
事
」

＊
2
「
御
禊
の
前
駆
定
の
事
」（
目⇒
②
）

＊
3
「
弁
一
人
、
三さ
ん

献こ
ん

を
役や
く

す
る
事
」

▼
ｂ
「
上し

よ

卿う
け
い、

敷ふ

政せ
い

門も
ん

よ
り
退
出
す
る
事
」（
目
五
・
四
月
・
旬
事
）

一
日
、
辛
未
。

■▼
ａ

例れ
い

幣へ
い

を
賀
茂
に
奉
る
。

■1
＊

昨さ
つ

今こ
ん

、
物も
の

忌い
み

。
参さ
ん

内だ
い

せ
ず
、
障さ
わ
りの
由よ
し

、
外
記
に
触
れ
し
む
。
晩ば
ん

頭と
う

、
内う
ち

（
＝

内
裏
）
の
召め
し

有
り
。
即
ち
参
入
す
。
頭と
う

（
＝
蔵
人
頭
）
行
成
（
＝
藤
原
）
伝つ
た

仰え
お
おせ

て
云

は
く
「
侍じ

じ

従ゆ
う

の
見け

参ざ
ん

奏
せ
し
む
べ
し
。」
者て
へ

り
。
陣じ
ん

（
＝
陣
座
）
に
着
す
。
装
束

（
×
■
）（
＝
装
束
使
）
の
弁
候こ
う

ぜ
ず
。
仍
り
て
権
左
少
弁
為
紀
（
＝
菅
原
）
に
仰
（
×

佐
）
せ
、
宜ぎ

陽よ
う

殿で
ん

の
座
を
敷
か
し
む
。

■2
＊

此こ

の
間
、
大
外
記
致
時
朝
臣
（
＝
中
原
）、
右
大
臣
（
＝
藤
原
道
長
）
の
消
息
を
伝

へ
て
云
は
く
「
院
（
＝
東
三
条
院
藤
原
詮
子
）
の
御ご

悩の
う

に
縁よ

り
参
入
す
る
の
間
、
御お

禊み
そ
ぎの

前さ
き

駆が
け

を
定さ
だ

申め
も
うす

こ
と
能あ
た

は
ず
。
定さ
だ

奏め
そ
うす

べ
し
。」
者
り
。
左
大
弁
（
＝
平
惟

仲
）・
右
兵
衛
督
（
＝
源
俊
賢
）、
陣
に
候
ず
。
大
外
記
致
時
を
召
し
、
御
禊
の
文

書
等
を
奉
る
べ
き
の
由
を
仰
す
。
右
兵
衛
佐
道
順
（
＝
高
階
）、
公こ
う

家け

（
＝
一
条
天

皇
）
の
勘か
ん

事じ

有
り
。
時
方
（
＝
源
）、
任に
ん

国ご
く

の
与よ

不ふ

、
未い
ま

だ
成な

ら
ず
。
此
の
間
、

勅ち
よ
く

定じ
よ
うに

随し
た
がふ

べ
き
由
、
行
成
を
以
て
奏
せ
し
む
。
仰
せ
て
云
は
く
「
道
順
に
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摂
関
期
の
賀
茂
祭
関
係
記
事
（
そ
の
一
）　
―
　

『
小
右
記
』
を
中
心
と
す
る
古
記
録
部
類
作
成
へ
向
け
て
（
三
）　
―
　　
　
　

三
橋　

正

任
）・
春
宮
権
大
夫
（
扌
大
夫
）（
＝
藤
原
誠
信
）・
右
兵
衛
督
（
＝
俊
賢
）
参
入
す
。

■▼
ｂ

擬ぎ
か

階い
の

（
＝
擬
階
奏
）
の
事
、
左
衛
門
督
、
之
を
行
な
ふ
。
其
の
事
の
以
前
に
退

出
す
。

■▼
ｃ

禊
祭
の
行
事
の
参
議
の
事
、
奏
聞
せ
し
む
。
右
兵
衛
督
、
勅
ち
よ
つ

許き
よ

有
り
。
即
ち

外
記
に
仰
す
。

■▼
ｄ「
石
見
国
の
禊
祭
料
の
解げ

文ぶ
み

、
奏
聞
せ
し
む
。
大
炊
寮
に
納
め
し
む
べ
し
。」

者て
へ

り
。
説
孝
朝
臣
（
＝
藤
原
）
に
下
す
。

⑦
『
日
本
紀
略
』
長
徳
二
年
四
月
十
二
日
条

十
二
日
、
壬
午
。

　

賀
茂
斎
王
﹇
選
子
（
＝
選
子
内
親
王
）﹈
の
禊
。

⑧
『
日
本
紀
略
』
長
徳
二
年
四
月
十
三
日
条

十
三
日
、
癸
未
。

　

警け
い

固ご

。

⑨
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

同
（
＝
長
徳
）
二
年
四
月
十
五
日
、
賀
茂
祭
の
事
。

⑩
『
日
本
紀
略
』
長
徳
二
年
四
月
十
五
日
条

十
五
日
、
乙
酉
。

　

賀
茂
祭
。

⑪
『
日
本
紀
略
』
長
徳
二
年
四
月
十
六
日
条

十
六
日
、
丙
戌
。

　

解げ

陣じ
ん

。

�
長
徳
三
年
（
九
九
七
）

①
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
御
禊
事
）

同
年
（
＝
長
徳
三
年
）
二
月
九
日
、
斎
院
（
＝
選
子
内
親
王
）
の
禊
み
そ
ぎ

祭ま
つ
りの

料り
よ

米う
ま
いを

定さ
だ
め

の
定
文
、
頭
行
成
を
以
て
奏
せ
し
む
。
即
ち
返
給
ふ
。
又
、
吉き
つ

書し
よ

を
加く
わ

納え
お
さむ
。

■▼
ｂ

撤
せ
し
め
了
り
、
敷ふ

政せ
い

門も
ん

よ
り
退
出
す
。
旬
の
日
、
件
の
門
よ
り
退
出
す
る

の
例
也
。〔
時
は
亥い

の

剋こ
く

。〕

　

今
日
、
録ろ

く

事じ

を
仰
せ
ず
。
然
る
べ
き
の
人
無
き
に
依
る
。
又
、
見
参
を
留と
ど

め

ず
。
参
入
す
べ
き
の
人
少
な
き
に
依
る
（
依
少
可
参
入
之
人
）。
近
代
の
例
也
と

云
々
。

④
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
御
禊
事
）

同
年
月
（
＝
長
徳
二
年
四
月
）
三
日
、
禊
の
出
い
だ
し

車ぐ
る
ま・

童ど
う

女に
よ

の
馬
等
を
定
む
る
事
。

⑤
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
御
禊
事
）

同
（
＝
長
徳
二
年
四
月
）
五
日
、
御
禊
の
前
駆
、
障さ
わ
りを
申
す
事
。

⑥
『
小
右
記
』
長
徳
二
年
四
月
七
日
条

▼
ａ
「
検け

非び

違い

使し

補ぶ

任に
ん

」

＊
1
「
右
大
臣
（
＝
道
長
）、
官か
ん

奏そ
う

に
候
ず
る
事
」

▼
ｂ
「
擬ぎ

か

階い
の

奏そ
う

（
奏
×
）
の
事
」（
目
五
・
四
月
・
擬
階
奏
事
）

▼
ｃ
「
禊
祭
の
行
事
の
参
議
の
事
」

▼
ｄ
「
石
見
国
の
禊
祭
料
」

七
日
、
丁
丑
。

■▼
ａ

参
内
す
。
先ま

づ
右
府
（
×
苻
）（
＝
道
長
）
の
直じ
き

廬ろ

（
＝
宜
陽
殿
東
廂
か
式
御
曹
司
か
）

に
参
る
。
雑ぞ
う

事じ

を
申
す
。
志
さ
か
ん

宗
我
弘
範
死
去
す
る
所
な
り
。
志
伴
忠
信
を
以
て
、

使し
ち

庁よ
う

奏の
そ
うを

賜
ふ
。
即
ち
頭
中
将
（
＝
藤
原
斉
信
）
を
以
て
奏そ
う

聞も
ん

せ
し
む
。
禊
日
の

前
駆
左
衛
門
尉
維
時
（
×
候
時
）（
＝
平
）、
故
障
を
申
す
。
事
、
掲け
ち

焉え
ん

に
依
り
て

奏
聞
せ
し
む
。
天て

ん

許き
よ

有
り
。
則
光
（
＝
橘
）
を
以
て
、
其
の
替か
わ
りと

為
す
。
廼す
な
わち

大
外
記
（
記
×
）
致
時
朝
臣
に
仰
す
。

■1
＊

今
日
、
右
大
臣
（
×
左
大
臣
）（
＝
道
長
）、
官か
ん

奏そ
う

に
候
ず
。〔
今
年
、
初
め
て
の

奏
也
。〕
左
衛
門
督
（
＝
藤
原
懐
忠
）・
左
大
弁
（
＝
惟
仲
）・
左
兵
衛
督
（
＝
藤
原
公
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御
禊
。

⑦
『
日
本
紀
略
』
長
徳
三
年
四
月
十
四
日
条

十
四
日
、
丁
未
。

　

警け
い

固ご

。

⑧
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

同
年
同
月
（
＝
長
徳
三
年
四
月
）
十
六
日
、
賀
茂
祭
の
事
。

⑨
『
小
右
記
』
長
徳
三
年
四
月
十
六
日
条

＊
1
「
右
衛
門
督
（
＝
藤
原
公
任
）
の
牛う
し

童わ
ら
わ、
花か

山ざ
ん

院い
ん

よ
り
捕と
ら

籠え
こ

め
ら
る
る
事
」

「
花
山
院
の
下し

も

部べ

、
別
当
公
任
の
牛
童
等
を
、
搦か
ら

む
る
事
」（
目
一
七
・
闘
乱
事
）

十
六
日
、
己
酉
。

■1
＊

右
衛
門
督
（
＝
藤
原
公
任
）
示し
め

送し
お
くり

て
云
は
く
「
宰
相
中
将
（
＝
藤
原
斉
信
）
同
車

し
、
左
府
（
＝
道
長
）
よ
り
退
出
す
る
の
間
、
華か

山ざ
ん

院い
ん

（
＝
左
京
一
条
四
坊
三
町
）
の

近こ
の

衛え

（
＝
近
衛
大
路
）
の
面
に
、
人ひ
と

数
十
人
、
兵へ
い

仗じ
よ
うを

具ぐ

し
て
出い
で

来き

た
る
。
搨し
じ

を

持
た
し
め
乍な

が

ら
、
牛う
し

童わ
ら
わを
捕と
ら

籠え
こ

む
。
又
、
雑ぞ
う

人に
ん

等
走は
し

来り
き

た
り
て
飛ひ

礫れ
き

す
。
其
の

間
の
濫ら

ん

行ぎ
よ
う、

云
ふ
べ
か
ら
ず
。」
者て
へ

り
。
驚
お
ど
ろ

奇き
あ
やし

む
こ
と
、
極
き
わ
ま
り

無
し
。

⑩
『
日
本
紀
略
』
長
徳
三
年
四
月
十
六
日
条

十
六
日
、
己
酉
。

　

賀
茂
祭
。

⑪
『
小
右
記
』
長
徳
三
年
四
月
十
七
日
条

▼
ａ
「
華
山
院
の
濫
行
の
事
」（
目
一
七
・
闘
乱
事
）

▼
ｂ
「
還か
え
り

饗あ
る
じ」

＊
1
「
右
衛
門
督
（
＝
公
任
）
の
濫
行
に
依
り
、
検け

非び

違い

使し

等
、
花
山
院
を
囲
み
、

下げ

手し
ゆ

人に
ん

を
申
す
事
」

「
検
非
違
使
、
華
山
院
を
囲
む
事
」（
目
一
七
・
闘
乱
事
）

＊
2
「
蔵
人
頭
（
＝
藤
原
行
成
・
藤
原
正
光
）、
祭さ
い

使し

の
少
将
の
神か
ん

館だ
ち

の
宿し
ゆ

所く
し
よに

向
か
ふ

申も
う

す
事
。

②
『
小
右
記
』
長
徳
三
年
二
月
廿
三
日
条

＊
1
「
斎
院
（
＝
選
子
内
親
王
）
の
神
事
の
奏
、
下く
だ

す
間
の
事
」

▼
ａ
「
行ぎ

よ

事う
じ

弁の
べ
んを
替
ふ
る
事
」

廿
三
日
、
戊
午
。

■1
＊

左
府
（
×
苻
）（
＝
藤
原
道
長
。
土
御
門
第
）
に
参
る
。
斎
院
の
奏
の
事
を
申
す
。

〔
玄
蕃
頭
頼
節
（
頼
時
）（
＝
源
）
を
以
て
、
斎
院
を
修し
ゆ

造う
ぞ
うす

。
其
の
功こ
う

に
依
り
、

受ず
り

領よ
う

に
任
ず
べ
き
事
。〕
続つ

い
で
参さ
ん

内だ
い

す
。
蔵
く
ろ
う

人ど
の

弁べ
ん

為
任
朝
臣
（
＝
藤
原
）
を
以

て
、
斎
院
の
申
請
の
事
を
奏
せ
し
む
。「
相あ

い

定さ
だ

め
て
仰お
お

下せ
く
だす
べ
し
。」
者て
へ

り
。
又
、

同
院
（
＝
斎
院
）、
神し
ん

殿で
ん

の
御
装
束
の
料
の
絹
、
大
宰
進た
て
ま
つる

所
の
練
用
の
絹
を
以

て
給
ふ
べ
き
事
を
申
す
。「
件く

だ
んの

絹
、
円え
ん

教き
よ

寺う
じ

の
会え
り

料よ
う

（
＝
長
徳
四
年
正
月
廿
二
日
に

行
な
わ
れ
る
開
眼
供
養
会
料
か
）
に
宛あ

つ
べ
し
。
仍
り
て
宛
て
給
ふ
こ
と
能あ
た

は
ず
。

但た
だ

し
、
諸
国
に
召
し
て
賜
ふ
べ
き
歟
。」
者
り
。

■▼
ａ

又
、
同
院
の
事
を
行
な
ふ
の
弁
説
孝
（
×
教
）
朝
臣
（
＝
藤
原
）、
一
月
の
服ふ
く

有

り
。
仍
り
て
此こ

の
間
、
右
少
弁
（
×
左
少
弁
）
朝
経
（
＝
藤
原
）
を
以
て
、
院
の
事

を
行
な
は
し
む
べ
き
の
由よ

し

奏そ
う

聞も
ん

せ
し
む
。
已す
で

に
天て
ん

許き
よ

有
り
。
即す
な
わち
為
任
朝
臣

（
＝
藤
原
）
に
仰
下
し
了お
わ

り
ぬ
。
晩ば
ん

頭と
う

、
退
出
す
。

③
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

同
（
＝
長
徳
）
三
年
四
月
四
日
、
斎
院
の
作つ
く
りを

巡じ
ゆ

検ん
け
んす

る
事
。

④
『
小
記
目
録
』（
第
一
四
・
官
奏
事
）

同
（
＝
長
徳
）
三
年
四
月
五
日
、
官
奏
并
び
に
御お
み

禊そ
ぎ

の
前さ
き

駆が
け

定さ
だ
めの

事
。

⑤
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
御
禊
事
）

同
（
＝
長
徳
）
三
年
四
月
十
三
日
、
斎
王
（
＝
選
子
内
親
王
）
の
御
禊
の
事
。

⑥
『
日
本
紀
略
』
長
徳
三
年
四
月
十
三
日
条

十
三
日
、
丙
午
。
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摂
関
期
の
賀
茂
祭
関
係
記
事
（
そ
の
一
）　
―
　

『
小
右
記
』
を
中
心
と
す
る
古
記
録
部
類
作
成
へ
向
け
て
（
三
）　
―
　　
　
　

三
橋　

正

行
成
・
藤
原
正
光
）
及
び
雲
上
（
×
電
上
）
の
人
々
七
八
人
来ら
い

訪ほ
う

す
。
衣
を
脱
ぎ
、

近
衛
府
の
官
人
已
下
に
被か

ず

く
。」
と
云
々
。
蔵
人
頭
、
此
の
処
に
向
か
ふ
は
、

往お
う

古こ

聞
か
ざ
る
の
事
也
。
末ま
つ

代だ
い

の
事
、
太
だ
軽き
よ

忽う
こ
つ、

軽
忽
（
々
々
）。

（
注
1
）
花
山
法
皇
の
院
司
ら
の
濫
行
に
つ
い
て
は
、『
百
練
抄
』
四
月
十
七
日
条
に
「
検
非
違
使

等
依
覗

勅
囲
巴

華
山
院
芭

責
巴

申
去
夕
濫
行
下
手
人
芭

是
右
衛
門
督
公
任
・
宰
相
中
将
斉
信
同

車
、
自
巴

左
府
蚤

退
出
（
退
×
）
之
間
、
於
巴

路
次
芭

花
山
院
人
数
十
人
致
巴

濫
行
蚤

之
故
也
、」

と
あ
る
。『
大
鏡
』（
中
・
太
政
大
臣
伊
尹
）、『
大
鏡
』
裏
書
「
或
人
記
云
〈
経
記
〉」
に
も

見
え
、『
古
事
談
』（
一
・
王
道
后
宮
・
花
山
院
賀
茂
祭
闘
乱
事
）
に
関
連
す
る
記
述
が
あ
る
。

⑫
『
日
本
紀
略
』
長
徳
三
年
四
月
十
七
日
条

十
七
日
、
庚
戌
。

　

解げ

陣じ
ん

。

⑬
『
小
右
記
』
長
徳
三
年
四
月
十
八
日
条

＊
1
「
花
山
院
、
下
手
人
を
出
だ
さ
し
む
る
事
」

「
花
山
院
、
下
手
人
を
進

た
て
ま
つら
る
る
事
」（
目
一
七
・
闘
乱
事
）

十
八
日
、
辛
亥
。

■1
＊

公
誠
朝
臣
（
＝
平
）
并
び
に
下
手
の
者
四
人
、
去
夜
、
華
山
院
よ
り
出
（
出
×
）

だ
さ
る
。
検
非
違
使
、
事こ
と

由の
よ
しを

奏
聞
す
。「
公
誠
朝
臣
に
至
り
て
は
候
ぜ
し
め

よ
。
又
々
、
追つ

い

捕ぶ

す
べ
し
。」
者て
へ

り
。

（
注
1
）
四
月
廿
七
日
に
右
大
臣
藤
原
顕
光
が
病
に
よ
り
賀
茂
社
参
詣
を
中
止
し
た
こ
と
が
『
小

記
目
録
』（
一
五
・
大
臣
以
下
物
詣
事
）
に
見
え
る
。

�
長
徳
四
年
（
九
九
八
）

①
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
御
禊
事
）

同
（
＝
長
徳
）
四
年
四
月
三
日
、
禊
み
そ
ぎ

祭ま
つ
りの
上し
よ

卿う
け
い、
斎
院
に
於
い
て
雑ぞ
う

事じ

を
定
む
る

事
（
事
×
）。

②
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

は
然し

か

る
べ
か
ら
ざ
る
事
」

十
七
日
、
庚
戌
。

■▼
ａ

修
理
大
夫
（
＝
藤
原
懐
平
）
同
車
し
、
見
物
の
為
に
知ち

足そ
く

院い
ん

（
智
足
院
）
の
辺あ
た
りに

向
か
ふ
。
華か

山ざ
ん

法ほ
う

皇お
う

、
其
の
辺あ
た
りに
御お
わ
し
ます
。
未
だ
見
物
に
及
ば
ず
、
中
間
に
還か
ん

御ぎ
よ

す
。
未
だ
其
の
由
を
知
ら
ず
。
左
府
（
×
苻
）（
＝
道
長
）、
又
、
彼か

の
辺
に
坐ざ

（
×
座
）
す
。
仍
り
て
余よ

（
＝
藤
原
実
資
）、
左
府
の
見
物
所
に
進
み
、
車
を
並
べ
、

之
を
見
る
。
宰
相
中
将
（
＝
斉
信
）・
勘
解
由
長
官
（
＝
源
俊
賢
）、
左
府
（
×
苻
）
の

車
に
在
り
。
左
府
（
×
苻
）、
花
山
院
の
濫ら
ん

吹す
い

の
事
を
示
さ
る
。
或
あ
る
ひ
と

云
は
く

「
件
の
事
、
左
府
よ
り
奏
聞
せ
ら
る
。
院
（
＝
花
山
院
）
の
人
々
（
×
又
々
）
を
追つ
い

捕ぶ

す
べ
き
仰
お
お
せ

有
り
。
神か
ん

館だ
ち

に
在
る
の
使し

（
＝
検
非
違
使
）
の
官
人
等
を
召め
し

遣つ
か

は
す

の
間
、
側ほ

の
かに
漏ろ
う

聞ぶ
ん

有
り
。
法
皇
、
車
を
懸
け
て
還
御
す
。」
と
云
々
。

■▼
ｂ

見
物
し
畢お
わ

り
、
家
（
＝
小
野
宮
第
）
に
帰
る
。
束そ
く

帯た
い

し
て
、
祭さ
い

使し
ど

所こ
ろ

（
所
×
）
に

詣も
う

づ
。
源
大
納
言
（
＝
源
時
中
）・
民
部
卿
（
＝
藤
原
懐
忠
）・
平
中
納
言
（
＝
平
惟

仲
）・
大
蔵
卿
（
＝
藤
原
時
光
）・
修
理
大
夫
・
右
衛
門
督
（
＝
公
任
）・
左
大
弁
（
＝

源
扶
義
）・
右
大
弁
（
＝
藤
原
忠
輔
）｛
右
大
弁
｝・
宰
相
中
将
・
勘
解
由
長
官
会か
い

合ご
う

す
。

三さ
ん

献こ
ん

の
後
（
後
×
）、
還か
え

禄り
ろ
くを

給
は
る
。
申
さ
る
の

剋こ
く

許ば
か
り、

各
お
の
お
の

分
散
す
。

　

勘
解
由
長
官
・
雲う

ん

上じ
よ
うの

人
々
来き
た

会り
あ

ふ
。
蹴け

鞠ま
り

有
り
。
又
、
小
し
よ
う

食し
よ
くを

羞す
す

む
。

■1
＊

或あ
る

者も
の

云
は
く
「
検け

非び

違い

使し

等
、
勅ち
よ
くに

依
り
、
華
山
院
を
囲
み
、
去き
よ

夕せ
き

の
濫ら
ん

行ぎ
よ
うの

下げ

手し
ゆ

人に
ん

を
申
す
と
云
々
。
此
の
間
、
慥た
し
かな

る
説
を
得え

難が
た

し
。
院
（
＝
花
山

院
）
の
奉お
ん

為た
め

に
、
太は
な
はだ

面め
ん

目も
く

無
し
。
積せ
き

悪あ
く

、
之こ
れ

、
致
し
奉
る
也
。」
と
云
々
。

或
あ
る
ひ
と

云
は
く
「
下
手
人
等
、
若も

し
遂つ
い

に
出
だ
さ
し
め
給
は
ざ
ら
ば
、
院
内
を
捜そ
う

検け
ん

す
べ
き
の
由
、
綸り
ん

旨じ

有
り
。
此
の
事
、
左
衛
門
尉
則
光
（
＝
橘
）、〔
検
非
違

使
。
又
、
彼
の
院
の
乳め

の
と母

子ご

（
＝
母
は
右
近
尼
・
右
近
内
侍
）
也
。〕
彼
の
院
に
通つ
う

ず
。」
と
云
々
。
嗷ご
う

々ご
う

た
る
説
、
記
す
べ
か
ら
ず
。

■2
＊

伝つ
た

聞え
き

（
×
転
聞
）
く
。「
祭
使
の
少
将
の
神か
ん

館だ
ち

の
宿し
ゆ

所く
し
よ、
蔵
人
頭
二
人
（
＝
藤
原
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明
星
大
学
研
究
紀
要
【
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
】
第
二
十
二
号　

二
〇
一
四
年

預あ
ず
か
りと

舞ま
い

人び
と

と
の
口こ
う

論ろ
ん

の
事
。〉

⑫
『
日
本
紀
略
』
長
徳
四
年
四
月
廿
一
日
条

廿
一
日
、
己
酉
。

　

賀
茂
祭
。

�
長
保
元
年
（
九
九
九
）

①
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
御
禊
事
）

長
保
元
年
四
月
九
日
、
御お

み

禊そ
ぎ

の
前さ
き

駆が
け

定さ
だ
めの
事
。

②
『
本
朝
世
紀
』
長
保
元
年
四
月
九
日
条

九
日
、
辛
酉
。

　

今
日
、
梅う

め

宮み
や

祭さ
い

也
。

　

午う
ま

後の
の
ち、

左
大
臣
（
＝
藤
原
道
長
）・
参
議
藤
原
公
任
卿
、
内だ
い

裏り

に
参
入
す
。
賀

茂
祭
（
×
賀
義
御
所
）
の
事
を
定
（
定
×
）
め
ら
れ
て
（
×
彼
）
退
出
す
。

③
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
御
禊
事
）

同
年
月
（
＝
長
保
元
年
四
月
）
十
八
日
、
斎
内
親
王
（
×
斎
王
親
王
）（
＝
選
子
内
親
王
）

の
御
禊
の
事
。

④
『
本
朝
世
紀
』
長
保
元
年
四
月
十
九
日
条

十
九
日
、
辛
未
。

　

午
後
、
中
納
言
平
惟
仲
卿
参
入
す
。
左さ

じ

仗よ
う

座の
ざ

（
＝
陣
座
）
に
着
す
。
賀
茂
祭
の

間
の
諸し

よ

陣じ
ん

の
警け
い

固ご

の
事
を
召め
し

仰お
お

せ
ら
る
。
仍
り
て
諸し
よ

衛え

の
官
人
等
を
召
す
。
而

る
に
右
衛
門
并
び
に
右
兵
衛
府
の
官
人
等
参
ら
ず
、
故
障
を
申
せ
ば
、
候
ず
る

に
随し

た
がひ

、
左
衛
門
権
少
尉
平
仲
方
・
左
兵
衛
少
尉
（
名
脱
ヵ
）・
左
兵
衛
権
少
尉

（
×
右
兵
衛
権
少
尉
）（
名
脱
ヵ
）・
左
近
衛
権
将
監
（
×
左
近
衛
権
少
将
監
）
尾
張
兼
時
を

召
仰
す
。
事
訖お

わ

り
、
各
お
の
お
の

退
出
す
。
未ひ
つ
じ

剋の
こ
く、

□
□
□
□
□
。

⑤
『
日
本
紀
略
』
長
保
元
年
四
月
十
九
日
条

同
（
＝
長
徳
）
四
年
四
月
四
日
、
斎
院
の
作さ
く

事じ
り

料よ
う

の
諸
国
召め
し

物も
の

の
事
。

③
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
御
禊
事
）

同
年
月
（
＝
長
徳
四
年
四
月
）
十
一
日
、
御お
み

禊そ
ぎ

の
前さ
き

駆が
け

等
の
故
障
奏そ
う

聞も
ん

せ
ら
る
る
事
。

④
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
御
禊
事
）

同
（
＝
長
徳
四
年
四
月
）
十
八
日
、
斎
王
（
＝
選
子
内
親
王
）
の
御
禊
の
事
。

⑤
『
日
本
紀
略
』
長
徳
四
年
四
月
十
八
日
条

十
八
日
、
丙
午
。

　

御
禊
。

⑥
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

同
年
月
（
＝
長
徳
四
年
四
月
）
十
九
日
、
祭
の
行
ぎ
よ
う

事じ
の

弁べ
ん

説
孝
（
＝
藤
原
）、
俄に
わ
かに

服
親

に
依
り
参
る
べ
か
ら
ざ
る
事
。

⑦
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
警
固
・
解
陣
事
）

長
徳
四
年
四
月
十
九
日
、
上
卿
参
ら
ざ
る
に
依
り
、
警け

い

固ご

延え
ん

引い
ん

す
る
事
。

⑧
『
日
本
紀
略
』
長
徳
四
年
四
月
十
九
日
条

十
九
日
、
丁
未
。

　

警
固
。

（
注
1
）
警
固
は
廿
日
に
延
引
さ
れ
て
い
る
。

⑨
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
警
固
・
解
陣
事
）

同
（
＝
長
徳
四
年
四
月
）
廿
日
、
警
固
を
行
な
は
る
る
事
。〈
申さ
る

日の
ひ

。〉

⑩
『
小
記
目
録
』（
第
一
五
・
摂
政
関
白
物
詣
事
）

長
徳
四
年
四
月
廿
日
、
左
大
臣
（
＝
藤
原
道
長
）
の
賀か

茂も

詣も
う
での

事
。

（
注
1
）
正
月
廿
八
日
・
四
月
廿
八
日
に
も
左
大
臣
藤
原
道
長
が
賀
茂
社
に
参
詣
し
て
い
る
（『
日

本
紀
略
』、『
小
記
目
録
』
第
一
五
・
摂
政
関
白
物
詣
事
）。

⑪
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

同
（
＝
長
徳
四
年
四
月
）
廿
一
日
、
賀
茂
祭
の
事
。〈
斎
院
に
於
い
て
、
穀こ
く

倉そ
う

院い
ん

の
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摂
関
期
の
賀
茂
祭
関
係
記
事
（
そ
の
一
）　
―
　

『
小
右
記
』
を
中
心
と
す
る
古
記
録
部
類
作
成
へ
向
け
て
（
三
）　
―
　　
　
　

三
橋　

正

�
長
保
二
年
（
一
〇
〇
〇
）

①
『
御
堂
関
白
記
』
長
保
二
年
四
月
一
日
条

▲
Ａ
「
御お

み

禊そ
ぎ

の
前さ
き

駆が
け

定さ
だ
め」

▲
Ｂ
「
旬し

ゆ
んの
平ひ
ら

座ざ

」

▲
Ｃ
「
平ひ

ら

野の

臨り
ん

時じ

祭さ
い

の
宣せ
ん

命み
よ
う」

一
日
、
戊
申
。

■▲
Ａ

陣じ
ん

座の
ざ

（
＝
一
条
院
）
に
着
す
。
御お
み

禊そ
ぎ

の
御ご

前ぜ
ん

（
＝
前
駆
）
を
定
む
。

■▲
Ｂ

次じ

侍じ
じ

従ゆ
う

を
補ぶ

す
。
左
大
弁
（
＝
藤
原
忠
輔
）、
之こ
れ

を
書
く
。
中
務
丞
藤
原
公
則

｛
公
｝
に
下く
だ

す
。
旬し
ゆ
ん（

＝
孟
夏
旬
）
の
平ひ
ら

座ざ

の
事
、
他
の
上し
よ
う（

＝
公
卿
）
無
き
に
依
り
、

之
を
行
な
ふ
。

■▲
Ｃ

平ひ
ら

野の

臨り
ん

時じ

祭さ
い

の
宣せ
ん

命み
よ
う、
使
宣
孝
朝
臣
（
＝
藤
原
）
に
賜
ふ
。

（
注
1
）
▲
Ｃ
「
平
野
臨
時
祭
宣
命
」
の
部
分
に
つ
い
て
、
古
写
本
は
挿
入
符
で
「
臨
時
」
を
傍

書
し
、
抹
消
の
勾
点
が
あ
る
。

②
『
権
記
』
長
保
二
年
四
月
一
日
条

△
Ａ
「
平
野
祭
」

△
Ｂ
「
御
禊
の
前
駆
定
」

一
日
、
戊
申
。

■△
Ａ

平
野
祭
也
。
使
は
右
衛
門
権
佐
宣
孝
。
行ぎ
よ

事う
じ

蔵の
く

人ろ
う
どは

忠
隆
（
＝
源
）。
左
大
臣

（
＝
藤
原
道
長
）、
仗じ
よ

下う
か

（
＝
一
条
院
の
陣
座
）
に
於
い
て
、
今
日
（
今
日
×
）
の
見け

参ざ
ん

を

奏
せ
ら
る
。

■△
Ｂ

又
、
御
禊
の
前さ
き

駆が
け

の
事
定さ
だ

申め
も
うさ

る
と
云
々
。

　

此
の
夕
、
弾
正
宮
（
＝
為
尊
親
王
。
東
院
）
に
参
る
。
亦
、
院
（
＝
東
三
条
院
藤
原
詮

子
）
に
参
る
。
参さ
ん

内だ
い

す
（
＝
一
条
院
）。
宿し
ゆ
くす

。

③
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
御
禊
事
）

長
保
二
年
四
月
六
日
、
禊

み
そ
ぎ

祭ま
つ
りの
日
の
参
議
、
上じ
よ

﨟う
ろ
うの
次
第
に
依
る
べ
き
事
。

十
九
日
、
辛
未
。

　

警け
い

固ご

。

⑥
『
小
記
目
録
』（
第
一
五
・
摂
政
関
白
物
詣
事
）

同
年
（
＝
長
保
元
年
）
四
月
廿
日
、
左
大
臣
（
＝
道
長
）、
賀
茂
に
参
る
事
。

⑦
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

長
保
元
年
四
月
廿
一
日
、
賀
茂
祭
の
事
。

⑧
『
本
朝
世
紀
』
長
保
元
年
四
月
廿
一
日
条

廿
一
日
、
癸
酉
。

　

是こ

の
日
、
賀
茂
祭
也
。

⑨
『
日
本
紀
略
』
長
保
元
年
四
月
廿
一
日
条

廿
一
日
、
癸
酉
。

　

賀
茂
祭
。

⑩
『
本
朝
世
紀
』
長
保
元
年
四
月
廿
二
日
条

廿
二
日
、
甲
戌
。

　

午
後
、
中
納
言
藤
原
実
資
卿
・
平
惟
仲
卿
、
参
議
藤
原
懐
平
卿
、
左
仗
座
に

着
す
。
警
固
の
解げ

陣じ
ん

の
事
を
行
な
は
る
。
退
出
す
。

⑪
『
日
本
紀
略
』
長
保
元
年
四
月
廿
二
日
条

廿
二
日
、
甲
戌
。

　

解
陣
。

（
注
1
）『
政
事
要
略
』（
巻
六
九
・
糾
弾
雑
事
・
致
敬
拝
礼
下
馬
事
）
に
、『
延
喜
式
』（
式
部
省

上
・
4
節
会
行
列
条
）
を
引
用
し
、「
長
保
元
年
四
月
廿
二
日
、
賀
茂
祭
警
固
解
陣
、〔
仰
巴

上
卿
太
皇
太
后
宮
大
夫
藤
原
実
資
卿
芭

〕
右
中
将
源
頼
定
〈
四
位
、〉・
左
少
将
藤
成
房
〈
五

位
、〉
依
巴

四
位
右
中
将
列
蝿

上
、
或
人
云
、
猶
依
巴

府
次
第
芭

雖
巴

五
位
蚤

左
少
将
可
覗

列
覗

上

云
々
、
此
説
頗
訛
也
、」
と
見
え
、
出
居
将
が
源
頼
定
と
藤
原
成
房
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
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明
星
大
学
研
究
紀
要
【
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
】
第
二
十
二
号　

二
〇
一
四
年

⑧
『
権
記
』
長
保
二
年
四
月
十
一
日
条

△
Ａ
「
御
禊
」

十
一
日
、
戊
午
。

■△
Ａ

罷
出
づ
。
左
府
（
＝
道
長
。
土
御
門
第
）
に
参
る
。
未
ひ
つ
じ
の

剋こ
く

許ば
か
り、
右
中
弁
（
＝
源
道

方
）
と
同
車
し
て
見
物
す
。
左
馬
頭
（
＝
藤
原
相
尹
）、
相あ
い

共と
も

に
、
之
を
見
る
。
一い
ち

条じ
よ
う

大お
お

宮み
や

の
辻つ
じ

（
＝
一
条
大
路
と
大
宮
大
路
の
交
差
点
）
の
列れ

見け
ん

、
年
来
の
例
也
。
而し
か

る

に
一い

ち

条じ
よ

院う
い
ん（

＝
内
裏
。
左
京
北
辺
二
坊
一
町
）
に
御
お
わ
し
ます

の
間
、
便べ
ん

宜ぎ

無
き
に
依
り
、
左

近
（
＝
左
近
馬
場
）
の
馬う
ま

駐ど
め

の
南
に
於
い
て
列
見
す
。
斎
院
（
＝
選
子
内
親
王
）
の
供ぐ

奉ぶ

の
者
、
大
宮
路
（
＝
大
宮
大
路
）
に
於
い
て
下げ

馬ば

し
、
堀ほ
り

河か
わ

橋ば
し

の
東
に
到
り
、

更さ
ら

に
騎き

馬ば

す
。〔
即す
な
わち

宣せ
ん

旨じ

也
。〕

⑨
『
日
本
紀
略
』
長
保
二
年
四
月
十
一
日
条

十
一
日
、
戊
午
。

　

賀
茂
斎
内
親
王
﹇
選
子
（
＝
選
子
内
親
王
）﹈
の
禊
。

⑩
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
警
固
・
解
陣
事
）

長
保
二
年
四
月
十
三
日
、
上
卿
参
ら
ず
、
警け

い

固ご

の
召
め
し
お

仰お
せ

無
き
事
。

⑪
『
御
堂
関
白
記
』
長
保
二
年
四
月
十
三
日
条

▲
Ａ
「
賀か

茂も

詣も
う
でに

参
ら
ざ
る
事
」

十
三
日
、
庚
申
。

■▲
Ａ

例
は
賀
茂
に
参
る
。
而
る
に
身
の
假か

有
る
に
依
り
て
参
ら
ず
。

⑫
『
権
記
』
長
保
二
年
四
月
十
三
日
条

△
Ａ
「
右
府
（
＝
藤
原
顕
光
）、
賀
茂
に
詣
で
給
ふ
事
」

十
三
日
、
庚
申
。

■△
Ａ

右
府
（
＝
藤
原
顕
光
）、
賀
茂
に
詣
で
給
ふ
と
云
々
。
朝
、
罷
出
づ
。

⑬
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

同
（
＝
長
保
）
二
年
四
月
十
四
日
、
賀
茂
祭
の
事
。

④
『
御
堂
関
白
記
』
長
保
二
年
四
月
九
日
条

▲
Ａ
「
女お

ん
な

使つ
か
いの
従じ
ゆ
う（

＝
従
者
）
に
布
を
賜
ふ
事
」

九
日
、
丙
辰
。

■▲
Ａ

内う
ち

（
＝
内
裏
）
の
女
お
ん
な

使つ
か
いの
従じ
ゆ
う（

＝
従
者
）
に
、
布
を
賜
ふ
。

⑤
『
権
記
』
長
保
二
年
四
月
十
日
条

△
Ａ
「
御
禊
の
前
駆
の
右
兵
衛
佐
（
＝
藤
原
重
尹
）
を
詣も
う

問で
と

ふ
事
」

十
日
、
丁
巳
。

■△
Ａ

罷ま
か

出り
い

づ
。
小
児
等
を
世せ

尊そ
ん

寺じ

に
将い

向む

か
ふ
。
民
部
卿
（
＝
藤
原
懐
忠
）
の
第
に

詣も
う

づ
。
右
兵
衛
佐
〈
重
尹
（
＝
藤
原
。
懐
忠
の
男
）〉
の
明
日
の
御
禊
の
前
駆
の
事

を
問
ふ
。
先
年
、
余よ

（
＝
藤
原
行
成
）、
左
兵
衛
佐
と
為し

て
、
此
の
役
を
供き
よ
うす

る

の
時
、
戸こ

部ぶ

（
＝
懐
忠
）、
蔵
人
頭
・
左
大
弁
を
以
て
過よ
ぎ

問り
と

は
る
。
旧き
ゆ

意う
い

を
思
ふ

に
依
り
て
詣も

う

問で
と

ふ
所
也
。

　

次つ

い
で
参
内
す
。
宿
す
。

（
注
1
）
藤
原
行
成
は
寛
和
二
年
八
月
十
三
日
に
左
兵
衛
権
佐
に
任
じ
ら
れ
、
正
暦
四
年
正
月
九

日
に
正
四
位
下
に
叙
さ
れ
た
（『
公
卿
補
任
』。
こ
の
時
、
左
兵
衛
権
佐
を
解
任
し
た
と
考
え

ら
れ
る
）。
藤
原
懐
忠
は
永
延
元
年
十
一
月
十
一
日
に
左
大
弁
に
、
同
二
年
二
月
廿
七
日
に

蔵
人
頭
に
、
同
三
年
七
月
十
三
日
に
参
議
に
任
じ
ら
れ
た
（『
公
卿
補
任
』。
な
お
、
正
暦
五

年
八
月
廿
七
日
に
権
中
納
言
に
任
じ
ら
れ
る
ま
で
左
大
弁
を
兼
任
し
た
）。
従
っ
て
、
行
成

が
左
兵
衛
佐
で
、
懐
忠
が
蔵
人
頭
兼
左
大
弁
で
あ
っ
た
の
は
永
延
二
年
か
同
三
年
の
賀
茂
祭

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

⑥
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
御
禊
事
）

同
年
月
（
＝
長
保
二
年
四
月
）
十
一
日
、
斎
王
（
＝
選
子
内
親
王
）
の
禊み
そ
ぎの

事
。

⑦
『
御
堂
関
白
記
』
長
保
二
年
四
月
十
一
日
条

▲
Ａ
「
御
禊
」

十
一
日
、
戊
午
。

■▲
Ａ

見
物
を
為
す
。



251

摂
関
期
の
賀
茂
祭
関
係
記
事
（
そ
の
一
）　
―
　

『
小
右
記
』
を
中
心
と
す
る
古
記
録
部
類
作
成
へ
向
け
て
（
三
）　
―
　　
　
　

三
橋　

正

■△
Ｂ

此
の
日
、
蔵
人
所
の
陪
べ
い
じ

従ゆ
う

并
び
に
使
つ
か
い

等
の
飾か
ざ

馬り
う
まを
御
覧
ず
。
権
中
将
成
信
朝

臣
（
＝
藤
原
）、
御
前
に
候
ず
。
右
中
弁
（
＝
道
方
）
と
同
車
し
て
見
物
す
。
帰き

参さ
ん

す
。

　

宿し
ゆ

侍く
じ

す
。

（
注
1
）
僧
侶
の
車
宿
に
対
す
る
禁
制
は
、『
新
抄
格
勅
符
抄
』
に
長
保
元
年
（
九
九
九
）
七
月
廿

七
日
（
×
廿
五
日
）
太
政
官
符
が
見
え
る
。

⑯
『
日
本
紀
略
』
長
保
二
年
四
月
十
四
日
条

十
四
日
、
辛
酉
。

　

賀
茂
祭
。

⑰
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
警
固
・
解
陣
事
）

十（
長
保
二
年
四
月
）

五
日
、
解げ

陣じ
ん

の
事
。

⑱
『
御
堂
関
白
記
』
長
保
二
年
四
月
十
五
日
条

▲
Ａ
「
還か

え

立り
だ
ち」

十
五
日
、
壬
戌
。

■▲
Ａ

女
（
＝
源
倫
子
）
と
同
車
し
て
見
物
す
。

⑲
『
権
記
』
長
保
二
年
四
月
十
五
日
条

△
Ａ
「
還
立
」

十
五
日
、
壬
戌
。

■△
Ａ

成
房
少
将
（
＝
藤
原
）
と
同
車
し
て
見
物
す
。

　

桃も
も

園ぞ
の

（
＝
世
尊
寺
）
に
帰か
え

到り
い
たる

。
疲つ
か
れを

補
ふ
の
間
、
権
中
将
〈
成
信
〉・
藤
中

将
〈
実
成
（
＝
藤
原
）〉・
四
位
少
将
〈
兼
隆
（
＝
藤
原
）〉・
能
通
朝
臣
（
＝
藤
原
）・

蔵
人
式
部
丞
則
隆
（
＝
橘
）・
右
衛
門
尉
兼
宣
（
＝
源
）、
同
じ
く
来
会
ひ
て
共
に

飯く
ら

ふ
。
訖お
わ

り
て
各
お
の
お
の

退
し
り
ぞ
き

帰か
え

る
。

　

余
（
＝
行
成
）
と
藤
中
将
と
同
車
し
、
東
宮
（
＝
居
貞
親
王
）
に
参
る
。

⑳
『
日
本
紀
略
』
長
保
二
年
四
月
十
五
日
条

⑭
『
御
堂
関
白
記
』
長
保
二
年
四
月
十
四
日
条

▲
Ａ
「
賀
茂
祭
」

十
四
日
、
辛
酉
。

■▲
Ａ

東
宮
（
＝
居
貞
親
王
。
東
三
条
院
）
の
召め
し

有
る
に
依
り
て
参
る
。
一い
ち

小の
こ

君ぎ
み

（
＝
敦
明

親
王
）
に
、
物も
の

見み

の
者
の
御
車
を
奉
る
。
右
府
（
＝
藤
原
顕
光
）、
之
に
同
じ
。

　

宮
（
＝
中
宮
藤
原
彰
子
）
の
御お
ん

方か
た

（
＝
一
条
院
東
北
対
）
の
東
の
細ほ
そ

殿ど
の

に
御お

渡わ
た

り
（
宮

御
方
東
細
殿
御
渡
）、
物
を
御ご

覧ら
ん

ず
。
殿
て
ん
じ

上よ
う

人び
と

候
ず
と
云
々
。

（
注
1
）『
栄
花
物
語
』（
巻
六
・
か
か
や
く
藤
壺
）
に
は
賀
茂
祭
が
あ
っ
た
こ
と
の
み
見
え
る
。

⑮
『
権
記
』
長
保
二
年
四
月
十
四
日
条

△
Ａ
「
明
豪
僧そ
う

都ず

の
車
く
る
ま

宿や
ど
りの
事
」

△
Ｂ
「
賀
茂
祭
の
蔵
人
所
陪
従
・
飾
馬
御
覧
の
事
」

十
四
日
、
辛
酉
。

■△
Ａ

内う
ち

（
＝
一
条
院
）
に
候
ず
。
賀
茂
祭
也
。
明
豪
僧そ
う

都ず

の
車
く
る
ま

宿や
ど
り、
高
く
棚た
な

を
構
ふ
。

東
北
の
陣じ

ん

中ち
ゆ
うよ

り
、
之
を
露
あ
わ
ら

見に
み

ゆ
。
仍
り
て
蔵
人
所
の
小こ

舎ど
ね
り人

を
遣
は
し
、
此

の
由
を
示
す
。
而
る
に
承し

よ

引う
い
んせ

ず
。
仍
り
て
右
衛
門
府
生
林
重
親
に
仰
せ
て
撤て
つ

却き
や
くせ

し
む
。
是こ
れ

、
事こ
と

由の
よ
しを

奏
し
て
行
な
ふ
所
也
。
重
親
、
先
づ
仰
お
お
せ

旨の
む
ねを

奉う
け
た
まは

り
、
彼
の
車
宿
に
到
り
、
案
内
を
示
さ
し
む
る
に
、
敢あ

へ
て
承
引
す
る
こ
と
無

し
。
重
親
、
時
に
更
（
×
還
）
に
騎
馬
し
、
埒ら
ち

（
＝
左
近
馬
場
）
の
辺あ
た
りに

立
ち
、
随ず
い

身じ
ん

等
を
し
て
撤
却
せ
し
む
。
見
物
の
為
に
登の
ぼ

居り
き
よす

る
所
の
女
房
・
道ど
う

俗ぞ
く

等
乱
み
だ
れ

落お

つ
と
云
々
。
此
の
事
に
依
り
、
彼
の
僧
都
、
東
三
条
院
（
＝
藤
原
詮
子
）
に
愁
う
れ
い

申も
う

す
。
重
親
を
勘か
ん

問も
ん

せ
ら
る
べ
き
の
由
、
面め
ん

々め
ん

に
告
ぐ
る
こ
と
有
り
。
然し
か

而れ
ど
も、

件
の
棚
、
御ご

所し
よ

（
＝
一
条
院
）
よ
り
近
ち
か
く

見み

ゆ
る
の
内
な
り
。
僧
の
車
宿
、
已
に
制せ
い

有
り
て
禁
ず
る
所
也
。
加
し
か
の
み

之な
ら
ず、

案
内
を
奏
（
奏
×
）
し
、
勅
を
承
は
り
て
行
な

ふ
所
也
。
其
の
旨
、
亦
、
失し

つ

錯さ
く

に
非あ
ら

ず
。
果
た
し
て
重
親
を
召
問
は
る
る
所
無

し
。
亦
、
仰
す
る
所
も
無
し
。
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星
大
学
研
究
紀
要
【
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
】
第
二
十
二
号　

二
〇
一
四
年

△
Ａ
「
御
禊
」

△
Ｂ
「
陪ば

い

膳ぜ
ん

」

十
七
日
、
戊
午
。

■△
Ａ

御
禊
也
。
御お
ん

物も
の

忌い
み

に
依
り
、
牛う
し

并
び
に
所と
こ
ろ（

＝
蔵
人
所
）
の
陪
べ
い
じ

従ゆ
う

等
を
覧ら
ん

ぜ
す
。

　

権
左
中
弁
（
＝
藤
原
説
孝
）
来き
た

示り
し
めし

て
云
は
く
「
雑ぞ
う

色し
き

定
輔
（
＝
藤
原
）、
日ひ

者ご
ろ

、

趺が
い

病び
よ
うを

煩わ
ず
らふ

。
然し
か

而れ
ど
も、

公く

役や
く

を
闕か

か
ざ
る
為
に
、
平へ
い

癒ゆ

を
相あ
い

待ま

つ
。
今
日
、
当と
う

日じ
つ

也
。
而し
か

る
に
束そ
く

帯た
い

せ
し
む
る
の
間
、
已す
で

に
発は
つ

動ど
う

す
。
即
ち
行ぎ
よ

事う
じ

蔵く
ろ

人う
ど

頼
定

（
＝
源
）、
此
の
由よ
し

を
奏
す
。
仰
せ
て
云
は
く
『
今
日
、
縦た
と

ひ
懈け

怠た
い

す
と
雖い
え
ども
、

祭
日
、
奉
仕
せ
し
む
べ
し
。
但た

だ

し
、
前
駆
の
人
、
此
の
如
き
慮り
よ

外が
い

の
障
さ
わ
り

有
る
の

時
は
、
垣え

ん

下が

を
以
て
奉
仕
せ
し
め
よ
。』
而
る
に
今
日
、
垣
下
一
人
も
参
ら

ず
。」
と
云
々
。
此か

く

の
如
き
は
、
之
を
何い
か

為が
せ

む
。
即
ち
事こ
と

由の
よ
しを

奏
せ
し
め
、
少

監
物
惟
弘
（
＝
橘
）
を
召め
し

遣つ
か

は
し
了
り
ぬ
。
酉
と
り
の

剋こ
く

許ば
か
りに

見
え
ず
。
斎
院
（
＝
選
子
内

親
王
）
の
催
も
よ
お
しに

依
り
、
未
ひ
つ
じ

剋
許
、
前
駆
等
を
遣
は
し
了
り
ぬ
。

■△
Ｂ

今
日
、
陪ば
い

膳ぜ
ん

す
。
宿し
ゆ
くす
。

⑥
『
日
本
紀
略
』
長
保
三
年
四
月
十
七
日
条

十
七
日
、
戊
午
。

　

斎
院
（
＝
選
子
内
親
王
）
の
禊
。

⑦
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
警
固
・
解
陣
事
）

同
（
＝
長
保
）
三
年
四
月
十
八
日
、
警け
い

固ご

の
事
。

⑧
『
日
本
紀
略
』
長
保
三
年
四
月
十
八
日
条

十
八
日
、
己
未
。

　

警
固
。

⑨
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

同
（
＝
長
保
）
三
年
四
月
廿
日
、
賀
茂
祭
の
事
。

⑩
『
権
記
』
長
保
三
年
四
月
廿
日
条

十
五
日
、
壬
戌
。

　

解
陣
。

�
長
保
三
年
（
一
〇
〇
一
）

①
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
御
禊
事
）

同
（
＝
長
保
）
三
年
四
月
五
日
、
禊
み
そ
ぎ

祭ま
つ
りを

奉ぶ
ぎ

行よ
う

す
る
人
、
四
月
の
内
、
他
の
公く

事じ

を
奉
行
せ
ざ
る
事
（
事
×
）。

②
『
権
記
』
長
保
三
年
四
月
九
日
条

△
Ａ
「
申も

う

文し
ぶ
み」

△
Ｂ
「
御お

み

禊そ
ぎ

の
前さ
き

駆が
け

定さ
だ
め」

九
日
、
庚
戌
。

■△
Ａ

参さ
ん

内だ
い

す
。
左
大
臣
（
＝
藤
原
道
長
）
参
ら
る
。
右
大
史
文
信
（
＝
石
城
）、
文
二
枚

を
申
す
。
前
阿
波
守
忠
良
（
＝
源
）
申
す
勘か
ん

出し
ゆ

文つ
も
ん、

紀
伊
国
の
鉤
か
ぎ
さ

匙じ
の

文ふ
み

等
也
。

左
大
弁
（
＝
藤
原
忠
輔
）
参
ら
ざ
る
に
依
る
。
仍
り
て
予よ

（
＝
藤
原
行
成
）、
申も
う

文し
ぶ
みに

候
ず
。

■△
Ｂ

亦
、
御お
み

禊そ
ぎ

の
前さ
き

駆が
け

を
定さ
だ

申め
も
うさ
る
。
罷ま
か

出り
い

づ
。

　

伊
予
守
（
伊
与
守
）（
＝
源
兼
資
）
と
同
車
し
、
藤
相
公
（
＝
藤
原
懐
平
）
の
御お
ん

許も
と

に

詣も
う

づ
。
東と
う

院い
ん

（
＝
為
尊
親
王
）
に
参
る
。
罷
出
づ
。

③
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
御
禊
事
）

同
年
月
（
＝
長
保
三
年
四
月
）
十
日
、
御
禊
の
前さ
き

駆が
け

定さ
だ
め、
并
び
に
図ず
し

書よ
の

助す
け

忠
理
（
＝

源
）
を
以
て
、
斎
院
（
＝
斎
院
司
）
の
次
官
の
代か
わ
りと

為
す
事
。

④
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
御
禊
事
）

同
（
＝
長
保
三
年
四
月
）
十
七
日
、
御
禊
の
事
。〈
御
禊
の
京き
よ

職う
し
き、

代だ
い

官か
ん

を
用も
ち

ふ
る

事
。〉

⑤
『
権
記
』
長
保
三
年
四
月
十
七
日
条
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摂
関
期
の
賀
茂
祭
関
係
記
事
（
そ
の
一
）　
―
　

『
小
右
記
』
を
中
心
と
す
る
古
記
録
部
類
作
成
へ
向
け
て
（
三
）　
―
　　
　
　

三
橋　

正

△
Ｂ
「
閑か
ん

院い
ん

を
見
る
事
」

廿
一
日
、
壬
戌
。

■△
Ａ

又
、
昨
日
の
人
々
と
同
車
し
て
見
物
す
。

■△
Ｂ

帰
宅
の
便つ
い
でに
、
閑か
ん

院い
ん

（
＝
左
京
三
条
二
坊
一
五
・
一
六
町
）
の
故こ

大
納
言
（
＝
藤
原
朝

光
）
の
家
を
見
る
。
今
、
内
府
（
＝
藤
原
公
季
）
買ば
い

領り
よ
うせ
ら
る
。

（
注
1
）
閑
院
は
、
藤
原
冬
嗣
、
基
経
、
致
忠
、
兼
通
、
朝
光
、
朝
経
、
公
季
と
伝
領
さ
れ
た
。

⑬
『
日
本
紀
略
』
長
保
三
年
四
月
廿
一
日
条

廿
一
日
、
壬
戌
。

　

解げ

陣じ
ん

延え
ん

引い
ん

す
。

⑭
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
警
固
・
解
陣
事
）

同
（
＝
長
保
三
年
四
月
）
廿
三
日
、
戌い
ぬ

日の
ひ

の
解
陣
、
上
し
よ
う

卿け
い

参
ら
ず
延
引
す
る
事
。

�
長
保
四
年
（
一
〇
〇
二
）

①
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
御
禊
事
）

同
（
＝
長
保
）
四
年
四
月
十
五
日
、
御お
み

禊そ
ぎ

の
事
。

②
『
権
記
』
長
保
四
年
四
月
十
七
日
条

△
Ａ
「
出
立
所
」

△
Ｂ
「
御
禊
見
物
」

十
七
日
、
壬
午
。

■△
Ａ

甚じ
ん

雨う

。
未
ひ
つ
じ
の

剋こ
く

許ば
か
り、

頗す
こ
ぶる

晴は
れ

有
り
。
春
宮
大
夫
殿
（
＝
藤
原
道
綱
）
に
詣も
う

づ
。
故こ

二
条
殿
（
＝
藤
原
道
兼
）
の
子
（
子
×
）
兵
衛
佐
兼
綱
（
＝
藤
原
）、
彼か

の
殿
（
＝
道
綱
の

一
条
第
か
）
よ
り
出い
で

立た

つ
。
仍
り
て
問
ふ
為た
め

也
。

　

左
府
（
＝
藤
原
道
長
）
に
詣
づ
。
山や
ま

井の
い

大
納
言
（
＝
藤
原
道
頼
）
の
子
兵
衛
佐
忠
経

（
＝
藤
原
）、
此
の
殿
（
＝
土
御
門
第
）
よ
り
出
立
つ
。

■△
Ｂ

三
位
中
将
（
＝
藤
原
兼
隆
）・
頭
中
将
（
＝
源
経
房
）
と
同
車
し
て
見
物
す
。
已す
で

に

△
Ａ
「
賀
茂
祭
見
物
」

△
Ｂ
「
賀
茂
祭
使
」

廿
日
、
辛
酉
。

■△
Ａ

右
中
弁
（
＝
源
道
方
）・
式
部
丞
（
＝
源
兼
宣
）
と
同
車
し
て
見
物
す
。
是こ
れ

、
偏ひ
と
えに

見
物
の
興

き
よ
う

有
る
に
非あ
ら

ず
。
或
あ
る
ひ
と

云
は
く
「
禊
日
、
見
物
の
車
は
財わ
ず
かに
百
両
許ば
か
りな

り
。
往お

う

還か
ん

の
者
は
幾
い
く
ば
くも
非
ず
。
疫え
き

癘れ
い

の
滋じ

蔓ま
ん

に
依
り
、
夭よ
う

亡ぼ
う

の
者
多お
お

し
。
事
に

触
れ
、
無む

じ

常よ
う

の
観か
ん

を
催
す
。」
と
云
々
。
仍
り
て
見
物
し
、
車
を
計か
ぞ

ふ
る
に
、

二
百
両
を
過す

（
×
至
）
ぐ
べ
か
ら
ず
。

■△
Ｂ

内く

蔵ら

寮り
よ

使う
し

は
助す
け

平
朝
臣
惟
忠
、
右う

近こ
の

衛え

府ふ

使し

は
少
将
源
朝
臣
雅
通
、
右う

馬ま
り

寮よ
う

使し

は
権
ご
ん
の

助す
け

平
朝
臣
孝
義
、
中ち
ゆ

宮う
ぐ

使う
し

は
大だ
い

進し
ん

大
江
朝
臣
清
通
、
東と
う

宮ぐ
う

使し

は
少
し
よ
う

進し
ん

高

階
朝
臣
業
遠
。
次し

第だ
い

使し

は
左さ

馬ま
の

助す
け

源
朝
臣
守
隆
・
右う

馬ま
の

允じ
よ
う

藤
原
是
光
。
蔵
人

所
の
陪べ

い

従じ
ゆ
うは
雑ぞ
う

色し
き

藤
原
頼
任
・
雑
色
藤
原
定
輔
・
雑
色
藤
原
頼
職
・
源
伊
公
・

藤
原
実
行
・
藤
原
時
重
。
又
、
典な

い
し
の
す
け侍
源
明
子
朝
臣
、
使
の
巡じ
ゆ
んに
当
た
る
。
而

る
に
縫

ぬ
い
ど

殿の
の

頭か
み

貞
清
（
＝
源
）
の
喪も

に
依
り
、
俄に
わ
かに

供ぐ

奉ぶ

せ
ず
。
仍
り
て
掌
な
い
し
の

侍じ
よ
う

平
朝
臣
寛
子
、
代だ
い

官か
ん

と
為な

り
、
其
の
役や
く

を
勤つ
と

む
。
即
ち
典
侍
の
設も
う

く
る
所
の
雑ぞ
う

具ぐ

を
以
て
、
之
を
用も
ち

ふ
。
其
の
前
駆
は
、
散さ
ん

位に

藤
原
朝
臣
義
忠
・
紀
朝
臣
孝

親
・
帯た

ち

刀は
き

平
頼
孝
・
藤
原
宗
扶
。

（
注
1
）
源
明
子
と
源
貞
清
は
光
孝
源
氏
。
貞
清
は
師
世
の
男
で
、
光
孝
天
皇
の
男
是
茂
（
実
父

は
昇
。
嵯
峨
源
氏
で
、
融
の
男
）
の
孫
。
明
子
は
信
明
の
女
で
、
光
孝
天
皇
の
男
国
紀
の
曾

孫
。
藤
原
説
孝
の
妻
と
な
っ
た
。

⑪
『
日
本
紀
略
』
長
保
三
年
四
月
廿
日
条

廿
日
、
辛
酉
。

　

賀
茂
祭
。

⑫
『
権
記
』
長
保
三
年
四
月
廿
一
日
条

△
Ａ
「
還か

え

立り
だ
ち」
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明
星
大
学
研
究
紀
要
【
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
】
第
二
十
二
号　

二
〇
一
四
年

廿
二
日
崩
御
）
の
事
に
依
る
也
。

⑩
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

同
日
（
＝
長
保
四
年
四
月
廿
日
）、
主し
ゆ

上じ
よ
う（

＝
一
条
天
皇
）、
中
宮
（
＝
藤
原
彰
子
）
の
御お
ん

方か
た

（
＝
一
条
院
東
北
対
）
に
渡と

御ぎ
よ

し
、
密み
つ

々み
つ

（
蜜
々
）
に
祭
を
御ご

覧ら
ん

ず
る
事
。

⑪
『
権
記
』
長
保
四
年
四
月
廿
日
条

△
Ａ
「
祭
使
出
立
」

△
Ｂ
「
賀
茂
祭
見
物
」

△
Ｃ
「
賀
茂
祭
使
」

廿
日
、
乙
酉
。

■△
Ａ

鴨
祭
。
巳み

剋
許
、
藤
宰
相
殿
（
＝
藤
原
懐
平
）
に
詣
づ
。
使
を
訪と
ぶ
らふ

事
、
右
衛

門
督
（
＝
源
憲
定
）、
示
さ
る
る
の
事
有あ

り
。

■△
Ｂ

権
左
中
弁
（
＝
源
道
方
）
と
同
車
し
、
密み
つ

々み
つ

に
見
物
す
。
申さ
る

剋
、
一
い
ち
じ

条よ
う

大お
お

宮み
や

（
＝
一
条
大
路
と
大
宮
大
路
の
交
差
点
）
に
列れ

見け
ん

す
。

■△
Ｃ

内く

蔵ら

寮り
よ

使う
し

は
頭
〈
経
房
（
＝
源
）〉、
近こ
の

衛え

府ふ

使し

は
左
少
将
経
通
（
＝
藤
原
）、
馬

寮
は
左

ひ
だ
り
の

権ご
ん
の

頭か
み

兼
資
朝
臣
（
＝
源
）、
中
ち
ゆ
う

宮ぐ
う

使し

は
権
ご
ん
の

大だ
い

進じ
よ
う

高
雅
朝
臣
（
＝
源
）、
東と
う

宮ぐ
う

使し

は
頼
親
（
＝
源
）。〔
大
進
頼
光
朝
臣
（
＝
源
）
の
代か
わ
りと
云
々
。〕

　

見
物
し
了
り
て
、
金
吾
（
＝
懐
平
）
を
送
る
。
家
に
帰
る
。

（
注
1
）
�
⑦
参
照
。

⑫
『
日
本
紀
略
』
長
保
四
年
四
月
廿
日
条

廿
日
、
乙
酉
。

　

賀
茂
祭
。

⑬
『
権
記
』
長
保
四
年
四
月
廿
一
日
条

△
Ａ
「
物も

の

忌い
み

」

△
Ｂ
「
還か

え

立り
だ
ち」

△
Ｃ
「
祭
日
、
闘と

う

乱ら
ん

有
る
事
」

秉へ
い

燭し
よ
くに

及
ぶ
。

（
注
1
）
藤
原
兼
綱
は
道
綱
の
養
子
と
な
る
。
藤
原
忠
経
の
父
道
頼
は
道
隆
の
男
で
、
兼
家
の
養

子
。
道
頼
薨
去
後
、
兼
家
の
男
で
あ
る
道
長
の
庇
護
下
に
あ
っ
た
た
め
に
土
御
門
第
を
出
立

所
と
し
た
。
な
お
、
�
⑦
参
照
。

③
『
日
本
紀
略
』
長
保
四
年
四
月
十
七
日
条

十
七
日
、
壬
午
。

　

賀
茂
斎
院
（
＝
選
子
内
親
王
）
の
禊
。

④
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
警
固
・
解
陣
事
）

同
（
＝
長
保
）
四
年
四
月
十
八
日
、
警け
い

固ご

の
事
。

⑤
『
日
本
紀
略
』
長
保
四
年
四
月
十
八
日
条

十
八
日
、
癸
未
。

　

警
固
。
上

し
よ
う

卿け
い

参
ら
ざ
る
に
依
り
延え
ん

引い
ん

す
。

⑥
『
権
記
』
長
保
四
年
四
月
十
九
日
条

△
Ａ
「
祭さ

い

使し

（
＝
近
衛
府
使
藤
原
経
通
）
に
白
の
褂う
ち
きを
送
る
事
」

十
九
日
、
甲
申
。

■△
Ａ

芒ぼ
う

種し
ゆ

。
五
月
節
（
＝
四
月
十
九
日
か
ら
五
月
十
八
日
）。
祭さ
い

使し
ど

所こ
ろ

に
、
白
の
褂
う
ち
き

二
重か
さ
ね

を
送
る
。〔
□
□
一
具
。〕

⑦
『
日
本
紀
略
』
長
保
四
年
四
月
十
九
日
条

十
九
日
、
甲
申
。

　

警
固
。

⑧
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

同
（
＝
長
保
）
四
年
四
月
廿
日
、
賀
茂
祭
の
事
。

⑨
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

同
年
月
日
（
＝
長
保
四
年
四
月
廿
日
）、
近
衛
府
の
舞ま
い

人び
と

の
袴
は
か
ま

摺す

ら
ず
。
陪べ
い

従じ
ゆ
うの

装

束
、
例
の
如
し
。
又
、
歌か

笛て
き

の
声こ
え

無
し
。
諒り
よ

闇う
あ
ん（

＝
藤
原
詮
子
。
長
保
三
年
閏
十
二
月
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摂
関
期
の
賀
茂
祭
関
係
記
事
（
そ
の
一
）　
―
　

『
小
右
記
』
を
中
心
と
す
る
古
記
録
部
類
作
成
へ
向
け
て
（
三
）　
―
　　
　
　

三
橋　

正

同
（
＝
長
保
）
五
年
四
月
五
日
（
×
十
五
日
）、
御お
み

禊そ
ぎ

の
前さ
き

駆が
け

定さ
だ
めの
事
。

②
『
権
記
』
長
保
五
年
四
月
五
日
条

△
Ａ
「
右
大
将
（
＝
藤
原
実
資
）
の
着ち
や

陣く
じ
ん」

△
Ｂ
「
官か

ん

奏そ
う

」

△
Ｃ
「
御お

み

禊そ
ぎ

の
前さ
き

駆が
け

定さ
だ
め」

△
Ｄ
「
中
宮
（
＝
藤
原
彰
子
）
の
弓
の
負ま
け

態わ
ざ

」

五
日
、
甲
子
。

■△
Ａ

参さ
ん

内だ
い

す
（
＝
一
条
院
）。
右
大
将
（
＝
藤
原
実
資
）、
加か

階か
い

の
後
、
初
（
初
×
）
め
て

着ち
や

陣く
じ
んす

。
申も
う

文し
ぶ
みせ

し
む
。

■△
Ｂ

左
大
臣
（
＝
藤
原
道
長
）、
初
め
て
官か
ん

奏そ
う

有
り
。

■△
Ｃ

御お
み

禊そ
ぎ

の
前さ
き

駆が
け

を
定さ
だ

申め
も
うさ
る
。

■△
Ｄ

中
宮
（
＝
藤
原
彰
子
）
の
御
方
（
＝
一
条
院
東
北
対
）
に
於
い
て
、
弓
の
負ま
け

態わ
ざ

有
り
。

射い

ず
。
弼ひ
つ

宰
相
（
＝
藤
原
有
国
）、
懸か
け

物も
の

纏て
ん

頭と
う

す
。

③
『
本
朝
世
紀
』
長
保
五
年
四
月
五
日
条

五
日
、
甲
子
。

　

権
中
納
言
藤
斉
信
卿
・
参
議
源
俊
賢
卿
（
源
×
）、
左
衛
門
陣
（
＝
建
春
門
）
の

座
に
参

ま
い
り

着ち
や
くす

。
庁ち
よ
う（

＝
外
記
庁
）
に
着
し
て
政
ま
つ
り
ご
と（

＝
外
記
政
）
す
。
次つ

い
で
侍じ
じ

従ゆ
う

所し
よ

に
移
う
つ
り

着ち
や
くす

。

　

次
い
で
右う

じ

仗よ
う

座の
ざ

（
＝
一
条
院
寝
殿
東
北
廊
）
に
着
す
。
午う
ま

剋の
こ
く、

左
大
臣
（
＝
道

長
）・
権
大
納
言
藤
実
資
卿
・
大
納
言
同
懐
忠
卿
・
中
納
言
同
公
任
卿
仰
せ
ら

れ
て
云
は
く
「
官
奏
有
る
べ
し
。」
即す

な
わち

左
大
史
惟
宗
允
政
、
件く
だ
んの

奏そ
う

文も
ん

、
文ふ

刺ざ
し

に
挿さ

す
。
大
臣
（
＝
道
長
）、
殿
に
昇
る
。

　

官
奏
畢お

わ

る
の
後
、
左
大
臣
、
陣じ
ん

座の
ざ

に
還
か
え
り

着ち
や
くす

。
大
外
記
滋
野
善
言
を
召
し
て

仰
せ
て
云
は
く
「
賀
茂
祭
の
禊
日
也
。
前
駆
の
例れ

い

文も
ん

奉
る
べ
し
。」
者て
へ

り
。
即

ち
仰

お
お
せ
の

旨む
ね

を
承
う
け
た
まは
り
て
還か
え

出り
い

づ
。
件
の
文
書
等
、
筥は
こ

に
納お
さ

め
、
大
臣
の
御
前
に

廿
一
日
、
丙
戌
。

■△
Ａ

｛
指
｝
今こ
ん

明み
よ
う、

物も
の

忌い
み

也
。

■△
Ｂ

右
兵
衛
佐
資
平
（
＝
藤
原
）
出い
で

来き

た
る
。
小
児
と
同
車
し
、
宰
相
殿
（
＝
懐
平
）

に
下く
だ

る
。
左
府
（
＝
道
長
）
に
詣
づ
。
見
物
に
出
で
給
ふ
（
見
物
出
給
）。
三
位
中

将
（
＝
兼
隆
）
と
見
物
す
。

■△
Ｃ

昨さ
く

夕せ
き

、
頭
中
将
（
＝
経
房
）
の
牧ぼ
く

童ど
う

と
右
衛
門
尉
忠
隆
（
＝
源
。
検
非
違
使
）
の
随ず
い

身じ
ん

と
、
闘と
う

乱ら
ん

の
事
有あ

り
と
云
々
。

⑭
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
警
固
・
解
陣
事
）

同
（
＝
長
保
四
年
四
月
）
廿
二
日
、
解げ

陣じ
ん

の
事
。

⑮
『
日
本
紀
略
』
長
保
四
年
四
月
廿
二
日
条

廿
二
日
、
丁
亥
。

　

解
陣
。
昨
日
、
上
卿
参
ら
ざ
る
に
依
り
延
引
す
。

⑯
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

同
（
＝
長
保
四
年
四
月
）
廿
五
日
、
山
城
介
淑
光
（
＝
紀
）
の
僕ぼ
く

従じ
ゆ
うの

過か

差さ

に
依
り

召め
し

問と

は
る
る
事
。

⑰
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

同
日
（
＝
長
保
四
年
四
月
廿
五
日
）、
淑
光
（
×
叔
光
）
帯た
い

剣け
ん

せ
ざ
る
事
。

⑱
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

同
年
（
＝
長
保
四
年
）
五
月
一
日
、
山
城
介
淑
光
帯
剣
せ
ず
、
賀
茂
祭
に
供ぐ

奉ぶ

す

る
事
、
召
問
ふ
べ
き
宣せ

ん

旨じ

を
下
さ
る
る
事
。

⑲
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

同
年
（
＝
長
保
四
年
）
八
月
廿
五
日
、
淑
光
、
祭
日
に
帯
剣
せ
ざ
る
事
。

�
長
保
五
年
（
一
〇
〇
三
）

①
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
御
禊
事
）
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二
〇
一
四
年

と
為
す
。
祭
日
（
＝
四
月
廿
日
）、
定
さ
だ
め

有
り
、
内だ
い

裏り

（
＝
一
条
院
）
の
北
の
路
（
＝
一
条

大
路
）
よ
り
と
す
。
今
年
、
内
裏
の
北
の
路
を
用も
ち

ふ
と
定
（
□
）
む
。

　

行
列
し
、
御
車
を
寄
す
る
間
、
上
卿
以
下
、
庭て

い

中ち
ゆ
うに
列
立
す
。
寝し
ん

殿で
ん

の
東
一

間ま

の
程ほ
ど

（
□
）
也
。

（
注
1
）『
大
鏡
』（
中
・
右
大
臣
師
輔
）、『
古
本
説
話
集
』（
上
・
大
斎
院
事
）
は
、
藤
原
頼
通
が

「
兵
衛
佐
」
と
し
て
御
前
（
前
駆
）
を
勤
め
た
と
す
る
が
、
頼
通
は
兵
衛
佐
に
は
任
じ
ら
れ

て
い
な
い
。

⑧
『
本
朝
世
紀
』
長
保
五
年
四
月
十
一
日
条

十
一
日
、
庚
午
。

　

此
の
日
、
賀
茂
斎
王
（
＝
選
子
内
親
王
）
の
御
禊
也
。
例
に
依
り
、
前
駆
は
諸

衛
の
佐
・
尉
等
。
但た

だ

し
、
一
条
院
の
北
辺
に
、
群ぐ
ん

集し
ゆ
うす

。

⑨
『
日
本
紀
略
』
長
保
五
年
四
月
十
一
日
条

十
一
日
、
庚
午
。

　

斎
院
（
＝
選
子
内
親
王
）
の
禊
。

⑩
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

長
保
五
年
四
月
十
二
日
、
頼
通
、
斎
院
よ
り
御お

ん

衣ぞ

を
給
は
し
む
る
事
。

⑪
『
小
記
目
録
』（
第
一
五
・
摂
政
関
白
物
詣
事
）

同
年
同
月
（
＝
長
保
五
年
四
月
）
十
二
日
、
昨
日
の
馬
斃
の
穢け
が
れに

依
り
、
左
大
臣

（
＝
道
長
）
の
賀か

茂も
も

詣う
で

停ち
よ

止う
じ

す
る
事
。

⑫
『
本
朝
世
紀
』
長
保
五
年
四
月
十
二
日
条

十
二
日
、
辛
未
。

　

休
や
す
み

也
。
午う
ま

後の
の
ち、

権
中
納
言
隆
家
卿
、
左さ
じ

仗よ
う

座の
ざ

（
＝
一
条
院
寝
殿
西
北
廊
）
に
参
る
。

外
記
伴
為
利
を
召
す
。
参
入
し
て
膝ひ

ざ

突つ
き

に
着
す
。
上
卿
（
＝
隆
家
）
仰
せ
ら
れ
て

云
は
く
「
警け

い

固ご

の
召
め
し
お

仰お
せ

有
る
べ
き
の
諸し
よ

衛え

の
具ぐ

否ひ

、
例
の
如
く
せ
よ
。」
退
出

す
。

置
き
奉
る
。
例
に
任ま

か

せ
、
件
の
前
駆
を
定
め
ら
る
る
こ
と
已す
で

に
了お
わ

り
ぬ
。
事
畢お
わ

り
、
上
卿
（
＝
道
長
）
以
下
退
出
す
。

④
『
権
記
』
長
保
五
年
四
月
六
日
条

△
Ａ
「
御
禊
の
前
駆
・
次し

第だ
い

使し

」

六
日
、
乙
丑
。

■△
Ａ

左
衛
門
佐
兼
貞
（
＝
藤
原
）・
右
衛
門
佐
周
家
（
＝
藤
原
）・
左
兵
衛
佐
伊
成
（
＝

藤
原
）・
右
兵
衛
佐
（
右
々
々
）
資
平
（
＝
藤
原
）・
左
衛
門
尉
扶
忠
（
＝
藤
原
）・
右

（
＝
右
衛
門
尉
）
庁
（
マ
ヽ
）政

（
＝
ウ
ジ
名
不
詳
）・
左
兵
衛
尉
惟
佐
（
＝
藤
原
）・
右
（
＝
右
兵
衛

尉
）
頼
孝
（
＝
藤
原
）。
次し

第だ
い

使し

は
左
馬
助
守
隆
（
＝
源
）・
右
允
（
＝
右
馬
允
）
頼
信

（
＝
藤
原
）。

⑤
『
小
記
目
録
』（
第
一
五
・
摂
政
関
白
物
詣
事
）

同
（
＝
長
保
）
五
年
四
月
八
日
、
左
大
臣
（
＝
藤
原
道
長
）
の
家
、
俄に
わ
かに

馬う
ま

斃た
お
れ

有
る

事
。

⑥
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
御
禊
事
）

同
年
月
（
＝
長
保
五
年
四
月
）
十
一
日
、
御
禊
の
事
。〈
侍じ
じ

従ゆ
う

頼
通
（
＝
藤
原
）、
左さ

衛え

門も
ん

佐の
す

代け
だ
いを
勤つ
と

め
し
め
給
ふ
事
。〉

⑦
『
権
記
』
長
保
五
年
四
月
十
一
日
条

△
Ａ
「
御
禊
」

十
一
日
、
庚
午
。

■△
Ａ

兵
衛
佐
（
＝
伊
成
）、
御
前
駆
（
□
）
を
奉
仕
す
べ
し
。
装し
よ

束う
ぞ
くし
て
相あ
い

共と
も

に
院

（
＝
斎
院
）
に
参
る
。
行
ぎ
よ
う

事じ
の

上し
よ

卿う
け
い（

＝
隆
家
）・
宰
相
、
北
面
の
西
に
し
の

階
き
ざ
は
しよ

り
上の
ぼ

り
、

東
面
の
座
に
着
す
。
左
右
の
衛
（
＝
衛
門
）
の
佐す
け

（
＝
兼
貞
・
周
家
）、
障さ
わ
りを

申
す
に

依
り
、
侍
従
頼
通
を
以
て
、
左
の
代か

わ
りと
為な

し
、
内
匠
頭
惟
道
（
＝
藤
原
）
を
以
て
、

右
の
代
と
為
す
。

　

去
年
、
一い

ち

条じ
よ

北う
き

小た
こ

路う
じ

（
＝
現
在
の
今
出
川
通
）
よ
り
、
禊
日
（
＝
四
月
十
七
日
）、
路み
ち
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摂
関
期
の
賀
茂
祭
関
係
記
事
（
そ
の
一
）　
―
　

『
小
右
記
』
を
中
心
と
す
る
古
記
録
部
類
作
成
へ
向
け
て
（
三
）　
―
　　
　
　

三
橋　

正

△
Ｂ
「
賀
茂
祭
使
」（
裏
書
）

十
四
日
、
癸
酉
。

■△
Ａ

斎
院
に
参
り
、
客き
や

殿く
で
んに

着
す
。
先
こ
れ
よ

是り
さ
き、

右
将
軍
（
＝
藤
原
実
資
）
坐ざ

す
。
弁
・

外
記
・
史
等
行ぎ

よ

事う
じ

（
□
）
す
。
未
ひ
つ
じ
の

剋こ
く
の

斜な
な
め（

＝
未
終
剋
）、
御
輿こ
し

を
寄
す
。
上し
よ
う（

＝
隆

家
）・
宰
相
、
庭
中
に
列
立
す
る
こ
と
、
先
日
の
如
し
。
御
お
わ
し
まし
了
り
ぬ
。
上
、

共
に
一
条
（
＝
一
条
大
路
）
の
馬ば

場ば

（
＝
左
近
馬
場
）
の
亭て
い

の
前
に
立
ち
て
見
物
す
る

こ
と
、
例
の
如
し
。

■△
Ｂ

裏（
裏
書
）書

に
云
は
く
「
東と
う

宮ぐ
う

使し

は
少
し
よ
う

進し
ん

業
遠
朝
臣
（
＝
高
階
）、
中ち
ゆ

宮う
ぐ

使う
し

は
亮す
け

正
光

朝
臣
（
＝
藤
原
）、
馬め

寮り
よ

使う
し

は
右
み
ぎ
の

助す
け

貞
亮
朝
臣
（
＝
源
ヵ
）、
近こ
の

衛え

使し

（
使
×
）
は
右

中
将
実
成
朝
臣
（
々
々
）（
＝
藤
原
）、
蔵く
ら

使し

（
×
蔵
）（
＝
内
蔵
寮
使
）
は
頭か
み

為
義
（
□
）

朝
臣
（
＝
橘
）。
典
侍
は
弁
。」

（
注
1
）『
年
中
行
事
秘
抄
』（
四
月
・
有
三
酉
時
用
中
酉
例
事
）
に
「
長
保
五
」
と
あ
る
。

⑰
『
本
朝
世
紀
』
長
保
五
年
四
月
十
四
日
条

十
四
日
、
癸
酉
。

　

此
の
日
、
賀
茂
祭
也
。
例
に
依
り
、
諸し

よ

宮ぐ
う

の
使
々
供ぐ

奉ぶ

（
×
奉
供
）
す
る
こ
と
、

常つ
ね

の
如
し
。
但
し
、
一い
ち

条じ
よ

院う
い
んの

北
面
に
依
り
、
大お
お

宮み
や

大お
お

路じ

よ
り
始
め
、
堀ほ
り

川か
わ

に

至
る
は
、
下げ

馬ば

し
て
渡
る
。
但
し
、
女
お
ん
な

使つ
か
いは

下
馬
せ
ず
、
并
び
に
車
等
、
例
に

任ま
か

せ
て
渡
る
者
な
り
。

⑱
『
日
本
紀
略
』
長
保
五
年
四
月
十
四
日
条

十
四
日
、
癸
酉
。

　

賀
茂
祭
。
但
し
、
一
条
院
の
北き

た

陣の
じ
ん、

大
宮
大
路
よ
り
堀
川
に
至
る
は
、
供
奉

の
人
は
下
馬
す
。
女
使
は
下
馬
せ
ず
。

⑲
『
小
記
目
録
』（
第
一
七
・
闘
乱
事
）

同
年
（
＝
長
保
五
年
）
四
月
十
五
日
、
雑ぞ
う

色し
き

定
輔
（
＝
藤
原
）、
斎
院
に
於
い
て
、
鞭む
ち

を
以
て
、
雑
色
頼
任
（
＝
藤
原
）
を
打う
ち

落お

と
す
事
。

（
注
1
）
一
条
院
は
西
礼
の
邸
第
で
あ
る
た
め
東
西
を
逆
に
し
、
内
裏
に
お
い
て
左
仗
座
で
行
な

わ
れ
る
儀
が
右
仗
座
で
行
な
わ
れ
た
。『
権
記
』
長
保
五
年
正
月
十
四
日
条
「
但
以
覗

西
代

覗

東
」、『
小
右
記
』
寛
仁
元
年
（
一
〇
一
七
）
十
一
月
十
九
日
条
「
一
条
院
儀
相
巴

違
内
裏
芭

以
巴

東
儀
蚤

為
巴

西
儀
蚤

」、
十
一
月
廿
二
日
条
「
内
裏
儀
出
巴

入
東
二
間
芭

此
院
以
覗

西
替
覗

東
、

仍
用
巴

西
二
間
芭

」
と
あ
る
。

⑬
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
警
固
・
解
陣
事
）

同
（
＝
長
保
）
五
年
四
月
十
三
日
、
警
固
の
事
。

⑭
『
本
朝
世
紀
』
長
保
五
年
四
月
十
三
日
条

十
三
日
、
壬
申
。

　

午
後
、
中
納
言
藤
隆
家
卿
参
入
し
、
右う

じ

仗よ
う

座の
ざ

（
仗
×
）
に
着
す
。
少
外
記
伴

為
利
を
召
す
。
仰
せ
て
云
は
く
「
警
固
の
事
有あ

る
べ
し
。
諸
衛
の
具
否
は

如い
か
が何
。」
者て
へ

り
。
即
ち
申
し
て
云
は
く
「
諸
衛
誡い
ま
し（

跏
）
め
候
ぜ
し
む
。」
者
り
。

上
卿
（
＝
隆
家
）
仰
せ
て
云
は
く
「
内な
い

豎じ
ゆ

の
如
き
を
｛
之
｝
召
さ
し
め
よ
。」
仰お
お
せを

承う
け
た
まは
り
て
還か
え

出り
い

づ
。
内
豎
を
召め
し

仰お
お

す
。
須し
ゆ

臾ゆ

、
右う
こ

近ん
の

陣じ
ん

（
＝
右
仗
座
）
よ
り
入

り
、
庭
に
立
つ
。
上し

よ
う（

＝
隆
家
）
宣の

る
。「
諸
衛
を
召
さ
し
め
て
参
ら
し
め
よ
。」

右
近
将
監
山
弘
忠
・
左
衛
門
少
尉
藤
扶
忠
・
右
衛
門
少
尉
源
忠
隆
・
右
兵
衛
権

佐
藤
能
通
・
右
兵
衛
少
尉
中
原
為
象
等
、
西に

し

中ち
ゆ

門う
も
んよ

り
入
り
、
小こ

庭に
わ

に
並な
ら

立び
た

つ
。

即
ち
上
卿
仰
せ
ら
れ
て
云
は
く
「
例
に
任ま

か

せ
て
警
固
（
×
言
上
固
）
す
べ
き
の
由よ
し

な
り
。」
各
お
の
お
の

称い
し

唯よ
う

し
て
退
出
す
。
本ほ
ん

陣じ
ん

に
進
み
て
召
め
し
お

仰お
せ

畢お
わ

り
ぬ
。
但
し
、
右
近

衛
の
次
将
・
将
監
（
々
監
）、
各
、
障さ
わ
りを

称
し
て
参
ら
ず
。
之
に
因よ

り
、
五
府
を

以
て
召
仰
す
。
畢
り
て
上
卿
、
各
、
退
出
す
。

⑮
『
日
本
紀
略
』
長
保
五
年
四
月
十
三
日
条

十
三
日
、
壬
申
。

　

警
固
。

⑯
『
権
記
』
長
保
五
年
四
月
十
四
日
条

△
Ａ
「
賀
茂
祭
」
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明
星
大
学
研
究
紀
要
【
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
】
第
二
十
二
号　

二
〇
一
四
年

召め
し

使つ
か
い・

官か
じ

掌よ
う

、
御
前
の
弁
・
少
納
言
、
御
車
、
家
司
二
人
、
使し

（
＝
検
非
違
使
）

の
官
人
・
陪
従
等
。
次
い
で
上か
ん

達だ
ち

部め

の
車
。
下し
も

御の
お

社ん
し
やの
祓は
ら

戸え
ど

に
於
い
て
祓は
ら

ふ
後
、

御
社
（
＝
下
御
社
）
に
於
い
て
奉ほ
う

幣へ
い

す
。
御
馬
を
廻め
ぐ

ら
す
こ
と
三
匝め
ぐ
り。
次
い
で
左

右
十
列
を
廻
ら
す
こ
と
一
匝
。
東
遊
の
後
、
馬ば

場ば

に
就つ

く
。
左
勝
つ
。
陵
り
よ
う

王お
う

（
×
龍
王
）。
次
い
で
納な

蘇そ

利り

（
×
助
□
利
）。
次
い
で
上か
み

（
＝
上
社
）
に
着
し
給
ふ
。

下し
も

（
＝
下
社
）
に
同
じ
。
奉
幣
の
間
、
下
社
は
御み
は

剣か
し

を
解と

き
、
上
（
＝
上
社
）
は
解

か
ず
。
上
（
＝
上
社
）
は
又
、
三み

輪わ
の

酒き

有
り
。
戌い
ぬ

剋
、
還
り
給
ふ
。

■△
Ｂ

裏（
裏
書
）書
に
云
は
く
「
一
番
。〔
左
、﹇
一
の
鹿か

毛げ

。﹈
右
将
監
播
磨
（
播
万
）
保
信
。

右
、﹇
黒く

ろ

毛げ

。﹈
右
将
曹
多
武
文
。〕〈
持じ

。〉
二
番
。〔
左
、﹇
三
の
鹿
毛
。
勝か
ち

。﹈

左
将
監
茨
田
重
方
。
右
、
左
府
生
多
為
奉
。〕
三
番
。〔
左
、﹇
菱ひ
し

喰く
い

。﹈
右
将
曹

下
毛
野
公
助
（
□
助
）。
右
、
右
府
生
中
臣
嘉
数
。
勝
。〕
四
番
。」

㉕
『
本
朝
世
紀
』
長
保
五
年
四
月
廿
一
日
条

廿
一
日
、
庚
辰
。

　

天
晴
。
此
の
日
、
左
大
臣
（
＝
道
長
）、
賀
茂
上
下
の
社し
や

頭と
う

、
自み
ず
から
の
願ね
が
いを
果

た
さ
む
が
為
に
参さ

ん

詣け
い

す
。
諸
卿
、
同
じ
く
彼
の
社
に
参
ら
る
。

㉖
『
小
記
目
録
』（
第
一
七
・
闘
乱
事
）

同
年
同
月
（
＝
長
保
五
年
四
月
）
廿
四
日
、
定
輔
・
頼
任
を
召め
し

問と

は
れ
、
并
び
に
勘か
ん

事じ

に
処
せ
ら
る
る
事
。

�
寛
弘
元
年
（
一
〇
〇
四
）

①
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
元
年
四
月
四
日
条

▲
Ａ
「
東ひ

が
し

三さ
ん

条じ
よ

第う
だ
い・

枇び

杷わ

殿ど
の

等
を
見
る
事
」

▲
Ｂ
「
御お

み

禊そ
ぎ

の
前さ
き

駆が
け

定さ
だ
めの

上し
よ

卿う
け
いの

事
」

四
日
、
丁
巳
。

■▲
Ａ

東ひ
が
し

三さ
ん

条じ
よ
う・
枇び

杷わ

殿ど
の

（
＝
左
京
一
条
三
坊
一
五
町
。
当
時
の
道
長
の
居
所
）
等
を
見
る

⑳
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
警
固
・
解
陣
事
）

同
（
＝
長
保
五
年
四
月
）
十
五
日
、
解げ

陣じ
ん

の
事
。

㉑
『
本
朝
世
紀
』
長
保
五
年
四
月
十
五
日
条

十
五
日
、
甲
戌
。

　

午
後
、
権
中
納
言
藤
隆
家
卿
、
右
仗
座
に
参
着
す
。
時
に
上
卿
（
＝
隆
家
）、

少
外
記
伴
為
利
を
召
し
て
仰
せ
て
云
は
く
「
解
陣
の
諸
衛
の
具
否
は
如
何
。」

者て
へ

り
。
爰こ
こ

に
為
利
、
諸
衛
、
皆
具ぐ

す
る
由
を
申
す
。
即
ち
上
卿
仰
せ
ら
れ
て
云

は
く
「
内
豎
を
召
さ
し
め
よ
。」
称
唯
し
て
退
出
す
。
諸
衛
、
随し

た
がふ
は
則す
な
わち
、

左
近
少
将
藤
原
朝
臣
経
通
・
右
近
少
将
藤
原
公
任
・
左
衛
門
大
尉
矢
田
部
為

忠
・
右
衛
門
大
尉
忠
信
（
＝
伴
）・
左
兵
衛
権
佐
藤
原
朝
臣
能
通
・
右
兵
衛
少
尉

中
原
為
象
。
西
中
門
よ
り
入
り
、
小
庭
に
立
つ
。
時
に
上
卿
仰
せ
ら
れ
て
云
は

く
「
解
陣
す
べ
き
の
由
な
り
。」
各
称
唯
し
て
退
出
す
。
本
陣
に
到
り
、
召
仰

せ
了
り
ぬ
。
事
畢
り
て
上
卿
退
出
す
。

㉒
『
日
本
紀
略
』
長
保
五
年
四
月
十
五
日
条

十
五
日
、
甲
戌
。

　

解
陣
。

㉓
『
小
記
目
録
』（
第
一
五
・
摂
政
関
白
物
詣
事
）

同
年
同
月
（
＝
長
保
五
年
四
月
）
廿
一
日
、
左
大
臣
（
＝
道
長
）、
賀か

茂も

社し
や

に
参
り
、

東あ
ず
ま

遊あ
そ
び・

競く
ら

馬べ
う
まを

奉
る
事
。

㉔
『
権
記
』
長
保
五
年
四
月
廿
一
日
条

△
Ａ
「
賀か

茂も

詣も
う
で」

△
Ｂ
「
競
馬
の
手て

つ

結が
い

」

廿
一
日
、
庚
辰
。

■△
Ａ

左
府
（
＝
道
長
）
に
詣も
う

づ
。
今
日
、
賀か

茂も
も

詣う
で

也
。
辰
た
つ
の

剋こ
く

、
諸
し
よ
き

卿よ
う

以
下
参
入
す
。

即
ち
詣
で
給
ふ
。
祓

は
ら
え

物も
の

。
次つ

い
で
下し
も

家け
い

司し

二
人
、
十と
お

列つ
ら

。
次
い
で
左
右
の
競
馬
、
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摂
関
期
の
賀
茂
祭
関
係
記
事
（
そ
の
一
）　
―
　

『
小
右
記
』
を
中
心
と
す
る
古
記
録
部
類
作
成
へ
向
け
て
（
三
）　
―
　　
　
　

三
橋　

正

　

見
物
を
為な

す
。

⑤
『
権
記
』
寛
弘
元
年
四
月
十
七
日
条

△
Ａ
「
石い

し

井い

（
＝
為
尊
親
王
室
）
に
詣も
う

づ
る
事
」

△
Ｂ
「
御
禊
」

十
七
日
、
庚
午
。

■△
Ａ

石い
し

井い

（
＝
為
尊
親
王
室
）
に
詣も
う

づ
。

■△
Ｂ

御
禊
。
左
府
（
＝
道
長
。
枇
杷
殿
）
に
参
る
。
侍
従
中
納
言
（
＝
藤
原
隆
家
）
と
同

車
し
て
見
物
す
。

⑥
『
日
本
紀
略
』
寛
弘
元
年
四
月
十
七
日
条

十
七
日
、
庚
午
。

　

賀
茂
斎
王
（
＝
選
子
内
親
王
）
の
禊
。

　

今
日
、
軒こ

ん

廊ろ
う

御み

卜う
ら

。
去
る
十
三
日
、
鹿
入い

る
事
に
依
る
也
。

（
注
1
）
鹿
は
大
蔵
省
か
ら
出
て
右
衛
門
陣
に
入
っ
て
打
ち
殺
さ
れ
た
（『
御
堂
関
白
記
』『
日
本

紀
略
』
四
月
十
三
日
条
）。

⑦
『
日
本
紀
略
』
寛
弘
元
年
四
月
十
八
日
条

十
八
日
、
辛
未
。

　

警け
い

固ご

。

⑧
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
元
年
四
月
十
九
日
条

▲
Ａ
「
由よ

し
の

祓は
ら
え」

十
九
日
、
壬
申
。

■▲
Ａ

早
朝
よ
り
、
雨
下ふ

る
。
申
さ
る
の

時と
き

許ば
か
り、

東
河
（
＝
鴨
川
）
に
出
で
て
祓は
ら
えす

（
＝
由
祓
）。

賀
茂
に
参
ら
ざ
る
由
な
り
（
＝
軽
服
の
た
め
）。

⑨
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

同
（
＝
長
保
）
六
年
（
＝
寛
弘
元
年
）
四
月
廿
日
、
賀
茂
祭
の
事
。〔
中
宮
（
＝
藤
原
彰

子
）、
扇お
う
ぎを
斎
院
（
＝
選
子
内
親
王
）
に
献
ぜ
ら
る
。
御
使つ
か
い、
禄ろ
く

を
給
は
ら
ず
に
逃に
げ

（
＝
造
営
中
の
両
第
を
実
検
し
た
）。

■▲
Ｂ

善
言
朝
臣
（
＝
滋
野
）
を
以
て
、
右
府
（
＝
藤
原
顕
光
）
に
御お
は

祓ら
え

（
＝
御
禊
）
の
御ご

前ぜ
ん

（
＝
前
駆
）
申も
う

定し
さ
だむ

べ
き
由よ
し

を
示し
め

送し
お
くる

。
即す
な
わち

命お
お

せ
ら
る
。「
明
日
参
り
て
申
も
う
し

行お
こ

な
ふ
べ
し
（
参
明
日
可
申
行
）。」
者て
へ

り
。
是こ
れ

、
軽き
よ

服う
ぶ
くに
依
り
示
す
所
也
。

（
注
1
）
軽
服
は
二
月
七
日
に
道
長
の
異
母
妹
尚
侍
藤
原
綏
子
が
薨
去
し
た
こ
と
に
よ
る
（『
御
堂

関
白
記
』『
権
記
』『
日
本
紀
略
』）。

②
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
元
年
四
月
五
日
条

▲
Ａ
「
御
禊
の
前
駆
定
」

五
日
、
戊
午
。

■▲
Ａ

右
府
（
＝
顕
光
）、
御
祓
の
御
前
を
定
む
と
云
々
。

③
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
御
禊
事
）

同
（
＝
長
保
）
六
年
（
＝
寛
弘
元
年
）
四
月
十
七
日
、
御お
み

禊そ
ぎ

の
事
。〈
外
記
・
史
等
の

肥こ
え

牛う
し

の
論
の
事
。〉

④
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
元
年
四
月
十
七
日
条

▲
Ａ
「
御
禊
」

十
七
日
、
庚
午
。

■▲
Ａ

午う
ま
の

上じ
よ
う、

内う
ち

（
＝
内
裏
）
よ
り
罷ま
か

出り
い

づ
。
後
に
右
衛
門
督
（
＝
藤
原
斉
信
）
来
た
り

て
云
は
く
「
仰お

お

事せ
ご
と（

＝
一
条
天
皇
）
あ
り
。『
祭
の
間
に
調と
と
のふ

る
童わ
ら
わ・

雑ぞ
う

色し
き

人に
ん

等
、

供ぐ

し
奉
る
者
、
数あ
ま
た多

随ず
い

身じ
ん

す
る
こ
と
制せ
い

止し

す
べ
し
。』
者て
へ

り
。『
早
く
官
人
（
＝

検
非
違
使
官
人
）
を
召
し
て
仰
せ
ら
る
べ
し
。』
者
り
。
又
、『
見
物
の
者
、
車
新あ
ら
た

な
る
有
り
。
同
じ
く
制
す
べ
き
也
。』」

　

家
（
＝
道
長
家
）
の
馬
を
申
す
者
は
、
左
衛
門
佐
兼
貞
（
＝
源
）・
右
衛
門
佐
孝

忠
（
＝
藤
原
）・
左
衛
門
尉
頼
信
（
＝
藤
原
）・
右
衛
門
尉
守
親
（
＝
紀
）・
左
兵
衛
佐

朝
任
（
＝
源
）。
所と
こ
ろ（

＝
蔵
人
所
）
の
御ご

前ぜ
ん

（
＝
前
駆
）
は
、
木も
く
の工
允じ
よ
う

俊
孝
（
＝
橘
）・

平
明
範
等
也
。
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（
＝
藤
原
）
と
同ど
う

載さ
い

し
て
帰
る
。

■△
Ｂ

式
部
卿
宮
（
＝
為
平
親
王
）
の
中
将
（
＝
源
頼
定
）、
祭さ
い

使し

為た

り
。
摺す
り

袴ば
か
まを
奉
る
。

昨
日
、
宮
（
＝
為
平
親
王
）
の
御
消し
よ
う

息そ
く

有
り
と
雖い
え
ども
参
入
せ
ず
。
着
座
の
後
、
未い
ま

だ
参さ
ん

内だ
い

せ
ざ
る
の
前
、
他
の
事
に
従し
た
がふ
べ
か
ら
ざ
る
に
依
る
也
。
毯た
ん

代だ
い

の
錦に
し
き、

亦
、
入い

れ
奉
る
。﹇
廿
三
日
に
返
さ
る
。﹈
懸か
け

盤ば
ん

廿
前
、
同
じ
く
供
奉
す
。〈
廿

三
日
に
返
さ
る
。〉

■△
Ｃ

讃さ
ぬ

岐き
の

掾じ
よ
う（

×
持
）
放
（
マ
ヽ
）友

（
＝
ウ
ジ
名
不
詳
）
の
任
に
ん
り

料よ
う

卅
疋
の
内
、
且か
つ

は
廿
疋
、
国

平
朝
臣
（
＝
多
米
）
の
許
よ
り
、
之
を
送
る
。

■△
Ｄ

行
義
朝
臣
（
＝
平
）、
入よ
に

夜い
り

来
た
り
、
明め
い

旦た
ん

に
下げ

向こ
う

（
＝
武
蔵
守
）
す
べ
き
の
由

を
示
す
。
塵ち

り

蒔ま
き

（
□
）
の
野の

剣だ
ち

一
腰こ
し

借か
し

与あ
た

ふ
。
故こ

殿と
の

（
＝
藤
原
伊
尹
）
の
御み
は

剣か
し

也
。

⑫
『
日
本
紀
略
』
寛
弘
元
年
四
月
廿
日
条

廿
日
、
癸
酉
。

　

賀
茂
祭
。

⑬
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

同
年
月
（
＝
長
保
六
年
〈
寛
弘
元
年
〉
四
月
）
廿
一
日
、
斎
院
（
＝
選
子
内
親
王
）
の
御
返

事
并
び
に
禄
、
雅
通
（
＝
源
）
の
車
に
投な
げ

入い

る
る
事
。〕

⑭
『
権
記
』
寛
弘
元
年
四
月
廿
一
日
条

△
Ａ
「
還か

え

立り
だ
ち」

廿
一
日
、
甲
戌
。

■△
Ａ

頼
親
中
将
（
＝
藤
原
）
と
同
車
し
て
見
物
す
。

　

弥み

勒ろ
く

寺じ

（
＝
宇
佐
八
幡
宮
の
神
宮
寺
）
の
講こ
う

師じ

元
命
来
た
る
。

⑮
『
日
本
紀
略
』
寛
弘
元
年
四
月
廿
一
日
条

廿
一
日
、
甲
戌
。

　

解げ

陣じ
ん

。

去さ

る
事
。〕

⑩
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
元
年
四
月
廿
日
条

▲
Ａ
「
賀
茂
祭
使
出
立
」

▲
Ｂ
「
賀
茂
祭
見
物
」

▲
Ｃ
「
馬
を
申
す
人
」（
裏
書
）

廿
日
、
癸
酉
。

■▲
Ａ

近こ
の

衛え

府ふ

使し

（
＝
左
近
衛
中
将
源
頼
定
）
の
許も
と

に
、
舞ま
い

人び
と

の
下
し
た
が

襲さ
ね

送
る
。

　

中
宮
（
＝
藤
原
彰
子
）
よ
り
、
斎
院
（
＝
選
子
内
親
王
）
に
扇
を
奉
ら
る
と
云
々
。

　

典な
い
し
の
す
け侍
の
許
に
、
金
こ
が
ね

作づ
く
りの
二に
の

車く
る
ま

并
び
に
一
い
ち
の

車く
る
まの
料
の
牛
及お
よ

ぼ
す
。

■▲
Ｂ

春
宮
大
夫
（
＝
藤
原
道
綱
）
の
一
条
（
＝
一
条
第
。
左
京
北
辺
二
坊
五
町
か
八
町
）
に
渡

り
て
見
物
す
。
桟さ

敷じ
き

（
桟
木
）
有
り
。

　

一
宮
（
＝
敦
康
親
王
）、
物
を
御
覧
ず
（
一
宮
物
御
覧
）。
是こ
れ

、
女
に
よ
う

方ぼ
う

（
＝
源
倫
子
）
の

車
な
り
。
北き

た

陣の
じ
ん（

＝
朔
平
門
）
に
参
る
に
、
其
の
車
御お
わ

座し
ま

す
。
同
じ
門
の
下
に
、

御
車
を
立
つ
。

■▲
Ｃ

馬（
裏
書
）を

申
す
人
々
、
左
近
中
将
頼
定
（
＝
源
）・
春
宮
大
進
頼
光
（
＝
源
）
は
各
お
の
お
の

一
疋
（
＝
飾
馬
と
引
馬
）。
内
蔵
助
（
×
亮
）
師
言
（
＝
藤
原
）
は
引ひ
き

馬う
ま

。
雑ぞ
う

色し
き

為
済

（
＝
藤
原
）・
木
工
允
俊
孝
（
＝
橘
）・
輔
清
（
＝
ウ
ジ
名
不
詳
）。

⑪
『
権
記
』
寛
弘
元
年
四
月
廿
日
条

△
Ａ
「
賀
茂
祭
見
物
」

△
Ｂ
「
賀
茂
祭
使
出
立
」

△
Ｃ
「
讃さ

ぬ

岐き
の

掾じ
よ
うの

任に
ん

料り
よ
う」

△
Ｄ
「
武
蔵
守
（
＝
平
行
義
）
の
餞
は
な
む
け」

廿
日
、
癸
酉
。

■△
Ａ

枇
杷
殿
（
＝
道
長
）
に
詣
づ
。
御お

共と
も

に
候
じ
、
一
条
（
＝
一
条
大
路
）
の
大
納
言

殿
（
＝
道
綱
。
一
条
第
）
の
北き
た

門も
ん

に
於
い
て
見
物
す
。
事
了
り
て
近
江
守
知
章
朝
臣
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摂
関
期
の
賀
茂
祭
関
係
記
事
（
そ
の
一
）　
―
　

『
小
右
記
』
を
中
心
と
す
る
古
記
録
部
類
作
成
へ
向
け
て
（
三
）　
―
　　
　
　

三
橋　

正

部
卿
（
＝
俊
賢
）・
権
中
納
言
﹇
隆
家
﹈・
勘
解
由
長
官
（
＝
有
国
）・
左
右
両
大
弁

（
＝
藤
原
忠
輔
・
行
成
）
参
入
す
。
宣
旨
数
枚
、
左
中
弁
（
＝
説
孝
）
に
下
す
。

■▼
ａ

申さ
る

剋の
こ
く、

斎
院
に
参
る
。
行こ
う

具ぐ

を
実じ
つ

検け
ん

し
、
損そ
ん

破は

を
注し
る

さ
し
む
。
左
中
弁
に
付

し
て
奏そ

う

聞も
ん

す
。
出
い
だ
し

車ぐ
る
ま・
童ど
う

女に
よ

の
騎き

馬ば

を
定
む
る
事
、
例
の
如
し
。
院
（
＝
斎
院
）、

粉ふ

熟ず
く

の
儲
も
う
け

有
り
。
黄た
そ

昏が
れ

に
罷ま
か

出り
い

づ
。

⑤
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
二
年
四
月
五
日
条

▲
Ａ
「
前さ

き

駆が
け

定さ
だ
め」

▲
Ｂ
「
位い

禄ろ
く

目も
く

録ろ
く

を
奏
す
る
事
」

五
日
、
壬
午
。

■▲
Ａ

参
内
す
。
左さ
じ

仗よ
う

（
＝
陣
座
）
に
着
す
。
前
駆
を
定
む
。

■▲
Ｂ

位い

禄ろ
く

目も
く

録ろ
く

を
奏
す
。

⑥
『
小
右
記
』
寛
弘
二
年
四
月
八
日
条

▼
ａ
「
前
駆
の
左
衛
門
権
佐
（
＝
惟
宗
允
亮
）
に
絹
を
送
る
事
」

▼
ｂ
「
治
部
卿
（
＝
源
俊
賢
）
の
病
」

▼
ｃ
「
伊
予
守
（
＝
高
階
明
順
）
の
病
」

＋
1
「
直な

お

物し
も
のの

事
」（
目
四
・
三
月
・
京
官
除
目
事
）

▼
ｄ
「
灌か
ん

仏ぶ
つ

」

＋
2
「
興
福
寺
の
雅
敬
并
び
に
弟
子
、
茸き

の
こを

食く

ひ
て
死
す
る
事
」（
目
二
〇
・
頓
死

事
）

八
日
、
乙
酉
。

■▼
ａ

絹
五
疋
、
左
衛
門
権
佐
允
亮
朝
臣
（
＝
惟
宗
）
の
所
に
送
る
。
御
禊
の
前
駆
を

奉
仕
す
べ
き
に
依
る
。
随ず

い

身じ
ん

の
料
に
充あ

て
し
め
む
が
為た
め

也
。
件く
だ
んの

朝
臣
（
＝
允

亮
）、
道
（
＝
明
法
道
）
の
事
に
就つ

き
、
数
し
ば
し
ば

雑ぞ
う

事じ

を
問
ふ
。
今
、
此こ

の
営
い
と
な
み

有
り
。

仍
り
て
微び

志し

を
致い
た

す
耳の
み

。

■▼
ｂ

治
部
卿
（
＝
俊
賢
）、
去き
よ

夕せ
き

よ
り
悩
な
や
み

煩わ
ず
らふ

告つ
げ

有
り
。
仍
り
て
忠
時
（
＝
石
作
）
を

�
寛
弘
二
年
（
一
〇
〇
五
）

①
『
小
右
記
』
寛
弘
二
年
三
月
十
五
日
条

＋
1
「
陣じ

ん
の

定さ
だ
めの

事
」（
目
一
二
・
陣
定
事
）

▼
ａ
「
禊み
そ
ぎ

祭ま
つ
りの
物
の
進し
ん

未み

勘か

文も
ん

」

十
五
日
、
癸
亥
。

■1
＋

参さ
ん

内だ
い

す
。
左
大
臣
（
＝
藤
原
道
長
）・
内
大
臣
（
＝
藤
原
公
季
）・
右
金
吾
（
＝
藤
原
斉

信
）・
礼
部
（
＝
源
俊
賢
）・
権
中
納
言
（
＝
藤
原
隆
家
）・
勘
解
（
＝
勘
解
由
長
官
藤
原
有

国
）・
右
大
丞
（
＝
藤
原
行
成
）、
同
じ
く
参
る
。
諸
国
司
申し
ん

請せ
い

の
雑ぞ
う

事じ

を
定さ
だ

申め
も
うす

。

■▼
ａ

斎
院
（
＝
選
子
内
親
王
）
の
禊
み
そ
ぎ

祭ま
つ
りの

物
の
進し
ん

未み

勘か

文も
ん

、
左
中
弁
（
＝
藤
原
説
孝
）、

之こ
れ

を
進
た
て
ま
つる
。
見
了お
わ

り
て
返か
え

給し
た
まふ
。
国
々
の
未み

進し
ん

物も
つ

を
催
も
よ
お

納し
お
さむ
べ
き
由よ
し

を
仰
す
。

②
『
小
右
記
』
寛
弘
二
年
三
月
廿
五
日
条

▼
ａ
「
近
江
守
（
＝
藤
原
知
章
）、
修し
ゆ

善ぜ
ん

の
非ひ

時じ

を
調
と
と
の

送え
お
くる
事
」

▼
ｂ
「
賀
茂
祭
の
宣せ

ん

旨じ

」

廿
五
日
、
癸
酉
。

■▼
ａ

近
江
守
（
＝
藤
原
知
章
）、
修し
ゆ

善ぜ
ん

（
＝
中
宮
藤
原
彰
子
の
御
修
善
）
の
阿あ

闍じ
や

梨り

・
伴ば
ん

僧そ
う

の
非ひ

時じ

を
調
と
と
の

送え
お
くる

。

■▼
ｂ

蔵
人
式
部
丞
隆
光
（
＝
藤
原
）、
宣せ
ん

旨じ

八
枚
〔
賀
茂
祭
に
触ふ

る
る
宣
旨
。〕
を
持も
ち

来き

た
る
。

③
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
御
禊
事
）

寛
弘
二
年
四
月
五
日
、
御お

み

禊そ
ぎ

定さ
だ
めの

事
。

④
『
小
右
記
』
寛
弘
二
年
四
月
五
日
条

＋
1
「
御
禊
定
」（⇒

③
）

▼
ａ
「
出い
だ
し

車ぐ
る
ま・

童ど
う

女に
よ

の
騎き

馬ば

を
定
む
る
事
」

五
日
、
壬
午
。

■1
＋

参
内
す
。
左
府
（
＝
道
長
）、
御
禊
の
前さ
き

駆が
け

を
定
む
。
右
衛
門
督
（
＝
斉
信
）・
治
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⑦
『
小
右
記
』
寛
弘
二
年
四
月
十
日
条

▼
ａ
「
故こ

殿と
の

（
＝
藤
原
実
頼
）
の
女に
よ

御う
ご

（
＝
醍
醐
天
皇
女
御
藤
原
能
子
）
の
御
忌き

日に
ち

」

▼
ｂ
「
伊
予
守
（
＝
明
順
）
の
病
の
事
」

▼
ｃ
「
斎
院
の
申
請
文
」

▼
ｄ
「
禊
祭
の
日
の
行

ぎ
よ
う

事じ
の

宰さ
い

相し
よ
う」

十
日
、
丁
亥
。

■▼
ａ

故こ

殿と
の

（
＝
藤
原
実
頼
）
の
女に
よ

御う
ご

（
＝
醍
醐
天
皇
女
御
藤
原
能
子
）
の
御
忌き

日に
ち

（
々
忌
日
）。

仍
り
て
諷ふ

誦じ
ゆ

を
勧か

修じ
ゆ

寺じ

に
修し
ゆ
うす
。

■▼
ｂ

伊
予
守
（
伊
与
守
）
朝
臣
（
＝
明
順
）、
昨き
の
うよ
り
宜
し
き
由
な
り
。
観か
ん

音の
ん

院い
ん

の
僧

正
（
＝
勝
算
）
示し
め

送し
お
くる

也
。

■▼
ｃ

左
中
弁
（
＝
説
孝
）、
斎
院
の
申
請
文
等
を
持も
ち

来き

た
る
。
見
了
り
て
返か
え

給し
た
まひ

、

奏
す
べ
き
由
を
答
ふ
。

■▼
ｄ

参
議
有
国
（
＝
藤
原
）
を
以
て
、
禊
祭
の
日
、
斎
院
に
参
ら
し
む
べ
き
由
、
左

中
弁
を
以
て
奏
聞
せ
し
む
。

⑧
『
小
右
記
』
寛
弘
二
年
四
月
十
四
日
条

▼
ａ
「
勘か

ん

宣せ
ん

旨じ

并
び
に
御
禊
の
点て
ん

地ち

等
の
勘か

文も
ん

」

＋
1
「
陣
定
の
事
」（
目
一
四
・
陣
定
事
）

▼
ｂ
「
禊
祭
の
料り
よ

物う
も
つ、

後ご

院い
ん

の
絹
を
借か
り

下く
だ

さ
し
む
る
事
」

▼
ｃ
「
禊
祭
の
行
事
宰
相
」

▼
ｄ
「
尼
君
（
＝
藤
原
実
資
の
姉
）、
始
め
て
西に
し

宅の
た
くに
渡
り
給
ふ
事
」

十
四
日
、
辛
卯
。

■▼
ａ

左
中
弁
（
＝
説
孝
）、
勘か
ん

宣せ
ん

旨じ

并
び
に
御
禊
の
点て
ん

地ち

并
び
に
御ぎ
よ

出し
ゆ
つの

時
剋
・
祭

日
の
御
出
の
時
剋
等
の
勘か

文も
ん

を
将し
よ

来う
ら
いす
。
即
ち
状
を
奏そ
う

す
べ
き
を
答
へ
了
り
ぬ
。

但
し
、
勘
宣
旨
は
留
む
。

■1
＋

参
内
す
。
左
右
内
三
相
府
（
＝
道
長
・
顕
光
・
公
季
）、
中
納
言
斉
信
・
時
光
（
＝

差つ
か

は
し
て
問と
い

送お
く

る
。
報
じ
て
云
は
く
「
頭
打う

ち
、
身
熱あ
つ

く
、
辛し
ん

苦く

な
り
。」
者て
へ

り
。
礼
部
（
＝
俊
賢
）、
宇う

佐さ

（
＝
宇
佐
宮
長
保
事
件
）
の
定さ
だ
めの
間
、
帥
（
＝
権
帥
平
惟

仲
）
を
引ひ
き

汲く

む
の
情
じ
よ
う

有
り
。
怖ふ

畏い

無
き
に
非あ
ら

ず
。

■▼
ｃ

興
光
（
＝
三
善
）
を
差
は
し
、
伊
予
守
（
伊
与
守
）（
＝
高
階
明
順
）
に
問
送
る
。
報

じ
て
云
は
く
「
悩
む
所
、
増ぞ
う

減げ
ん

無
し
。
但た
だ

し
、
臨り
ん

夜や

、
弥
い
よ
い
よ

倍ば
い

す
。」
者
り
。
病

者
、
人
々
の
消し

よ

息う
そ
くを

聞き
き

入い

れ
ず
。
吐は

く
所
は
狂き
よ

言う
げ
んな

り
。
邪じ
や

気き

の
所し
よ

為い

と
云
々
。

報ほ
う

答と
う

は
是こ
れ

、
妻
子
の
消
息
也
。

■1
＋

参
内
す
。
左
右
内
三
相
国
（
＝
道
長
・
藤
原
顕
光
・
公
季
）・
右
金
吾
（
＝
斉
信
）・

権
中
納
言
（
＝
隆
家
）・
左
大
弁
（
＝
忠
輔
）
参
入
す
。
直
な
お
し

物も
の

有
り
。
玄
蕃
頭
・
大

蔵
・
式
部
録
等
を
申
す
者
の
申も

う

文し
ぶ
みを

下
さ
る
。
撰せ
ん

上じ
よ
うし

了
り
て
即す
な
わち

奏そ
う

聞も
ん

せ
ら

る
。
召め

し

に
依
り
、
左
府
（
＝
道
長
）、
御
前
に
参
上
す
。
此
の
間
、
心し
ん

神し
ん

宜よ
ろ

し
か

ら
ず
。
退
出
す
。
秉へ

い

燭し
よ
くせ

む
と
欲
す
る
に
、
資
平
（
＝
藤
原
）
書か
き

送お
く

る
。
馬
允

〔
内う

舎ど
ね
り人

藤
原
有
信
。〕
を
請こ
い

申も
う

し
て
任
ぜ
ら
る
。
是こ
れ

、
員い
ん

外が
い

也
。
明
日
、
恐
か
し
こ
ま
り

の
由よ
し

を
左
府
に
申
さ
し
む
べ
し
。
除じ

目も
く

、
別
に
在あ

り
。

■▼
ｄ

早そ
う

旦た
ん

、
灌か
ん

仏ぶ
つ

。
今
日
、
神し
ん

事じ

（
＝
梅
宮
祭
）
に
遇あ

ふ
。
仍
り
て
公こ
う

家け

（
＝
一
条
天

皇
）、
御
灌
仏
無
し
。

■2
＋

陣じ
ん

（
＝
陣
座
）
に
於
い
て
左
府
談だ
ん

ぜ
ら
れ
て
云
は
く
「
興こ
う

福ふ
く

寺じ

の
雅
敬
、
日ひ

来ご
ろ

、

読ど
き

経よ
う

在
り
。
而し
か

る
に
、
昨き
の
う、

茸き
の
こを

食く

ひ
、
今
日
、
酔よ

ひ
て
死
す
。
弟
子
一
人
、

同
じ
く
食
ひ
て
死
す
。」
者
り
。

（
注
1
）
宇
佐
宮
長
保
事
件
は
、
長
保
五
年
か
ら
寛
弘
元
年
に
か
け
て
大
宰
権
帥
平
惟
仲
と
宇
佐

宮
と
の
間
に
起
き
た
争
い
。
宇
佐
宮
神
人
も
大
宮
司
大
神
邦
利
（
反
惟
仲
）
と
権
大
宮
司
宇

佐
宗
海
（
親
惟
仲
）
と
の
二
派
に
分
か
れ
て
争
っ
た
。
そ
の
経
過
は
、
長
保
五
年
十
一
月
廿

七
日
に
神
人
が
惟
仲
の
苛
政
を
訴
え
、
寛
弘
元
年
三
月
廿
四
日
に
陽
明
門
に
愁
訴
し
た
。
三

月
廿
七
日
に
陣
定
が
行
な
わ
れ
、
四
月
十
日
に
神
人
を
勘
問
し
て
怠
状
を
提
出
さ
せ
た
。
六

月
八
日
に
推
問
使
が
派
遣
さ
れ
て
惟
仲
の
釐
務
が
停
止
さ
れ
、
十
二
月
廿
八
日
に
惟
仲
は
権

帥
を
停
任
さ
れ
た
（
以
上
『
小
右
記
』『
御
堂
関
白
記
』『
権
記
』『
日
本
紀
略
』『
百
練
抄
』

な
ど
）。
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摂
関
期
の
賀
茂
祭
関
係
記
事
（
そ
の
一
）　
―
　

『
小
右
記
』
を
中
心
と
す
る
古
記
録
部
類
作
成
へ
向
け
て
（
三
）　
―
　　
　
　

三
橋　

正

（
目
一
四
・
引
出
物
事
）

▼
ａ
「
小
童
〈
観
薬
〉、
西に
し

殿ど
の

よ
り
渡
る
事
」

＋
3
「
右
大
将
、
御
禊
の
前
駆
の
左
衛
門
権
佐
允
亮
に
随
身
并
び
に
馬
を
賜
ふ

事
」（
目⇒

⑩
）

十
七
日
、
甲
午
。

■1
＋

午う
ま
の

剋こ
く

許ば
か
り（

々
剋
許
）、
斎
院
に
参
る
。
先
こ
れ
よ

是り
さ
き、
参
議
有
国
参
入
す
。
但
し
、
院

の
侍

さ
む
ら
い

所ど
こ
ろに
在
り
と
云
々
。
仍
り
て
下げ

官か
ん

（
＝
藤
原
実
資
）、
客き
や

殿く
で
んに
着
す
。
後
に

有
国
来
た
る
。
其
の
後
、
肥こ

え

牛う
し

を
見
る
。
次つ

い
で
下
し
も
づ

仕か
え

・
走
は
り
り

孺わ
ら
わ

等
を
見
る
。

先せ
ん

例れ
い

、
中ち
ゆ

門う
も
んの

中
よ
り
度わ
た

る
。
而
る
に
程ほ
ど

遠
き
に
依
り
、
客
殿
の
北
庭
を
度
り
、

中
門
よ
り
入
る
。
頗す

こ
ぶる
便べ
ん

宜ぎ

有
り
。
蔵
人
隆
光
云
は
く
「
所
（
＝
蔵
人
所
）
の
前

駆
藤
原
惟
信
、
忽た

ち
まち
に
胸
む
ね
の

病や
ま
いを
煩わ
ず
らひ
て
参
入
す
べ
か
ら
ざ
る
由よ
し

、
経
通
朝
臣

（
＝
藤
原
）
よ
り
申も
う

送し
お
くる
。」
者て
へ

り
。
余よ

（
＝
実
資
）
答
へ
て
云
は
く
「
時
剋
、
已す
で

に

到
り
、
御
車
を
寄よ

す
る
に
及
ぶ
べ
し
。
之こ
れ

を
如い
か
が何
為せ

む
。
所
の
前
駆
一
人
も
参

り
給
は
ざ
る
に
依
り
、
御
禊
の
事
、
何な

ん

ぞ
遅ち
り

留ゆ
う

有
る
乎か

。」
即
ち
起き

座ざ

し
、
御

前
（
＝
斎
王
の
御
在
所
）
に
進
む
。
申さ
る

剋
、
御
車
を
寄
す
。
余
并
び
に
勘
解
由
長
官

（
＝
有
国
）、
堀ほ
り

河か
わ

の
辺
あ
た
り

以
西
に
於
い
て
見
物
す
。
左
府
（
＝
道
長
）、
此
の
処
に
於

い
て
見
物
す
。
右
衛
門
督
（
＝
斉
信
）・
治
部
卿
（
＝
俊
賢
）
同
車
す
。
春
宮
大
夫

（
＝
藤
原
道
綱
）・
左
兵
衛
督
（
＝
藤
原
懐
平
）
合あ
い

乗の
り

す
。
権
中
納
言
（
＝
隆
家
）、
車
を

別わ
か

ち
、
之
を
見
る
。
今
日
、
所
の
前
駆
四
人
度
る
。
一
人
は
病や
ま
いを

煩
ふ
。
今
一

人
は
見
え
ず
。
未い

ま

だ
其
の
由
を
知
ら
ず
。
後の
ち

聞に
き

く
。「
大
中
臣
信
助
、
堀
河
の

辺
に
到と

う

着ち
や
くす

。」
と
云
々
。

■2
＋

余
、
家
（
＝
小
野
宮
第
）
に
帰
る
後
、
左
金
吾
﹇
公
任
（
＝
藤
原
）﹈
の
愛あ
い

子し

金
石

に
、
之
を
送
る
。「
吉き

ち

日じ
つ

に
依
り
送
る
所
也
。」
者て
へ

り
。
即
ち
資
平
と
同
車
し
て

（
資
平
与
同
車
）
見
物
す
る
の
次つ
い
でに
来
た
る
所
也
。
道
風
（
＝
小
野
）
の
手し
ゆ

跡せ
き

一
巻
を

与あ
た

ふ
。
資
平
を
以
て
送
ら
し
む
る
也
。
帰か
え

来り
き

た
り
て
云
は
く
「
金
吾
（
＝
公
任
）

藤
原
）・
隆
家
、
参
議
有
国
・
懐
平
（
ヽ
）（
＝
藤
原
）・
行
成
（
＝
藤
原
）
等
参
入
す
。

大
宰
大
弐
（
＝
藤
原
高
遠
）
并
び
に
諸
国
司
申
請
の
雑
事
を
定さ
だ

申め
も
うす

。
入よ
に

夜い
り

、
退

出
す
。

　

勘
宣
旨
、
隆
光
（
＝
藤
原
）
に
付
す
。
即
ち
下く
だ

給し
た
まふ
。
亦
、
左
中
弁
に
下
す
。

■▼
ｂ

斎
院
（
＝
選
子
内
親
王
）
の
禊
祭
の
日
の
御
車く
る

副ま
ぞ
え・
手て

振ぶ
り

の
紫
の
褐か
ち

・
青
の
褐

等
并
び
に
紫
の
蓋か

さ

の
料
の
染そ
め

絹ぎ
ぬ

、
率り
つ

分ぶ
ん

の
下く
だ

文し
ぶ
みを
以
て
、
諸
国
に
召
さ
し
む
。

忽た
ち
まち
に
は
出い
で

来き

た
る
べ
か
ら
ず
。
仍
り
て
事こ
と

由の
よ
しを
左
府
（
＝
道
長
）
に
触
れ
、
後ご

院い
ん

納お
さ

む
る
絹
を
借か
り

下く
だ

さ
し
め
、
後
日
、
率
分
の
絹
を
以
て
返
納
す
べ
き
也
。

■▼
ｃ

禊
祭
の
日
、
斎
院
に
参
る
べ
き
の
宰
相
の
事
、〈
有
国
。〉
先
日
、
奏
聞
す
べ

き
由
、
左
中
弁
に
仰
す
。
而
る
に
忘ぼ

う

失し
つ

（
×
忌
失
）
し
、
今
に
奏
せ
ず
。
御お
ん

物も
の

忌い
み

に
依
り
、
今
日
、
奏
聞
す
る
こ
と
能あ
た

は
ざ
れ
ば
、
蔵
人
隆
光
を
以
て
奏
聞
せ
し

む
。「
請こ

い

に
依
れ
。」
者て
へ

り
。
即
ち
大
外
記
善
言
朝
臣
（
＝
滋
野
）
に
仰
す
。

■▼
ｄ

今
夜
、
亥い
の

剋こ
く

、
尼あ
ま

君ぎ
み

（
＝
藤
原
実
資
の
姉
）、
始
め
て
西に
し

宅の
た
くに
渡
り
給
ふ
。
本も
と

は

是こ
れ

、
厩う
ま
やの

地
な
り
。
東
の
地
を
相あ
い

替か

へ
て
奉
る
所
な
り
。
御
前
の
高
た
か
つ

器き
の

物も
の

・
女
に
よ
う

房ぼ
う

の
垸お
う

飯ば
ん

、
調と
と
のへ

し
め
て
奉
り
了
り
ぬ
。

（
注
1
）『
小
右
記
』
寛
弘
二
年
五
月
十
日
条
に
見
え
る
「
先
日
所
覗

令
巴

下
勘
蚤

之
宣
旨
三
枚
」
は
、

本
日
条
の
勘
宣
旨
と
同
じ
も
の
か
。

⑨
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
御
禊
事
）

同
年
月
（
＝
寛
弘
二
年
四
月
）
十
七
日
、
御
禊
の
事
。

⑩
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
御
禊
事
）

同
日
（
＝
寛
弘
二
年
四
月
十
七
日
）、
右
大
将
（
＝
藤
原
実
資
）、
御
禊
の
前
駆
の
左
衛
門

権
佐
允
亮
（
＝
惟
宗
）
に
随ず
い

身じ
ん

并
び
に
馬
を
賜
ふ
事
。

⑪
『
小
右
記
』
寛
弘
二
年
四
月
十
七
日
条

＋
1
「
御
禊
」（⇒

⑨
）

＋
2
「
左
衛
門
督
公
任
の
子
金
石
の
引ひ
き

出で

物も
の

の
事
〈
道
風
（
＝
小
野
）
の
手て

本ほ
ん

〉」
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明
星
大
学
研
究
紀
要
【
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
】
第
二
十
二
号　

二
〇
一
四
年

⑮
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
警
固
・
解
陣
事
）

寛
弘
二
年
四
月
十
八
日
、
警け

い

固ご

の
事
。

⑯
『
小
右
記
』
寛
弘
二
年
四
月
十
八
日
条

▼
ａ
「
宣
旨
」

＋
1
「
警
固
の
事
」（
目⇒

⑮
）

十
八
日
、
乙
未
。

■▼
ａ

蔵
人
隆
光
、
宣
旨
持も
ち

来き

た
る
。
廼す
な
わち

左
中
弁
（
左
中
■
）（
＝
説
孝
）
に
下
す
。

■1
＋

外
記
清
忠
（
＝
文
室
）
申
し
て
云
は
く
「
今
日
、
警
固
有
る
べ
し
。
参
入
す
べ

き
乎か

。」
者て
へ

り
。
答
へ
て
云
は
く
「
所し
よ

労ろ
う

有
り
、
参
入
す
べ
か
ら
ず
。」
重
ね
て

申
し
て
云
は
く
「
明
日
、
申も

う

行し
お
こな

ふ
べ
き
歟か

。」
者
り
。
仰
せ
し
め
て
云
は
く

「
今
日
、
式し

き

日じ
つ

也
。
須
す
べ
か
らく

諸し
よ

卿き
よ
うに

申も
う

廻し
め
ぐら

し
む
べ
し
。
皆
、
故
障
有
ら
ば
、
事
こ
と
の

由よ
し

を
奏
せ
し
め
、
仰お
お
せに

随
ひ
、
明
日
に
及
ぶ
べ
き
歟
。」
件く
だ
んの

清
忠
、
家け

人に
ん

為た

り
。
仍
り
て
披
ひ
ら
き

蒙こ
う
むる

為
に
申
さ
し
む
る
所
歟
。「
祭
日
、
南な

殿で
ん

（
＝
紫
宸
殿
）
に

出し
ゆ

御つ
ぎ
よし
、
諸
使
を
御ご

覧ら
ん

ず
べ
し
。」
者
り
。
経
通
朝
臣
・
隆
光
談だ
ん

ず
る
所
也
。

権
中
納
言
（
＝
隆
家
）
の
使
つ
か
い

嘉
言
（
＝
大
江
）、
警
固
の
事
を
問と
い

送お
く

ら
る
。
聊い
さ
さか

之

を
注し

る

送し
お
くる
。「
今
日
、
参ま
い

行り
お
こな
ふ
べ
し
。」
者
り
。

（
注
1
）『
御
堂
関
白
記
』
同
日
条
の
具
注
暦
の
上
部
欄
外
に
「
警
固
」
と
あ
る
。

⑰
『
日
本
紀
略
』
寛
弘
二
年
四
月
十
八
日
条

十
八
日
、
乙
未
。

　

警
固
。

⑱
『
小
記
目
録
』（
第
一
五
・
大
臣
以
下
物
詣
事
）

寛
弘
二
年
四
月
十
九
日
、
右
大
臣
（
＝
顕
光
）、
賀
茂
社
に
参
ら
る
る
事
。

⑲
『
小
記
目
録
』（
第
一
五
・
大
臣
以
下
物
詣
事
）

同
日
（
＝
寛
弘
二
年
四
月
十
九
日
）、
同
人
（
＝
顕
光
）
の
前
駆
、
四
位
少
将
〈
頼
通
〉

勤
め
ら
れ
并
び
に
引ひ

き

出で

物も
の

の
過か

差さ

の
事
。

涕て
い

泣き
ゆ
うす

る
こ
と
、
雨
の
如
し
。
哀あ
い

憐れ
ん

、
之こ
れ

、
甚
は
な
は
だし

。
附
属
の
詞
、
敢あ

へ
て
云
ふ

べ
か
ら
ず
。」
者
り
。

■▼
ａ

弁
腹ば
ら

の
小
し
よ
う

童ど
う

〈
観
薬
〉、
西に
し

殿ど
の

（
＝
小
野
宮
第
の
西
町
）
よ
り
送
り
給
ふ
也
。
即

ち
見
て
返か

え

送し
お
くる
。
入よ
に

夜い
り

、
西
殿
に
詣
づ
。
深し
ん

更こ
う

に
帰
る
。
昨
き
の
う

以い

往お
う

、
触し
よ

穢く
え

の

疑
う
た
が
い

有
り
。
仍
り
て
詣
で
ざ
る
所
也
。

■3
＋

今
日
、
鹿か

毛げ

の
馬
、
左
衛
門
権
佐
允
亮
（
＝
惟
宗
）
に
借か

す
。
又
、
申
さ
し
む

る
に
依
り
、
随ず

い

身じ
ん

の
近
衛
酒
井
正
武
を
相あ
い

副そ

ふ
。
栗
毛
の
馬
、
所
の
前
駆
宮
道

式
光
に
借か

し

給た
ま

ふ
。
又
、
随
身
穴
太
国
時
を
給
ふ
。

（
注
1
）『
栄
花
物
語
』（
巻
八
・
は
つ
は
な
）
は
詳
し
く
記
し
て
い
る
が
、
近
衛
中
将
と
な
っ
た

藤
原
頼
通
が
近
衛
府
使
を
勤
め
た
と
す
る
。
使
は
源
雅
通
で
、
頼
通
は
中
将
に
任
じ
ら
れ
て

お
ら
ず
、
賀
茂
祭
使
を
勤
め
た
と
い
う
史
料
は
な
い
。

⑫
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
二
年
四
月
十
七
日
条

▲
Ａ
「
御
禊
」

十
七
日
、
甲
午
。

■▲
Ａ

見
物
す
。

（
注
1
）
具
注
暦
の
上
部
欄
外
に
「
御
禊
」
と
あ
る
。

⑬
『
権
記
』
寛
弘
二
年
四
月
十
七
日
条

△
Ａ
「
御
禊
」

△
Ｂ
「
物
忌
」（
頭
書
）

十
七
日
、
甲
午
。

■△
Ａ

御
禊
。
御ご

前ぜ
ん

（
＝
前
駆
）
の
兵
衛
佐
（
＝
藤
原
伊
成
）
出い
で

立た

つ
。

■△
Ｂ

物（
頭
書
）忌

。

⑭
『
日
本
紀
略
』
寛
弘
二
年
四
月
十
七
日
条

十
七
日
、
甲
午
。

　

賀
茂
斎
院
（
＝
選
子
内
親
王
）
の
御
禊
。
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摂
関
期
の
賀
茂
祭
関
係
記
事
（
そ
の
一
）　
―
　

『
小
右
記
』
を
中
心
と
す
る
古
記
録
部
類
作
成
へ
向
け
て
（
三
）　
―
　　
　
　

三
橋　

正

△
Ａ
「
参
内
」

△
Ｂ
「
賀
茂
詣
」

十
九
日
、
丙
申
。

■△
Ａ

左
府
（
＝
道
長
。
枇
杷
殿
）
に
詣も
う

づ
。
参
内
す
。
御
前
に
参
る
。
入
夜
、
退
出
す
。

■△
Ｂ

右
府
（
＝
顕
光
）、
鴨か
も

詣も
う
です
。
殿
（
＝
道
長
）
の
四
位
少
将
（
＝
頼
通
）
供ぐ

奉ぶ

す
と

云
々
。

㉓
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

寛
弘
二
年
四
月
廿
日
、
賀
茂
祭
の
事
。

㉔
『
小
右
記
』
寛
弘
二
年
四
月
廿
日
条

▼
ａ
「
典な

い
し
の
す
け侍
に
車
を
遣
は
す
事
」

▼
ｂ
「
賀か

茂も

社し
や

奉ほ
う

幣へ
い

」

▼
ｃ
「
摺す

り

袴ば
か
まを
近
衛
使
（
＝
源
雅
通
）
に
送
る
事
」

▼
ｄ
「
諷ふ

誦じ
ゆ

」

＋
1
「
賀
茂
祭
の
事
」（
目⇒

㉓
）

＋
2
「
大
宰
帥
（
＝
平
惟
仲
）
の
骸が
い

骨こ
つ

の
入
京
の
事
〈
三
月
十
四
日
、
府
（
＝
大
宰
府
）

に
於
い
て
薨
ず
〉」

　
　

「
大
宰
帥
惟
仲
卿
の
骸
骨
の
入
京
の
事
〈
三
月
十
四
日
、
府
に
於
い
て
薨

ず
〉」（
目
二
〇
・
公
卿
薨
卒
事
）

廿
日
、
丁
酉
。

■▼
ａ

車
、
使
の
典
な
い
し

侍の
す
けの

許も
と

に
遣
は
す
。
河
内
守
朝
臣
（
＝
源
奉
職
ヵ
）
に
依
り
、
懇こ
ん

切せ
つ

に
触ふ
れ

示し
め

す
也
。

■▼
ｂ

賀
茂
に
奉ほ
う

幣へ
い

す
。
今
年
、
始
め
て
貴き

布ふ

禰ね

に
奉
る
。
賀か

茂も

社し
や

司し

等
申
す
に
依

る
也
。
近
代
の
例
、
必
ず
件く

だ
んの
社
を
加
へ
て
奉
る
と
云
々
。

■▼
ｃ

摺す
り

袴ば
か
まを
使
の
少
将
雅
通
朝
臣
（
＝
源
）
の
許
に
送
る
。〔
左
府
（
＝
道
長
）
よ
り

出
づ
。
則す

な
わち

是
、
枇び

杷わ

殿ど
の

。〕

⑳
『
小
右
記
』
寛
弘
二
年
四
月
十
九
日
条

＋
1
「
右
大
臣
、
賀
茂
社
に
参
ら
る
る
事
」（
目⇒

⑱
）

＋
2
「
同
人
の
前
駆
、
四
位
少
将
〈
頼
通
〉
勤
め
ら
れ
并
び
に
引
出
物
の
過
差
の

事
」（
目⇒

⑲
）

十
九
日
、
丙
申
。

■1
＋

右
大
臣
﹇
顕
光
公
﹈、
賀
茂
に
参
る
と
云
々
。
左
右
近
衛
の
官
人
を
以
て
、

舞ま
い

人び
と

と
為
す
と
云
々
。

■2
＋

左
府
（
＝
道
長
）、
四
位
少
将
頼
通
（
＝
藤
原
）
を
以
て
前
駆
せ
し
む
。
先
日
（
＝

本
年
三
月
八
日
）、
右
府
（
＝
顕
光
）、
大お
お

原は
ら

野の
ぎ

行よ
う

啓け
い

に
候
ぜ
ら
る
。
今
、
彼か

（
×
後
）

の
恐
か
し
こ
ま
りに
謝し
や

す
為た
め

と
云
々
。
或
あ
る
ひ
と

云
は
く
「
右
府
、
社
の
頭ほ
と
りよ
り
退
し
り
ぞ

帰き
か
える
の
間
、

車く
る

後ま
じ
りに
、
四
位
少
将
乗
る
。
家
（
＝
堀
河
第
）
に
帰
る
後
、
馬
二
疋
・
剣
等
を

志こ
こ
ろ
ざす
。
又
、
共と
も

人び
と

の
兵
衛
尉
二
人
〔
左
は
惟
任
（
＝
藤
原
）、
右
は
以
道
（
＝
藤

原
）。〕
は
綾あ
や

一
疋
、
随
身
等
は
絹
二
疋
と
云
々
。〔
二
疋
を
以
て
、
一
疋
に
巻

く
。〕
其
の
過か

差さ

、
丞
相
の
志
こ
こ
ろ
ざ
しに

非
ざ
る
耳の
み

。
後こ
う

鑑か
ん

と
す
べ
か
ら
ず
。
奇き

為た

り
、

奇
（
々
）
為
（
々
）
り
。

（
注
1
）
九
月
廿
二
日
に
も
、
左
大
臣
藤
原
道
長
が
大
納
言
藤
原
道
綱
以
下
を
伴
っ
て
賀
茂
社
に

参
詣
し
て
い
る
（『
御
堂
関
白
記
』『
権
記
』）。

㉑
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
二
年
四
月
十
九
日
条

▲
Ａ
「
賀か

茂も

詣も
う
で」

十
九
日
、
丙
申
。

■▲
Ａ

右
府
（
＝
顕
光
）、
賀
茂
に
参
る
。
頼
通
、
彼
の
共と
も

に
有
り
（
頼有

通
彼
共
）。
是こ
れ

、

宮
（
＝
中
宮
藤
原
彰
子
）、
大
原
野
に
参
り
給
ふ
に
供ぐ

奉ぶ

（
×
共
奉
）
せ
ら
る
。
此
の

恐
か
し
こ
ま
りに

依
り
て
奉
る
所
也
。
馬
二
疋
・
野の

剣だ
ち

一
腰こ
し

給
は
る
。
是
、
太は
な
はだ

大お
お

い
な

る
送

お
く
り

物も
の

也
。

㉒
『
権
記
』
寛
弘
二
年
四
月
十
九
日
条
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明
星
大
学
研
究
紀
要
【
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
】
第
二
十
二
号　

二
〇
一
四
年

で
（
出
廿
二
府
）、
今
夜
来き

た
る
。」
者て
へ

り
。「
神し
ん

事じ

の
間
に
依
り
、
子し

細さ
い

を
申
さ

ず
。」
者
り
。

（
注
1
）
源
雅
通
は
時
通
の
男
で
、
雅
信
の
養
子
。
叔
母
倫
子
（
雅
信
の
女
）
の
夫
道
長
の
家

（
枇
杷
殿
西
対
）
を
出
立
所
と
し
た
。

㉖
『
権
記
』
寛
弘
二
年
四
月
廿
日
条

△
Ａ
「
賀
茂
祭
使
出
立
」

△
Ｂ
「
賀
茂
祭
見
物
」

△
Ｃ
「
三
位
中
将
（
＝
藤
原
兼
隆
）
同
車
す
る
事
」（
頭
書
）

廿
日
、
丁
酉
。

■△
Ａ

左
府
（
＝
道
長
）
に
詣
づ
。〈
枇
杷
殿
。〉
右
蔵
人
少
将
〈
雅
通
〉
祭さ
い

使し

な
り
。

西
対
よ
り
出い

で

立た

つ
。

■△
Ｂ

次
い
で
一い
ち

条じ
よ
う〈

上
野
介
忠
範
（
＝
橘
）。〉
に
、
見け
ん

物ぶ
つ

所し
よ

有
り
。
相
府
（
＝
道
長
）

御お
わ

坐し
ま

す
。
御お

共と
も

に
候
ず
。

■△
Ｃ

三（
頭
書
）位
中
将
（
□
位
中
将
）（
＝
藤
原
兼
隆
）
過よ

ぎ
ら
る
（
□
過
）。
同
車
す
。

㉗
『
日
本
紀
略
』
寛
弘
二
年
四
月
廿
日
条

廿
日
、
丁
酉
。

　

賀
茂
祭
。

㉘
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

同
年
月
（
＝
寛
弘
二
年
四
月
）
廿
一
日
、
祭
日
、
斎
院
（
＝
選
子
内
親
王
）
の
女
房
、

信
濃
の
前
後
司
（
後
×
）（
＝
前
司
源
済
政
・
後
司
藤
原
佐
光
）、
論
（
×
倫
）
を
成な

し
、

紅べ
に

花ば
な

を
弁べ
ん

ぜ
ざ
る
に
依
り
、
唐か
ら

衣こ
ろ
もの

外
に
、
白
の
衣
を
着
す
る
事
。

㉙
『
小
右
記
』
寛
弘
二
年
四
月
廿
一
日
条

▼
ａ
「
還か

え

立り
だ
ち、

典
侍
・
都
督
（
＝
藤
原
高
遠
）
に
物
を
遣つ
か

は
す
事
」

▼
ｂ
「
律り

つ

師し

慶
命
に
物
を
送
る
事
」

▼
ｃ
「
同
車
の
事
」（
頭
書
）

■▼
ｄ

諷ふ

誦じ
ゆ

を
賀
茂
下
御
神じ
ん

宮ぐ
う

寺じ

に
修
す
。
是
、
例れ
い

也
。

■1
＋

午う
ま
の

終お
わ
り
の

剋こ
く

許ば
か
り、
斎
院
に
参
る
。
先
是
、
参
議
有
国
参
入
す
。
飾か
ざ

馬り
う
ま・
下し
も

仕づ
か
え・
走
は
し
り
わ
ら
わ孺
等
を
見
る
こ
と
、
恒つ
ね

の
如
し
。
使
々
、
清せ
い

涼り
よ

殿う
で
んに
於
い
て
御
覧
ず

と
云
々
。
時
剋
推す

い

移い

し
、
已
に
薄は
く

暮ぼ

に
及
ぶ
。
使
々
、
未
だ
列れ
け

見ん
の

辻つ
じ

（
＝
一
条
大

路
と
大
宮
大
路
の
交
差
点
）
に
来
た
ら
ず
。
然
し
か
れ

而ど
も

御
輿
を
寄
せ
し
む
。
下げ

官か
ん

（
＝
実

資
）
見
物
す
。
参
議
（
＝
有
国
）
相あ
い

従し
た
がふ

。
申さ
る

終
許
、
斎
王
（
＝
選
子
内
親
王
）
渡
り

給
ふ
。
次
々
の
事
、
已
に
黄た

そ

昏が
れ

に
及
ぶ
。
近こ
の

衛え

府ふ

使し

雅
通
、
御お
ん

衣ぞ

を
給
は
る
。

随
身
持も

つ
。
左
府
の
定さ
だ
めと
云
々
。

■2
＋

備
中
介
（
×
守
）
生
昌
朝
臣
（
＝
平
）、
故
平
中
納
言
惟
仲
卿
の
骸が
い

骨こ
つ

を
随
身
し

て
入

に
ゆ
う

京き
よ
うす

と
云
々
。
実ま
こ
との

説
な
り
。
平
納
言
（
＝
惟
仲
）、
去
月
十
二
日
に
病や
ま
いを

受
け
、
十
四
日
に
薨こ

う

ず
。

（
注
1
）
平
生
昌
は
『
日
本
紀
略
』
四
月
廿
四
日
条
、『
権
記
』
十
月
廿
二
日
条
で
は
「
備
中
介
」

と
す
る
こ
と
か
ら
改
め
た
。

㉕
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
二
年
四
月
廿
日
条

▲
Ａ
「
賀
茂
祭
使
出
立
」

▲
Ｂ
「
賀
茂
祭
見
物
」

▲
Ｃ
「
帥
中
納
言
（
＝
前
権
帥
平
惟
仲
）
の
薨こ
う

去き
よ

の
事
」

廿
日
、
丁
酉
。

■▲
Ａ

枇
杷
殿
の
西に
し

対の
た
いよ

り
、
使
（
＝
近
衛
府
使
）
雅
通
を
立
つ
。
上か
ん

達だ
ち

部め

（
部
×
）
八

人
来こ

ら
る
。

■▲
Ｂ

事
了
り
て
帥
（
＝
前
権
帥
藤
原
伊
周
）
来
ら
る
。
同
車
し
、
上
達
部
（
部
×
）、
同

じ
く
桟
屋
（
＝
桟
敷
）
に
到
り
て
見
物
す
。

　

入よ
に

夜い
り

、
参さ
ん

内だ
い

す
。
退
出
す
。

■▲
Ｃ

生
昌
朝
臣
（
＝
平
）
申
さ
し
め
て
云
は
く
（
令
申
生
昌
朝
臣
云
）「
帥
中
納
言
（
＝
前

権
帥
平
惟
仲
）、
去
月
十
四
日
に
薨こ
う

ず
。
廿
二
日
（
日
×
）
に
府
（
＝
大
宰
府
）
を
出
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摂
関
期
の
賀
茂
祭
関
係
記
事
（
そ
の
一
）　
―
　

『
小
右
記
』
を
中
心
と
す
る
古
記
録
部
類
作
成
へ
向
け
て
（
三
）　
―
　　
　
　

三
橋　

正

▲
Ａ
「
還
立
」

廿
一
日
、
戊
戌
。

■▲
Ａ

見
物
に
出
づ
る
間
、
右
府
（
＝
顕
光
）
来こ

ら
る
（
被
来
右
府
）。
是
、
頼
通
に
、

悦よ
ろ
こ
びを
命お
お

せ
ら
る
る
也
。
同
車
し
て
見
物
す
。
返か
え

来り
き

た
り
、
牛
一
頭
を
引ひ
き

物も
の

と

為
す
。
上し

よ

卿う
け
い（

＝
公
卿
）
七
人
来
ら
る
。

　

還
か
え
り

饗あ
る
じ、
常
の
如
し
。

㉛
『
権
記
』
寛
弘
二
年
四
月
廿
一
日
条

△
Ａ
「
還
立
」

△
Ｂ
「
解げ

陣じ
ん

」

△
Ｃ
「
大
弐
（
＝
藤
原
高
遠
）
の
罷
ま
か
り

申も
う
し」

廿
一
日
、
戊
戌
。

■△
Ａ

早
朝
、
三
位
中
将
（
＝
兼
隆
）
過よ
ぎ

ら
る
。
同
車
し
、
左
府
（
＝
道
長
）
に
参
る
。

右
大
殿
（
＝
顕
光
）
参
ら
れ
、
少
将
君
（
＝
頼
通
）
の
一い
ち

日じ
つ

（
＝
本
年
三
月
八
日
）
の
御お

共と
も

の
事
（
＝
中
宮
藤
原
彰
子
の
大
原
野
行
啓
）
を
申
さ
る
と
云
々
。
御
共
に
候
じ
て
見

物
す
。
即
ち
同
車
し
て
見
物
し
給
ふ
。
余よ

（
＝
藤
原
行
成
）
と
左
兵
衛
督
（
＝
懐
平
）

と
同
車
し
て
見
物
す
。
宅
に
還か
え

る
。

　

亦
、
還
か
え
り

立だ
ち

所ど
こ
ろ（

＝
枇
杷
殿
）
に
詣も
う

づ
。

■△
Ｂ

次
い
で
参
内
す
。
解げ

陣じ
ん

（
×
陳
）
の
事
、
源
納
言
（
＝
源
俊
賢
）
行
事
す
。
近

衛
・
兵
衛
四
府
参
る
。

■△
Ｃ

亦
、
左
府
に
詣
づ
。
大
弐
（
＝
藤
原
高
遠
）
罷ま
か

申り
も
うす

。
馬
・
女
お
ん
な

装し
よ

束う
ぞ
く（

束
×
）
等
、

之こ
れ

有
り
。
余
、
深し
ん

更こ
う

に
及
び
、
雑ぞ
う

事じ

を
申
も
う
し

承う
け
た
まは

る
。

（
注
1
）
藤
原
高
遠
は
寛
弘
元
年
十
二
月
廿
八
日
に
大
宰
大
弐
に
任
じ
ら
れ
た
（『
御
堂
関
白
記
』

『
日
本
紀
略
』『
扶
桑
略
記
』）。

㉜
『
日
本
紀
略
』
寛
弘
二
年
四
月
廿
一
日
条

廿
一
日
、
戊
戌
。

＋
1
「
祭
日
、
斎
院
の
女
房
、
信
濃
前
後
司
、
論
を
成な

し
、
紅べ
に

花ば
な

を
弁べ
ん

ぜ
ざ
る
に

依
り
、
唐か

ら

衣こ
ろ
もの

外
に
、
白
の
衣
を
着
す
る
事
」（⇒

㉘
）

廿
一
日
、
戊
戌
。

■▼
ａ

使
の
典
侍
の
神か
ん

館だ
ち

の
宿し
ゆ

所く
し
よに
、
早
朝
、
檜ひ
の

破わ
り

子ご

十
余
荷
を
送
る
。〔
使
の
出す
い

納と
う

の
男
に
、
物
を
被か
ず

く
。〕
檳び

榔ろ
う

毛げ
の

車く
る
ま

并
び
に
雑ぞ
う

具ぐ

等
、
都
督
（
＝
藤
原
高
遠
）

に
遣つ
か

は
し
奉
る
。
彼
（
×
後
）
の
御
消
息
に
依
る
。
是
、
室し
つ

家か

（
＝
藤
原
実
資
の
養

子
資
高
の
母
）
の
料
歟
。

■▼
ｂ

舎し
や

利り

会え

（
＝
延
暦
寺
舎
利
会
）
の
行
事
律り
つ

師し

慶
命
、
先
日
、
示
す
所
有あ

り
。
仍
り

て
合

あ
わ
せ

褂う
ち
き

一
重か
さ
ねを

送
る
。

　

都
督
過よ

ぎ

ら
れ
て
云
は
く
「
今
夕
、
左
府
（
＝
道
長
）
に
参
る
べ
し
。」
者て
へ

り
。

■▼
ｃ

今（
頭
書
）日
、
左
府
・
右
府
（
＝
顕
光
）・
右
衛
門
督
（
＝
斉
信
）
同
車
す
。
左
府
、
牛

一
頭
を
志

こ
こ
ろ
ざさ
る
と
云
々
。

■1
＋

今
年
の
賀
茂
祭
の
日
、
斎
院
の
女に
よ

房う
ぼ
う、
唐か
ら

衣こ
ろ
もの
外
に
、
白
の
衣
を
着
す
。
思

ふ
所
有あ

る
に
似
る
。
信
濃
国
（
信
乃
国
）〔
前ぜ
ん

司じ

済
政
（
＝
源
）、
新し
ん

司し

佐
光
（
＝
藤

原
）。〕
の
禊
祭
料
の
紅べ
に

花ば
な

を
以
て
、
今
年
許ば
か
り、

新
司
の
申
す
に
依
り
、
色し
き

替た
い

を

許
さ
る
。〔
一
斤き

ん

の
代か
わ
りは

布
一
端た
ん

一
丈じ
よ
う。

勅ち
よ
く

定じ
よ
うは

、
一
斤
は
二
端
。〕
去
年
の

紅
花
を
以
て
、
前
司
弁べ

ん

済さ
い

す
。
而
る
に
公こ
う

家け

（
＝
一
条
天
皇
）
定
め
ら
れ
て
云
は

く
「
去
年
の
十
一
月
に
辞じ

退た
い

す
。
新
司
、
須
す
べ
か
らく

弁
済
す
べ
し
。」
者
り
。
新
司

申
し
て
云
は
く
「
紅
花
、
時と

き

有
り
。
仍
り
て
前
司
の
分ぶ
ん

附づ
け

を
以
て
、
新
司
、
之

を
承
は
り
て
弁
済
す
べ
き
也
。
而
る
に
一
斤
も
度わ

た

さ
ざ
る
は
、
之
を
如い
か
が何

為せ

む
。」
前
司
云
は
く
「
去
年
、
旱か
ん

損そ
ん

し
悉
こ
と
ご
とく

以
て
損そ
ん

失し
つ

す
と
云
々
。
猶な
お

、
後
司

を
以
て
弁
済
せ
し
む
べ
し
。」
と
云
々
。
仍
り
て
今
年
許ば

か
り、

色
替
を
申し
ん

請せ
い

す
と

云
々
。
左
府
定さ

だ

申め
も
うす
所
と
云
々
。
事
、
頗す
こ
ぶる
乖か
い

理り

す
。
仍
り
て
衆し
ゆ

人う
じ
んに
知
ら
し

め
む
が
為
に
、
白
色
を
着
せ
し
む
。
誠ま

こ
とに
所ゆ
え
ん以
有
り
。
後
の
為
に
記
す
所
也
。

㉚
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
二
年
四
月
廿
一
日
条
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二
〇
一
四
年

■△
Ｂ

了
り
て
参さ
ん

内だ
い

す
（
＝
一
条
院
）。
申さ
る

剋の
こ
く、

左
大
臣
（
＝
藤
原
道
長
）
参
ら
る
。
禊
日

の
前
駆
を
定さ

だ

申め
も
うさ
る
。

■△
Ｃ

酉と
り

剋
、
世せ

尊そ
ん

寺じ

に
至
る
。
去
年
よ
り
造
り
奉
る
等と
う

身し
ん

の
金こ
ん

色じ
き

の
阿あ

弥み

陀だ

仏ぶ
つ

、

康
尚
の
許も

と

よ
り
迎
へ
奉
る
。
成
正
（
＝
ウ
ジ
名
不
詳
）
行
事
す
。
暫し
ば
らく
大お
お

堂ど
う

に
安あ
ん

置ち

す
。
康
尚
に
手
て
づ
く

作り
の

布ぬ
の

二
十
端た
ん

を
賜
ふ
。
惟
頼
（
＝
源
）
は
布ぬ
の

也
。

■△
Ｄ

梅（
頭
書
）宮

（
□
宮
）。

④
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
御
禊
事
）

同
（
＝
寛
弘
）
三
年
四
月
十
一
日
、
斎
王
（
＝
選
子
内
親
王
）
の
禊み
そ
ぎの
事
。

⑤
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
三
年
四
月
十
一
日
条

▲
Ａ
「
御
禊
」

十
一
日
、
壬
午
。

■▲
Ａ

御
禊
、
常つ
ね

の
如
し
。
出い
で

立た

つ
は
、
右
兵
・
左
兵
衛
佐
（
＝
藤
原
頼
宗
・
藤
原
顕
信
）

等
な
り
。
見
物
す
。

（
注
1
）
こ
の
年
の
前
駆
と
し
て
、
�
③
に
右
衛
門
佐
藤
原
中
尹
が
見
え
る
。

⑥
『
権
記
』
寛
弘
三
年
四
月
十
一
日
条

△
Ａ
「
御
禊
」

十
一
日
、
壬
午
。

■△
Ａ

参
内
す
。
左
府
（
＝
道
長
。
土
御
門
第
）
に
詣も
う

づ
。
御
禊
を
見
る
。

⑦
『
日
本
紀
略
』
寛
弘
三
年
四
月
十
一
日
条

十
一
日
、
壬
午
。

　

賀
茂
斎
王
（
＝
選
子
内
親
王
）
の
禊
。

⑧
『
日
本
紀
略
』
寛
弘
三
年
四
月
十
二
日
条

十
二
日
、
癸
未
。

　

警け
い

固ご

。

⑨
『
権
記
』
寛
弘
三
年
四
月
十
三
日
条

　

解
陣
。

�
寛
弘
三
年
（
一
〇
〇
六
）

①
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

同
（
＝
寛
弘
）
三
年
四
月
二
日
、
斎
院
に
於
い
て
、
出
い
だ
し

車ぐ
る
ま

并
び
に
女じ
よ

騎き

の
馬
を

定
め
ら
る
る
事
。

②
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
三
年
四
月
二
日
条

▲
Ａ
「
御お

み

禊そ
ぎ

の
前さ
き

駆が
け

定さ
だ
め」

二
日
、
癸
酉
。

■▲
Ａ

時
々
、
雨
下ふ

る
。
左さ
じ

仗よ
う

座の
ざ

（
＝
一
条
院
寝
殿
西
北
廊
）
に
着
す
。
御お
み

禊そ
ぎ

の
前さ
き

駆が
け

を

定
む
。

③
『
権
記
』
寛
弘
三
年
四
月
二
日
条

△
Ａ
「
結か

た

政な
し

」

△
Ｂ
「
御
禊
の
前さ

き

駆が
け

定さ
だ
め」

△
Ｃ
「
世せ

尊そ
ん

寺じ

に
阿あ

弥み

陀だ

仏ぶ
つ

を
安あ
ん

置ち

す
る
事
」

△
Ｄ
「
梅う

め

宮み
や

祭さ
い

」（
頭
書
）

二
日
、
癸
酉
。

■△
Ａ

結か
た

政な
し

に
参
る
。
陽よ
う

明め
い

門も
ん

に
至
る
に
比お
よ

び
、
雨
ふ
る
。
源
納
言
（
＝
源
俊
賢
）、

先さ
き

に
左
衛
門
陣
（
＝
建
春
門
）
に
在
り
。
風
雨
に
依
り
、
壁
の
辺あ
た
りに

立
つ
。
上
し
よ
う

（
＝
上
卿
俊
賢
）、
弁べ
ん

候こ
う

を
召
す
。
召
め
し
つ

使か
い

候
ぜ
ざ
る
に
、
官か
じ

掌よ
う

を
し
て
戸
を
引
か
し

む
る
を
仰
せ
ら
る
。
而し

か

る
に
官
掌
も
候
ず
る
所
は
一
人
な
り
。
召
使
の
為
に
戸

を
引
く
の
事
を
奉
仕
す
。
其
の
間
、
出い

で

居い

に
候
ず
べ
き
官
掌
候
ぜ
ず
。
今
、
史し

生し
よ
うも

参
ら
ず
。
其
の
由
を
申
さ
し
む
る
間
、
右
金
吾
（
＝
藤
原
斉
信
）
参
ら
る
。

風
雨
漸よ

う
やく
止や

む
。
日
、
午う
ま

に
及
ぶ
も
、
召
使
参
ら
ず
。
仍
り
て
上
し
よ
う

出
で
給
ふ
。

結
政
に
随し

た
がふ
。
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摂
関
期
の
賀
茂
祭
関
係
記
事
（
そ
の
一
）　
―
　

『
小
右
記
』
を
中
心
と
す
る
古
記
録
部
類
作
成
へ
向
け
て
（
三
）　
―
　　
　
　

三
橋　

正

■▲
Ａ

朝
よ
り
、
雨
下ふ

る
。
深し
ん

雨う

。
宣せ
ん

旨じ

有
り
て
参
内
す
。
一
宮
（
＝
敦
康
親
王
）
の

物も
の

見み

に
、
女
方
（
＝
源
倫
子
）
の
車
を
奉
る
。
東
ひ
が
し

陣の
じ
ん（

＝
一
条
院
東
門
）
の
下
に
於
い

て
、
之
に
御

お
わ
し
ます

。

⑮
『
権
記
』
寛
弘
三
年
四
月
十
五
日
条

△
Ａ
「
還
立
」

十
五
日
、
丙
戌
。

■△
Ａ

大
蔵
卿
（
＝
藤
原
正
光
）
と
同ど
う

載さ
い

し
て
見
物
す
。
一
宮
（
＝
敦
康
親
王
）、
同
じ
く

御ぎ
よ

出し
ゆ
つす

。
御お
ん

送お
く
りの

為
に
参
内
す
。
然し
か

而れ
ど
も、

束そ
く

帯た
い

せ
ざ
る
に
依
り
、
日に
つ

給き
ゆ
うに

預あ
ず

か

ら
ず
。

⑯
『
日
本
紀
略
』
寛
弘
三
年
四
月
十
五
日
条

十
五
日
、
丙
戌
。

　

解げ

陣じ
ん

。

⑰
『
小
記
目
録
』（
第
一
五
・
摂
政
関
白
物
詣
事
）

寛
弘
三
年
四
月
十
六
日
、
左
府
（
＝
道
長
）、
賀
茂
に
参
る
事
。

⑱
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
三
年
四
月
十
六
日
条

▲
Ａ
「
賀か

茂も

詣も
う
で」

十
六
日
、
丁
亥
。

■▲
Ａ

十
三
日
の
物
忌
に
依
り
、
賀
茂
に
参
る
。
時
々
、
小
雨
下ふ

る
。
入よ
に

夜い
り

、
還か
え

る
。

神し
ん

宝ぽ
う

・
東
あ
ず
ま

遊あ
そ
び

等
有
り
。
同ど
う

道ど
う

す
る
上か
ん

達だ
ち

部め

十
一
人
。
大
納
言
春
宮
大
夫
（
＝
藤

原
道
綱
）
御お
わ

座し
ま

す
。
恐
か
し
こ
ま

申り
も
うす

こ
と
少
な
か
ら
ず
。

⑲
『
権
記
』
寛
弘
三
年
四
月
十
六
日
条

△
Ａ
「
賀
茂
詣
」

十
六
日
、
丁
亥
。

■△
Ａ

雨
。
左
府
（
＝
道
長
）
に
参
る
。
賀か

茂も

詣も
う
で。

⑳
『
日
本
紀
略
』
寛
弘
三
年
四
月
十
六
日
条

△
Ａ
「
警
固
の
召め

し

仰お
お
せ」

十
三
日
、
甲
申
。

■△
Ａ

参
内
す
。
昨き
の
うの

警
固
の
召め
し

仰お
お
せ、

権
中
納
言
（
＝
藤
原
隆
家
）
行
事
す
。
女に
よ

房う
ぼ
うの

陪ば
い

膳ぜ
ん

候
ぜ
ざ
る
に
依
り
、
御ご

膳ぜ
ん

に
候
（
々
）
ず
。
左
府
（
＝
道
長
）
に
参
る
。

⑩
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

同
年
月
（
＝
寛
弘
三
年
四
月
）
十
四
日
、
賀
茂
祭
の
事
。

⑪
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
三
年
四
月
十
四
日
条

▲
Ａ
「
賀
茂
祭
使
出
立
」

十
四
日
、
乙
酉
。

■▲
Ａ

土つ
ち

御み

門か
ど

（
＝
土
御
門
第
）、
東
ひ
が
し

対の
た
いよ
り
出
立
つ
。
忠
経
（
＝
藤
原
。
近
衛
府
使
）
な
り
。

物も
の

忌い
み

軽
き
に
依
り
て
見
物
す
。

⑫
『
権
記
』
寛
弘
三
年
四
月
十
四
日
条

△
Ａ
「
賀
茂
祭
使
出
立
」

△
Ｂ
「
廃は

い

務む

」

△
Ｃ
「
□
□
」（
頭
書
）

十
四
日
、
乙
酉
。

■△
Ａ

左
府
（
＝
道
長
）
に
参
る
。
祭さ
い

使し

立
つ
也
。
忠
経
朝
臣
（
＝
藤
原
）。
見
物
す
。

■△
Ｂ

廃は
い

務む

（
×
癈
務
）。

■△
Ｃ

□（
頭
書
）□

。

⑬
『
日
本
紀
略
』
寛
弘
三
年
四
月
十
四
日
条

十
四
日
、
乙
酉
。

　

賀
茂
祭
。

⑭
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
三
年
四
月
十
五
日
条

▲
Ａ
「
還か

え

立り
だ
ち」

十
五
日
、
丙
戌
。
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明
星
大
学
研
究
紀
要
【
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
】
第
二
十
二
号　

二
〇
一
四
年

■△
Ａ

結か
た

政な
し

に
参
る
。
陽よ
う

明め
い

門も
ん

に
至
る
に
比お
よ

び
、
結
政
の
物
忌
を
聞
く
。

■△
Ｂ

参さ
ん

内だ
い

す
（
＝
一
条
院
）。
権
中
納
言
（
＝
藤
原
隆
家
）、
御
禊
の
前
駆
の
事
を
定
さ
だ
め

申も
う

さ
る
。
左
府
（
＝
藤
原
道
長
）、
御
障さ
わ
り

有
り
。
仍
り
て
当
日
の
上
卿
（
＝
隆
家
）
定

申
さ
る
。
右
衛
門
佐
周
家
（
＝
藤
原
）
は
四
位
也
。
中
尹
（
＝
藤
原
）
は
去
年
奉ほ
う

仕し

す
。
天
慶
六
年
の
例
に
依
り
、
事こ
と

由の
よ
しを

奏
す
。
兵
ひ
よ
う

庫ご
の

頭か
み

聞
（
＝
源
）
を
差つ
か

は
し

了お
わ

り
ぬ
。
左
衛
門
権
佐
随
時
（
＝
平
）
は
天
慶
四
年
に
差
は
さ
る
。
而し
か

る
に
障

を
申
す
に
依
り
、
他

ほ
か
の

人ひ
と

に
差さ
し

替か

ふ
。
同
五
年
（
＝
四
月
二
十
五
日
）、
随
時
、
四
位

（
＝
従
四
位
下
）
に
叙じ
よ

位い

し
、
佐す
け

を
差
は
す
。
同
六
年
、
随
時
、
猶な
お

権
佐
為た

り
。

而
る
に
兵
庫
斉
章
（
＝
平
）
を
差
は
す
。
例
也
。

（
注
1
）
右
衛
門
佐
藤
原
周
家
の
代
官
は
、
兵
庫
頭
源
聞
か
ら
内
匠
頭
藤
原
理
邦
に
交
替
し
た

（
�
⑫
）。

（
注
2
）
天
慶
四
年
（
九
四
一
）
の
賀
茂
祭
に
関
す
る
史
料
は
本
日
条
の
み
。

（
注
3
）
天
慶
五
年
は
四
月
十
五
日
に
斎
院
司
長
官
の
代
官
が
定
め
ら
れ
、
十
七
日
に
禊
、
十
八

日
に
警
固
、
廿
日
に
祭
、
廿
一
日
に
解
陣
が
行
な
わ
れ
、
廿
三
日
に
叙
位
、
廿
五
日
に
位
記

請
印
が
行
な
わ
れ
た
（『
本
朝
世
紀
』）。
こ
の
叙
位
に
お
い
て
防
鴨
河
使
左
衛
門
権
佐
兼
丹

波
守
平
随
時
は
正
五
位
下
か
ら
従
四
位
下
に
昇
叙
さ
れ
た
。
な
お
、
当
時
の
左
衛
門
佐
に
閏

三
月
一
日
に
任
じ
ら
れ
た
源
俊
が
い
る
（『
本
朝
世
紀
』）。

（
注
4
）
天
慶
六
年
は
四
月
二
日
に
御
禊
前
駆
定
が
行
な
わ
れ
た
が
（『
西
宮
記
』
恒
例
二
・
四

月
・
賀
茂
祭
事
・
勘
物
）、
前
駆
の
名
は
不
明
。

④
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
御
禊
事
）

同
年
月
（
＝
寛
弘
四
年
四
月
）
十
二
日
、
参
内
の
間
、
犬い
ぬ

死の
し

穢え

有
り
、
禊
み
そ
ぎ

祭ま
つ
りを

行
な

ふ
べ
か
ら
ざ
る
事
。

（
注
1
）
犬
死
穢
に
つ
い
て
は
、『
御
堂
関
白
記
』『
権
記
』
同
月
十
二
日
条
参
照
。

⑤
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

同
（
＝
寛
弘
）
四
年
四
月
十
四
日
、
斎
院
（
＝
選
子
内
親
王
）
の
雑ぞ
う

事じ

具ぐ

せ
ざ
る
由よ
し

を
申
す
に
依
り
、
延え
ん

引い
ん

有
り
。
又
、
宮
中
の
穢け
が
れに
依
り
、
延
引
有あ

る
間
の
事
。

⑥
『
権
記
』
寛
弘
四
年
四
月
十
三
日
条

十
六
日
、
丁
亥
。

　

関
白
左
大
臣
（
＝
道
長
）
の
賀
茂
詣
。

（
注
1
）
藤
原
道
長
は
関
白
に
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
こ
の
時
は
左
大
臣
で
内
覧
。

�
寛
弘
四
年
（
一
〇
〇
七
）

①
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
四
年
三
月
十
四
日
条

▲
Ａ
「
季き

の

御み

読ど
き

経よ
う

初は
じ
め」

▲
Ｂ
「
祭さ

い

使し

の
雑ぞ
う

事じ
さ

定だ
め

」

▲
Ｃ
「
東と

う

宮ぐ
う

傅の
ふ

（
＝
藤
原
道
綱
）
を
以
て
、
庁ち
よ
う（

＝
春
宮
坊
）
を
知
ら
し
む
る
事
」

十
四
日
、
丁
亥
。

■▲
Ａ

季き
の

御み

読ど
き

経よ
う

初は
じ
め。

物も
の

忌い
み

に
依
り
て
参
ら
ず
。
右
府
（
＝
藤
原
顕
光
）、
事こ
と

行
な
ふ

と
云
々
。

■▲
Ｂ

頼
宗
（
＝
藤
原
）
の
祭さ
い

使し

（
＝
近
衛
府
使
）
の
雑ぞ
う

事じ
さ

定だ
め

。
又
、
自み
ず
から

賀
茂
に
参
る

べ
き
事
（
＝
賀
茂
詣
）
あ
り
。

■▲
Ｃ

入よ
に

夜い
り

、
業
遠
朝
臣
（
＝
高
階
）
来
た
り
て
云
は
く
「
東
宮
（
＝
居
貞
親
王
）、
傅ふ

（
＝
藤
原
道
綱
）
を
以
て
、
庁ち
よ
う（

＝
こ
こ
は
春
宮
坊
）
を
知
ら
し
む
る
事
を
仰
せ
、
令
り
よ
う

旨じ

下く
だ

す
。」
者て
へ

り
。

（
注
1
）
本
年
正
月
廿
八
日
に
、
藤
原
懐
平
は
東
宮
権
大
夫
か
ら
東
宮
大
夫
に
、
藤
原
道
綱
は
東

宮
大
夫
か
ら
東
宮
傅
に
転
任
し
た
。

②
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
御
禊
事
）

同
（
＝
寛
弘
）
四
年
四
月
五
日
、
御お
み

禊そ
ぎ

の
前さ
き

駆が
け

定さ
だ
めの

事
。

③
『
権
記
』
寛
弘
四
年
四
月
五
日
条

△
Ａ
「
結か

た

政な
し

の
物も
の

忌い
み

」

△
Ｂ
「
御お

み

禊そ
ぎ

の
前さ
き

駆が
け

定さ
だ
め」

五
日
、
辛
未
。
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摂
関
期
の
賀
茂
祭
関
係
記
事
（
そ
の
一
）　
―
　

『
小
右
記
』
を
中
心
と
す
る
古
記
録
部
類
作
成
へ
向
け
て
（
三
）　
―
　　
　
　

三
橋　

正

■▲
Ａ

御
禊
、
触
し
よ
く

穢え

に
依
り
延の

ぶ
。
供ぐ

奉ぶ

す
る
諸し
よ

司し

等
、
皆み
な

、
乙お
つ

（
＝
乙
穢
）
を
以
て

也
。

⑨
『
日
本
紀
略
』
寛
弘
四
年
四
月
十
六
日
条

十
六
日
、
壬
午
。

　

斎
院
（
＝
選
子
内
親
王
）
の
禊
延え
ん

引い
ん

す
。
昨
日
、
内だ
い

裏り

、
犬
死
穢
有
る
の
故ゆ
え

也
。

（
注
1
）『
賀
茂
斎
院
記
』（
選
子
内
親
王
）
に
同
文
が
見
え
る
。

⑩
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
御
禊
事
）

同
（
＝
寛
弘
四
年
四
月
）
十
七
日
、
御
禊
の
事
。

⑪
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
御
禊
事
）

同
日
（
＝
寛
弘
四
年
四
月
十
七
日
）、
御
禊
の
延え
ん

引い
ん

の
宣せ
ん

旨じ

を
下
さ
る
る
事
。

⑫
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
四
年
四
月
十
七
日
条

▲
Ａ
「
御
禊
」

十
七
日
、
癸
未
。

■▲
Ａ

御
禊
見
物
す
。
右
兵
衛
佐
道
雅
（
＝
藤
原
）、
織お
り

物も
の

の
袍ほ
う

を
着
す
。
赤あ
か

色い
ろ

の
如

し
。
衆し

ゆ

人う
じ
ん、

頗す
こ
ぶる

奇あ
や

し
む
。
前
駆
、
右う

衛え

門も
ん

佐の
す

代け
だ
い（

＝
右
衛
門
佐
は
周
家
）
は
内
匠

頭
藤
原
理
邦
。
次し

第だ
い

使し

、
本も
と

の
者
、
障さ
わ
りを

申
す
代か
わ
りは

右
馬
助
孝
義
（
＝
平
）。
右

衛
門
佐
、
四
位
に
依
り
、
本
人
は
奉
仕
せ
ず
。

⑬
『
権
記
』
寛
弘
四
年
四
月
十
七
日
条

△
Ａ
「
御
禊
」

十
七
日
、
癸
未
。

■△
Ａ

斎
院
（
＝
選
子
内
親
王
）
に
参
る
。
御
禊
也
。

⑭
『
日
本
紀
略
』
寛
弘
四
年
四
月
十
七
日
条

十
七
日
、
癸
未
。

　

斎
院
の
禊
。

　

今
日
、
警け

い

固ご

。

△
Ａ
「
兵
部
省
の
位い

記き

請し
よ

印う
い
ん」

十
三
日
、
己
卯
。

■△
Ａ

官か
じ

掌よ
う

徳
任
（
×
湛
）（
＝
丹
波
）
来き
た

申り
も
うし

て
云
は
く
「
右
衛
門
督
（
＝
藤
原
斉
信
）

の
御
消し
よ

息う
そ
くに
云
は
く
『
兵
部
の
位い

記き

請し
よ

印う
い
んす
べ
し
。
而
る
に
宰
相
参
ら
ず
。
参

る
べ
し
。』」
申
さ
し
め
て
云
は
く
「
昨き

の
う・
今
日
、
結
政
の
物
忌
、
年と
し

（
＝
三
六

歳
）
当
た
る
の
内
な
り
。
内だ
い

裏り

（
々
裏
）（
＝
一
条
院
）、
穢
け
が
れ

有
り
。
御
禊
の
日
に
及

ぶ
べ
し
。
禊
日
（
々
々
）、
斎
院
に
着
す
べ
し
。
仍
り
て
参
ら
ず
。」。

⑦
『
権
記
』
寛
弘
四
年
四
月
十
四
日
条

△
Ａ
「
御
禊
延え

ん

引い
ん

」

十
四
日
、
庚
辰
。

■△
Ａ

御
禊
、
内う
ち

（
＝
内
裏
）
の
穢
に
依
り
、
未
ひ
つ
じ

日の
ひ

（
＝
十
七
日
）
に
行
な
は
る
べ
し
。

是こ
れ

、
延
喜
十
九
年
、
承
平
七
、
天
慶
九
、
天
暦
元
・
三
年
の
例
と
云
々
。
則す
な
わち

左
府
（
＝
道
長
）
に
詣も
う

づ
。
参
内
す
。

（
注
1
）
延
喜
十
九
年
（
九
一
九
）
の
御
禊
は
四
月
廿
二
日
己
未
（『
貞
信
公
記
抄
』。『
日
本
紀

略
』
廿
一
日
条
、『
西
宮
記
』
恒
例
二
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）。

（
注
2
）
承
平
七
年
（
九
三
七
）
の
御
禊
は
四
月
十
三
日
乙
未
（『
年
中
行
事
秘
抄
』
四
月
・
賀
茂

祭
上
卿
事
）。

（
注
3
）
天
慶
九
年
（
九
四
六
）
の
御
禊
は
四
月
廿
三
日
癸
未
（『
即
位
部
類
記
』、『
小
右
記
』
長

和
元
年
〈
一
〇
一
三
〉
四
月
十
九
日
条
、『
年
中
行
事
秘
抄
』
四
月
・
四
月
朔
当
酉
時
禊
祭

用
下
午
酉
例
〈「
廿
二
日
」
は
「
廿
三
日
」
の
誤
り
か
〉）。

（
注
4
）
天
暦
元
年
（
九
四
七
）
の
御
禊
は
四
月
十
六
日
辛
未
（『
貞
信
公
記
抄
』、『
日
本
紀
略
』

十
五
・
十
六
日
条
、『
小
野
宮
年
中
行
事
』
四
月
・
差
賀
茂
斎
内
親
王
禊
日
前
駆
奏
聞
事
所

引
『
故
殿
御
日
記
』
天
慶
十
年
四
月
十
二
日
条
）。

（
注
5
）
天
暦
三
年
の
御
禊
は
廿
二
日
乙
未
（『
日
本
紀
略
』
十
九
・
廿
二
日
条
、『
中
右
記
』
嘉

承
元
年
〈
一
一
〇
六
〉
四
月
十
八
日
条
）。

⑧
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
四
年
四
月
十
六
日
条

▲
Ａ
「
御
禊
の
延え

ん

引い
ん

」

十
六
日
、
壬
午
。
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明
星
大
学
研
究
紀
要
【
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
】
第
二
十
二
号　

二
〇
一
四
年

十
八
日
、
甲
申
。

　

左
大
臣
（
＝
道
長
）、
賀
茂
社
に
参
る
。

⑳
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

同
（
＝
寛
弘
四
年
四
月
）
十
九
日
、
賀
茂
祭
の
事
。

㉑
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
四
年
四
月
十
九
日
条

▲
Ａ
「
賀
茂
祭
使
出
立
」

▲
Ｂ
「
使
々
を
見
物
す
る
事
」

十
九
日
、
乙
酉
。

■▲
Ａ

朝
よ
り
、
天
陰く
も

る
。
巳み
う

午ま
の

時と
き

許ば
か
り、
雨
下ふ

る
。
衆
し
ゆ
う

人じ
ん

歎な
げ

（
×
欲
）
く
間
、
未
ひ
つ
じ
の

初は
じ
めの

程
、
天
晴は

れ
、
雲う
ん

気き

無
し
。
万ば
ん

人に
ん

、
喜
よ
ろ
こ
びと

為
す
。
近こ
の

衛え

使し

頼
宗
（
＝
藤
原
）、

東ひ
が
し

対の
た
い（

＝
土
御
門
第
）
よ
り
立
つ
。

■▲
Ｂ

事
了お
わ

り
て
参
内
す
。
一い
ち

宮の
み
や（

＝
敦
康
親
王
）
を
、
御
見
物
に
向
か
は
し
め
奉
る

｛
御
向
｝。
来こ

ら
る
る
上
達
部
（
部
×
）、
皆
参
る
。
申さ
る

時
、
内く

蔵ら

使し

権
頭
能
通
（
＝

藤
原
）・
近こ
の

衛え

府ふ

使し

頼
宗
・
中ち
ゆ

宮う
ぐ

使う
し

実
成
（
＝
藤
原
）・
春と
う

宮ぐ
う

使し

業
遠
（
＝
高
階
）
等

也
。
馬め

寮り
よ

使う
し

は
通
任
（
＝
藤
原
）。
善
を
尽つ

く
し
、
美
を
尽
く
す
こ
と
、
未
だ
此か
く

の
如
き
年
あ
ら
ず
。
雨
晴は

る
る
事
、
神し
ん

感か
ん

致い
た

す
也
（
致
神
感
也
）。
上
達
部
十
五

人
来こ

ら
る
。

㉒
『
権
記
』
寛
弘
四
年
四
月
十
九
日
条

△
Ａ
「
賀
茂
祭
使
出
立
」

十
九
日
、
乙
酉
。

■△
Ａ

左
府
（
＝
道
長
）
に
詣
づ
。
頼
宗
少
将
（
＝
藤
原
）、
使つ
か
い（

＝
近
衛
府
使
）
也
。
摺す
り

袴ば
か
ま

二
具
を
奉
る
。

　

斎
院
に
参
る
。

㉓
『
日
本
紀
略
』
寛
弘
四
年
四
月
十
九
日
条

十
九
日
、
乙
酉
。

⑮
『
舎
人
記
』
寛
弘
四
年
四
月
十
七
日
条
（『
河
海
抄
』〈
一
二
・
藤
裏
葉
〉
所

引
）同

（
＝
寛
弘
）
四
年
四
月
十
七
日
。

　

斎
院
の
御
禊
の
前
駆
右
兵
衛
佐
道
雅
（
＝
藤
原
。
従
五
位
外
、
当
色
は
緋
色
）、〈
禁き
ん

色じ
き

の
人
。〉
赤
色
の
織
物
の
袍
を
着
す
。

⑯
『
小
記
目
録
』（
第
一
五
・
摂
政
関
白
物
詣
事
）

同
年
（
＝
寛
弘
四
年
）
四
月
十
八
日
、
左
大
臣
（
＝
藤
原
道
長
）、
賀
茂
社
に
参
ら
る

る
事
。

⑰
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
四
年
四
月
十
八
日
条

▲
Ａ
「
賀か

茂も

詣も
う
で」

十
八
日
、
甲
申
。

■▲
Ａ

賀
茂
に
参
る
。
東
あ
ず
ま

遊あ
そ
び・

神し
ん

宝ぽ
う

等
有
り
。
同ど
う

道ど
う

す
る
上か
ん

達だ
ち

部め

は
、
右
衛
門
督

（
＝
斉
信
）・
権
中
納
言
（
＝
藤
原
隆
家
）・
尹
中
納
言
（
＝
藤
原
時
光
）・
源
中
納
言
（
＝

源
俊
賢
）・
新
中
納
言
（
＝
藤
原
忠
輔
）・
勘
解
由
長
官
（
＝
藤
原
有
国
）・
左
大
弁
（
＝

藤
原
行
成
）・
修
理
大
夫
（
＝
平
親
信
）・
左
兵
衛
督
（
＝
藤
原
懐
平
）・
大
蔵
卿
（
＝
藤
原

正
光
）・
宰
相
中
将
（
＝
源
経
房
）・
春
宮
権
大
夫
（
＝
藤
原
頼
通
）・
三
位
中
将
（
＝
藤

原
兼
隆
）・
源
三
位
（
＝
源
則
忠
）
等
也
。
東
宮
傅
（
＝
道
綱
）
来こ

ら
る
。
同
道
す
べ

き
由よ

し

を
示
さ
る
。
上じ
よ

﨟う
ろ
うに

座
す
る
に
依
り
留と
ど

ま
り
了
り
ぬ
。
還
か
え
り

禄ろ
く

等
、
上か
み

社し
や

に

賜
ふ
。

（
注
1
）
六
月
廿
二
日
に
も
、
藤
原
道
長
が
賀
茂
社
に
参
詣
し
て
い
る
（『
御
堂
関
白
記
』）。

⑱
『
権
記
』
寛
弘
四
年
四
月
十
八
日
条

△
Ａ
「
賀か

茂も

詣も
う
で」

十
八
日
、
甲
申
。

■△
Ａ

左
府
（
＝
道
長
）
に
詣
づ
。
賀
茂
に
参
り
給
ふ
。
御お

共と
も

に
候
ず
。

⑲
『
日
本
紀
略
』
寛
弘
四
年
四
月
十
八
日
条
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摂
関
期
の
賀
茂
祭
関
係
記
事
（
そ
の
一
）　
―
　

『
小
右
記
』
を
中
心
と
す
る
古
記
録
部
類
作
成
へ
向
け
て
（
三
）　
―
　　
　
　

三
橋　

正

㉗
『
日
本
紀
略
』
寛
弘
四
年
四
月
廿
日
条

廿
日
、
丙
戌
。

　

解
陣
。

�
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）

①
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

同
（
＝
寛
弘
）
五
年
三
月
廿
九
日
、
皇
后
（
＝
藤
原
彰
子
）
の
懐か
い

姙に
ん

の
間
、
祭さ
い

使し

立

つ
べ
き
や
否い

な

や
の
事
。

②
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
五
年
四
月
九
日
条

▲
Ａ
「
御お

み

禊そ
ぎ

の
前さ
き

駆が
け

定さ
だ
め」

九
日
、
己
亥
。

■▲
Ａ

着ち
や

陣く
じ
んし

（
＝
一
条
院
）、
禊
日
の
前さ
き

駆が
け

を
定
む
。
罷ま
か

出り
い

づ
。
雨
下ふ

る
。

③
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
御
禊
事
）

同
（
＝
寛
弘
）
五
年
四
月
十
四
日
、
御お
み

禊そ
ぎ

の
点て
ん

地ち

の
事
。

④
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
五
年
四
月
十
六
日
条

▲
Ａ
「
御
禊
」

十
六
日
、
丙
午
。

■▲
Ａ

禊
を
見
る
。
上か
ん

達だ
ち

部め

多
く
来こ

ら
る
。
顕
信
（
＝
藤
原
）・
能
信
（
＝
藤
原
）
等
、

前
駆
を
奉
仕
す
。
家
の
馬
十
一
疋
、
人
に
給
ふ
。
馬
を
申
さ
ざ
る
人
、
他
所
と

雖い
え
ども

、
皆
、
是
、
本も
と

は
我わ

が
馬
也
。

⑤
『
日
本
紀
略
』
寛
弘
五
年
四
月
十
六
日
条

十
六
日
、
丙
午
。

　

賀
茂
斎
院
（
＝
選
子
内
親
王
）
の
禊
。

⑥
『
日
本
紀
略
』
寛
弘
五
年
四
月
十
七
日
条

十
七
日
、
丁
未
。

　

賀
茂
祭
。
山
城
の
国
司
供ぐ

奉ぶ

せ
ず
。
延
長
五
年
の
例
也
。

（
注
1
）
山
城
介
に
は
真
助
朝
臣
（
ウ
ジ
名
不
詳
）
が
い
る
（『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
四
年
六
月
九

日
条
）。

（
注
2
）『
扶
桑
略
記
』（
裏
書
）
延
長
五
年
（
九
二
七
）
四
月
十
七
日
条
に
山
城
守
・
介
が
病
に

よ
り
供
奉
せ
ず
、
掾
一
人
を
代
官
と
し
た
こ
と
が
見
え
る
。

㉔
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
警
固
・
解
陣
事
）

同
（
＝
寛
弘
）
四
年
四
月
廿
一
日
、
解げ

陣じ
ん

の
事
。

（
注
1
）
解
陣
は
廿
日
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
廿
一
日
」
は
「
廿
日
」
の
誤
り
か
。
あ
る
い
は
、
挿

入
符
に
よ
り
傍
書
し
た
「
四
年
四
月
」
が
誤
り
で
あ
れ
ば
寛
弘
二
年
の
こ
と
か
（
廿
一
日
が

解
陣
）。
な
お
、
寛
弘
年
間
の
解
陣
日
は
、
元
年
は
廿
一
日
、
二
年
は
廿
一
日
、
三
年
は
十

五
日
、
四
年
は
廿
日
、
五
年
は
廿
日
、
六
年
は
廿
五
日
、
七
年
は
廿
五
日
、
八
年
は
十
九
日
、

九
年
は
廿
五
日
。

㉕
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
四
年
四
月
廿
日
条

▲
Ａ
「
還か

え

立り
だ
ち」

廿
日
、
丙
戌
。

■▲
Ａ

内
府
（
＝
藤
原
公
季
）
と
東
宮
傅
（
＝
道
綱
）
等
と
同
道
し
て
見
物
す
。
上
達
部

十
余
人
同ど

う

道ど
う

す
。
未
ひ
つ
じ

時の
と
きに

還か
え

る
。
此
の
間
、
中
宮
使
（
＝
実
成
）
の
共
の
者
の
右

近
衛
正
親
（
＝
秦
）
に
、
内
府
、
衣
を
賜
ふ
。
左
近
府
の
季
忠
（
末
忠
）（
＝
ウ
ジ
名

不
詳
）
は
、
我わ
れ

（
＝
道
長
）
給
ふ
。

　

還
か
え
り

饗あ
る
じ、

常
の
如
し
。
上
達
部
十
二
人
。

㉖
『
権
記
』
寛
弘
四
年
四
月
廿
日
条

△
Ａ
「
還か

え

立り
だ
ち」

△
Ｂ
「
解げ

陣じ
ん

」

廿
日
、
丙
戌
。

■△
Ａ

見
物
す
。
還か
え

り
て
左
府
（
＝
道
長
）
に
詣
づ
。

■△
Ｂ

亦
、
参
内
す
。
解げ

陣じ
ん

の
事
、
右
衛
門
督
（
＝
斉
信
）
奉ぶ
ぎ

行よ
う

す
。
右
近
（
＝
右
近
衛

府
）
は
具ぐ

せ
ず
。
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明
星
大
学
研
究
紀
要
【
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
】
第
二
十
二
号　

二
〇
一
四
年

輔
）〉
等
乗じ
よ

車う
し
やす

。
舞
人
（
儛
人
）
は
、
左
四
位
少
将
〈
頼
宗
〉・
権
中
将
〈
教

通
〉・
左
衛
門
佐
〈
兼
貞
〉・
左
近
少
将
〈
兼
綱
〉・
少
納
言
〈
資
平
〉・
左
兵
衛

佐
〈
顕
信
〉・
右
兵
衛
佐
〈
能
信
〉・
蔵
人
左
兵
衛
尉
〈
惟
任
〉・
左
衛
門
尉

〈
成
順
〉。
陪
従
は
、
五
位
已
下
。

⑩
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

同
年
（
＝
寛
弘
五
年
）
四
月
十
九
日
、
賀
茂
祭
の
事
。

⑪
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
五
年
四
月
十
九
日
条

▲
Ａ
「
祭
使
所
に
絹
を
送
る
事
」

▲
Ｂ
「
賀
茂
祭
の
馬
寮
使
の
事
」

十
九
日
、
己
酉
。

■▲
Ａ

祭さ
い

使し
ど

所こ
ろ

の
舞
人
に
、
下し
た

重が
さ
ね・

疋ひ

絹け
ん

の
料
等
送
る
。

■▲
Ｂ

午う
ま

時
許
（
×
件
）、
外
記
成
親
（
＝
惟
宗
）
来
た
り
て
云
は
く
「
斎
院
に
候
ず
る

間
、
申
し
て
云
は
く
『
馬め

寮り
よ

使う
し

（
＝
藤
原
相
尹
）、
病や
ま
いの

由
を
申
す
。』
事こ
と

由の
よ
しを

奏そ
う

聞も
ん

す
。
爰こ
こ

に
仰
せ
て
云
は
く
『
家
（
＝
道
長
家
）
に
付
し
、
此
の
由
を
仰
す
べ

し
。』
者て

へ

り
。」
奏
聞
し
て
云
は
く
「
只た
だ

今い
ま

、
之こ
れ

（
×
云
）
を
如い
か
が何

為せ

む
。
猶な
お

、

奉
仕
す
る
は
相
尹
の
由
を
仰
せ
ら
る
べ
し
。」
即
ち
参
入
す
。
仰
せ
て
云
は
く

「
事こ

と

闕か

く
べ
き
に
非あ
ら

ず
。
能よ

か
る
べ
き
様
に
行
な
へ
。」
者
り
。「
前
駆
の
諸し
よ

大だ
い

夫ぶ

の
中
に
侍は
べ

る
諸
司
の
長
官
等
の
中
、
仰
お
お
せ

有
る
者
を
以
て
、
代だ
い

官か
ん

を
奉
仕
す
べ

し
。」
仰
せ
て
云
は
く
「
図
書
頭
（
頭
×
）
則
孝
（
＝
藤
原
）
を
以
て
奉
仕
す
べ

し
。」
者
り
。
此
の
由
を
外
記
に
仰
せ
て
奉
仕
せ
し
む
。

　

一
宮
（
＝
敦
康
親
王
）
見
物
す
。
同
じ
く
東
に
度わ
た

る
事
、
戌い
ぬ

時
な
り
。

⑫
『
権
記
』
寛
弘
五
年
四
月
十
九
日
条

△
Ａ
「
賀
茂
祭
」

十
九
日
、
己
酉
。

■△
Ａ

陸
奥
前
守
（
＝
橘
道
貞
）
の
門
に
於
い
て
見
物
す
。
一
宮
（
＝
敦
康
親
王
）
見
物

　

警け
い

固ご

。

⑦
『
小
記
目
録
』（
第
一
五
・
摂
政
関
白
物
詣
事
）

同
（
＝
寛
弘
）
五
年
四
月
十
八
日
、
左
府
（
＝
藤
原
道
長
）
の
賀か

茂も

詣も
う
での
事
。

⑧
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
五
年
四
月
十
八
日
条

▲
Ａ
「
賀か

茂も

詣も
う
で」

十
八
日
、
戊
申
。

■▲
Ａ

小こ
み

南な
み

（
＝
小
南
第
）
よ
り
賀
茂
に
詣も
う

づ
。
舞ま
い

人び
と

は
、
頼
宗
（
＝
藤
原
）・
教
通
（
＝

藤
原
）〔
已
上
、
四
位
。〕・
兼
綱
（
＝
藤
原
）・
兼
貞
（
＝
藤
原
）・
顕
信
・
忠
経
（
＝

藤
原
）・
能
信
・
資
平
（
＝
藤
原
）〔
已
上
、
五
位
。〕・
惟
任
（
＝
藤
原
）・
成
順
（
＝

高
階
）〈
六
位
。〉。
陪べ
い

従じ
ゆ
うは

、
忠
道
（
＝
紀
）・
長
能
（
＝
藤
原
）・
公
忠
（
＝
藤
原
）・

行
義
（
＝
平
）・
孝
義
（
＝
平
）・
保
命
（
保
名
）（
＝
藤
原
）・
忠
隆
（
＝
源
）・
頼
信
（
＝

藤
原
）・
興
光
（
＝
三
善
）・
有
光
（
＝
直
）・
遠
理
（
＝
藤
原
）・
惟
忠
（
＝
平
）
等
也
。

上
達
部
十
三
人
来こ

ら
る
。
右
大
将
（
＝
藤
原
実
資
）・
左
衛
門
督
（
＝
藤
原
公
任
）
留と
ど

ま
る
。
権
中
納
言
（
＝
藤
原
隆
家
）・
勘
解
由
長
官
（
＝
藤
原
有
国
）・
大
蔵
卿
（
＝
藤

原
正
光
）・
三
位
中
将
（
＝
源
経
房
）・
三
位
中
将
（
＝
藤
原
兼
隆
）・
権
大
夫
（
＝
春
宮
権

大
夫
藤
原
頼
通
ヵ
）・
中
宮
権
大
夫
（
＝
源
俊
賢
）
等
、
馬
に
乗
る
。
殿
て
ん
じ

上よ
う

人び
と

の
殊
こ
と
な
る

障さ
わ
り

無
き
も
の
、
両
頭
（
＝
蔵
人
頭
源
道
方
・
源
頼
定
）、
皆
来き

た
る
。

⑨
『
権
記
』
寛
弘
五
年
四
月
十
八
日
条

△
Ａ
「
左
大
臣
（
＝
道
長
）
の
賀
茂
詣
」

十
八
日
、
戊
申
。

■△
Ａ

左
大
殿
（
＝
道
長
）、
賀
茂
に
詣
で
給
ふ
。
権
中
納
言
〈
隆
（
＝
隆
家
）〉・
勘
解

由
長
官
〈
有
（
＝
有
国
）〉・
右
宰
相
中
将
〈
兼
（
＝
兼
隆
）〉・
大
蔵
卿
〈
正
（
＝
正

光
）〉・
左
宰
相
中
将
〈
経
房
〉・
春
宮
権
大
夫
〈
頼
（
＝
頼
通
）〉・
新
宰
相
〈
実

（
＝
藤
原
実
成
）〉
等
騎き

馬ば

す
。
傅
大
納
言
〈
道
（
＝
藤
原
道
綱
）〉・
尹
中
納
言
〈
時

（
×
国
）（
＝
藤
原
時
光
）〉・
治
部
卿
〈
俊
（
＝
俊
賢
）〉・
新
中
納
言
〈
忠
（
＝
藤
原
忠
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摂
関
期
の
賀
茂
祭
関
係
記
事
（
そ
の
一
）　
―
　

『
小
右
記
』
を
中
心
と
す
る
古
記
録
部
類
作
成
へ
向
け
て
（
三
）　
―
　　
　
　

三
橋　

正

⑮
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
五
年
四
月
廿
日
条

▲
Ａ
「
賀
茂
祭
の
馬
寮
使
（
＝
藤
原
相
尹
）
を
召め
し

問と

ふ
事
」

廿
日
、
庚
戌
。

■▲
Ａ

物も
の

忌い
み

に
依
り
て
他た
ぎ

行よ
う

せ
ず
。
晩ば
ん

景け
い

、
人
々
、
使
の
処と
こ
ろ（

＝
還
立
所
）
よ
り
来
た

る
と
云
々
。
頭
弁
（
＝
源
道
方
）
来
た
り
て
云
は
く
「
左
馬
寮
使
を
頭か
み

相
尹
朝
臣

に
仰
す
る
に
、
昨
日
の
当と

う

日じ
つ

当と
う

時じ

、
障
の
由
を
申
し
、
祭さ
い

事じ

懈け

怠た
い

す
。
此
の
由

を
以
て
召め

し

問と

ふ
べ
し
。」
者て
へ

り
。

⑯
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
五
年
四
月
廿
一
日
条

▲
Ａ
「
馬
寮
使
を
召
問
ふ
事
」

▲
Ｂ
「
三さ

ん

十じ
つ

講こ
う

定さ
だ
め」

廿
一
日
、
辛
亥
。

■▲
Ａ

大
外
記
善
言
（
＝
滋
野
）
を
召
し
、
相
尹
を
問
ふ
べ
き
由
を
仰
す
。

■▲
Ｂ

三さ
ん

十じ
つ

講こ
う

の
事
を
定
む
。

�
寛
弘
六
年
（
一
〇
〇
九
）

①
『
日
本
紀
略
』
寛
弘
六
年
四
月
六
日
条

六
日
、
辛
卯
。

　

内だ
い

裏り

（
＝
一
条
院
）、
死し

穢え

有
り
。
是こ
れ

、
中
宮
（
＝
藤
原
彰
子
）
の
別べ
つ

納の
う

（
＝
一
条
院

別
納
）
の
庁ち
よ
うの

木こ

守も
り

（
×
権
守
）
の
男
、
俄に
わ
かに

以
て
死
去
す
る
の
故ゆ
え

也
。
仰お
お

せ
て

云
は
く
「
賀
茂
祭
あ
り
。
左
近
衛
、
公く

ぎ

卿よ
う

以
下
、
諸し
よ

司し

・
諸し
よ

衛え

、
参さ
ん

内だ
い

す
べ
か

ら
ず
。」

（
注
1
）「
左
近
衛
」
に
つ
い
て
は
、
�
⑱
（
注
1
）
参
照
。

②
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
六
年
四
月
六
日
条

▲
Ａ
「
内だ

い

裏り

触し
よ

穢く
え

」

六
日
、
辛
卯
。

し
給
ふ
。
又
、
馬
寮
使
左
馬
頭
相
尹
、
俄に

わ
かに
故
障
を
申
す
。
仍
り
て
図
書
頭
則

孝
を
以
て
、
代
官
と
為
す
。
又
、
中
宮
（
＝
彰
子
）、
御
懐か
い

妊に
ん

（
×
御
□
任
）
に
依

り
、
東
宮
（
＝
居
貞
親
王
）、
御
服
（
＝
花
山
法
皇
）
に
依
り
、
使
を
立
て
ら
れ
ず
。

（
注
1
）『
御
産
部
類
記
』
所
引
『
権
記
』
に
は
「
賀
茂
祭
、
中
宮
依
巴

御
姙
蚤

不
覗

被
覗

立
覗

使
、」
と

あ
り
、
首
書
を
「
賀
茂
祭
中
宮
使
、
依
巴

御
懐
姙
蚤

不
覗

被
覗

立
事
、」
と
す
る
。『
宮
寺
縁
事

抄
』（
第
二
八
・
賀
茂
・
奉
幣
使
用
妊
者
夫
例
・
承
暦
二
年
〈
一
〇
七
八
〉
三
月
十
四
日
勘

申
）
に
も
、
懐
妊
に
よ
り
使
を
立
て
な
か
っ
た
こ
と
が
見
え
る
。
こ
の
年
九
月
十
一
日
に
敦

成
親
王
（
の
ち
の
後
一
条
天
皇
）
を
出
産
。。
二
月
八
日
に
崩
御
。
居
貞
親
王
の
兄
。

（
注
2
）
花
山
天
皇
は
冷
泉
天
皇
の
第
一
皇
子
（
母
は
藤
原
伊
尹
の
女
懐
子
）、
居
貞
親
王
（
の
ち

の
三
条
天
皇
）
は
冷
泉
天
皇
の
第
二
皇
子
（
母
は
藤
原
兼
家
の
女
超
子
）。

⑬
『
御
産
部
類
記
』（
四
・
後
一
条
院
）
所
引
『
外
記
日
記
』
寛
弘
五
年
四
月
十

九
日
条

「
中
宮
（
＝
藤
原
彰
子
）、
御
懐か
い

孕よ
う

に
依
り
、
賀
茂
祭
使
を
立
て
ら
れ
ざ
る
事
」

十
九
日
（
＝
寛
弘
五
年
四
月
）、
己
酉
。

　

賀
茂
祭
也
。
権
大
納
言
実
資
卿
・
参
議
実
成
・
権
左
中
弁
藤
原
朝
経
已
下

行ぎ
よ
う
じ事

す
。
中
宮
（
＝
藤
原
彰
子
）、
御
懐か
い

姙に
ん

の
事
に
依
り
、
使
を
立
て
ら
れ
ず
。

⑭
『
日
本
紀
略
』
寛
弘
五
年
四
月
十
九
日
条

十
九
日
、
己
酉
。

　

賀
茂
祭
。
中
宮
（
＝
藤
原
彰
子
）、
御
懐か
い

孕よ
う

に
依
り
、
使
を
立
て
ら
れ
ず
。
東

宮
（
＝
居
貞
親
王
）、
花
山
院
の
事
に
依
り
、
使
を
立
て
ら
れ
ず
。
左
馬
寮
使
頭か
み

相
尹
朝
臣
（
＝
藤
原
）、
忽た
ち
まち

に
本も
と

の
病
や
ま
い

発お
こ

る
由よ
し

を
申
し
て
奏そ
う

聞も
ん

す
る
の
処
、
図

書
頭
藤
原
則
孝
を
以
（
×
次
）
て
、
代
官
と
為
す
。
長
官
（
＝
斎
院
司
長
官
。
源
為

理
）、
妻
の
喪
に
遭あ

ふ
に
依
り
、
掃
部
頭
藤
原
成
親
、
代
官
と
為
す
。
此か
く

の
如

き
の
間
、
斎
王
（
＝
選
子
内
親
王
）
の
出し
ゆ

御つ
ぎ
よ、
秉へ
い

燭し
よ
くに
及
ぶ
。
希き

代だ
い

の
事
也
。

（
注
1
）
源
為
理
の
妻
に
大
江
雅
致
の
女
（
中
将
の
君
）
が
お
り
、
そ
の
女
は
選
子
内
親
王
の
女

房
（
斎
院
中
将
）。



276

明
星
大
学
研
究
紀
要
【
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
】
第
二
十
二
号　

二
〇
一
四
年

▲
Ａ
「
御
禊
」

廿
一
日
、
丙
午
。

■▲
Ａ

雨
下ふ

る
。
御
禊
、
常
の
如
し
。
渡
る
間
、
雨
止や

む
。
見
物
す
。

⑪
『
権
記
』
寛
弘
六
年
四
月
廿
一
日
条

△
Ａ
「
御
禊
」

廿
一
日
、
丙
午
。

■△
Ａ

御
禊
。
出
い
だ
し

車ぐ
る
ま、

之こ
れ

を
奉
る
。

⑫
『
日
本
紀
略
』
寛
弘
六
年
四
月
廿
一
日
条

廿
一
日
、
丙
午
。

　

賀
茂
斎
院
（
＝
選
子
内
親
王
）
の
禊
。

⑬
『
日
本
紀
略
』
寛
弘
六
年
四
月
廿
二
日
条

廿
二
日
、
丁
未
。

　

警け
い

固ご

。

⑭
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
六
年
四
月
廿
三
日
条

▲
Ａ
「
賀か

茂も

詣も
う
でに

参
ら
ざ
る
事
」

廿
三
日
、
戊
申
（
×
戌
申
）。

■▲
Ａ

雨
下ふ

る
。
穢
に
依
り
、
賀
茂
に
参
ら
ず
。

（
注
1
）
十
二
月
十
六
日
に
、
左
大
臣
藤
原
道
長
が
賀
茂
社
に
参
詣
し
て
い
る
（『
御
堂
関
白
記
』

『
権
記
』『
小
記
目
録
』
第
一
五
・
摂
政
関
白
物
詣
事
）。

⑮
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

同
（
＝
寛
弘
六
年
四
月
）
廿
四
日
、
賀
茂
祭
の
事
。

⑯
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

同
日
（
＝
寛
弘
六
年
四
月
廿
四
日
）、
穢
に
依
り
、
中ち
ゆ

宮う
ぐ

使う
し

（
＝
中
宮
は
藤
原
彰
子
）
無
き

事
。

⑰
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
六
年
四
月
廿
四
日
条

■▲
Ａ

一い
ち

条じ
よ

院う
い
ん（

＝
内
裏
）
の
東
ひ
が
し

町ま
ち

（
＝
別
納
。
左
京
北
辺
二
坊
四
町
）
の
木
守
の
男
、
午
う
ま
の

時と
き

許ば
か
りに
死
す
。
件く
だ
んの
町
、
内な
い

膳ぜ
ん

所し
よ

候さ
ぶ
らふ
也
。
祭
料
の
人
々
借か

（
×
假
）
る
馬
・
雑ぞ
う

物も
つ

等
、
他
処
に
出い
だ

置し
お

く
（
他
処
出
置
）。

（
注
1
）『
権
記
』
同
日
条
に
「
今
日
別
納
有
巴

死
穢
芭

仍
内
裏
同
触
穢
云
々
、」
と
あ
る
。

（
注
2
）
古
記
録
本
は
「
件
の
男
（
×
町
）、
内
膳
所
に
候
ず
る
也
。」
と
し
、
全
註
釈
本
は
「
件

の
町
の
内
膳
所
に
候
ず
る
也
。」
と
し
、
学
術
文
庫
本
は
「
こ
の
町
に
は
、
内
膳
所
が
あ
る

の
で
あ
る
。」
と
し
て
い
る
。

③
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

同
（
＝
寛
弘
）
六
年
四
月
七
日
、
禁き
ん

中ち
ゆ
うの
穢け
が
れに
依
り
、
北
祭
（
＝
賀
茂
祭
）
停ち
よ

止う
じ

す
。

又
、
猶な

お

行
な
は
る
る
事
。

④
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

同
年
同
月
（
＝
寛
弘
六
年
四
月
）
十
三
日
、
漏ろ
う

剋こ
く

の
具
触し
よ

穢く
え

し
、
御お
み

禊そ
ぎ

に
候
ぜ
し
む

べ
か
ら
ざ
る
事
。

⑤
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

同
（
＝
寛
弘
六
年
四
月
）
十
四
日
、
漏
剋
を
具ぐ

す
べ
き
や
否い
な

や
の
事
。

⑥
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

同
（
＝
寛
弘
六
年
四
月
）
十
五
日
、
触
穢
の
漏
剋
、
斎
王
（
＝
選
子
内
親
王
）
に
従し
た
がふ

べ
か
ら
ざ
る
事
。

⑦
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
御
禊
事
）

同
（
＝
寛
弘
）
六
年
四
月
十
八
日
、
御
禊
の
点て
ん

地ち

の
事
。

⑧
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

同
（
＝
寛
弘
六
年
四
月
）
十
八
日
、
左
兵
衛
佐
孝
明
（
＝
平
）
を
以
て
、
近こ
の

衛え

使し

代だ
い

（
＝
近
衛
府
使
は
藤
原
定
頼
）
と
為
す
事
。

⑨
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
御
禊
事
）

同
年
月
（
＝
寛
弘
六
年
四
月
）
廿
一
日
、
斎
王
（
＝
選
子
内
親
王
）
の
御
禊
の
事
。

⑩
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
六
年
四
月
廿
一
日
条
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摂
関
期
の
賀
茂
祭
関
係
記
事
（
そ
の
一
）　
―
　

『
小
右
記
』
を
中
心
と
す
る
古
記
録
部
類
作
成
へ
向
け
て
（
三
）　
―
　　
　
　

三
橋　

正

「
中
宮
（
＝
藤
原
彰
子
）、
御
懐か
い

孕よ
う

に
依
り
、
賀か

茂も

祭さ
い

使し

を
立
て
ら
れ
ざ
る
事
」

寛
弘
六
年
四
月
廿
四
日
、
己
酉
。

　

賀
茂
祭
也
。
中
宮
職
、
使
を
立
て
ら
れ
ず
。〔
今
案あ

ん

ず
る
に
、
御
懐か
い

姙に
ん

に
依

る
歟
。〕

（
注
1
）『
宮
寺
縁
事
抄
』（
第
二
八
・
賀
茂
・
奉
幣
使
用
妊
者
夫
例
・
承
暦
二
年
三
月
十
四
日
勘

申
）
に
も
、
懐
妊
に
よ
り
使
を
立
て
な
か
っ
た
こ
と
が
見
え
る
。

⑳
『
日
本
紀
略
』
寛
弘
六
年
四
月
廿
四
日
条

廿
四
日
、
己
酉
。

　

賀
茂
祭
。
内
裏
の
穢
に
依
り
、
使
参
内
せ
ず
。
但
し
、
中
宮
﹇
彰
子
﹈
使
を

立
て
ら
れ
ず
。
又
、
近
衛
使
左
近
少
将
定
頼
（
＝
藤
原
）、
俄
に
障さ
わ
りを
申
し
、
左

兵
衛
佐
平
孝
明
を
以
て
、
代
官
と
為
す
。

（
注
1
）「
近
衛
使
左
近
少
将
定
頼
」
に
つ
い
て
は
、
�
⑱
（
注
1
）
参
照
。

㉑
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
六
年
四
月
廿
五
日
条

▲
Ａ
「
還か

え

立り
だ
ち」

廿
五
日
、
庚
戌
。

■▲
Ａ

見
物
の
為
に
、
内
府
（
＝
藤
原
公
季
）
同
車
す
。
近
衛
府
の
代
官
（
＝
孝
明
）、
病
や
ま
い

と
称
し
て
渡
ら
ず
。

㉒
『
権
記
』
寛
弘
六
年
四
月
廿
五
日
条

△
Ａ
「
還
立
」

△
Ｂ
「
解げ

陣じ
ん

」

廿
五
日
、
庚
戌
。

■△
Ａ

右
宰
相
中
将
（
＝
兼
隆
）
と
同
車
し
、
左
府
（
＝
道
長
）
に
詣
づ
。
出
で
給
ふ
。

仍
り
て
亦
、
知ち

足そ
く

院い
ん

（
智
足
院
）
の
許も
と

に
詣
づ
。

■△
Ｂ

参
内
す
。
右
宰
相
中
将
、
又
、
参ま
い

会り
あ

は
ら
る
。
解げ

陣じ
ん

の
事
を
行
な
ふ
。
外
記

文
義
（
＝
小
野
）
を
召
し
、
上じ
よ

﨟う
ろ
うの
上
卿
（
＝
公
卿
）
参
ら
る
る
や
否い
な

や
の
由
を
問

▲
Ａ
「
賀
茂
祭
」

廿
四
日
、
己
酉
。

■▲
Ａ

天
晴
。
祭さ
い

事じ

、
常
の
如
し
。
見
物
す
。
大
裏
（
＝
内
裏
）
の
穢
に
依
り
、
中
宮

使
を
立
て
ず
。
近
衛
府
使
（
＝
藤
原
定
頼
）
の
代
官
は
左
兵
衛
佐
（
×
右
兵
衛
佐
）
孝

明
（
＝
平
）。
他
の
男
女
の
使
つ
か
い

等
、
常
の
如
し
。

⑱
『
権
記
』
寛
弘
六
年
四
月
廿
四
日
条

△
Ａ
「
賀
茂
祭
見
物
」

△
Ｂ
「
賀
茂
祭
使
」

廿
四
日
、
己
酉
。

■△
Ａ

右
相
公
亜
将
（
＝
藤
原
兼
隆
）
と
同
車
し
、
左
府
（
＝
道
長
）
に
詣も
う

づ
。
途
中
、

棚た
な

（
＝
桟
敷
）
に
出
で
給
ふ
の
由よ
し

を
聞
く
。
件く
だ
んの
棚
に
尋た
ず

参ね
ま
いる
。
一
条
路
（
＝
一
条

大
路
）
の
北
の
好こ
う

明み
よ

寺う
じ

の
南
に
在あ

り
。
東
宮
傅
（
＝
藤
原
道
綱
）・
中
宮
大
夫
（
＝
藤

原
斉
信
）・
藤
中
納
言
（
＝
藤
原
隆
家
）・
左
金
吾
（
＝
藤
原
頼
通
）・
大
蔵
卿
（
＝
藤
原
正

光
）・
左
宰
相
中
将
（
＝
源
経
房
）、
先
に
候
ぜ
ら
る
。
余よ

（
＝
藤
原
行
成
）・
右
相
公

（
＝
藤
原
顕
光
）
詣
づ
る
の
後
、
源
納
言
（
＝
源
俊
賢
）
参
ら
る
。

■△
Ｂ

蔵く
ら

寮り
よ

使う
し

（
＝
内
蔵
寮
使
）
は
助す
け

師
言
朝
臣
（
＝
藤
原
）、
東
宮
は
少
進
道
成
朝
臣

（
＝
源
）、
近
衛
府
は
代
官
左
兵
衛
佐
孝
明
（
＝
平
）、〔
右
（
＝
右
近
衛
府
）
の
定
頼
少

将
（
＝
藤
原
）、
故こ
し

障よ
う

を
申
す
也
。〕
馬め

寮り
よ

使う
し

は
右
み
ぎ
の

助す
け

頼
職
（
＝
源
）。
内
侍
は
清
子

（
＝
橘
）。
中
宮
使
、
穢
に
依
り
て
立
て
ず
。
内
侍
、
御ご

前ぜ
ん

（
＝
前
駆
）
無
し
。

（
注
1
）
藤
原
定
頼
に
つ
い
て
、『
公
卿
補
任
』（
寛
仁
四
年
条
）
は
寛
弘
六
年
正
月
廿
八
日
に
右

少
将
に
任
じ
ら
れ
た
と
し
、『
権
記
』
本
日
条
、『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
七
年
七
月
廿
七
日
条

は
右
少
将
と
す
る
。
一
方
、『
日
本
紀
略
』
寛
弘
六
年
四
月
廿
四
日
条
（
�
⑳
）、『
権
記
』

寛
弘
八
年
十
二
月
廿
五
日
条
は
左
少
将
と
し
、『
日
本
紀
略
』
寛
弘
六
年
四
月
六
日
条
（
�

①
）
に
は
「
左
近
衛
」
と
あ
る
。

⑲
『
御
産
部
類
記
』（
四
・
後
一
条
院
）
所
引
『
外
記
日
記
』
寛
弘
六
年
四
月
廿

四
日
条
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■▲
Ｂ

又
、
教
通
（
＝
藤
原
）
の
賀か

茂も

祭さ
い

使し

（
＝
近
衛
府
使
）
の
雑ぞ
う

事じ

并
び
に
自み
ず
から

詣も
う

づ

べ
き
雑
事
（
＝
賀
茂
詣
）
等
を
定
む
。

②
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
七
年
三
月
廿
一
日
条

▲
Ａ
「
最さ

い

勝し
よ
う

講こ
う

初は
じ
め」

▲
Ｂ
「
皮か

わ

聖し
よ

人う
に
ん（

＝
行
円
）、
千せ
ん

部ぶ
き

経よ
う

・
千せ
ん

体た
い

仏ぶ
つ

を
供
養
す
る
事
」

▲
Ｃ
「
祭
使
（
＝
教
通
）
の
雑ぞ
う

具ぐ

を
調と
と
のふ

る
事
」

廿
一
日
、
庚
子
。

■▲
Ａ

物も
の

忌い
み

に
依
り
、
最
さ
い
し

勝よ
う

講こ
う

初は
じ
めに
参
ら
ず
。
雑
事
等
、
昨
日
以
前
に
仰お
お

置せ
お

く
。

■▲
Ｂ

此こ

の
日
、
皮か
わ

聖し
よ

人う
に
ん（

＝
行
円
）、
千せ
ん

部ぶ
き

経よ
う

・
千せ
ん

体た
い

仏ぶ
つ

を
供
養
す
と
云
々
。
僧そ
う

前ぜ
ん

・
布ふ

施せ

の
料
〔
卅
石
。〕
を
送
る
。

■▲
Ｃ

祭
使
（
＝
教
通
）
の
雑ぞ
う

具ぐ

、
初
め
て
調と
と
のふ

。

（
注
1
）『
権
記
』
同
日
条
に
「
千
部
経
」、『
日
本
紀
略
』
同
日
条
に
「
法
華
経
一
千
部
・
図
絵
三

千
余
体
仏
像
」
と
あ
る
。

③
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
七
年
四
月
五
日
条

▲
Ａ
「
御お

み

禊そ
ぎ

の
前さ
き

駆が
け

定さ
だ
め、

不ふ

堪か
ん

佃で
ん

田で
ん

定さ
だ
め」

▲
Ｂ
「
一い

ち

条じ
よ

院う
い
んの
造ぞ
う

作さ
く

初は
じ
め」

五
日
、
甲
寅
。

■▲
Ａ

大お
お

内う
ち

（
＝
枇
杷
殿
）
に
参
る
。
左さ
じ

仗よ
う

（
×
丈
）
に
着
す
。
御お
み

禊そ
ぎ

の
前さ
き

駆が
け

、
又
、
去

る
年
の
不ふ

堪か
ん

佃で
ん

田で
ん

文ぶ
ん

（
×
不
堪
田ゝ
文
）
を
定
む
。

■▲
Ｂ

早そ
う

旦た
ん

、
一い
ち

条じ
よ

院う
い
んに
到
る
。
造
作
の
事
を
初は
じ

む
（
＝
寛
弘
六
年
十
月
五
日
に
焼
亡
）。

源
中
納
言
（
＝
源
俊
賢
）・
右
大
弁
（
＝
源
道
方
）、
行
事
す
べ
き
由よ
し

を
仰
せ
ら
れ
て

定
む
。
後ご

院い
ん

の
別べ
つ

当と
う

に
依
る
也
。

（
注
1
）
本
年
九
月
四
日
に
去
年
の
不
堪
田
荒
奏
が
、
九
月
十
六
・
十
七
日
に
去
年
の
不
堪
佃
田

奏
・
不
堪
佃
田
定
が
行
な
わ
れ
て
い
る
（『
御
堂
関
白
記
』）。
こ
こ
の
「
去
る
年
」
は
寛
弘

五
年
の
分
と
も
考
え
ら
れ
る
か
。

ふ
。
申
し
て
云
は
く
「
参
ら
ざ
る
る
に
依
り
、
事こ
と

由の
よ
しを

奏
せ
し
む
。」
頭
弁

（
＝
源
道
方
）
に
仰
す
（
頭
弁
仰
）。
上
卿
を
召
さ
む
と
欲
す
る
間
、
予よ

（
＝
行
成
）
参

入
す
。
仍
り
て
更
に
遣

つ
か
わ

召し
め

さ
ず
。
即
ち
諸
衛
の
具ぐ

否ひ

を
問
ふ
。
左
近
・
左
兵
衛

の
佐す

け

・
政
ま
つ
り
ご

人と
ひ
と（

＝
判
官
、
三
等
官
）、
障
を
申
し
て
参
ら
ざ
る
を
申
す
。
即
ち
頭

中
将
（
＝
藤
原
公
信
）
を
し
て
解
陣
す
べ
き
事
并
び
に
具
せ
ざ
る
府
の
事
を
奏
せ

し
む
。
仰
せ
て
云
は
く
「
近
衛
府
候
ぜ
ざ
る
も
行
な
ふ
べ
き
歟
。
先
例
を
尋
ね

て
行
な
ふ
べ
し
。」
左と

右こ
う

を
奏
せ
し
む
る
の
間
、
各
お
の
お
の、

一
府
の
先せ
ん

例れ
い

有
り
。
又
、

三
府
已
上
候
ず
る
時
は
行
（
□
）
な
は
る
。
今
日
、
四
府
候
ず
る
所
也
。
仰
せ

ら
る
る
に
於
い
て
は
、
何
事
か
有
ら
む
哉や

。
仰
す
。「
請こ
い

に
依
る
べ
し
。」
者て
へ

り
。

即
ち
南

み
な
み

座の
ざ

に
着
す
。
外
記
を
召
し
、
内な
い

豎じ
ゆ

を
召
さ
し
む
。
内
豎
（
々
々
）
参ま
い

来り
き

た
る
。
仍
り
て
諸
衛
召
す
べ
き
の
由
を
仰
す
。
参
入
す
。
即
ち
解
陣
を
仰
す
。

諸
衛
称い

し

唯よ
う

し
て
退
出
す
。
右
近
中
将
公
信
・
左
衛
門
佐
広
業
（
＝
藤
原
）・
右
衛

門
佐
知
光
（
＝
藤
原
）・
右
兵
衛
佐
通
範
（
＝
藤
原
）。

㉓
『
日
本
紀
略
』
寛
弘
六
年
四
月
廿
五
日
条

廿
五
日
、
庚
戌
。

　

解
陣
。

�
寛
弘
七
年
（
一
〇
一
〇
）

①
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
七
年
三
月
十
九
日
条

▲
Ａ
「
昨き

の
うの
仏ぶ
つ

経き
よ

供う
く

養よ
う

の
事
」

▲
Ｂ
「
賀か

茂も

祭さ
い

使し

・
賀か

茂も

詣も
う
での

雑ぞ
う

事じ
さ

定だ
め

」

十
九
日
、
戊
戌
。

■▲
Ａ

内う
ち

（
＝
内
裏
。
枇
杷
殿
）
よ
り
公
信
朝
臣
（
＝
藤
原
）
仰
せ
て
云
は
く
「
昨き
の
うの

仏ぶ
つ

経き
よ
う（

＝
釈
迦
三
尊
像
・
七
仏
薬
師
像
・
千
部
法
華
経
供
養
）、
意
の
如
く
、
不ふ

日じ
つ

に
奉
仕
す
。

悦
よ
ろ
こ
び

思お
も

ひ
御
お
わ
し
ます
こ
と
、
極
き
わ
ま
り

無
し
。」
是こ
れ

、
承
う
け
た
まは
る
に
依
り
て
行
な
ふ
也
と
云
ふ
。
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摂
関
期
の
賀
茂
祭
関
係
記
事
（
そ
の
一
）　
―
　

『
小
右
記
』
を
中
心
と
す
る
古
記
録
部
類
作
成
へ
向
け
て
（
三
）　
―
　　
　
　

三
橋　

正

の
狩
衣
・
袴
（
青
色
ゝ
々
）・
山や
ま

吹ぶ
き

の
袙
（
々
）。
六
人
は
紅こ
う

梅ば
い

の
狩
衣
・
袴
（
紅

梅
々
々
）・
青
色
の
袙
（
々
）。
六
人
は
若わ
か

葉ば

色い
ろ

の
狩
衣
・
袴
（
若
葉
色
々
々
）・
茜
あ
か
ね

染ぞ
め

の
袙
（
々
）。
六
人
は
山
吹
の
狩
衣
・
袴
（
山
吹
々
々
）・
蘇
芳
の
袙
（
々
）。
六
人

は
二
藍
の
狩
衣
・
袴
（
二
藍
々
々
）・
紅
く
れ
な

染い
ぞ
めの
袙
。
自じ

余よ

は
細
こ
ま
か

記に
し
るさ
ず
。
頗
る
過か

差さ

な
り
。
而し
か

る
に
神し
ん

事じ

に
依
る
也
。

（
注
1
）
具
注
暦
の
上
部
欄
外
に
「
賀
茂
祭
事
、〔
癈〔
廃
〕
務
、
当
日
使
立
、〕
覧
男
女
被
馬
、〔
可
倍〔
陪
〕
従

内
覧
、〕」
と
あ
る
。
廿
一
日
条
に
は
「
斎
内
親
王
禊
事
、」
と
あ
り
、
廿
二
日
条
に
は
「
警

固
事
、」
と
あ
る
。

⑧
『
権
記
』
寛
弘
七
年
四
月
廿
四
日
条

△
Ａ
「
賀
茂
祭
」

廿
四
日
、
癸
酉
。

■△
Ａ

賀
茂
祭
。
行
事
は
右
大
将
（
＝
藤
原
実
資
）
也
。
而
る
に
、
日ひ

来ご
ろ

、
触し
よ

穢く
え

。
仍

り
て
中
宮
大
夫
（
＝
藤
原
斉
信
）、
之
を
代だ
い

行こ
う

す
。
朝
経
（
＝
藤
原
）
の
弁
も
亦
、

煩
わ
ず
ら
い

有
り
。
右
中
弁
重
尹
（
＝
藤
原
）、
之
を
代
行
す
。
行ぎ
よ

事う
じ

宰さ
い

相し
よ
うは

右
中
将

（
＝
藤
原
兼
隆
）
と
云
々
。
中
宮
大
夫
の
家
の
棚た
な

（
＝
桟
敷
）
と
仁
和
寺
の
僧そ
う

都ず

（
＝

済
信
）
の
棚
と
、
各
、
瓦が

礫れ
き

を
投と
う

じ
、
闘と
う

乱ら
ん

有
り
。
中
宮
大
夫
の
家
の
仕し
ち

丁よ
う

、

疵き
ず

を
被こ
う
むる

と
云
々
（
□
）。

⑨
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

同
年
月
（
＝
寛
弘
七
年
四
月
）
廿
五
日
、
紫
野
の
還か
え
さの

事
。〈
若わ
か

宮み
や

（
＝
敦
成
親
王
）
の

御
見
物
の
事
。〉

⑩
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
七
年
四
月
廿
五
日
条

▲
Ａ
「
還か

え

立り
だ
ち」

▲
Ｂ
「
装
束
の
事
」（
裏
書
）

▲
Ｃ
「
若
宮
（
＝
敦
成
親
王
）、
小こ
み

南な
み

（
＝
小
南
第
）
に
渡
り
給
ふ
事
」

廿
五
日
、
甲
戌
。

④
『
小
記
目
録
』（
第
一
五
・
摂
政
関
白
物
詣
事
）

同
（
＝
寛
弘
）
七
年
四
月
廿
三
日
、
殿で
ん

下か

（
＝
藤
原
道
長
）
の
賀か

茂も

詣も
う
での

事
。

⑤
『
日
本
紀
略
』
寛
弘
七
年
四
月
廿
三
日
条

廿
三
日
、
壬
申
。

　

左
大
臣
（
＝
道
長
）、
賀か

茂も

社し
や

に
参さ
ん

詣け
い

す
。

⑥
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

同
（
＝
寛
弘
）
七
年
四
月
廿
四
日
、
賀
茂
祭
の
事
。〈
見
物
の
雑ぞ
う

人に
ん

の
闘と
う

乱ら
ん

の

事
。〉

⑦
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
七
年
四
月
廿
四
日
条

▲
Ａ
「
賀
茂
祭
使
出
立
」

▲
Ｂ
「
物

も
の
の

具ぐ

」（
裏
書
）

廿
四
日
、
癸
酉
。

■▲
Ａ

教
通
、
近こ
の

衛え

府ふ

使し

を
奉
仕
す
。
西に
し

対の
た
い（

＝
土
御
門
第
）
よ
り
立
つ
。
所
々
の
袴は
か
ま、

例
に
似に

ず
。
使
等
に
、
装し
よ

束う
ぞ
くを

賜
ふ
。
着ち
や

座く
ざ

の
後
、
中
宮
（
＝
藤
原
彰
子
）
よ
り

袴
、
左
馬
頭
（
×
右
馬
頭
）
相
尹
朝
臣
（
×
相
伊
朝
臣
）（
＝
藤
原
）
を
以
て
賜
ふ
。
一
い
ち
の

座ざ

の
時
国
（
＝
ウ
ジ
名
不
詳
）
に
、
着
せ
し
む
る
に
借か

る
（
＝
着
用
さ
せ
る
た
め
に
借
り

た
の
意
）。
我
（
＝
道
長
）、
舞ま
い

の
間
に
出い

づ
。
上か
ん

達だ
ち

部め

、
盃
さ
か
ず
きを

進
む
。
時
兼
（
＝
尾

張
）
に
、
衣
を
賜
ふ
。
年
老お

い
、
気け

色し
き

、
本も
と

の
如
く
に
非
ず
（
年
老
非
気
色
如
本
）。

　

事
了
り
て
、
大
内
に
参
る
。
御ご

覧ら
ん

（
＝
飾
馬
・
引
馬
）、
常
の
如
し
。
御
前
に
召

す
と
云
々
（
＝
近
衛
府
使
教
通
を
召
し
た
）。
童わ
ら
わを

覧ら
ん

ず
る
こ
と
、
是こ
れ

、
希け

有う

の
事
也
。

■▲
Ｂ

廿（
裏
書
）四

日
。
物も
の

具の
ぐ

、
頗す
こ
ぶる

宜
し
く
調と
と
のふ

。
古
ふ
る
き

物も
の

無
し
。
殊こ
と

に
馬う
ま

副ぞ
え

の
装
束
は
、

青あ
お

き
白
し
ろ
つ

橡る
ば
みの

衣
、
袴
は
か
ま

は
紅
く
れ
な
いの

衣
。
沓く
つ

（
×
踏
）・
襪
し
と
う
ず

等
を
着
す
。
童
の
装
束
は
、

二ふ
た

藍あ
い

の
薄う
す

物も
の

の
重か
さ
ね、

袋
を
結ゆ

ひ
、
狩か
り

衣ぎ
ぬ

と
為
し
、
蘇す

芳お
う

の
織お
り

物も
の

の
袙あ
こ
め・

青あ
お

色い
ろ

の

織
物
の
袴
・
紅
の
打

う
ち
う

褂ち
き

・
合
あ
わ
せ

袴ば
か
ま。
半は
ん

靴か

（
×
伴
化
）
等
を
着
す
。
雑ぞ
う

色し
き

は
六
十
人
。

長お
さ

四
人
は
白
の
装
束
。
六
人
は
赤あ
か

色い
ろ

の
狩
衣
・
袴
・
薄
色
の
袙
。
六
人
は
青
色
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変か

は
ら
ず
。
仍
り
て
微び

志し

を
致い
た

す
而の

已み

。

■▼
ｃ

大
炊
頭
光
栄
朝
臣
（
＝
賀
茂
）
語
（
×
諸
）
る
次つ
い
でに
云
は
く
「
或あ

る
女
、
右
相
府

（
×
苻
）（
＝
藤
原
顕
光
）
の
今
年
十
一
月
七
日
に
必
ず
死
す
る
由
を
夢ゆ
め

み
る
。」
者て
へ

り
。
実
々
に
談だ
ん

ず
る
所
な
り
。
彼か

の
期き

に
臨の
ぞ

み
、
虚き
よ

実じ
つ

を
知
る
べ
き
歟
。

②
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
八
年
四
月
二
日
条

▲
Ａ
「
賀か

茂も

詣も
う
で

定さ
だ
め」

二
日
、
乙
巳
。

■▲
Ａ

雨
降ふ

る
。
慎つ
つ
しむ
べ
き
に
依
り
て
外げ
ぎ

行よ
う

せ
ず
。
賀
茂
に
参
る
雑ぞ
う

事じ

を
定
む
。

③
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
御
禊
事
）

同
（
＝
寛
弘
）
八
年
四
月
七
日
、
御お
み

禊そ
ぎ

の
前さ
き

駆が
け

并
び
に
公く
ぎ

卿よ
う

分ぶ

配ば
い

を
定
め
ら
る
る

事
。

④
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
八
年
四
月
七
日
条

▲
Ａ
「
御お

み

禊そ
ぎ

の
前
さ
き
が

駆け
さ

定だ
め

并
び
に
公く
ぎ

卿よ
う

分ぶ

配ば
い

」

▲
Ｂ
「
維ゆ

い

摩ま

会え

の
講こ
う

師じ

の
宣せ
ん

旨じ

」

七
日
、
庚
戌
。

■▲
Ａ

大お
お

内う
ち

（
＝
一
条
院
）
に
参
る
。
右う
じ

仗よ
う

座の
ざ

（
×
右
丈
座
）（
＝
寝
殿
の
東
北
廊
）
に
着
す
。

御
禊
の
前
駆
并
び
に
公
卿
分
配
を
定
む
。

■▲
Ｂ

維ゆ
い

摩ま

（
＝
興
福
寺
維
摩
会
）
の
講こ
う

師じ

の
宣せ
ん

旨じ

を
下
す
。
東と
う

大だ
い

寺じ

の
観
真
。

　

候こ
う

宿し
ゆ
くす

。
小こ

雨さ
め

并
び
に
雷か
み

鳴な
り

あ
り
。

⑤
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
八
年
四
月
九
日
条

▲
Ａ
「
物も

の

忌い
み

」

▲
Ｂ
「
馬め

寮り
よ

使う
し

（
＝
源
頼
重
）・
次し

第だ
い

使し

（
＝
紀
□
□
）、
障さ
わ
りを

申
す
事
」

九
日
、
壬
子
。

■▲
Ａ

物も
の

忌い
み

に
依
り
て
籠ろ
う

居き
よ

す
。

■▲
Ｂ

外
記
為
親
来き
た

申り
も
うし

て
云
は
く
「
馬め

寮り
よ

使う
し

頼
重
（
＝
源
）、
子
死し

す
る
由
に
し
て
、

■▲
Ａ

祭
の
還か
え
さを

見
る
。
若
宮
（
＝
敦
成
親
王
）
出
で
給
ふ
。
傅
大
納
言
（
＝
藤
原
道

綱
）・
中
宮
大
夫
（
＝
斉
信
）、
御
車く
る

後ま
じ
りに
候
ず
。
殿
て
ん
じ

上よ
う

人び
と

廿
余
人
許ば
か
り、
御
前
に
候

ず
。
見
物
所
よ
り
神か

ん

館だ
ち

（
神
立
）
に
、
左
衛
門
督
（
＝
藤
原
頼
通
）・
左
右
宰
相
中

将
（
＝
源
経
房
・
兼
隆
）・
大
蔵
卿
（
＝
藤
原
正
光
）・
源
宰
相
（
＝
源
頼
定
）
等
、
殿
上

人
を
率ひ

き

ゐ
て
到
る
。
返か
え

来り
き

た
る
人
々
、
直の
う

衣し

（
衣
×
）
許ば
か
りを

着
す
。
御
前
の

人
々
、
身
を
露あ

ら
わに

す
。

■▲
Ｂ

還（
裏
書
）の

日
の
童わ
ら
わの

装
束
、
済
政
（
＝
源
）
調と
と
のへ

て
奉
る
。
自じ

余よ

の
装
束
は
、
皆
、

借し
や

用く
よ
うす
。
近
衛
使
、
頗
る
人
々
に
勝ま
さ

る
と
云
々
と
云
々
（
云
云
々
々
）。

■▲
Ｃ

若
宮
、
左
衛
門
督
の
在
所
（
所
×
）
の
小こ
み

南な
み

（
＝
小
南
第
）
に
渡
り
給
ふ
（
若
宮
左

衛
門
督
在
渡
小
南
給
）。
御
小こ
ぐ

車る
ま

（
々
小
車
）
に
御
お
わ
し
ます

。
然し
か

る
べ
き
上
達
部
（
部
×
）・

殿
上
人
等
候
ず
。
御
本ほ

ん

を
奉
る
。

（
注
1
）『
栄
花
物
語
』
な
ど
の
史
料
に
つ
い
て
は
、
�
㉑
（
注
2
）
参
照
。

�
寛
弘
八
年
（
一
〇
一
一
）

①
『
小
右
記
』
寛
弘
八
年
三
月
廿
二
日
条

▼
ａ
「
勘か

ん

宣せ
ん

旨じ

并
び
に
斎
院
の
奏そ
う

状じ
よ
う」

▼
ｂ
「
備
中
守
（
＝
橘
儀
懐
）
の
罷
ま
か
り

申も
う
し」

▼
ｃ
「
夢む

想そ
う

の
事
」（
目
一
六
・
夢
想
事
）

廿
二
日
、
乙
未
。

■▼
ａ

左
中
弁
（
＝
藤
原
朝
経
）、
先
日
の
勘か
ん

宣せ
ん

旨じ

并
び
に
斎
院
申
請
す
る
雑ぞ
う

物も
つ

の
奏そ
う

状じ
よ
うを

持も
ち

来き

た
る
。
勘
宣
旨
は
、
便び
ん

に
蔵
人
惟
任
（
＝
藤
原
）
に
付
す
べ
き
の
由よ
し

を

示
す
。
院
（
＝
斎
院
）
の
奏
は
、
奏そ
う

聞も
ん

（
×
問
）
せ
し
む
る
也
。

■▼
ｂ

備
中
守
儀
懐
（
＝
橘
）
来
た
る
。
廿
九
日
赴ふ

任に
ん

（
×
起
任
）
の
由
を
触ふ

る
。
良や
や

久ひ
さ

し
く
雑ざ
つ

談だ
ん

す
る
後
、
女
お
ん
な

装し
よ

束う
ぞ
く（

×
如
装
束
）
を
被か
ず

く
。
此こ

の
朝
臣
（
＝
儀
懐
）、
緑ろ
く

衫さ
ん

（
＝
六
位
の
官
人
が
着
用
す
る
緑
色
の
袍
）
の
日
（
×
由
）、｛
□
｝
家け

人に
ん

と
為
り
、
芳ほ
う

心し
ん
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摂
関
期
の
賀
茂
祭
関
係
記
事
（
そ
の
一
）　
―
　

『
小
右
記
』
を
中
心
と
す
る
古
記
録
部
類
作
成
へ
向
け
て
（
三
）　
―
　　
　
　

三
橋　

正

の
男
を
打う
ち

臥ふ

す
（
殿
雑
色
男
打
臥
）。
後
に
又
、
主
馬
に
持も
ち

入い

る
と
云
々
。」
者
り
。

随
身
利
正
（
＝
ウ
ジ
名
不
詳
）
を
指さ

し
て
見
せ
し
む
。
反か
え

来り
き

た
り
て
申
し
て
云
は

く
「
雑
色
の
男
、
主
馬
に
、
縛し

ば

置り
お

く
。」
者
り
。
奇あ
や

し
み
、
大
夫
（
＝
春
宮
大
夫
藤

原
懐
平
）
の
許も
と

に
、
消
息
を
送
り
、
上じ
よ

件う
け
んの
事
を
云
ふ
。
即
ち
大
夫
の
返
事
に

云
は
く
「
只た

だ

今い
ま

、
宮
（
＝
居
貞
親
王
）
の
許
よ
り
、
男
（
＝
雑
色
の
男
）
を
給
は
り

（
男
給
）、
獄ご
く

（
＝
獄
舎
）
に
付ふ

す
べ
し
。
是
、
主
馬
の
舎
人
打う
ち

害が
い

す
る
者
也
。」
輒
す
な
わ

（
×
■
）
ち
件
の
男
（
男
×
）（
＝
雑
色
の
男
）
を
尋
ね
し
む
る
に
、
件
の
害
す
る
由
を

申
す
者
（
＝
主
馬
の
舎
人
）、
主
馬
に
候
ず
と
云
々
。
大
夫
の
許
よ
り
、
件
の
雑
色

の
男
を
返か

え

送し
お
くる

（
従
大
夫
許
件
雑
色
男
返
送
）。
然し
か

る
に
示
し
て
云
は
く
「
宮
よ
り
獄

に
給
ふ
べ
き
由
の
仰

お
お
せ

有
れ
ば
、
受う
け

取と

る
に
、
便び
ん

無
し
。
案あ

内な
い

を
啓け
い

す
る
後
、
左と

右こ
う

す
べ
し
。」
返
送
り
了
り
ぬ
。

⑦
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
八
年
四
月
十
三
日
条

▲
Ａ
「
馬
寮
使
（
＝
源
頼
重
）
を
替か

ふ
る
事
」

▲
Ｂ
「
公
成
（
＝
藤
原
）、
禁き
ん

色じ
き

を
免ゆ
る

さ
る
る
事
」

▲
Ｃ
「
所と

こ
ろ（

＝
蔵
人
所
）
の
陪べ
い

従じ
ゆ
う（

＝
高
橋
成
通
）
の
除じ
よ

籍し
や
く」

▲
Ｄ
「
維
衡
（
＝
平
）、
馬
を
献け
ん

ず
る
事
」

十
三
日
、
丙
辰
。

■▲
Ａ

大
内
（
＝
一
条
院
）
に
参
る
。
馬め

寮り
よ

使う
し

の
助す
け

頼
重
、
障さ
わ
りを

申
す
所
、
分ぶ
ん

明め
い

な
ら

ず
。
仍
り
て
越
後
権
守
に
遷せ

ん

任に
ん

し
、
高
階
資
平
を
以
て
任
ぜ
ら
る
。

■▲
Ｂ

公
成
（
＝
藤
原
）
に
禁き
ん

色じ
き

を
免ゆ
る

さ
る
。
即
ち
退
出
す
。

■▲
Ｃ

入よ
に

夜い
り

、
蔵
人
惟
任
（
＝
藤
原
）
来き
た

仰り
お
おせ

て
云
は
く
「
所と
こ
ろ（

＝
蔵
人
所
）
の
陪
べ
い
じ

従ゆ
う

高

橋
成
通
の
申
す
所
、
故ゆ

え

無
し
。
之
を
如い
か
が何

為せ

む
。」
者て
へ

り
。
申
さ
し
め
て
云
は

く
「
右
近
将
監
親
業
（
親
成
）（
＝
藤
原
）
に
奉
仕
せ
し
め
（
右
近
将
監
親
成
令
奉
仕
）、

件
の
成
通
は
除じ

よ

籍し
や
くせ
ら
る
べ
し
。」
者
り
。
除
籍
せ
ら
れ
了
り
ぬ
。

■▲
Ｄ

維
衡
（
惟
平
）（
＝
平
）、
馬
十
疋
｛
一
疋
｝
を
献け
ん

ず
（
惟
平
馬
十
疋
一
疋
献
）。
皆
、
鞍く
ら

障さ
わ
りを
申
す
。」
者て
へ

り
。
即す
な
わち
奏
せ
し
む
。
仰
せ
て
云
は
く
「
又
々
、
尋じ
ん

問も
ん

し
、

案あ

内な
い

を
申
す
べ
し
。」
者
り
。
又
、
次し

第だ
い

使し

紀
□
□
、
同
じ
く
子
死
す
る
由
を

申
す
。「
他ほ

か

人の
ひ
と（

＝
高
階
資
平
）
を
以
て
奉
仕
せ
し
め
よ
。」
者
り
（
＝
藤
原
道
長
の

命
）。

（
注
1
）
外
記
為
親
に
つ
い
て
、
古
記
録
本
索
引
・
全
註
釈
・『
平
安
人
名
辞
典
―
長
保
二
年
―
』

（
槙
野
廣
造
）
は
惟
宗
成
親
か
と
し
、『
外
記
補
任
』（
井
上
幸
治
）
は
大
江
為
清
か
と
す
る
。

（
注
2
）「
即
令
奏
仰
云
」
に
つ
い
て
、
全
註
釈
は
「
即
ち
奏
せ
し
む
る
に
、
仰
せ
て
云
は
く
」
と

訓
読
し
、
道
長
が
一
条
天
皇
に
奏
上
す
る
た
め
に
、
為
親
に
再
び
頼
重
を
尋
問
す
る
よ
う
命

令
し
た
と
解
釈
し
て
い
る
。
学
術
文
庫
は
「
す
ぐ
に
天
皇
に
奏
上
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
お
っ
し

ゃ
っ
て
云
わ
れ
た
こ
と
に
は
」
と
現
代
語
訳
し
て
い
る
。

⑥
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
八
年
四
月
十
日
条

▲
Ａ
「
物
忌
」

▲
Ｂ
「
斎
院
長
官
（
＝
源
為
理
）
の
代
官
」

▲
Ｃ
「
東
宮
（
＝
居
貞
親
王
）
の
主し
ゆ

馬め

（
＝
主
馬
署
）
の
舎と
ね
り人
と
殿
の
雑ぞ
う

色し
き

と
の
闘と
う

乱ら
ん

」

（
裏
書
）

十
日
、
癸
丑
。

■▲
Ａ

物
忌
也
。

■▲
Ｂ

左
中
弁
（
＝
朝
経
）、
門
外
（
＝
小
野
宮
第
）
に
来
た
り
て
云
は
く
「
斎
院
長
官
為

理
（
＝
源
）、
日ひ

来ご
ろ

、
所し
よ

労ろ
う

有
り
、
院
（
＝
斎
院
）
に
参
ら
ず
。
申
さ
し
め
て
云
は

く
『
悩な

や

む
所
、
猶な
お

重お
も

し
。
祭
に
供
奉
す
べ
き
に
非
ず
。』」
者て
へ

り
。
事こ
と

由の
よ
しを

奏
せ

し
む
。
然
る
べ
き
者
を
以
て
（
可
然
以
者
）、
代だ
い

官か
ん

と
為
す
べ
き
を
仰
す
。
物
忌

重
き
に
依
り
、
明
日
定さ

だ

む
と
申
す
。

■▲
Ｃ

十（
裏
書
）日

。
入よ
に

夜い
り

、
為
義
朝
臣
（
＝
橘
）
来
申
し
て
云
は
く
「
一い
ち

条じ
よ

殿う
ど
の（

＝
道
長
所
有

の
一
条
第
。
左
京
北
辺
四
坊
四
町
）
の
前
の
泥で
い

途と

、
今
作
る
間
、
当
家
（
＝
一
条
第
）
の

者
を
召め

し

出い

だ
す
処と
こ
ろ（

当
家
者
召
出
処
）、
東
宮
（
＝
居
貞
親
王
。
御
所
は
一
条
院
別
納
）
の

主し
ゆ

馬め

（
＝
主
馬
署
）
の
舎と
ね
り人
と
云
ふ
者
、
殿
（
＝
道
長
。
あ
る
い
は
一
条
第
か
）
の
雑ぞ
う

色し
き
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明
星
大
学
研
究
紀
要
【
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
】
第
二
十
二
号　

二
〇
一
四
年

（
注
1
）
具
注
暦
の
上
部
欄
外
に
「
斎
王
御
禊
」
と
あ
る
。

⑪
『
権
記
』
寛
弘
八
年
四
月
十
五
日
条

△
Ａ
「
御
禊
」

十
五
日
、
戊
午
。

■△
Ａ

御
禊
也
。
実
経
、
前
駆
に
供ぐ

奉ぶ

す
。
右
宰
相
中
将
（
＝
藤
原
兼
隆
）
過よ
ぎ

ら
る
。

亦
、
左
京
大
夫
〔
長
経
（
＝
源
）〕・
後
侍
従
〔
資
平
（
＝
藤
原
）〕
来ら
い

臨り
ん

す
。
諸し
よ

大だ
い

夫ぶ

は
数す
う

輩は
い

。

　

申さ
る

剋の
こ
く、
見
物
す
。
相
公
（
＝
兼
隆
）・
京
兆
（
＝
長
経
）
と
同
車
す
。
斎
王
（
＝
選

子
内
親
王
）
の
前
駆
は
、
左
衛
門
佐
平
孝
明
・
右
権
佐
藤
原
中
尹
・
左
兵
衛
佐
実

経
・
右
佐
藤
原
通
範
・
左
衛
門
少
尉
源
頼
国
・
右
同
頼
範
・
左
兵
衛
少
尉
橘
義

通
・
右
藤
原
敦
親
。
次し

第だ
い

使し

は
、
右
馬
助
源
頼
職
・
左
允
菅
野
数
遠
。
斎
さ
い
い

院ん
ち

長よ
う

官か
ん

代だ
い

は
清
原
為
成
〔
雅
楽
頭
〕。
実
経
、
左
府
（
＝
道
長
）
の
御
馬
〔
平ひ
ら

緒お

と
号ご
う

す
。〕
に
騎き

す
。
随
身
は
四
人
。〔
二
人
の
物も
の

節ふ
し

は
、
褐か
ち

衣え

を
着
す
。
二
人
は
、

蛮ば
ん

絵え

并
び
に
下
し
た
が

襲さ
ね

等
を
着
す
。
其
の
装
よ
そ
お
い、
左
府
よ
り
給
は
る
。
使つ
か
いの
実
国
（
＝

菅
野
）
に
、
褂
う
ち
き

一
重か
さ
ねを

被か
ず

く
。〕
童わ
ら
わは

六
人
。〔
二
人
は
二ふ
た

藍あ
い

の
狩か
り

衣ぎ
ぬ

・
指さ
し

貫ぬ
き

（
指

抜
）、
紅
く
れ
な

打い
う
ちの
袙あ
こ
め

袴ば
か
ま。
二
人
は
青あ
お

朽く
ち

葉ば

・
茜あ
か

打ね
う
ちの
袙
袴
。
二
人
は
赤あ
か

色い
ろ

・
蘇す

芳お
う

染ぞ
め

の
袙
袴
。
其
の
狩
衣
・
指
貫
は
、
並
び
に
双そ
う

毎ご
と

に
、
浅せ
ん

深し
ん

有
り
。
袙
は
、
右

金
吾
（
＝
藤
原
斉
信
）
送
ら
る
。
袴
二
腰
は
、
前
陸
奥
守
道
貞
朝
臣
調と
と
の

送え
お
くる

。
四

腰
は
、
絹
を
以
て
、
惟
通
朝
臣
（
＝
藤
原
）
を
し
て
之
を
調
へ
し
む
。
狩
衣
・
指

貫
は
、
又
、
料り

よ
うの
縑か
と
りを
以
て
、
理
義
朝
臣
（
＝
平
）
を
し
て
之
を
調
へ
し
む
。

指
貫
は
、
単ひ

と
えに

作
る
べ
し
。
而
る
に
合あ
わ
せ（

＝
袷
）
に
作
る
。
後
日
、
左
相
府
（
＝

道
長
）
命お
お

せ
て
云
は
く
「
単
に
作
る
は
、
是こ
れ

、
例
也
。」〕
雑ぞ
う

色し
き

廿
四
人
の
中
、

長お
さ

四
人
・
舎と
ね
り人

四
人
は
、
帰か
え

来り
き

た
る
の
時
、
禄ろ
く

を
給
ふ
。
共と
も

人び
と

の
馬
の
歓
く
ち
と
り

右

近
府
生
秦
正
延
は
絹
三
疋
、
別
に
二
藍
の
下
襲
・
半は

ん

臂ぴ

を
給
ふ
。〔
即
ち
今
日
、

着
す
る
所
な
り
。〕
番
長
多
為
重
は
二
疋
、
別
に
袙
一
を
給
ふ
。〔
又
、
今
日
、

を
具ぐ

す
（
皆
鞍
具
）。

⑧
『
権
記
』
寛
弘
八
年
四
月
十
四
日
条

△
Ａ
「
左
兵
衛
督
（
＝
藤
原
実
成
）
の
訪
と
ぶ
ら
い」

△
Ｂ
「
馬
寮
使
（
＝
源
頼
重
）
の
改か
い

任に
ん

」

十
四
日
（
×
十
五
日
）、
丁
巳
。

■△
Ａ

左
兵
衛
督
（
＝
藤
原
実
成
）
過よ
ぎ

ら
る
。
明
日
の
実
経
（
＝
藤
原
、
行
成
の
男
）
の
御

禊
の
前
駆
の
事
を
訪と

ぶ
らは

る
。

■△
Ｂ

此
の
日
、
左
馬
助
源
頼
重
を
以
て
、
越
後
権
守
に
任
ず
。
高
階
資
平
を
以
て
、

左
馬
助
に
任
ず
。
頼
重
、
祭さ

い

使し

、
巡じ
ゆ
んに
当
た
る
。
而
る
に
故
障
を
申
す
こ
と
無

し
。
而
る
に
今
、
期
に
望
み
、
子
死し

す
る
の
由
を
申
す
。
期
に
望
み
、
此
の
由

を
申
す
は
当
た
ら
ず
。
仍
り
て
改か

い

任に
ん

せ
ら
る
。
而
る
に
内
々
に
悦え
つ

気き

有
り
と

云
々
。

⑨
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
御
禊
事
）

同
（
＝
寛
弘
）
八
年
四
月
十
五
日
、
斎
王
（
＝
選
子
内
親
王
）
の
御
禊
の
事
。〔
祭
に

供ぐ

奉ぶ

す
る
人
、
一い
ち

条じ
よ

院う
い
んの

北
に
於
い
て
、
下げ

馬ば

す
べ
か
ら
ざ
る
事
。〕

⑩
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
八
年
四
月
十
五
日
条

▲
Ａ
「
御
禊
」

▲
Ｂ
「
馬
を
申
す
人
」（
裏
書
）

十
五
日
、
戊
午
。

■▲
Ａ

終し
ゆ

日う
じ
つ、
雨
降ふ

る
。
内
（
＝
一
条
院
）
よ
り
罷ま
か

出り
い

づ
。
侍
従
中
納
言
（
＝
行
成
）
の

兵
衛
佐
（
＝
実
経
）
の
許
に
、
随
身
の
装
束
・
馬
を
送
る
。

　

見
物
す
。
此
の
間
、
雨
降
る
。
甚じ

ん

雨う

也
。

■▲
Ｂ

十（
裏
書
）五

日
。
馬
を
申
す
人
々
、
中
尹
朝
臣
（
＝
藤
原
）・
実
経
朝
臣
（
ゝ
々
）・
頼

国
（
＝
源
）・
頼
範
（
＝
源
）・
義
通
（
＝
橘
）・
敦
親
（
＝
藤
原
）。
已
上
、
兵
府
（
＝
諸

衛
府
）。
所
（
＝
蔵
人
所
）
の
者
は
、
頼
成
（
頼
重
）（
＝
藤
原
）。
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摂
関
期
の
賀
茂
祭
関
係
記
事
（
そ
の
一
）　
―
　

『
小
右
記
』
を
中
心
と
す
る
古
記
録
部
類
作
成
へ
向
け
て
（
三
）　
―
　　
　
　

三
橋　

正

十
七
日
、
庚
申
。

■▲
Ａ

天
晴
。
午う
ま

時の
と
き、

賀
茂
に
詣も
う

づ
。
舞ま
い

人び
と

・
陪
従
等
、
近
衛
府
の
者
、
常
の
如
し
。

同
道
す
る
上か

ん

達だ
ち

部め

は
、
傅
（
＝
道
綱
）・
中
宮
大
夫
（
＝
斉
信
）・
権
大
夫
（
＝
源
俊

賢
）・
藤
中
納
言
（
＝
藤
原
隆
家
）・
侍
従
中
納
言
（
＝
行
成
）・
左
衛
門
督
（
＝
頼

通
）・
尹
中
納
言
（
＝
藤
原
時
光
）・
右
衛
門
督
（
＝
懐
平
）・
右
宰
相
中
将
（
＝
兼

隆
）・
大
蔵
卿
（
＝
正
光
）・
左
宰
相
中
将
（
＝
経
房
）・
左
兵
衛
督
（
×
左
兵
衛
門
督
）

（
＝
実
成
）・
三
位
中
将
（
＝
藤
原
教
通
）
等
。
社し
や

頭と
う

、
常
の
如
し
。
二
社
（
＝
上
社
・

下
社
）
に
、
永
と
こ
し
な
えに

神し
ん

馬め

を
献け
ん

ず
。
上か
み

御の
お

社ん
し
やに

て
、
上し
よ

官う
か
ん・

舞
人
・
陪
従
・
随
身

等
に
、
禄
を
給
ふ
。

　

還か
え

る
後
、
即
ち
大
内
に
参
る
。
女
（
＝
源
倫
子
）
と
同
じ
。

⑱
『
権
記
』
寛
弘
八
年
四
月
十
七
日
条

△
Ａ
「
賀か

茂も

詣も
う
で」

十
七
日
、
庚
申
。

■△
Ａ

左
府
（
＝
道
長
）
に
参
る
。
左
府
（
々
々
）、
賀
茂
に
参
ら
る
。
東
宮
傅
（
＝
道

綱
）・
中
宮
大
夫
（
＝
斉
信
）・
権
大
夫
（
＝
俊
賢
）・
藤
中
納
言
（
＝
隆
家
）・
左
衛
門

督
（
＝
頼
通
）・
弾
正
尹
（
＝
時
光
）・
右
衛
門
督
（
＝
懐
平
）・
右
宰
相
中
将
（
＝
兼

隆
）・
大
蔵
卿
（
＝
正
光
）・
左
兵
衛
督
（
＝
実
成
）・
三
位
中
将
（
＝
教
通
）、
御お

共と
も

に

候
ず
。
金
銀
の
幣へ

い

帛は
く

・
神し
ん

宝ぽ
う

・
東
あ
ず
ま

遊あ
そ
び・

十と
お

列つ
ら

等
を
奉
ら
る
。

⑲
『
日
本
紀
略
』
寛
弘
八
年
四
月
十
七
日
条

十
七
日
、
庚
申
。

　

左
大
臣
（
＝
道
長
）、
賀か

茂も

社し
や

に
参さ
ん

詣け
い

す
。

⑳
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

同
（
＝
寛
弘
）
八
年
四
月
十
八
日
、
賀
茂
祭
の
事
。

㉑
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
八
年
四
月
十
八
日
条

▲
Ａ
「
賀
茂
祭
見
物
」

着
す
る
所
也
。〕
副そ

い

童わ
ら
わの
者
、
左
府
生
秦
延
命
・
物
部
武
士
、
並
び
に
絹
二
疋
。

馬う
ま

舎と
ね
り人

は
二
疋
。
居い

飼か
い

は
手た
づ

作く
り
の

布ぬ
の

二
端
。
借
か
り
の

随ず
い

身じ
ん

二
人
は
各
お
の
お
の

疋ひ

絹け
ん

。

⑫
『
日
本
紀
略
』
寛
弘
八
年
四
月
十
五
日
条

十
五
日
、
戊
午
。

　

賀
茂
斎
王
（
＝
選
子
内
親
王
）
の
禊
。
外
記
に
仰
せ
て
云
は
く
「
一
条
院
の
北
、

堀ほ
り

川か
わ

に
至
り
、
例
年
、
禊
み
そ
ぎ

祭ま
つ
りの
供
奉
の
人
、
皆
以
て
下
馬
す
。
但
し
、
今
年
は

然し
か

る
べ
か
ら
ず
。
皆
、
騎き

馬ば

す
べ
し
。」
者て
へ

り
。

（
注
1
）『
賀
茂
斎
院
記
』
に
も
見
え
る
。

⑬
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
八
年
四
月
十
六
日
条

▲
Ａ
「
侍
従
中
納
言
（
＝
行
成
）、
帯
・
剣た
ち

・
鞍く
ら

具ぐ

等
を
持も
ち

来き

た
る
事
」

十
六
日
、
己
未
。

■▲
Ａ

雨
、
時
々
降ふ

る
。
晴せ
い

気き

無
し
。
侍
従
中
納
言
（
＝
行
成
）
借か

（
×
僣
）
す
所
の

帯
・
剣た

ち

・
鞍く
ら

具ぐ

等
持も
ち

来き

た
る
。

⑭
『
権
記
』
寛
弘
八
年
四
月
十
六
日
条

△
Ａ
「
随
身
の
装
束
并
び
に
雑
具
等
の
悚

か
し
こ
ま
りを

申
す
事
」

十
六
日
、
己
未
（
×
乙
未
）。

■△
Ａ

左
府
（
＝
道
長
）
に
参
る
。
昨き
の
うの

随
身
に
給
は
る
る
装
束
并
び
に
雑
具
等
の

悚
か
し
こ
ま
りを

申
す
。

⑮
『
日
本
紀
略
』
寛
弘
八
年
四
月
十
六
日
条

十
六
日
、
己
未
。

　

警け
い

固ご

。

⑯
『
小
記
目
録
』（
第
一
五
・
摂
政
関
白
物
詣
事
）

同
（
＝
寛
弘
）
八
年
四
月
十
七
日
、
左
府
（
＝
道
長
）
の
賀か

茂も

詣も
う
での
事
。

⑰
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
八
年
四
月
十
七
日
条

▲
Ａ
「
賀か

茂も

詣も
う
で」
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〇
一
四
年

（
注
2
）
敦
成
・
敦
良
両
親
王
の
見
物
に
つ
い
て
は
、『
栄
花
物
語
』（
巻
八
・
は
つ
は
な
）
は
寛

弘
七
年
の
こ
と
と
し
て
、
道
長
が
一
条
の
桟
敷
で
敦
成
親
王
と
見
物
し
た
と
す
る
。『
後
拾

遺
和
歌
集
』（
巻
一
九
・
雑
五
・
一
一
〇
七
・
一
一
〇
八
番
歌
）
は
年
次
の
記
述
は
な
く
、

道
長
が
敦
成
親
王
と
見
物
し
た
と
す
る
。『
大
鏡
』（
中
・
右
大
臣
師
輔
）
と
『
古
本
説
話

集
』（
上
・
大
斎
院
事
）
は
年
次
の
記
述
は
な
く
、
道
長
が
桟
敷
で
敦
成
・
敦
良
両
親
王
と

見
物
し
た
と
す
る
。

㉒
『
権
記
』
寛
弘
八
年
四
月
十
八
日
条

△
Ａ
「
賀
茂
祭
使
出
立
」

△
Ｂ
「
使
々
を
見
物
す
る
事
」

十
八
日
、
辛
酉
。

■△
Ａ

祭さ
い

使し
ど

所こ
ろ

（
＝
出
立
所
）
に
向む

か
ふ
。〔
蔵
人
少
将
朝
任
（
＝
源
）。〕
中
宮
権
大
夫

（
＝
俊
賢
）、
此
の
事
を
経け
い

営え
い

す
。

■△
Ｂ

次
い
で
左
府
（
＝
道
長
）
の
桟
敷
（
狭
敷
）
に
参
る
。
若
宮
（
＝
敦
成
親
王
）・
三

宮
（
＝
敦
良
親
王
）
御お
わ

坐し
ま

す
也
。
右
内
府
（
＝
顕
光
・
公
季
）、
共
に
参
ら
る
。
見
物

し
了
り
て
、
右
（
＝
右
府
顕
光
）
退
く
。
内
（
＝
内
府
公
季
）
候
ぜ
ら
る
。
引ひ
き

出で

物も
の

有

り
。
内う

ち
（
＝
一
条
院
）
に
入
る
。
御お

共と
も

に
候
ぜ
ら
る
（
御
共
被
候
）。

　

東と
う

宮ぐ
う

使し

は
権
亮
頼
光
朝
臣
、
中ち
ゆ

宮う
ぐ

使う
し

は
亮
清
通
朝
臣
、
馬め

寮り
よ

使う
し

は
左
馬
助

（
×
助
）
資
平
朝
臣
（
＝
高
階
）、
近
衛
府
は
左
少
将
朝
任
朝
臣
、
内く

蔵ら

寮り
よ

使う
し

は
頭

公
信
朝
臣
、〔
二
度
、
落ら

く

馬ば

す
と
云
々
。〕
女
お
ん
な

使つ
か
いは

中
納
言
典
侍
。

㉓
『
日
本
紀
略
』
寛
弘
八
年
四
月
十
八
日
条

十
八
日
、
辛
酉
。

　

賀
茂
祭
。

㉔
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

同
年
月
（
＝
寛
弘
八
年
四
月
）
十
九
日
、
山
城
守
・
介
、
祭
に
供
奉
せ
ざ
る
事
。

㉕
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

同
日
（
＝
寛
弘
八
年
四
月
十
九
日
）、
両
親
王
（
＝
敦
成
・
敦
良
）、
左
府
（
×
苻
）（
＝
道
長
）

▲
Ｂ
「
馬
を
申
す
人
」（
裏
書
）

十
八
日
、
辛
酉
。

■▲
Ａ

暁
あ
か
つ
き、
内
（
＝
一
条
院
）
よ
り
若わ
か

宮み
や

（
＝
敦
成
親
王
）・
三さ
ん

宮の
み
や（

＝
敦
良
親
王
）・
尚
な
い
し
の

侍か
み

（
＝
藤
原
妍
子
）
同
道
し
、
一い
ち

条じ
よ

家う
け

（
＝
一
条
第
）
の
桟さ

敷じ
き

（
散
敷
）
の
室
に
御
お
わ
し
ます
。
巳み

午う
ま
の

時と
き

許ば
か
り、

上
達
部
等
参ま
い

会り
あ

ふ
。
右
大
臣
（
＝
藤
原
顕
光
）・
内
大
臣
（
＝
藤
原
公

季
）・
傅
大
納
言
（
＝
道
綱
）・
中
宮
大
夫
（
＝
斉
信
）・
権
大
夫
（
＝
俊
賢
）・
藤
中
納

言
（
＝
隆
家
）・
侍
従
中
納
言
（
＝
行
成
）・
左
衛
門
督
（
＝
頼
通
）・
尹
中
納
言
（
＝
時

光
）・
右
宰
相
中
将
（
＝
兼
隆
）・
左
宰
相
中
将
（
将
×
）（
＝
経
房
）・
大
蔵
卿
（
＝
正

光
）・
左
兵
衛
督
（
×
左
近
衛
督
）（
＝
実
成
）・
三
位
中
将
（
＝
教
通
）
等
な
り
。
殿
て
ん
じ

上よ
う

人び
と

、
皆み
な

参
る
。

　

事
了
り
て
大
内
（
＝
一
条
院
）
に
参
り
給
ふ
。
右
府
（
＝
顕
光
）、
早
く
に
退
出

す
。
内
府
（
＝
公
季
）
以
下
、
御お

供と
も

に
候
ず
。
内
府
に
、
引ひ
き

出で

（
＝
引
出
物
）
の
馬

一
疋
。
彼
（
＝
公
季
）
の
御ご

前ぜ
ん

（
＝
前
駆
）
の
有
光
朝
臣
（
＝
平
）
に
、
衣
を
給
ふ
。

陣じ
ん

頭と
う

（
＝
一
条
院
の
東
面
の
南
側
の
東
門
）
に
着
し
、
自み
ず
から
若
宮
を
懐い
だ

き
奉
る
。
是
、

入よ
に

夜い
る

に
依
る
。
中
宮
大
夫
、
三
宮
を
懐
き
奉
る
。

　

尚
侍
・
母は

々は

（
＝
倫
子
）、
同
じ
く
東
宮
（
＝
居
貞
親
王
）
に
参
る
。
即
ち
母
々
と

与と
も

に
退
出
す
。

■▲
Ｂ

十（
裏
書
）八

日
。
馬
を
申
す
人
々
。
公
信
朝
臣
（
＝
藤
原
、
内
蔵
寮
使
）
は
飾か
ざ

馬り
う
ま・

引ひ
き

馬う
ま

。

清
通
朝
臣
（
＝
大
江
、
中
宮
使
）
は
同ど
う

上じ
よ
う。

資
平
（
＝
高
階
、
馬
寮
使
）
は
飾
馬
。
所

（
＝
蔵
人
所
）
の
御
前
（
＝
前
駆
）
の
親
業
（
親
成
）・
頼
成
（
頼
重
）（
＝
藤
原
）・
明
通

（
＝
藤
原
）・
帯た
ち

刀は
き

の
国
光
（
＝
藤
原
ヵ
）・
頼
光
朝
臣
（
＝
源
、
東
宮
使
）
は
飾
馬
。
飾

ら
ざ
る
に
依
り
、
宮
（
＝
居
貞
親
王
）、
御
馬
を
申
す
。
帯
刀
、
相あ
い

替か

へ
て
用も
ち

ひ

了
り
ぬ
。
桟
敷
（
散
敷
）
に
、
東
宮
の
御
使
有あ

り
。
御
返
事
の
次つ
い
でに
、
御
使
の

能
信
（
＝
藤
原
）
に
、
織お
り

物も
の

の
褂う
ち
きを

賜
ふ
。

（
注
1
）
具
注
暦
の
上
部
欄
外
に
「
賀
茂
祭
」
と
あ
る
。



285

摂
関
期
の
賀
茂
祭
関
係
記
事
（
そ
の
一
）　
―
　

『
小
右
記
』
を
中
心
と
す
る
古
記
録
部
類
作
成
へ
向
け
て
（
三
）　
―
　　
　
　

三
橋　

正

の
桟
敷
（
狭
敷
）
に
於
い
て
見
物
す
る
事
。

㉖
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
八
年
四
月
十
九
日
条

▲
Ａ
「
賀
茂
祭
使
に
還か

え

禄り
ろ
くを

送
る
事
」

十
九
日
、
壬
戌
。

■▲
Ａ

物
忌
に
依
り
て
籠ろ
う

居き
よ

す
。
近
衛
府
使
（
＝
源
朝
任
）
の
許も
と

（
＝
還
立
所
）
に
、
還
か
え
り

禄ろ
く

の
料
の
絹け
ん

布ぷ

等
を
送
る
（
還
禄
料
絹
布
等
送
）。
加か
べ

陪い
じ

従ゆ
う

（
々
陪
従
）
の
官
人
等
の

絹
の
料
を
加く

わ

ふ
。

㉗
『
権
記
』
寛
弘
八
年
四
月
十
九
日
条

△
Ａ
「
還か

え

立り
だ
ち」

△
Ｂ
「
解げ

陣じ
ん

」

十
九
日
、
壬
戌
。

■△
Ａ

知ち

足そ
く

院い
ん

（
智
足
院
）
の
辺あ
た
りに
向
か
ひ
て
見
物
す
。

■△
Ｂ

参
内
す
。
解げ

陣じ
ん

の
事
を
行
な
ふ
。
左
近
少
将
忠
経
（
＝
藤
原
）・
右
少
将
経
親

（
＝
源
）・
左
兵
衛
佐
実
経
（
＝
藤
原
）・
右
（
＝
右
兵
衛
佐
）
能
信
（
＝
藤
原
）。
二
府

（
＝
左
右
衛
門
府
）、
具
せ
ず
と
雖
も
、
候
ず
る
に
随し
た
がひ

て
召
さ
し
む
る
例
也
。

㉘
『
日
本
紀
略
』
寛
弘
八
年
四
月
十
九
日
条

十
九
日
、
壬
戌
。

　

解
陣
。

㉙
『
小
記
目
録
』（
第
五
・
四
月
・
賀
茂
祭
事
）

同
年
（
＝
寛
弘
八
年
）
五
月
十
日
、
祭
に
供
奉
せ
ざ
る
人
々
、
過か
じ

状よ
う

を
進
た
て
ま
つら

し
む

べ
き
事
。
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